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はしがき 
 

 

本報告書は，国立教育政策研究所のプロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在

り方に関する研究－目標・内容，指導方法，評価の一体的検討－」（平成26～28年度）におけ

る研究成果のうち，資質・能力の育成と評価についてまとめたものである。 

本研究は，平成25年度まで実施した「教育課程の編成に関する基礎的研究」を，更に学術的

に精緻
せ い ち

化・構造化し，教育目標や内容，学習・指導方法，評価等の一体的・実証的な検討を行

うことを目的としており，今年度は，学習評価やその取組等を中心に研究を進めてきたところ

である。 

次期学習指導要領改訂に向けた中央教育審議会への諮問（「初等中等教育における教育課程の

基準等の在り方について」平成26年 11月 20日）では，「これからの学習指導要領等について

は，必要な教育内容を系統的に示すのみならず，育成すべき資質・能力を子供たちに確実に育

む観点から，そのために必要な学習・指導方法や，学習の成果を検証し指導改善を図るための

学習評価を充実させていく観点が必要」とされている。また，平成28年 12月にまとめられた

「答申」においても，「社会に開かれた教育課程」という理念を具体化するためには，「学習評

価の改善・充実や，必要な条件整備などを，教育課程の改善の方向性と一貫性を持って実施し

ていくことが必要である」とされ，学習評価については，教育課程や学習・指導方法の改善と

一貫性を持った形で改善を進めることが求められているところである。今後，学習指導要領等

において，育成を目指す資質・能力やその育成に向けた学習・指導方法をどう示し，どう評価

していくか，また，学校における創意工夫ある学習活動やカリキュラム・マネジメントへの効

果的な支援はどうあるべきかを検討していく上で，学習評価等の考え方や変遷，国内外におけ

る評価の取組に関する基礎資料は参考になると思われる。 

本報告書が，我が国における教育課程の基準の在り方を検討する上で参考資料として十分活

用されることを願うとともに，本研究の推進に御協力を頂いた方々に心から感謝申し上げたい。 
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     研 究 組 織     （平成29年3月 現在） 

 

【研究代表者】 

梅澤 敦    国立教育政策研究所 教育課程研究センター長（平成27年 5月から） 

髙口 努    国立教育政策研究所 教育課程研究センター長 

（平成26年 7月から平成27年 4月まで） 

勝野 頼彦   国立教育政策研究所 教育課程研究センター長（平成26年 7月まで） 

 

【研究副代表者】 

今関 豊一 国立教育政策研究所 教育課程研究センター基礎研究部長 

 

【企画運営委員】 

田口 重憲   国立教育政策研究所 研究企画開発部長 （平成27年 9月から） 

高橋 雅之   国立教育政策研究所 研究企画開発部長 （平成27年 4月から7月まで） 

渡邊 恵子   国立教育政策研究所 研究企画開発部長 （平成27年 2月から3月まで， 

平成27年 8月から9月まで） 

大月 光康 国立教育政策研究所 研究企画開発部長 （平成27年 1月まで） 

 

【国際研究班（教育課程担当）所外委員】（ ）内は担当国 

二宮 皓 比治山大学 学長 （総括） 

青木 麻衣子 北海道大学 准教授 （オーストラリア） 

新井 浅浩 城西大学 教授 （イギリス） 

上原 秀一 宇都宮大学 准教授 （フランス） 

遠藤 貴広 福井大学 准教授 （アメリカ合衆国） 

河合 久 国立教育政策研究所 特任フェロー 

坂野 慎二 玉川大学 教授 （ドイツ） 

下村 智子 三重大学 准教授 （カナダ） 

二宮 衆一   和歌山大学 准教授 （イギリス） 

福本 みちよ 東京学芸大学 准教授 （ニュージーランド） 

松本 麻人 文部科学省 生涯学習政策局参事官付 外国調査係専門職 （韓国） 

渡邊 あや 津田塾大学 准教授 （フィンランド） 

 

【国際研究班（理科担当）所外委員】（ ）内は担当国 
磯﨑 哲夫   広島大学 教授 （総括・イギリス・フランス） 
野添 生 宮崎大学 准教授 （イギリス） 
平野 俊英 愛知教育大学 教授 （アメリカ合衆国） 
高橋 一将 北海道教育大学 講師 （アメリカ合衆国） 
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寺田 光宏 岐阜聖徳学園大学 教授 （ドイツ） 
遠藤 優介 愛知教育大学 助教 （ドイツ） 
清水 欽也 広島大学 教授 （カナダ） 
畑中 敏伸 東邦大学 准教授 （カナダ） 
山下 修一 千葉大学 教授 （シンガポール） 
大嶌 竜午 千葉大学 特任助教 （シンガポール） 

各務 南 広島大学 院生 (フランス) 

李 智源 韓国教員大学 学術研究教授（韓国） 

 

【国際研究班（社会科担当）所外委員】（ ）内は担当国 
宇都宮 明子 佐賀大学 准教授 （ドイツ） 
 

【国内研究班 報告書5（本報告書）事例執筆協力】 

〇第3章 3節 

保坂 修男 山梨大学教育学部附属小学校 教諭 

本所 克寿 神戸大学附属小学校 教諭 

橘 慎二郎 香川大学教育学部附属高松小学校 教諭  

黒田 拓志 香川大学教育学部附属高松小学校 教諭  

二串 英一 福岡教育大学附属福岡小学校 教諭 

上村 慎吾 新潟大学教育学部附属新潟中学校 指導教諭  

濁川 朋也 上越教育大学附属中学校 指導教諭 

柴田 広祐 静岡大学教育学部附属浜松中学校 教諭 

鈴木 昌二 広島大学附属三原小学校 教諭 

松本 裕子 広島大学附属三原中学校 教諭 

小林 理昭 香川大学教育学部附属坂出中学校 副校長 

山下 雅文 広島大学附属福山中・高等学校 教諭 

井上 純一 広島大学附属高等学校 教諭 

山本 吉次 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 主幹教諭 

 

〇第3章 6節 

小崎 早苗 愛知県総合教育センター 教科研究室長  

岡本 真澄 大阪府教育センター 主任指導主事 

喜多 英一 大阪府教育センター 指導主事 

鈴木 寧子 栃木県教育委員会事務局学校教育課 副主幹 

蘇武 和成 神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課 指導主事 

馬場 雅史 川越市立教育センター 主幹 
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【検討班】 

角屋 重樹 日本体育大学 教授（国立教育政策研究所 客員研究員） 

吉冨 芳正 明星大学 教授（国立教育政策研究所 客員研究員） 

猿田 祐嗣 國學院大学 教授（所外委員） 

遠山 紗矢香 静岡大学 特任助教（所外委員） 

淵上 孝 文部科学省 高等教育局私学部私学助成課長（フェロー） 

今村 聡子 東京大学 経営支援担当部長（フェロー） 

佐藤 弘毅   国立教育政策研究所 教育課程研究センター研究開発部長 

（平成27年 4月から平成29年 2月まで） 

大金 伸光 国立教育政策研究所 教育課程研究センター研究開発部長 

（平成27年 3月まで） 

大杉 昭英 国立教育政策研究所 初等中等教育研究部長 

銀島 文 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 総合研究官 

二井 正浩 国立教育政策研究所 教育課程研究センター基礎研究部 総括研究官 

 

【事務局】 

佐藤 有正 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 学力調査課長 

（平成27年 7月まで） 

小久保 智史 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 学力調査課長 
（平成27年 8月から） 

白水 始 国立教育政策研究所 初等中等教育研究部 総括研究官（平成28年 3月まで） 

        東京大学 大学総合教育研究センター教授（フェロー）（平成28年 4月から） 

        東京大学 高大接続研究開発センター教授（フェロー）（平成28年 10月から） 

松尾 知明 国立教育政策研究所 初等中等教育研究部 総括研究官 

福本 徹 国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部 総括研究官 

後藤 顕一 国立教育政策研究所 教育課程研究センター基礎研究部 総括研究官 

西野 真由美 国立教育政策研究所 教育課程研究センター基礎研究部 総括研究官 

松原 憲治 国立教育政策研究所 教育課程研究センター基礎研究部 総括研究官 

本田 史子 国立教育政策研究所 教育課程研究センター基礎研究部 総括研究官 

（平成27年 10月から） 

小田 沙織 国立教育政策研究所 教育課程研究センター基礎研究部 研究員 

（平成27年 4月から） 
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本研究の概要 

国立教育政策研究所では，これからの社会で求められる資質や能力を，教科等横断的に育てたい

汎用的な資質・能力として位置付け，資質・能力と知識・技能を結び付けた教育課程編成の基本原

理を整理するプロジェクト「教育課程の編成に関する基礎的研究」を平成21年度より 25年度まで

行ってきた。その成果として 21 世紀に求められる資質・能力1を整理し，それを知識・技能と結び

付ける教育課程の在り方について基礎資料を提供した。 

本プロジェクト「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究─目標・内容，指導方法，

評価の一体的検討─」（平成 26～28 年度）は，その成果を踏まえ，教育目標や内容，学習・指導方

法，評価等を一体的に構想するための基本原理を整理し，実践のための基礎資料を提供することを

目標としている。これまで，本研究では，文部科学省の教育政策動向を見据えつつ，資質・能力の

育成に向けた教育課程の研究を行ってきた。初年度には，目標・内容の整理を行い，研究成果をま

とめた。また，2年目には，「どのように学ぶか」という学習活動の在り方について，諸外国におけ

る資質･能力を育成する学習活動の実施状況や学校支援の在り方を中心に調査し，研究成果を2冊の

報告書にまとめた。本報告書では21世紀に求められる資質・能力のうち評価に焦点を当て，教育目

標・内容，学習・指導方法，評価等の一体的検討の基礎資料としてとりまとめている。結論を先取

りすれば，資質・能力の育成に向けた教育の実現のためには，教育目標・内容，学習・指導方法，

評価を一体的に構想し実践に移すことが必要であり，とりわけ，評価においては，これまでの評価

の研究動向を踏まえ，我が国の学習評価の研究蓄積を踏まえた上で，更なる評価観の転換が求めら

れると考えられる。具体的には，目標に準拠した評価の実質化と形成的評価の定着に向け，教員養

成・研修やインフラストラクチャ―整備も含めた制度面（システムレベル）の支援を一体的に行っ

ていく必要があるという示唆を得た。 

 

以下，各章の内容を簡単に紹介する。 

第 1章では，本報告書の目的・位置付けを紹介する。 

第 2 章では，我が国における教育課程の基準・指導要録等にみる評価の考え方について歴史的な

変遷を明らかにする。さらに，資質・能力の育成に向けた評価に向けて，指導と評価の一体化の考

え方について示すこととする。ここでは，我が国の教育政策上，「目標に準拠した評価」や「指導と

評価の一体化」と表現される評価の考え方が従来重視されてきたこと，及び，それらの評価が学習

指導要領改訂で一層の充実が図られるなど，「児童生徒の学習のための評価」の実現が大きな課題と

なっていることを確かめた。第2章1，2節では，教育課程の基準と指導要録等に見る評価の考え方

を整理したところ，一貫して「指導と評価の一体化」を狙っており，それがより重視されるように

なったことや観点別評価の変遷について確認した。3 節では，学習指導要領改訂に向けた議論を踏

                                                 
1 21世紀に求められる資質・能力については，これまでの報告書において，「21世紀型能力」という呼称を付して整

理してきた。これらの報告書の成果も参考としながら次期学習指導要領改訂に向けた議論が進められ，「資質・能力

の要素」について包括的な整理がなされていることや，学校現場における教育課程の構造化に向けた意識が向上した

ことなどにより，「21世紀型能力」という呼称を付した提案については，その役割を果たしたものと考える。今後は，

各学校において，資質・能力の育成に向けた教育課程の構造化が，それぞれの工夫を生かした形で進められるよう，

統一的な呼称は付さないこととしたい。 
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まえた今後の方向性についてまとめ，資質・能力の育成に向けた評価の考え方や方法について教育

政策動向を明らかにした。 

第 3 章では，国内における評価の取組事例を明らかにする。1 節では，国研指定校事業における

評価研究の成果と課題について，具体的事例を示す。2 節では，全国国立大学附属学校を対象に実

施した質問紙調査を基にこれらの学校における評価に関する実践と研究動向を分析する。3節では，

附属小・中・高等学校における評価における具体的な取組について紹介する。「目標に準拠した評価

の実践研究」からは，授業における子供の姿の評価をめぐる教員間での協議や「すり合わせ」が，

評価の根拠や評価規準の共有，及び教員の学習者観の改訂につながったという報告が得られた。ま

た，国立大学附属学校調査からは，資質・能力の評価に関して，パフォーマンス評価やポートフォ

リオ評価，子供の自己評価など，ペーパーテスト以外の多様な評価方法の工夫・実践がなされてい

た。特に「思考・判断・表現」の観点について，外からは見えにくい「思考」のプロセスに関する

外化の仕方などの研究が多かった。その一方，教育目標（重視したい資質・能力の特定）や教育内

容・方法（それらを育成する授業の在り方など）に関する研究に比べ，評価は「今後の課題」と捉

えている学校も複数あった。今後は，①資質・能力の育成に向けた評価観の確立，②評価の妥当性・

信頼性の確保，③長期的な評価と日常的な指導に生かす評価の両立，④情意にかかわる資質・能力

の評価，⑤評価観や評価規準の共有や共通理解の構築などが，課題として挙げられた。 

4 節では，資質・能力の育成を目指す特徴的な取組である国際バカロレア学校における評価につ

いての考え方を紹介する。国際バカロレアにおける評価では，認知面と情緒や社会性を含む資質・

能力を重視したカリキュラム開発と連動して，学習活動（「探究」・「行動」・「振り返り」）をテーマ

学習に組み込み，資質・能力を多面的・多角的に評価する体制を構築しようとしている。国際バカ

ロレアにおける評価の考え方の特徴として，①学習者中心，②評価規準に準拠したアプローチ，③

形成的評価の重視，④子供の自己評価の活用，⑤バカロレア評価機構による外部評価と学校教員に

よる内部評価の併用などを確認した。 

5・6節では，各自治体の教育センター・教育委員会における学校支援や研究・研修事例について

紹介する。教育センター・教育委員会調査からは，指導と評価の一体化や各教科における評価の在

り方などを主題とした研修が実施されていた。その反面，評価に対する教員や学校の関心は，指導

方法や授業改善に比べて低いという課題も示唆された。今後の研修・事業の課題として，指導と評

価の一体化の理解や，評価を見通した授業づくり，カリキュラム･マネジメントに関する研修等の開

発・実践が挙げられた。 

第 4 章では，諸外国における評価の取組の動向を比較する。各国では，特にエビデンスを基にし

た授業や教育課程のデザインが一貫したテーマとなっていることが明らかになった。イギリス，オ

ーストラリア，ニュージーランドの三か国を詳細に検討した。三か国の中では，評価を子供の学習

の改善に資するものにするという方針を明確化・共有して評価体制を構築し，子供の学習をエビデ

ンスに基づいて把握するための多様な手法やツールを開発している点が共通していた。 

 第 5章では，以上の分析を踏まえ，今後の研究課題を検討する。 
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り方などを主題とした研修が実施されていた。その反面，評価に対する教員や学校の関心は，指導

方法や授業改善に比べて低いという課題も示唆された。今後の研修・事業の課題として，指導と評

価の一体化の理解や，評価を見通した授業づくり，カリキュラム･マネジメントに関する研修等の開

発・実践が挙げられた。 

第 4 章では，諸外国における評価の取組の動向を比較する。各国では，特にエビデンスを基にし

た授業や教育課程のデザインが一貫したテーマとなっていることが明らかになった。イギリス，オ

ーストラリア，ニュージーランドの三か国を詳細に検討した。三か国の中では，評価を子供の学習

の改善に資するものにするという方針を明確化・共有して評価体制を構築し，子供の学習をエビデ

ンスに基づいて把握するための多様な手法やツールを開発している点が共通していた。 

 第 5章では，以上の分析を踏まえ，今後の研究課題を検討する。 
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研 究 の 経 過 

 
 

【事務局検討班会合】 

43回 （毎週木曜日14時～17時） 

 

【教育政策への寄与】 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策

等について（答申）2016（平成28年 12月 21日）中央教育審議会 

補足資料 

「国立教育政策研究所が整理した資質・能力の構造化のイメージ」p.486 

「諸外国の教育改革における資質・能力目標」p.488 

「資質・能力の枠組みに関する諸外国の動向」p.492-497 

 

【教育課程調査官との意見交換】 随時 

 

【学会発表】 

・2016/9/9(金) 電気通信大学 

日本テスト学会 第 14回大会 

企画セッション2：21世紀型スキルの学習環境と評価のありかた 

「21世紀型スキルが喚起する学習評価のあり方に関する議論」 

 

・2016/9/10(土) 東京工業大学 

大学入試センター・シンポジウム2016 高大接続における学力評価の最新動向 

「学習科学からみた資質・能力の育成と評価」 

 

・2016/10/8(土) サンポートホール高松・かがわ国際会議場 

日本教育心理学会第58回総会 

研究委員会企画シンポジウム1：学校教育における活用力の育成―知識の文脈  

依存性を超えるための心理的メカニズムと方法―  

 
・2016/12/15(木) 東京大学福武ホール 

CRET/Benesse シンポジウム2016 

これからの日本の教育のあり方～ポスト2030を見据えて～ 

「世界規模での教育改革のための国際的な学習過程の見直しに向けて」 

 

【公開研究会】 

 ・2017/3/8（水） 国立教育政策研究所 第二特別会議室 

「諸外国における生徒の主体的で深い学びを促す特徴的なカリキュラムと学習活動」 

  報告書３「諸外国の教育課程と学習活動（理科編）」をもとに，国際研究班（理科担当）所

外委員から発表を受け，理科と数学の教育課程調査官や研究官等との意見交換を行った。 
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【学校等訪問調査】 

 

下記の学校訪問調査では次の点を調査し，その結果は本報告書に反映した。 

・国立大学附属学校：本研究で実施した質問紙調査を踏まえ，学校の取組について聞き取り

調査を実施した。 

・文部科学省研究開発学校：資質・能力の育成を目指した教育課程の開発における評価の取

組や実践状況について調査した。 

・埼玉県立高等学校：実践をもとに学習評価に関する今後の課題について考察した。その成

果は，第5章 2節に反映した。 

・上記の他，公立学校における学習評価の現状について聞き取り調査を実施した。 

 

平成28年 5 月 25 日  新潟大学教育学部附属長岡小学校 

 5 月 26 日 -27日 山形大学附属中学校 

 6 月 3 日  鳴門教育大学附属中学校 

 6 月 17 日  香川大学教育学部附属坂出中学校 

 6 月 22 日  北広島町立芸北小学校 

 6 月 25 日  関西大学初等部 

 6 月 27 日  横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 

 6 月 28 日  埼玉県立浦和高等学校 

 ７ 月 28 日  信州大学教育学部附属長野中学校 

 9 月 6 日  埼玉県立川越初雁高等学校 

 9 月 9 日  愛知県立一宮高等学校 

 9 月 16 日  千葉県立千葉東高等学校 

 10 月 1 日  埼玉県立伊奈学園中学校・高等学校 

 10 月 3 日  埼玉県立戸田翔陽高等学校 

 10 月 13 日 -15日 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 

 10 月 14 日  静岡大学教育学部附属静岡中学校 

 10 月 21 日  新潟大学教育学部附属新潟中学校 

 10 月 24 日  神奈川県立大磯高等学校 

 10 月 24 日  上越教育大学附属中学校 
 10 月 28 日  宮城教育大学附属中学校 

 10 月 31 日  福岡教育大学附属福岡小学校 

 11 月 1 日  福岡教育大学附属久留米中学校 

 11 月 1 日  山形県立東桜学館中学校・高等学校 

 11 月 9 日  北海道教育大学附属函館中学校 

 11 月 12 日  佐賀大学教育学部附属中学校 

 11 月 18 日  島根大学教育学部附属中学校 

 11 月 21 日  神奈川県立大磯高等学校 

 11 月 21 日  高知県梼原町立梼原学園 

 11 月 22 日  埼玉県立新座総合技術高等学校 
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 11 月 25 日  福岡教育大学附属久留米中学校 

 12 月 8 日  愛知教育大学附属名古屋中学校 

 12 月 12 日  有田市立宮原小学校 

 12 月 21 日  岡山県立玉島高等学校 

平成29年 1 月 27 日  新潟大学教育学部附属新潟中学校 

 1 月 11 日  町田市立鶴川第二小学校 

 1 月 19 日  広島県立呉三津田高等学校 

 2 月 1 日  東京都立小石川中等教育学校 

 2 月 2 日 - 3日 上越市立大手町小学校 
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第１章 本報告書の目的・位置付け 
 

１. 本報告書の目的 

本報告書は，これまでの国内外の学習評価に関する教育政策と教育実践について，特に

資質・能力の評価に関わる資料を収集・整理することで，今後，資質・能力の育成に向け

た学習評価を充実していくための課題を同定することを目的とする。 

学習指導要領の改訂に向けて，2016（平成 28）年 12 月 21 日に中央教育審議会から文部

科学大臣に対して出された答申（「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の

学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」）では，第 1 部第 9 章に評価が「何が身

に付いたか（学習評価の充実）」として位置付けられ，「何ができるようになるか（育成を

目指す資質・能力）」（第 5 章）に向けて，「何を学ぶか」（第 6 章）や「どのように学ぶか」

（第 7 章）等を結び付ける重要な役割を担っている。 

本プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究」も，「教育

目標・内容と学習・指導方法，学習評価の在り方の一体的検討」を一貫したテーマにして

おり，資質・能力の育成と学習内容，方法との関連で評価を捉えることは，テーマに沿っ

たものになる。 

問題は，この資質・能力の育成という目標に向けて，いかなる評価を具体的に行ってい

けば，それが実現しやすくなるかである。 

そこで本報告書では，第 2 章で日本における学習指導要領の変遷から，評価に関する考

え方や，指導要録等の在り方，観点別学習状況の評価の展開を整理する。第 3 章では国内

の学習評価に関わる研究推進事業や，国立大学附属学校及び国際バカロレア学校における

取組，教育センター等における評価の研修や学校支援の具体例を収集・検討する。第 4 章

では諸外国の教育課程における評価の取組を資質・能力の評価の観点から概観する。最後

に第 5 章でそれらをもとに，資質・能力の育成に向けた学習評価の課題を同定する。 

 

２. 本報告書の位置付け 

ここでは，本報告書のプロジェクト研究における位置付け，及び，2020（平成 32）年か

ら順次実施される予定の学習指導要領（以下「新学習指導要領」と呼ぶ）における学習評

価との関係性について簡単に述べる。 

本プロジェクト研究は，平成 25 年度まで実施した「教育課程の編成に関する基礎的研究」

を，更に学術的に精緻
せ い ち

化・構造化し，教育目標や内容，学習・指導方法，評価等の一体的・

実証的な検討を行うことを目的としたものである。本プロジェクト研究の報告書 1，2，3，

4（「研究の経過」参照）において，教育課程や学習活動等を中心に研究を行ったため，本

報告書では，学習評価を集中的に扱うこととした。 

次に，新学習指導要領との関係である。新学習指導要領における学習評価の充実につい

ては，第 2 章 3 節で触れるため，ここでは，その要点だけ記す（中教審, pp.60-63）。 

新学習指導要領では，学習評価の意義を踏まえ，「目標に準拠した評価」の実質化等の観

点から，資質・能力の三つの柱，すなわち，「知識・技能」，「思考力・判断力・表現力等」，
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「学びに向かう力・人間性等」に基づいて全ての教科等の教育目標や内容を再整理してい

る。目標に準拠した評価を更に進めるために，「観点別学習状況の評価」についても，「知

識・技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の 3 観点に整理する。

目標に準拠した評価や観点別評価は，今後，指導要録の改善・充実や国が作成する学習評

価に関する指導資料や事例集等の参考資料，それらを基にした学校現場あるいは教員の取

組で実現されていくことになる。 

その一方で，資質・能力の学習評価に関して，次の記述がある（中教審, 2016, p.63）。 

 

〇 また，資質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには，指導と評価の一体

化を図る中で，論述やレポートの作成，発表，グループでの話合い，作品の制作等といった

多様な活動に取り組ませるパフォーマンス評価などを取り入れ，ペーパーテストの結果にと

どまらない，多面的・多角的な評価を行っていくことが必要である。さらには，総括的な評

価のみならず，一人一人の学びの多様性に応じて，学習の過程における形成的な評価を行い，

子供たちの資質・能力がどのように伸びているかを，例えば，日々の記録やポートフォリオ

などを通じて，子供たち自身が把握できるようにしていくことも考えられる。 

〇 また，子供一人一人が，自らの学習状況やキャリア形成を見通したり，振り返ったりでき

るようにすることが重要である。そのため，子供たちが自己評価を行うことを，教科等の特

質に応じて学習活動の一つとして位置付けることが適当である。（略） 

〇 こうした評価を行う中で，教員には，子供たちが行っている学習にどのような価値がある

のかを認め，子供自身にもその意味に気付かせていくことが求められる。そのためには，教

員が学習評価の質を高めることができる環境づくりが必要である。教員一人一人が，子供た

ちの学習の質を捉えることのできる目を培っていくことができるよう，研修の充実等を図っ

ていく必要がある。（略） 

 

本研究では，ここで挙げられた「多面的・多角的な評価」や「形成的な評価」，「自己評

価」，「学習評価の質を高めることができる学習環境づくり」，「研修の充実等」について，

多様な取組を収集・検討しておくことが，今後の資質・能力の育成に向けた学習評価に関

する課題を同定するために重要だと考えた。そこで本報告書では，国内の学習評価の多様

な実践例，及び教員の評価を支える研修等の具体例，加えて，国外の学習評価とその支援

の在り方に関する情報を収集・検討した。その点で，本報告書は今後の改善・普及に足る

モデルケース提供のための事例収集というよりも，多様な取組の中で，どこが困難な課題

や一層の充実が必要な課題として指摘できるかを探るための試行的な資料収集と位置付け

られる。 

本報告書の第 3 章における用語の使用とも関係して，課題の一例を挙げておく。第 3 章

で紹介する事例では，「資質・能力」という用語を新学習指導要領と同様に「知識・技能」，

「思考力・判断力・表現力等」，「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱からなるものと

して用いる場合と，その中の「思考力・判断力・表現力等」や「学びに向かう力・人間性

等」を指す場合とが混在している。両者は「～力」を「資質・能力」に含める点で共通す

るものの，「知識・技能」を含めるか否かで相違する。中教審（2016, pp.29-30）は，下記
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のように知識・技能と他の資質・能力とを関係付けている。このように「知識・技能はペ

ーパーテストでも測ることができたが，それ以外の『～力』は測ることができないので他

の評価を試みる」といった学習・評価観を超えて，知識・技能とそれ以外が相互に関係し

ながら育成されるという学習・評価観に立った取組の可能性が期待されている。本報告書

では，学校現場の取組からこうした課題の受け止めと現状を探る。 

 

知識や技能は，思考・判断・表現を通じて習得されたり，その過程で活用されたりするもので

あり，また，社会との関わりや人生の見通しの基盤ともなる。このように，資質・能力の三つ

の柱は相互に関係し合いながら育成されるものであり，資質・能力の育成は知識の質や量に支

えられていることに留意が必要である 63。 
63 教育課程の考え方については，ともすれば，学ぶべき知識を系統的に整理した内容（コンテ

ンツ）重視か，資質・能力（コンピテンシー）重視かという議論がなされがちであるが，これ

らは相互に関係し合うものであり，資質・能力の育成のためには知識の質や量も重要となる。 

 

【引用文献】 

中央教育審議会（2016）．『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指

導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）』．文部科学省． 

（白水 始） 
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第２章 評価の変遷 

 第２章では，我が国の学習評価の変遷について，資質・能力の育成に関わる学習評価の

在り方を中心に概観する。 

 戦後の教育課程の基準における学習評価の変遷について，文部科学省が包括的にまとめ

た資料として，「学習評価に関する資料1」（2016）がある。この資料は，学習指導要領の改

訂に向けて審議を重ねてきた初等中等教育分科会総則・評価特別部会（平成 27（2015）年

2 月 25 日発足）の第 6 回会合（平成 28（2016）年）の配布資料で，これまでの評価の基本

的な考え方をはじめ，法令などの規定，指導要録の改善に関する通知，指導要録，目標に

準拠した評価，観点別学習状況の評価等の概要が整理して示されている。 

また，指導要録改訂の歴史については，布村（2002），田中（2008,2011 他），高浦（2011），
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○ 学習評価は，学校における教育活動に関し，子供たちの学習状況を評価するものである。「子供た

ちにどういった力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え，教員が指導の改善を図ると

ともに，子供たち自身が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにするため

には，この学習評価の在り方が極めて重要であり，教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性を

持った形で改善を進めることが求められる。 

○ 子供たちの学習状況を評価するために，教員は，個々の授業のねらいをどこまでどのように達成し

たかだけではなく，子供たち一人一人が，前の学びからどのように成長しているか，より深い学

びに向かっているかどうかを捉えていくことが必要である。 

○ また，学習評価については，子供の学びの評価にとどまらず，「カリキュラム・マネジメント」の

中で，教育課程や学習・指導方法の評価と結び付け，子供たちの学びに関わる学習評価の改善を，

更に教育課程や学習・指導の改善に発展・展開させ，授業改善及び組織運営の改善に向けた学校

教育全体のサイクルに位置付けていくことが必要である。 

（p.60） 

また，現行学習指導要領（平成 29（2017）年時点）における学習評価にかかわっては，

「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要

録の改善等について（通知）」（初等中等教育局長通知, 22 文科初第 1 号, 平成 22 年 5 月

11 日）において次の三点が示されている。 

○学習評価を通じて，学習指導の在り方を見直すことや個に応じた指導の充実を図ること 

○学校における教育活動を組織として改善することが重要であること。 

○その上で，新しい学習指導要領の下における学習評価の改善を図っていくためには以下の基本的な

考え方に沿って学習評価を行うことが必要であること。                  

① きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実な定着を図るため，学習指導要領に示す

目標に照らしてその実現状況を評価する，目標に準拠した評価を引き続き着実に実施すること。 

② 新しい学習指導要領の趣旨や改善事項等を学習評価において適切に反映すること。 

③ 学校や設置者の創意工夫を一層生かすこと。 

これらの答申や通知に示されている評価の考え方の基本は，戦後の早い時期から，文部

科学省が示してきたものである。例えば，評価は指導に生かすものであるという考え方は，

昭和 22（1947）年の学習指導要領に示されている。文部省（当時）が昭和 22（1947）年に

公表した「小学校学習指導要領（試案）」では，「なぜ学習結果の考査が必要か」として，

評価結果は教師の立場からは教材の選択や指導法の改善に役立つものであるし，児童生徒

の立場からは学習の目標や今後の課題を意識化する機会となるものであることが述べられ

ている。同様に，昭和 23（1948）年の通達「小学校学籍簿について」では，改訂の趣旨と

して挙げられた一つ目の項目に，学籍簿が「個々の児童について全体的に，継続的に，そ

の発達の経過を記録し，その指導上必要な原簿となる」ものであることが示されている。

また，昭和 24（1949）年の「中学校，高等学校生徒指導要録について」では，「中学校及

び高等学校の『生徒指導要録』は，生徒指導の目的を達成するために利用せられるもので

ある」と示されている。 
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（２） 法令等の規定事項と参考資料 

日本国憲法は，教育を受ける権利，義務教育について規定し，教育基本法では，教育の

目的，教育の目標，教育の機会均等，義務教育，学校教育，家庭教育，社会教育等を規定

している。また，学校教育法は，学校段階ごとの目的，目標，修業年限等を規定するとと

もに，いわゆる「学力の三要素」を育むことに意を用いなければならないことを規定して

いる（第 30 条第 2 項）。 

学校教育法施行規則では，各学年の課程の修了及び卒業の認定において，学習者の平素

の成績を評価する必要があること，学習の記録として，指導要録を作成，保存することな

どを規定している。学習評価に関する法的な規定としては，学校教育法施行規則第 24 条に，

「校長は，その学校に在籍する児童等の指導要録を作成しなければならない。」とある。同

第 28 条は，「学校において備えなければならない表簿は，概ね次のとおりとする。」とし，

その中で，「四 指導要録，その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿」と

規定している。また，同第 57 条では，「小学校において，各学年の課程の修了または卒業

を認めるに当たっては，児童の平素の成績を評価して，これを定めなければならない。」と

規定している。 

一方，平成 20 年 3 月告示の小学校学習指導要領では，総則の「第 4 指導計画の作成に

当たって配慮すべき事項」において，「児童のよい点や進歩の状況など積極的に評価すると

ともに，指導の過程や成果を評価し，指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにす

ること」とある。なお，この点について，「小学校学習指導要領解説 総則編」では，「基

礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図るとともに，これらを活用して課題を解決す

るために必要な思考力・判断力・表現力等を育成するための指導を行うためには，評価の

在り方が大切である。いわゆる評価のための評価に終わることなく，児童一人一人の学習

の成立を促すための評価という視点を一層重視することによって，教師が自らの指導を振

り返り，指導の改善に生かしていくことが特に大切である。」と解説している。 

中央教育審議会では，初等中等教育分科会教育課程部会が，「児童生徒の学習評価の在り

方について（報告）」（平成 22 年 3 月 24 日）において学習指導要領改訂（平成 20 年 3 月）

を踏まえた学習指導の在り方を審議し，学習評価の改善に係る基本的な考え方，観点別学

習状況の評価の在り方，指導要録の改善等についてとりまとめている。この報告を受け，

文部科学省初等中等教育局長通知「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等におけ

る児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（22 文科初第 1 号, 平成 22

年 5 月 11 日）では，学習評価の改善に関する基本的な考え方や効果的・効率的な学習評価

の推進などについて示した上で，学習評価を行うに当たっての配慮事項や指導要録に記載

する事項等を通知するとともに，国としての参考様式を示した。 

これらを踏まえ，国立教育政策研究所教育課程研究センターでは，各学校における児童

生徒の学習の効果的・効率的な評価に資するため，『評価規準の作成，評価方法等の工夫改

善のための参考資料』をとりまとめ，評価規準の設定，評価方法の工夫改善，評価規準に

盛り込むべき事項及び評価に関する事例を参考資料として提供した（小・中学校平成 23

年 11月，高等学校平成24年 11月 http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html）。 

-   6   -

（２） 法令等の規定事項と参考資料 

日本国憲法は，教育を受ける権利，義務教育について規定し，教育基本法では，教育の

目的，教育の目標，教育の機会均等，義務教育，学校教育，家庭教育，社会教育等を規定

している。また，学校教育法は，学校段階ごとの目的，目標，修業年限等を規定するとと

もに，いわゆる「学力の三要素」を育むことに意を用いなければならないことを規定して

いる（第 30 条第 2 項）。 

学校教育法施行規則では，各学年の課程の修了及び卒業の認定において，学習者の平素

の成績を評価する必要があること，学習の記録として，指導要録を作成，保存することな

どを規定している。学習評価に関する法的な規定としては，学校教育法施行規則第 24 条に，

「校長は，その学校に在籍する児童等の指導要録を作成しなければならない。」とある。同

第 28 条は，「学校において備えなければならない表簿は，概ね次のとおりとする。」とし，

その中で，「四 指導要録，その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿」と

規定している。また，同第 57 条では，「小学校において，各学年の課程の修了または卒業

を認めるに当たっては，児童の平素の成績を評価して，これを定めなければならない。」と

規定している。 

一方，平成 20 年 3 月告示の小学校学習指導要領では，総則の「第 4 指導計画の作成に

当たって配慮すべき事項」において，「児童のよい点や進歩の状況など積極的に評価すると

ともに，指導の過程や成果を評価し，指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにす

ること」とある。なお，この点について，「小学校学習指導要領解説 総則編」では，「基

礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図るとともに，これらを活用して課題を解決す

るために必要な思考力・判断力・表現力等を育成するための指導を行うためには，評価の

在り方が大切である。いわゆる評価のための評価に終わることなく，児童一人一人の学習

の成立を促すための評価という視点を一層重視することによって，教師が自らの指導を振

り返り，指導の改善に生かしていくことが特に大切である。」と解説している。 

中央教育審議会では，初等中等教育分科会教育課程部会が，「児童生徒の学習評価の在り

方について（報告）」（平成 22 年 3 月 24 日）において学習指導要領改訂（平成 20 年 3 月）

を踏まえた学習指導の在り方を審議し，学習評価の改善に係る基本的な考え方，観点別学

習状況の評価の在り方，指導要録の改善等についてとりまとめている。この報告を受け，

文部科学省初等中等教育局長通知「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等におけ

る児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（22 文科初第 1 号, 平成 22

年 5 月 11 日）では，学習評価の改善に関する基本的な考え方や効果的・効率的な学習評価

の推進などについて示した上で，学習評価を行うに当たっての配慮事項や指導要録に記載

する事項等を通知するとともに，国としての参考様式を示した。 

これらを踏まえ，国立教育政策研究所教育課程研究センターでは，各学校における児童

生徒の学習の効果的・効率的な評価に資するため，『評価規準の作成，評価方法等の工夫改

善のための参考資料』をとりまとめ，評価規準の設定，評価方法の工夫改善，評価規準に

盛り込むべき事項及び評価に関する事例を参考資料として提供した（小・中学校平成 23

年 11月，高等学校平成24年 11月 http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html）。 



-   7   -

（３）学習指導要領と指導要録等にみる学習評価の変遷 

小学校学習指導要領は，これまで試案も含め，計 8 回（昭和 26，33，43，44，52，平成

元，10，20 年）示されている。また，小学校児童指導要録は，戦後，「学籍簿」の名称を

使用していた時期を含め，計 9 回（昭和 23，30，36，46，55，平成 3，13，22，28 年），

参考様式が示されてきた。そのうち，昭和 33 年以降，平成 22 年までは，学習指導要領の

完全実施と同年度に指導要録の様式変更が行われてきている。平成 28 年に示された参考様

式は，学習指導要領の一部改正により道徳科が設置されることに伴っての変更である。 

学習指導要領中に項目として「評価」が盛り込まれているのは，昭和 26（1951）年学習

指導要領だけである（昭和 22（1947）年に示された学習指導要領には，「考査」の名称で

評価について示されている）。昭和 26 年に改訂された学習指導要領では，「Ⅳ教育課程の評

価」と「Ⅴ学習指導法と学習成果の評価」の項目を設け，「学習成果の評価」では，学習成

果の評価の意味を教師の側からと児童生徒の側からの両面から評価の意義を説明している。 

それによれば，まず，教師にとっては，「評価を絶えず行うことは，児童・生徒の進歩の

程度を知りうるとともに，指導法や教育課程が適切であったかどうかも反省することがで

きる。したがって，評価を行うことによって，個々の児童生徒の学習成果を知って，これ

からの指導の出発点をはっきりさせたり，その指導計画に改善を加えたりする手がかりを

見つけ出すことができる。こうしたことによって学習指導の効果をいっそう高めることが

できる」とある。また，児童・生徒にとっては，「このような評価をすることは，自分の学

習がその目ざすところにどれだけ近づいているかを，はっきりと知る機会となり，これに

よってかれらもまた，これからの学習をいかにすべきかを考える材料を得ることができ，

学習の効果をあげていくくふうをすることができる」とした上で，「さらに大切なことは，

児童や生徒は，かれら自身の学習について自己評価を行うことによって，かれら自身のう

ちに評価の眼
め

を養うことができ，民主的な成員としてのよい資質を得ることができるので

ある」と説明し，学習における自己評価の意義を資質の育成の観点から明らかにしている。 

以下では，昭和 24 年から平成 22 年までに示された指導要録の参考様式について，それ

ぞれの特徴を簡潔にまとめる。各年代の特徴については，布村（2002）及び高浦（2011）

を参考にまとめている。詳細は各文献を参照されたい。なお，平成 28 年に示された参考様

式「学習指導要領の一部改正に伴う小学校，中学校，及び特別支援学校小学部・中学部に

おける児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（文部科学省初等中等

局長, 28 文科初第 604 号, 平成 28 年 7 月 29 日）については，「特別の教科 道徳」の欄

の設置のみの変更であるため，本節では扱わない。 

 
➀学籍簿から指導要録へ 

ア 小学校学籍簿 

「指導要録」という名称が昭和 24（1949）年以後に使用されるようになるまで，評価の

記録簿は「学籍簿」と呼称されていた。 

評価の考え方については，文部省教科書局長・学校教育局長通達「学習指導要領の解釈

及び適用について」（発教 110 号，昭和 22 年 7 月 25 日）の「八 学習結果の考査と記録に
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ついて」に示されている。ここでは，「学期末その他適当な機会に，学習結果の考査を整理

するに当たり，従来のならわしのように，単に教科ごとにいわゆる学科試験を行って，点

数又は評語を与えたり，児童生徒に序列をつけたりするのは好ましくない。むしろ各児童

生徒の発達や学習過程上の特徴をとらえ，それを客観的に記録し，その指導のための基礎

資料とすることが望ましい。」とある。 

「戦前の学籍簿には，生徒の学校戸籍という側面と指導の参考資料という二つの側面が

あった」（高浦, 2011, p.12）とされる。戦後の新しい学籍簿の案については，学校教育局

長通達「小学校学籍簿について」（発学 510 号，昭和 23 年 11 月 12 日）において，小学校

学籍簿の趣旨と様式が示されている。また，その際，「なお，『学籍簿』の名称については

研究中である」と補足されている。「小学校学籍簿」の趣旨については，「1 個々の児童に

ついて，全体的に，継続的に，その発達の経過を記録し，その指導上必要な原簿となるも

のである。2 記録事項は，新しい教育の精神からみて，とくに重要と思われるものを選定

してある。3 できるだけ客観的に，しかも簡単に，かつ容易に記録されるように作られて

ある。」と示されている。 

ここでは，様式に示されている項目2のうち，「標準検査の記録」，「行動の記録」，「学習

の記録」，「全体についての指導経過」について，「記録のしかた」から要点を抜粋する。 

「標準検査の記録」 

「（四）標準検査の記録」では，1.知能検査（在学中，一学年の終わりか二学年のはじめ， 

第四学年，第六学年の 3 回）， 2.その他の検査（例えば学力，性格，体力等）とされた。 

「行動の記録」 

「（五）行動の記録」は A,B,C で構成されている。「(1) A の項目」（とくに民主的社会に

おいて，望ましい行動）は，以下である。  
 

1 人と親しむ，2 人を尊敬する，3 ひろく人の立場をうけいれる，4 人と協力する，5 責任をおもんずる，

6 仕事を熱心にする，7 持久力がある，8 計画・工夫する，9 自制心がある，10 自分で判断する， 11 正

義感がある，12 正しく批判する，13 安定感がある，14 指導力を持っている，15 態度が明るい，16 礼

儀が正しい，17 きまりを理解して守る，18 探究心がある，19 美への関心を持つ，20 衛生に注意する，

21 勤労をよろこぶ，22 物を大事にする，23 以上のほか，必要と思われるものがあった場合は，つけ加え

て記入する。 

それぞれに関して次のように 5 段階相対評価をすることとなっている。 

普通の程度を「0」とし,それよりすぐれた程度のものを「＋2」とし，それより劣る程度のものを「－2」 

とする。「＋1」「－1」はそれぞれ中間の程度を示す。一般に「0」の段階のものがもっとも多数を占め，

「＋2」又は「－2」は極めて少数 

「(2) B の項目」は，「どんなものに興味をもつか」，「どんな特技をもつか」，「とくに指導

を要する行動」の三つである。  

「(3) C の項目」は，「学校の内外における児童の行動や経験のうち，指導上特に参考にな

ることを具体的に記入する」とされる。また，「4. 所見」の欄については，「行動全体につ

いて指導上の所見を記入する」とされた。 

 

                                                  
2 様式に示されている項目 
「（一）在籍状況」「（二）出欠状況」「（三）身体の記緑」「（四）標準検査の記録」「（五）行動の記録」「（六）

学習の記録」「（七）全体についての指導経過」「（八）担任者職氏名」 
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「学習の記録」 

「（六）学習の記録」については，以下について具体的に記入する。 

1. 各教科の学習の状況について，平素の考査に基づき分析的に評価記入する。各教科の分析された項目

内容については，各教科の学習指導要領による。評価は行動の評価と同じく，五段階とする。自由研究

については，題目，活動の内容等その事実を具体的に記入することとし，他の教科のような判定は行わ

ない。2. 学習指導上特に必要と思われる事項の欄には，教科指導の全般にわたり，指導上特に必要と思

われる事項，例えば，文科方面にかたよるとか，特に理科に優れているとか，IQ に比して学習効果があ

がらない，などについて記入する。 

なお，学習の記録のうち，各教科の学習の状況についての評価については，「行動の評価

と同じく五段階とし，それぞれの標準も，行動の記録で述べたところに準ずる」と示され

ており，「行動の記録』と同様，5 段階相対評価であった。 

「全体についての指導経過」 

「（七）全体についての指導の経過」については，「児童の身体知能情緒及び社会的性格

の全体としての発達を指導する上から，主な指導経過を記入する」とされている。 

イ 中学校・高等学校指導要録 

中学校及び高等学校における評価については，文部省初等教育局長通達「中学校，高等

学校生徒指導要録について」（発初第 108 号, 昭和 24 年 8 月 25 日）により示された。なお，

本通達で，「学籍簿」の名称ではなく「指導要録」と称されている点については，本文中に，

「生徒指導要録」と「学籍簿」との関係については，「別途通知致します」とある。 

「生徒指導要録」は，「生徒指導の目的を達するために利用せられるもの」と示され，「生

徒が上級学校又は他の学校へ転学の際は，生徒を受け入れた学校がその生徒を理解するこ

とが出来，よりよき指導を進めることができるように」送付すべきものとされている。そ

の内容については，「平常累加的に記録された個々の生徒についての資料や知識を解釈し，

その要約を記録するもの」とされている3。 

このうち，Ⅶ「学習成績の発達記録」とⅧ「個人的，社会的，公民的発達記録」におい

ては，5 段階の相対評価を行うこととなっている。 

ウ 小学校指導要録 

小学校と中・高等学校でそれぞれ「学籍簿」，「指導要録」と名称が異なっていた件につ

いて，文部省初等中等教育局長通知「学籍簿の名称並びにその取扱について」(文初初第 1

号， 昭和 24 年 9 月 12 日）により，小学校の「学籍簿」の名称が「児童指導要録」に改め

られることとなり，児童生徒「指導要録」の名称で統一された。同時に，保存期間も小・

中・高等学校で 10 か年以上保存するように統一された。 

『学制百二十年史』は，この時期の学習評価の改善について次のようにまとめている。

「学習評価は，子供たちと教員にとっての学習に対する反省及び改善の資料となるべきで

あるととらえられ，その客観性が重視された」（文部省, 1992, p.128）。 

                                                  
3 Ⅰ「学籍簿」「（一）生徒氏名，性別」「（二）生年月日」「（三）本籍地及び現住所」「（四）両親名ある

いは保護者氏名および本人との関係，現住所」「（五）入学年月日」「（六）転退学又は卒業年月日」「（七）

その他必要な事項（例えば，出欠状況，進学学校名，就職先，履修課程名，高等学校においては履修単

位数等）」，Ⅱ「高等学校生徒の履修単位の記録」，Ⅲ「標準検査の記録」，Ⅳ「身体的発達の要約」，Ⅴ「困

難およびその適応についての記録」，Ⅵ「職業的発達記録」，Ⅶ「学習成績の発達記録」，Ⅷ「個人的，社

会的，公民的発達記録」 
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「学習の記録」 

「（六）学習の記録」については，以下について具体的に記入する。 

1. 各教科の学習の状況について，平素の考査に基づき分析的に評価記入する。各教科の分析された項目

内容については，各教科の学習指導要領による。評価は行動の評価と同じく，五段階とする。自由研究

については，題目，活動の内容等その事実を具体的に記入することとし，他の教科のような判定は行わ

ない。2. 学習指導上特に必要と思われる事項の欄には，教科指導の全般にわたり，指導上特に必要と思

われる事項，例えば，文科方面にかたよるとか，特に理科に優れているとか，IQ に比して学習効果があ

がらない，などについて記入する。 

なお，学習の記録のうち，各教科の学習の状況についての評価については，「行動の評価

と同じく五段階とし，それぞれの標準も，行動の記録で述べたところに準ずる」と示され

ており，「行動の記録』と同様，5 段階相対評価であった。 

「全体についての指導経過」 

「（七）全体についての指導の経過」については，「児童の身体知能情緒及び社会的性格

の全体としての発達を指導する上から，主な指導経過を記入する」とされている。 

イ 中学校・高等学校指導要録 

中学校及び高等学校における評価については，文部省初等教育局長通達「中学校，高等

学校生徒指導要録について」（発初第 108 号, 昭和 24 年 8 月 25 日）により示された。なお，

本通達で，「学籍簿」の名称ではなく「指導要録」と称されている点については，本文中に，

「生徒指導要録」と「学籍簿」との関係については，「別途通知致します」とある。 

「生徒指導要録」は，「生徒指導の目的を達するために利用せられるもの」と示され，「生

徒が上級学校又は他の学校へ転学の際は，生徒を受け入れた学校がその生徒を理解するこ

とが出来，よりよき指導を進めることができるように」送付すべきものとされている。そ

の内容については，「平常累加的に記録された個々の生徒についての資料や知識を解釈し，

その要約を記録するもの」とされている3。 

このうち，Ⅶ「学習成績の発達記録」とⅧ「個人的，社会的，公民的発達記録」におい

ては，5 段階の相対評価を行うこととなっている。 

ウ 小学校指導要録 

小学校と中・高等学校でそれぞれ「学籍簿」，「指導要録」と名称が異なっていた件につ

いて，文部省初等中等教育局長通知「学籍簿の名称並びにその取扱について」(文初初第 1

号， 昭和 24 年 9 月 12 日）により，小学校の「学籍簿」の名称が「児童指導要録」に改め

られることとなり，児童生徒「指導要録」の名称で統一された。同時に，保存期間も小・

中・高等学校で 10 か年以上保存するように統一された。 

『学制百二十年史』は，この時期の学習評価の改善について次のようにまとめている。

「学習評価は，子供たちと教員にとっての学習に対する反省及び改善の資料となるべきで

あるととらえられ，その客観性が重視された」（文部省, 1992, p.128）。 

                                                  
3 Ⅰ「学籍簿」「（一）生徒氏名，性別」「（二）生年月日」「（三）本籍地及び現住所」「（四）両親名ある

いは保護者氏名および本人との関係，現住所」「（五）入学年月日」「（六）転退学又は卒業年月日」「（七）

その他必要な事項（例えば，出欠状況，進学学校名，就職先，履修課程名，高等学校においては履修単

位数等）」，Ⅱ「高等学校生徒の履修単位の記録」，Ⅲ「標準検査の記録」，Ⅳ「身体的発達の要約」，Ⅴ「困

難およびその適応についての記録」，Ⅵ「職業的発達記録」，Ⅶ「学習成績の発達記録」，Ⅷ「個人的，社

会的，公民的発達記録」 
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➁ 昭和 30（1955）年版 指導要録  

ア 改訂の趣旨等 

 「小学校・中学校および高等学校の指導要録の改訂について」(文初中第 373 号，昭和

30 年 9 月 13 日)が文部省初等中等教育局長と大学学術局長の連名で通達された。この通達

は，昭和 30 年の指導要録研究協議会（文部省）の審議に基づいたものである。通達では，

「改訂の趣旨」として次の三点が示されている。 

(1)児童生徒の学籍ならびに指導の過程および結果の要約を記録し，指導および外部に対する証明等のた

めに役立つように簡明な原簿とした。 

(2)中学校と高等学校の指導要録の書式を別々にした。 

(3)小学校，中学校，高等学校の指導要録の間にできるだけ一貫性を持たせた。 

また，「指導要録」の保存期間について「20 年保存」と決められた。 

「その他」では，「(3)指導要録の記載事項に基づいて，就職等の証明書や家庭への通信

簿等を作成する場合，その記録事項をそのまま転記すると誤解を生じる恐れもあるから，

これらの作成に当たっては特に注意されたい」として，指導要録と通信簿とを区別した。 

 

イ 記入上の注意4 

「学習の記録」  

 小学校，中学校では，「学習の記録」の「評定」欄と「所見」欄を設定し，「評定」欄で

は，総合評定として，「5，4，3，2，1」で学級または学校の範囲において，他の生徒との

比較，すなわち集団に準拠した評価で示すこととして，以下の説明をしている。 

学級または学年において普通程度のものを三とし，それより特に優れた程度のものを五，それより特

に劣る程度のものを一とし，これらの中間程度のものをそれぞれ四もしくは二とする。一般に三程度の

ものが最も多数を占め，五または一は極めて小数にとどまるであろう。 

高等学校の場合は，小・中学校とは異なり，5 段階による目標に準拠した評価で示され

ている。学びの学習目標がどの程度達成できたかという目標に準拠した評価で行っている。

高等学校では，次のように示されている。 

各教科，科目の目標をほぼ達成しているものを三とし，目標を特に高い程度に達成しているものを五，

目標の達成が特に不十分なものを一とし，これらの中間の程度をそれぞれ四もしくは二とする。 

 「所見」の欄については，小・中・高校とも他の児童生徒との比較ではなく，児童生徒

の特質を知る上で参考となる事項を記入することとされた。掲げられている能力について，

その個人として比較的優れている特徴があれば，該当する観点に〇印を記入し，比較的劣

っている特徴があれば×印を記入する。また，欄内の余白に必要に応じて，特筆すべき事

項があれば記載する。さらに，「備考」の欄には，学習態度，努力度などの特筆すべきこと

があれば記述することとなっていた。 

「行動の記録」 

「教科以外の活動の記録」欄は，文書記述で示し，「行動の記録」欄は，価値的項目は

A,B,C で示す目標に準拠した評価。性格的傾向性は，特徴あるものを〇×で示す。また，「趣

味・特技」「所見」の欄が設けられている。 

                                                  
4 （ａ）学校名，（ｂ）氏名，性別，生年月日，現住所，（ｃ）卒業年月日（ｄ）最終学年の「学習の記

録」，（ｅ）最終学年の「教科以外の活動の記録」，（ｆ）最終学年の「行動の記録」，（ｇ）「学籍の記録」

の備考，「出欠の記録」，「身体の記録」，「標準検査等の記録」 
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➁ 昭和 30（1955）年版 指導要録  

ア 改訂の趣旨等 

 「小学校・中学校および高等学校の指導要録の改訂について」(文初中第 373 号，昭和

30 年 9 月 13 日)が文部省初等中等教育局長と大学学術局長の連名で通達された。この通達

は，昭和 30 年の指導要録研究協議会（文部省）の審議に基づいたものである。通達では，

「改訂の趣旨」として次の三点が示されている。 

(1)児童生徒の学籍ならびに指導の過程および結果の要約を記録し，指導および外部に対する証明等のた

めに役立つように簡明な原簿とした。 

(2)中学校と高等学校の指導要録の書式を別々にした。 

(3)小学校，中学校，高等学校の指導要録の間にできるだけ一貫性を持たせた。 

また，「指導要録」の保存期間について「20 年保存」と決められた。 

「その他」では，「(3)指導要録の記載事項に基づいて，就職等の証明書や家庭への通信

簿等を作成する場合，その記録事項をそのまま転記すると誤解を生じる恐れもあるから，

これらの作成に当たっては特に注意されたい」として，指導要録と通信簿とを区別した。 

 

イ 記入上の注意4 

「学習の記録」  

 小学校，中学校では，「学習の記録」の「評定」欄と「所見」欄を設定し，「評定」欄で

は，総合評定として，「5，4，3，2，1」で学級または学校の範囲において，他の生徒との

比較，すなわち集団に準拠した評価で示すこととして，以下の説明をしている。 

学級または学年において普通程度のものを三とし，それより特に優れた程度のものを五，それより特

に劣る程度のものを一とし，これらの中間程度のものをそれぞれ四もしくは二とする。一般に三程度の

ものが最も多数を占め，五または一は極めて小数にとどまるであろう。 

高等学校の場合は，小・中学校とは異なり，5 段階による目標に準拠した評価で示され

ている。学びの学習目標がどの程度達成できたかという目標に準拠した評価で行っている。

高等学校では，次のように示されている。 

各教科，科目の目標をほぼ達成しているものを三とし，目標を特に高い程度に達成しているものを五，

目標の達成が特に不十分なものを一とし，これらの中間の程度をそれぞれ四もしくは二とする。 

 「所見」の欄については，小・中・高校とも他の児童生徒との比較ではなく，児童生徒

の特質を知る上で参考となる事項を記入することとされた。掲げられている能力について，

その個人として比較的優れている特徴があれば，該当する観点に〇印を記入し，比較的劣

っている特徴があれば×印を記入する。また，欄内の余白に必要に応じて，特筆すべき事

項があれば記載する。さらに，「備考」の欄には，学習態度，努力度などの特筆すべきこと

があれば記述することとなっていた。 

「行動の記録」 

「教科以外の活動の記録」欄は，文書記述で示し，「行動の記録」欄は，価値的項目は

A,B,C で示す目標に準拠した評価。性格的傾向性は，特徴あるものを〇×で示す。また，「趣

味・特技」「所見」の欄が設けられている。 

                                                  
4 （ａ）学校名，（ｂ）氏名，性別，生年月日，現住所，（ｃ）卒業年月日（ｄ）最終学年の「学習の記

録」，（ｅ）最終学年の「教科以外の活動の記録」，（ｆ）最終学年の「行動の記録」，（ｇ）「学籍の記録」

の備考，「出欠の記録」，「身体の記録」，「標準検査等の記録」 
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➂ 昭和 36（1961）年の指導要録の改訂 

 昭和 33（1958）年～昭和 35（1960）年の学習指導要領改訂は，「教育課程の基準として

の性格の明確化」（文部科学省，2016，p.19）が特徴である。 

ア 改訂の趣旨等 

「小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について」（文初初第 92 号, 昭

和 36 年 2 月 13 日）が，文部省初等中等教育局長名で各都道府県教育委員会に，同初等中

等局長と大学学術局長との連名で各国立大学長あてに通達された。また，「高等学校生徒指

導要録の改訂について」（文部省初等中等教育局長通達, 文初中第 348 号, 昭和 38 年 1 月

5 日）が示された。指導要録の性格は，昭和 30（1955）年の指導要録を受け継いでいる。 

 

イ 記入上の注意5 

ここでは，「各教科の学習の記録」，「行動および性格の記録」，「標準検査等の記録」につ

いて示す。 

「各教科の学習の記録」  

小・中学校ともに「評定」の欄は，「5，4，3，2，1」の 5 段階とすることとしている。

集団に準拠した評価を原則としつつ，「教科の教科目標および学年目標に照らし」とあり，

学習指導要領に示す各教科の達成状況を加味して評価することとなった。 

小学校学習指導要領に定めるその教科の教科目標および学年目標に照らし，学級または学年

において，普通程度のものを 3 とし，3 より特にすぐれた程度のものを 5，3 よりはなはだしく

劣る程度のものを 1 とし，3 と 5 または 3 と 1 の中間程度のものをそれぞれ 4 もしくは 2 とす

ること。 

「所見」欄は，他の児童生徒と比較せず，児童生徒自身についての特徴を記録する。 

個人として比較的すぐれているものがあればその該当する観点の欄に○印を，比較的劣っているもの

があれば×印を記入すること。この場合，特徴の認めがたい場合には，しいて記入する必要はない。ま

た，欄外の余白には，必要に応じ，観点を追加して記入すること。 

「進歩の状況」には，「当該学年の当初と学年末とを比較し，総合的にみて進歩の著しい

場合に○印を記入すること。認めがたい場合にはしいて記入の必要はない」としていた。 

 「行動および性格の記録」 

小・中学校では，各教科，道徳，特別教育活動，学校行事等その他学校生活全般にわた

って認められる児童生徒の行動及び性格について記録することとされていた。 

記入状況「Ⅰ事実の記録」では，学校生活の全体，特に各教科の学習以外における児童

生徒の活動状況で顕著なものがあった場合にはそれを具体的に記入する。また，趣味・特

技などについてもこの欄に記入することとされる。 

「Ⅱ評定」では，掲げられた項目（基本的な生活習慣，自主性，責任感，根気強さ，自省

心，向上心，公平さ，指導性，協調性，同情心，公共心，積極性，情緒の安定」の 13 項目）

ごとに「A，B，C の 3 段階で記入すること。A は特にすぐれたものまたは程度の著しいもの，

B は普通，C は特に指導を要するものを意味すること」とされた。「Ⅲ所見」では，「児童（生

                                                  
5 様式に示されている項目：「学校名および所在地」，「校長氏名印・学級担任者氏名印」，「学籍の記録」，

「出欠の記録」，「健康の記録」，「各教科の学習の記録」，「行動および性格の記録」，「標準検査等の記録」

※中学校では「進学に関する記録」が加わる。 
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➂ 昭和 36（1961）年の指導要録の改訂 

 昭和 33（1958）年～昭和 35（1960）年の学習指導要領改訂は，「教育課程の基準として

の性格の明確化」（文部科学省，2016，p.19）が特徴である。 

ア 改訂の趣旨等 

「小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について」（文初初第 92 号, 昭

和 36 年 2 月 13 日）が，文部省初等中等教育局長名で各都道府県教育委員会に，同初等中

等局長と大学学術局長との連名で各国立大学長あてに通達された。また，「高等学校生徒指

導要録の改訂について」（文部省初等中等教育局長通達, 文初中第 348 号, 昭和 38 年 1 月

5 日）が示された。指導要録の性格は，昭和 30（1955）年の指導要録を受け継いでいる。 

 

イ 記入上の注意5 

ここでは，「各教科の学習の記録」，「行動および性格の記録」，「標準検査等の記録」につ

いて示す。 

「各教科の学習の記録」  

小・中学校ともに「評定」の欄は，「5，4，3，2，1」の 5 段階とすることとしている。

集団に準拠した評価を原則としつつ，「教科の教科目標および学年目標に照らし」とあり，

学習指導要領に示す各教科の達成状況を加味して評価することとなった。 

小学校学習指導要領に定めるその教科の教科目標および学年目標に照らし，学級または学年

において，普通程度のものを 3 とし，3 より特にすぐれた程度のものを 5，3 よりはなはだしく

劣る程度のものを 1 とし，3 と 5 または 3 と 1 の中間程度のものをそれぞれ 4 もしくは 2 とす

ること。 

「所見」欄は，他の児童生徒と比較せず，児童生徒自身についての特徴を記録する。 

個人として比較的すぐれているものがあればその該当する観点の欄に○印を，比較的劣っているもの

があれば×印を記入すること。この場合，特徴の認めがたい場合には，しいて記入する必要はない。ま

た，欄外の余白には，必要に応じ，観点を追加して記入すること。 

「進歩の状況」には，「当該学年の当初と学年末とを比較し，総合的にみて進歩の著しい

場合に○印を記入すること。認めがたい場合にはしいて記入の必要はない」としていた。 

 「行動および性格の記録」 

小・中学校では，各教科，道徳，特別教育活動，学校行事等その他学校生活全般にわた

って認められる児童生徒の行動及び性格について記録することとされていた。 

記入状況「Ⅰ事実の記録」では，学校生活の全体，特に各教科の学習以外における児童

生徒の活動状況で顕著なものがあった場合にはそれを具体的に記入する。また，趣味・特

技などについてもこの欄に記入することとされる。 

「Ⅱ評定」では，掲げられた項目（基本的な生活習慣，自主性，責任感，根気強さ，自省

心，向上心，公平さ，指導性，協調性，同情心，公共心，積極性，情緒の安定」の 13 項目）

ごとに「A，B，C の 3 段階で記入すること。A は特にすぐれたものまたは程度の著しいもの，

B は普通，C は特に指導を要するものを意味すること」とされた。「Ⅲ所見」では，「児童（生

                                                  
5 様式に示されている項目：「学校名および所在地」，「校長氏名印・学級担任者氏名印」，「学籍の記録」，

「出欠の記録」，「健康の記録」，「各教科の学習の記録」，「行動および性格の記録」，「標準検査等の記録」

※中学校では「進学に関する記録」が加わる。 



-   12   -

徒）の全体的特性を記入する」こと，また「Ⅱ評定」において「C と評定された項目につ

いては，具体的な理由や指導方針をここに記入することが望ましい」とされた。中学校に

は「Ⅳ趣味・特技」の欄があり，「生徒の興味，趣味，読書傾向，特技などについて記入す

ること」となっている。 

「標準検査等の記録」 

 「標準化された知能検査，適性検査等で，妥当性，信頼性の高いものを正確に実施した

場合に記入すること。ただし，必ずしも実施したすべての標準検査の結果を記入する必要

はない」とされている。 

 

➃ 昭和 46（1971）年版 指導要録 

昭和 43（1968）～昭和 45（1970）年の学習指導要領改訂は，「教育内容の一層の向上」

を図り，「教育内容の現代化」を目指した。 

ア 改訂の趣旨等 

「小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について」（文部省初等中等教育

局長通知, 文初初第 150 号, 昭和 46 年 2 月 27 日）では，指導要録の性格は従来通りとさ

れ，改訂の趣旨が次のように示されている。 

「各教科の学習の記録」については，各教科の観点について，小・中の学習指導要領の

改訂に基づいて所要の改善を加えるとともに，観点項目を精選し，その明確化をはかった

こと。「特別活動の記録」については，新たに「特別活動の記録」欄を設け，児童生徒の活

動状況について特記すべき事項及び所見を記入するようにした。「行動および性格の記録」

については欄内の整理を図るとともに「Ⅰ評定」の各項目について一層精選を図った。 

 

イ 記入上の注意6 

ここでは「各教科の学習の記録」，「特別活動の記録」，「行動及び性格の記録」，「標準検

査の記録」7について示す。 
「各教科の学習の記録」 

 各教科の「Ⅰ評定」は，「5，4，3，2，1」の 5 段階評定であり，昭和 36 年の改訂と同様，

「学習指導要領に定めるその教科の教科目標および学年目標に照らし，学級または学年に

おいて，普通の程度のものを 3 とし，3 より特にすぐれた程度のものを 5，3 よりはなはだ

しく劣る程度のものを 1 とし，3 と 5 または 3 と 1 の中間程度のものをそれぞれ 4 もしく

は 2 とすること。この場合，あらかじめ各段階ごとに一定の比率を定めて，児童（生徒）

をそれに機械的に割り振ることのないよう留意すること」とされている。 

 「Ⅱ所見」では「他の児童（生徒）との比較ではなく，その児童（生徒）自身について

                                                  
6 様式に示されている項目 
「学校名および所在地」，「校長氏名印・学級担任者氏名印」，「学籍の記録」，「出欠の記録」，「各教科の

学習の記録」，「特別活動の記録」，「行動および性格の記録」，「標準検査の記録」 
7 小学校・中学校別に示されているが，ここでは，記載をできるだけ具体的に示すために，小学校の記

載を中心に触れる。小学校「児童」の表記，中学校「生徒」の表記の際には，児童（生徒）と記載する

こととする。 
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徒）の全体的特性を記入する」こと，また「Ⅱ評定」において「C と評定された項目につ

いては，具体的な理由や指導方針をここに記入することが望ましい」とされた。中学校に

は「Ⅳ趣味・特技」の欄があり，「生徒の興味，趣味，読書傾向，特技などについて記入す

ること」となっている。 

「標準検査等の記録」 

 「標準化された知能検査，適性検査等で，妥当性，信頼性の高いものを正確に実施した

場合に記入すること。ただし，必ずしも実施したすべての標準検査の結果を記入する必要

はない」とされている。 

 

➃ 昭和 46（1971）年版 指導要録 

昭和 43（1968）～昭和 45（1970）年の学習指導要領改訂は，「教育内容の一層の向上」

を図り，「教育内容の現代化」を目指した。 

ア 改訂の趣旨等 

「小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について」（文部省初等中等教育

局長通知, 文初初第 150 号, 昭和 46 年 2 月 27 日）では，指導要録の性格は従来通りとさ

れ，改訂の趣旨が次のように示されている。 

「各教科の学習の記録」については，各教科の観点について，小・中の学習指導要領の

改訂に基づいて所要の改善を加えるとともに，観点項目を精選し，その明確化をはかった

こと。「特別活動の記録」については，新たに「特別活動の記録」欄を設け，児童生徒の活

動状況について特記すべき事項及び所見を記入するようにした。「行動および性格の記録」

については欄内の整理を図るとともに「Ⅰ評定」の各項目について一層精選を図った。 

 

イ 記入上の注意6 

ここでは「各教科の学習の記録」，「特別活動の記録」，「行動及び性格の記録」，「標準検

査の記録」7について示す。 
「各教科の学習の記録」 

 各教科の「Ⅰ評定」は，「5，4，3，2，1」の 5 段階評定であり，昭和 36 年の改訂と同様，

「学習指導要領に定めるその教科の教科目標および学年目標に照らし，学級または学年に

おいて，普通の程度のものを 3 とし，3 より特にすぐれた程度のものを 5，3 よりはなはだ

しく劣る程度のものを 1 とし，3 と 5 または 3 と 1 の中間程度のものをそれぞれ 4 もしく

は 2 とすること。この場合，あらかじめ各段階ごとに一定の比率を定めて，児童（生徒）

をそれに機械的に割り振ることのないよう留意すること」とされている。 

 「Ⅱ所見」では「他の児童（生徒）との比較ではなく，その児童（生徒）自身について

                                                  
6 様式に示されている項目 
「学校名および所在地」，「校長氏名印・学級担任者氏名印」，「学籍の記録」，「出欠の記録」，「各教科の

学習の記録」，「特別活動の記録」，「行動および性格の記録」，「標準検査の記録」 
7 小学校・中学校別に示されているが，ここでは，記載をできるだけ具体的に示すために，小学校の記

載を中心に触れる。小学校「児童」の表記，中学校「生徒」の表記の際には，児童（生徒）と記載する

こととする。 
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記録すること。その児童（生徒）として比較的にすぐれているものには該当する観点の欄

に○印を，比較的劣っているものには×印を記入すること。また，必要に応じ，観点を追

加して記入すること」とされた。 

 「Ⅲ備考」は，「各教科の学習について特記すべき事項がある場合に記入すること」とさ

れ，下記のように例示がある。 

（1）学習に対する努力，学習態度等の児童（生徒）の日常の学習状況に関すること。（2）当該学年の当

初と学年末とを比較し，総合的にみて学習の進歩が著しい教科がある場合，その状況に関すること。（3）

学習に影響をおよぼすような児童（生徒）の健康状況に関すること（4）学校教育法施行規則第 26 条に

より，児童（生徒）の履修困難な教科について，特別の処置をとった場合，その状況に関すること。 
 

「特別活動の記録」 

 小学校では，児童活動，学校行事，学級指導への参加態度，児童会・学級会の委員経験，

クラブ活動などについて記入することが求められている。 

 

「行動および性格の記録」 

各教科，道徳，特別活動その他学校生活全体にわたって認められる児童生徒の行動及び

性格についての特徴を記録するとし，「Ⅰ評定」欄と「Ⅱ所見」欄より構成されていた。 

 「Ⅰ評定」については，掲げられた項目ごとに（小学校 10，中学校 11），A，B，C の 3

段階で評価する。「A は特にすぐれたもの，B は普通，C は特に指導を要するものを意味す

ること」とあり，これまでと変更はない。 

「Ⅱ所見」については，全体的にとらえた児童生徒の特徴についても記入することとさ

れている。また，（1）「Ⅰ評定」において C と評定された項目に関する具体的な理由または

指導方針，（2）指導上特に留意する必要があると認められる児童（生徒）の健康状況およ

び配慮事項。（3）趣味，特技，（4）校外生活における顕著な行動」について記入する。 

 

「標準検査の記録」 

 標準化された知能検査，適性検査等で，妥当性，信頼性の高いものを正確に実施した場

合に記入すること。ただし，必ずしも実施したすべての標準検査の結果を記入する必要は

ない。検査の「結果」は，指数，偏差値または百分段階点等を記入する。 

新項目「取り扱い上の注意」の「８．その他」には，「（1）就職等の際に証明書を作成す

るにあたっては，単に指導要録の記載事項をそのまま転記することは必ずしも適当でない

場合もあるので，証明の目的に応じて必要な事項を記載するように注意すること。（2）学

校と家庭との連絡に用いられるいわゆる通信簿，家庭連絡簿等は，保護者が児童（生徒）

の学校生活の実情を十分に把握できるようにすることが目的であるから，それぞれの学校

においては，児童（生徒）の発達段階や学校の実情等を考慮し，適切な記載内容を定める

ことが必要であり，指導要録の様式や記載方法等をそのまま転用することは必ずしも適当

ではない場合もあるので，注意すること」と規定された。 
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記録すること。その児童（生徒）として比較的にすぐれているものには該当する観点の欄

に○印を，比較的劣っているものには×印を記入すること。また，必要に応じ，観点を追

加して記入すること」とされた。 

 「Ⅲ備考」は，「各教科の学習について特記すべき事項がある場合に記入すること」とさ

れ，下記のように例示がある。 

（1）学習に対する努力，学習態度等の児童（生徒）の日常の学習状況に関すること。（2）当該学年の当

初と学年末とを比較し，総合的にみて学習の進歩が著しい教科がある場合，その状況に関すること。（3）

学習に影響をおよぼすような児童（生徒）の健康状況に関すること（4）学校教育法施行規則第 26 条に

より，児童（生徒）の履修困難な教科について，特別の処置をとった場合，その状況に関すること。 
 

「特別活動の記録」 

 小学校では，児童活動，学校行事，学級指導への参加態度，児童会・学級会の委員経験，

クラブ活動などについて記入することが求められている。 

 

「行動および性格の記録」 

各教科，道徳，特別活動その他学校生活全体にわたって認められる児童生徒の行動及び

性格についての特徴を記録するとし，「Ⅰ評定」欄と「Ⅱ所見」欄より構成されていた。 

 「Ⅰ評定」については，掲げられた項目ごとに（小学校 10，中学校 11），A，B，C の 3

段階で評価する。「A は特にすぐれたもの，B は普通，C は特に指導を要するものを意味す

ること」とあり，これまでと変更はない。 

「Ⅱ所見」については，全体的にとらえた児童生徒の特徴についても記入することとさ

れている。また，（1）「Ⅰ評定」において C と評定された項目に関する具体的な理由または

指導方針，（2）指導上特に留意する必要があると認められる児童（生徒）の健康状況およ

び配慮事項。（3）趣味，特技，（4）校外生活における顕著な行動」について記入する。 

 

「標準検査の記録」 

 標準化された知能検査，適性検査等で，妥当性，信頼性の高いものを正確に実施した場

合に記入すること。ただし，必ずしも実施したすべての標準検査の結果を記入する必要は

ない。検査の「結果」は，指数，偏差値または百分段階点等を記入する。 

新項目「取り扱い上の注意」の「８．その他」には，「（1）就職等の際に証明書を作成す

るにあたっては，単に指導要録の記載事項をそのまま転記することは必ずしも適当でない

場合もあるので，証明の目的に応じて必要な事項を記載するように注意すること。（2）学

校と家庭との連絡に用いられるいわゆる通信簿，家庭連絡簿等は，保護者が児童（生徒）

の学校生活の実情を十分に把握できるようにすることが目的であるから，それぞれの学校

においては，児童（生徒）の発達段階や学校の実情等を考慮し，適切な記載内容を定める

ことが必要であり，指導要録の様式や記載方法等をそのまま転用することは必ずしも適当

ではない場合もあるので，注意すること」と規定された。 
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➄ 昭和 55（1980）年版 指導要録 

昭和 52（1977）～昭和 53（1978）年改訂の学習指導要領は，「ゆとりのあるしかも充実

した学校生活を実現」することを目指した。各教科の基礎的・基本的事項を確実に身に付

けられるように教育内容を精選し，創造的な能力の育成を図ろうとしている。 

ア 改訂の趣旨等 

文部省初等中等教育局長通知「小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂につ

いて」（文初小第 133 号, 昭和 55 年 2 月 29 日）によれば，改訂の基本方針は次の通りであ

る。 

（1）「各教科の学習の記録」については，ア「Ⅰ評定」の欄については，従来，小学校，

中学校とも 5 段階で評定することとされていたが，小学校低学年児童の学習の実態を考慮

し，小学校の第 1 学年及び第 2 学年については 3 段階の評定を行うこととしたこと。イ「Ⅱ

所見」の欄については，この欄の記録を一層指導に活用できるようにするため，学習指導

要領に示す目標の達成状況を観点ごとに評価することとしたこと。また，評価方法を改め

たことに伴って，欄の名称を「Ⅱ観点別学習状況」と改めたこと。さらに，各教科の観点

について，新学習指導要領の趣旨等を考慮して所要の改善を加えたこと。ウ「Ⅲ備考」の

欄については，各教科の学習について総合的に見た場合の児童生徒の特徴等を記入するこ

ととし，欄の名称を「Ⅲ所見」と改めたこと，が挙げられている。 
 （2）「特別活動の記録」では，「特別活動の重要性にかんがみ，児童生徒の活動状況に関

する所見の記入が一層適切に行われるよう配慮したこと」，また，（3）「行動及び性格の記

録」についてでは，項目の整理とともに，小・中学校での統一性（一貫性）をもたせるこ

と」している。 

 

イ 記入上の注意8 

ここでは，「各教科の学習の記録」，「特別活動の記録」，「行動及び性格の記録」，「標準検

査の記録」について示す。 

「各教科の学習の記録」 

 「Ⅰ評定」では，小学校第 3 学年以上から中学校では，5 段階を次のように行う。 

小（中）学校学習指導要領に示す目標に照らし，学級又は学年において，普通の程度のものを 3 とし，

3 より特に優れた程度のものを 5，3 よりはなはだしく劣る程度のものを 1 とし，3 と 5 又は 3 と 1 の中

間程度のものをそれぞれ 4 又は 2 とする 

小学校第 1・2 学年については，「普通程度のものを 2 とし，2 より特に優れた程度のも

のを 3，2 よりはなはだしく劣る程度のものを 1 とすること」とされている。なお，「5 段

階又は 3 段階のいずれの評定を行う場合においても，あらかじめ各段階ごとに一定の比率

を定めて，児童をそれに機械的に割り振ることのないよう留意すること」とある。 

「Ⅱ観点別学習状況」では，「小・中学校学習指導要領に示す目標の達成状況を観点ごと

                                                  
8 様式に示されている項目 
「学校名及び所在地」，「校長氏名印・学級担任者氏名印」，「学籍の記録」，「出欠の記録」，「各教科の学

習の記録」，「特別活動の記録」，「行動及び性格の記録」，「進路に関する記録」（中学校のみ），「標準検査

の記録」（小学校のみ） 
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に評価して記入すること」とされ，その要領は，「目標を十分に達成したものについては＋

印を，達成が不十分なものについては－印を記入すること。なお，目標をおおむね達成し

たものについては空欄のままとすること。また，特に必要があれば，観点を追加して記入

すること」となっている。 

「Ⅲ所見」については，以下に示されている。 
（1）その児童（生徒）個人として比較的優れている点又は劣っている点など，各教科の学習全体を通し

て見られる児童（生徒）の特徴に関すること。（2）学習に対する努力，学習態度等の児童（生徒）の日

常の学習状況に関すること。（3）当該学年において，その当初と学年末とを比較し，総合的にみて学習

の進歩が著しい教科がある場合，その状況に関すること。（4）児童（生徒）の体力の状況及び学習に影

響を及ぼすような児童（生徒）の健康の状況に関すること。（5）学校教育法施行規則第 26 条により，児

童（生徒）の履修困難な教科について，特別の処置をとった場合，その状況に関すること。 

「特別活動の記録」 

特別活動における児童（生徒）の活動状況について主な事実及び所見を記入すること（例えば，特別活

動への参加態度，学級会・児童会（生徒会）の係や委員の経験，クラブや学校行事における活動状況な

どについて記入すること。）。更に，児童（生徒）の活動状況を総合的にみて次に示す観点の趣旨に該当

する場合には，欄内の観点の番号を○印で囲むこと。１ 活動の意欲…意欲をもって集団活動に参加し，

熱心に自己の役割を果たした。２ 集団への寄与…所属集団の活動の発展・向上に大いに寄与した。 

「行動及び性格の記録」 

「Ⅰ評定」では，掲げられた項目（基本的な生活習慣，自主性，責任感，勤労意欲，根気強さ，創意工

夫，情緒の安定，寛容・協力性，公正，公共心）ごとに児童（生徒）の行動及び性格について観察し，

優れたものについては＋印を，特に指導を要するものについては－印を記入すること。なお，特徴を認

めがたいものについては空欄のままとすること。また，特に必要があれば，項目を追加して記入するこ

と。 

「Ⅱ所見」では，次に掲げる事項について記載する。 

（1）全体的にとらえた児童（生徒）の特徴，（2）「Ⅰ評定」において「－」と評定された項目に関する

具体的な理由又は教育方針，（3）指導上特に留意する必要があると認められる児童（生徒）の健康状況

及び配慮事項，（4）趣味，特技，（5）校外活動における顕著な行動（中学校では，(4)は別項目） 
「標準検査の記録」 

小・中学校ともに，変更点はない。 

 

⑥ 平成 3（1991）年版 指導要録 

平成元（1989）年改訂の学習指導要領は，「社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の

育成」（文部科学省，2016，p.19）を目指した。この改訂で生活科が新設された。 

ア 改訂の趣旨等 

「小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学

部児童指導要録及び中学部生徒指導要録の改訂について」（文部省初等中等教育局長通知, 

文初小第 124 号, 平成 3 年 3 月 20 日）が通知された（http://www.mext.go.jp/b_menu/ha

kusho/nc/t19910320001/1294082.htm）。 

指導要録の性格は，「指導要録は，児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記

録し，指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿としての性格をもつもの」で

ある，と従前通りである。 

改訂の趣旨として，まず「指導要録の編製」について，「指導要録は，学籍に関する記録

と指導に関する記録とを別様として編製することとしたこと」としている。この改訂で，

学籍に関する記録は 20 年間，指導に関する記録は 5 年間保存することになった。 
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「各教科の学習の記録」欄では，「各教科の評価」については，「Ⅰ観点別学習状況」の

欄を基本としつつ，「Ⅱ評定」及び「Ⅲ所見」を併用することとした。また，学習指導要領

改訂の趣旨を踏まえ，自ら学ぶ意欲の育成や思考力，判断力などの育成に重点を置くこと

が明確になるよう観点等を改めている。なお，中学校の選択教科（共通必修としての『外

国語』を除く）については，学校において観点を設定することとした。 

「Ⅱ評定」については，発達段階の特性や学習の実態等を考慮し，小学校の低学年にあ

っては廃止し，中・高学年にあっては 3 段階で評定するようあらためた。なお，中学校の

選択教科については，この教科の特性を考慮して設定された目標に照らして 3 段階で評定

することとした。また，「Ⅲ所見」については，個性を生かす教育に役立てる観点から，児

童生徒の長所を取り上げることが基本となるようにした。 

特徴的なのは，「観点別学習状況」を「評定」等よりも前に示すようにしたことである。

「観点別学習状況」欄は「新学習指導要領に示す各教科の目標や内容を踏まえ，自ら学ぶ

意欲の育成や思考力，判断力などの育成に重点を置くことが明確になるよう配慮し，観点

等を改めたこと」と新しい評価を求めていること，「評定」については，小学校低学年（第

1・2 学年）は廃止するとともに，中・高学年では，それまでの 5 段階から 3 段階（中学校

については，必修教科が 5 段階，選択教科が 3 段階）で評定することとなった。 
「Ⅲ所見」の改訂については，「ウ特別活動の記録」欄では「（ア）この欄を『Ⅰ活動の

状況』及び『Ⅱ事実及び所見』に分けたこと。（イ）『Ⅰ活動の状況』については，学級活

動，児童（生徒）会活動，クラブ活動及び学校行事の各内容ごとに評価の趣旨を示し，そ

れに照らして評価するようにするとともに，その表示方法を改めたこと。（ウ）『Ⅱ事実及

び所見』については，個性を生かす教育に役立てる観点から，児童生徒の長所を取り上げ

ることが基本となるようにしたこと」が挙げられる。また，「エ行動の記録」欄の変更は，

「（ア）従前の『行動及び性格の記録』及び『Ⅰ評定』の欄の名称をそれぞれ『行動の記録』

及び『Ⅰ行動の状況』と改めたこと。（イ）『Ⅰ行動の状況』については，新学習指導要領

において重視した点や発達段階より重視した内容などを考慮し，評価の項目や趣旨を改め

たこと。（ウ）『Ⅱ所見』については，個性を生かす教育に役立てる観点から，児童生徒の

長所を取り上げることが基本となるようにしたこと」である。「オ進路指導の記録」欄では，

「従前の『進路に関する記録』欄の名称を『進路指導の記録』と改めるとともに，その記

入内容の充実が図られるようにしたこと」。「カ指導上参考となる諸事項」の欄については，

「（ア）上記イからオまでの各欄の記録以外で指導上参考となる諸事項を一括して記録する

欄として，新たに『指導上参考となる諸事項』の欄を設けたこと。なお，従前の『標準検

査の記録』等の欄はこの欄に統合したこと。（イ）この欄には，児童（生徒）の特徴・特技

等，学校内外における奉仕活動等及び表彰を受けた行為や活動等，知能，学力等について

標準化された検査の結果などを指導上参考となる事項に記入することとしたこと」。「キ出

欠の記録」の欄では，「学校の教育活動の一環として，児童（生徒）が運動や文化などにか

かわる行事等に参加した場合には，出席扱いにすることができることを明確にしたこと」

である。 
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かわる行事等に参加した場合には，出席扱いにすることができることを明確にしたこと」

である。 
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イ 記入上の注意9 

ここでは，「各教科の学習の記録」，「特別活動の記録」，「行動の記録」，「指導上参考とな

る諸事項」について示す。 

「各教科の学習の記録」 

「Ⅰ観点別学習状況」においては，「小学校・中学校学習指導要領に示す各教科の目標に

照らして，その実現の状況を観点ごとに評価し，A，B，C の記号により記入すること」と 3

段階の評価となっている。「十分満足できると判断されるもの」を A，「おおむね満足でき

ると判断されるもの」を B，「努力を要すると判断されるもの」を C とすること，また，「特

に必要があれば，観点を追加して記入すること」とある。 

「Ⅱ評定」には，「（小学校）第 3 学年以上の各教科の学習状況について，各教科別に小

学校・中学校学習指導要領に示す目標に照らして，学級又は学年における位置付けを評価

して記入すること」とされ，各教科ともに，3，2，1 の 3 段階による評価，すなわち小学

校・中学校学習指導要領に示す目標に照らして，学級又は学年において，「普通の程度のも

の」を 2 とし，「2 より優れた程度のもの」を 3，「2 よりもはなはだしく劣る程度のもの」

を 1 とする，とした。 

「Ⅲ所見」には，「各教科の学習について総合的に見た場合の児童（生徒）の特徴及び指

導上留意すべき事項を記入すること。その際，児童（生徒）の長所を取り上げることが基

本となるよう留意すること」とした。具体的には以下の通りである。 

（1）その児童（生徒）個人として比較的優れている点など，各教科の学習全体を通して見られる児童（生

徒）の特徴に関すること。（2）学習に対する努力，学習意欲，学習態度等の児童（生徒）の日常の学習

状況に関すること。（3）当該学年において，その当初と学年末とを比較し，学習の進歩が著しい教科が

ある場合，その状況に関すること。（4）児童（生徒）の体力の状況及び学習に影響を及ぼすような児童

（生徒）の健康の状況に関すること。（5）学校教育法施行規則第 26 条により，児童（生徒）の履修困難

な教科について，特別な処置をとった場合，その状況に関すること。（6）その他特に指導が必要である

場合には，その事実に関すること。 

「特別活動の記録」 

特別活動全体にわたって認められる児童（生徒）の活動についての特徴を記入する。 

「Ⅰ活動の状況」は，特別活動における児童（生徒）の活動について，内容ごとにその

趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合には，欄内に○印を記入する。 

「Ⅱ事実及び所見」については，「特別活動における児童（生徒）の活動の状況について，

主な事実及び総合的に見た場合の所見を記入すること。その際，所見については，児童（生

徒）の長所を取り上げることが基本となるよう留意すること。」また，「（1）事実の記入に

当たっては，例えば下記の事項が考えられること。」「所属する係名や委員会名，クラブ名

及び学校行事における役割の分担など，活動の状況についての事実に関すること。」「（2）

所見の記入に当たっては，例えば下記の事項が考えられること。」「アその児童（生徒）個

人として比較的優れている点など，特別活動全体を通して見られる児童（生徒）の特徴に

関すること。」「イ当該学年において，その当初と学年末とを比較し，活動状況の進歩が著

                                                  
9 様式に示されている項目 
「学生の記録」（1 児童（生徒），2 保護者，3 入学前の経歴，4 入学・編入学等，5 転入学，6 転学・退

学等，7 卒業，8 進学先），「学校名及び所在地」，「校長氏名印・学級担任者氏名印」，「各教科の学習の記

録」，「特別活動の記録」，「行動の記録」，「進路指導の記録」，「指導上参考となる諸事項」，「出欠の記録」 
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る諸事項」について示す。 
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照らして，その実現の状況を観点ごとに評価し，A，B，C の記号により記入すること」と 3

段階の評価となっている。「十分満足できると判断されるもの」を A，「おおむね満足でき

ると判断されるもの」を B，「努力を要すると判断されるもの」を C とすること，また，「特

に必要があれば，観点を追加して記入すること」とある。 

「Ⅱ評定」には，「（小学校）第 3 学年以上の各教科の学習状況について，各教科別に小

学校・中学校学習指導要領に示す目標に照らして，学級又は学年における位置付けを評価

して記入すること」とされ，各教科ともに，3，2，1 の 3 段階による評価，すなわち小学

校・中学校学習指導要領に示す目標に照らして，学級又は学年において，「普通の程度のも

の」を 2 とし，「2 より優れた程度のもの」を 3，「2 よりもはなはだしく劣る程度のもの」

を 1 とする，とした。 

「Ⅲ所見」には，「各教科の学習について総合的に見た場合の児童（生徒）の特徴及び指

導上留意すべき事項を記入すること。その際，児童（生徒）の長所を取り上げることが基

本となるよう留意すること」とした。具体的には以下の通りである。 

（1）その児童（生徒）個人として比較的優れている点など，各教科の学習全体を通して見られる児童（生

徒）の特徴に関すること。（2）学習に対する努力，学習意欲，学習態度等の児童（生徒）の日常の学習
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な教科について，特別な処置をとった場合，その状況に関すること。（6）その他特に指導が必要である
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「Ⅰ活動の状況」は，特別活動における児童（生徒）の活動について，内容ごとにその
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人として比較的優れている点など，特別活動全体を通して見られる児童（生徒）の特徴に

関すること。」「イ当該学年において，その当初と学年末とを比較し，活動状況の進歩が著
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しい場合，その状況に関すること。」「ウその他特に指導が必要である場合には，その事実

に関すること」とされた。 

「行動の記録」 

「Ⅰ行動の記録」として，児童生徒行動（11 項目）について，掲げられた項目ごとにそ

の趣旨に照らして十分に満足できる状況にあると判断される場合には，欄内に○印を記入

する。なお，特に必要があれば，項目を追加して記入する。 
「Ⅱ所見」では，「行動の状況について総合的に見た場合の児童生徒の特徴及び指導上留

意すべき事項を記入すること。その際，児童（生徒）の長所を取り上げることが基本とな

るよう留意すること」とあり，以下の例示がある。 

（1）全体的にとらえた児童（生徒）の特徴に関すること。（2）その児童（生徒）個人として比較的優れ

ている点など，各教科，道徳，特別活動その他学校生活全体にわたって見られる児童（生徒）の特徴に

関すること。（3）当該学年において，その当初と学年末とを比較し，行動の状況の進歩が著しい場合，

その状況に関すること。（4）指導上特に留意する必要があると認められる児童（生徒）の健康状況その

他，特に指導が必要である場合にはその事実に関すること。 
「指導上参考となる諸事項」 

「標準検査の記録」は「指導上参考となる諸事項」の「3」に変更され，「3 知能，学力

等について標準化された検査の結果については，妥当性，信頼性の高いものを正確に実施

した場合，検査月日，検査の名称及び検査の結果を記入すること。なお，実施した検査の

結果を必ずしもすべて記入する必要はないこと。検査の結果については，指数，偏差値又

は百分段階点のほか，その後の指導に生かすことができる内容を具体的に記入すること。

なお，結果については，必要があれば『各教科の学習の記録』の『所見』の欄などに記入

することもできること」となった。 

「Ⅲ取り扱い上の注意」の「7 保存期間」では「（1）学校においては，原本及び転入学

の際送付を受けた写しのうち，学籍に関する記録については 20 年間，指導に関する記録に

ついては 5 年間保存すること」，また，「8 その他」の「（2）」において「指導要録は，一年

間の学習指導の過程や成果などを要約して記録するものであり，その様式や記載方法等を

学校と保護者との連絡に用いるいわゆる通信簿等にそのまま転用することは必ずしも適切

でないこと。したがって，学校においては，指導要録における各教科等の評価の考え方を

踏まえ，児童（生徒）の学習指導の過程や成果，一人一人の可能性などについて適切に評

価し，児童（生徒）一人一人のその後の学習を支援することに役立つようにする観点から，

通信簿等の記載内容や方法，様式等について工夫改善すること」と示された。 

 
⑦ 平成 13（2001）年版 指導要録 

平成 10（1998）年版学習指導要領は，「基礎・基本を確実に身に付けさせ，自ら学び考

える力などの『生きる力』の育成」（文部科学省，2016，p.19）を目指した。「教育内容の

厳選，総合的な学習の時間の創設」が特徴である。 

ア 改訂の趣旨等 

教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について」

（平成 12 年 12 月 4 日）を受け，「小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学校生
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の際送付を受けた写しのうち，学籍に関する記録については 20 年間，指導に関する記録に

ついては 5 年間保存すること」，また，「8 その他」の「（2）」において「指導要録は，一年
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価し，児童（生徒）一人一人のその後の学習を支援することに役立つようにする観点から，

通信簿等の記載内容や方法，様式等について工夫改善すること」と示された。 

 
⑦ 平成 13（2001）年版 指導要録 

平成 10（1998）年版学習指導要領は，「基礎・基本を確実に身に付けさせ，自ら学び考

える力などの『生きる力』の育成」（文部科学省，2016，p.19）を目指した。「教育内容の

厳選，総合的な学習の時間の創設」が特徴である。 

ア 改訂の趣旨等 

教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について」

（平成 12 年 12 月 4 日）を受け，「小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学校生
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徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童

指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等について」（初等中等教育

局長通知, 13 文科初第 193 号,平成 13 年 4 月 27 日）が示された（http://www.mext.go.jp

/b_menu/hakusho/nc/1288244.htm）。 

通知では，「これからの評価においては，各学校において，観点別学習状況の評価を基本

とした現行の評価方法を発展させ，学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を見

る評価が一層重視されるとともに，児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩の状況など

を評価するため，個人内評価が工夫されるようお願いします」とあり，目標に準拠した評

価と個人内評価の充実を求めている。 

続けて，「各学校において，指導と評価の一体化，評価方法の工夫改善，学校全体として

の評価の取組が進められるとともに，学習の評価の内容について，日常的に児童生徒や保

護者に十分説明し，共通理解が図られるようお願いします」として，指導と評価の一体化

に加え，児童生徒や保護者への説明を充実して共通理解を図ることが重視されている。 

小・中学校の指導要録の改訂方針については，「２ 小・中学校の指導要録について」に

おいて，次の 4 点が示されている。「（1）各教科の評定について，学習指導要領に示す基礎

的・基本的な内容の確実な習得を図るなどの観点から，学習指導要領に示す目標に照らし

てその実現状況を評価することに努める。（2）『総合的な学習の時間』について，各学校で，

評価の観点を定めて，評価を文章記述する欄を新たに設ける。（3）『生きる力』の育成を目

指し，豊かな人間性を育てることが重要であることを踏まえ，『行動の記録』の項目を見直

す。（4）『生きる力』は全人的な力であることを踏まえ，児童生徒の成長の状況を総合的に

とらえる工夫ができるようにする趣旨から，所見欄等を統合する」。 

 

イ 記載する事項10 

今回より「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」による構成となった。以下では，

「指導に関する記録」欄の記載事項を示す。 

「各教科の学習の記録」 

「I 観点別学習状況」には，小・中学校学習指導要領（平成 10 年度版）での各教科の目

標における実現状況を観点ごとに A,B,C の記号により評定し，記入することとしている。

その A,B,C は「十分満足できると判断されるもの」を A，「おおむね満足できると判断され

るもの」を B，「努力を要すると判断されるもの」を C とする。また，「特に必要があれば，

観点を追加して記入する」とされている。中学校の「選択教科については，生徒選択を基

本とし，生徒の特性等に応じた多様な学習活動を展開するという趣旨が生かせるよう考慮

                                                  
10 様式に示されている項目 
1 児童（生徒）の氏名，性別，生年月日及び現住所，2 保護者の氏名及び現住所，3 入学前の経歴，4 入

学・編入学等，5 転入学，6 転学・退学等，7 卒業，8 進学先，9 学校名及び所在地，10 校長氏名印，

学級担任者氏名印 

「指導に関する記録」としては，小・中学校とも以下を記入することを示している。 
「各教科の学習の記録」，「総合的な学習の時間の記録」，「特別活動の記録」，「行動の記録」，「総合所見

及び指導上参考となる諸事項」，「出欠の記録」 
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して，学校が観点を設定し，記入する」。 

「Ⅱ評定」には，小学校第 3 学年以上において，各教科の目標に照らして，その実現状

況を観点ごとに評価する。また，小学校学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，そ

の実現状況を総括的に評価し，記入する。とされ，その表示は，学習指導要領に示す目標

に照らして，「十分満足できると判断されるもの」を 3，「おおむね満足できると判断され

るもの」を 2，「努力を要すると判断されるもの」を 1 とする。 

中学校についは，「必修教科の評定は，5 段階評定」。評定にあたっては，中学校学習指

導要領に示す目標に照らして，「十分満足できると判断されるもののうち，特に高い程度の

もの」を 5，「十分満足できると判断されるもの」を 4，「おおむね満足できると判断される

もの」を 3，「努力を要すると判断されるもの」を 2，「一層努力を要すると判断されるもの」

を 1 とする，とされている。 

中学校の選択教科については，各教科の設定目標に照らして，「十分満足できると判断さ

れるもの」を A，「おおむね満足できると判断されるもの」を B，「努力を要すると判断され

るもの」を C とする 3 段階による評価である。 

「総合的な学習の時間の記録」 

「総合的な学習の時間については，この時間に行った学習活動及び指導の目標や内容に

基づいて定めた評価の観点を記載した上で，それらの観点のうち，児童（生徒）の学習状

況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入するなど，児童（生徒）にどのような力

が身に付いたかを文章で記述する」とされる。 

「特別活動の記録」 

「特別活動における児童（生徒）の活動について，各内容ごとにその趣旨に照らして十

分満足できる状況にあると判断される場合には欄内に○印を記入する」。 

「行動の記録」 

「各教科，道徳，特別活動，総合的な学習の時間，その他学校生活全体にわたって認め

られる児童（生徒）の行動について，項目ごとにその学年別の趣旨に照らして十分満足で

きる状況にあると判断される場合には欄内に○印を記入する。また，特に必要があれば，

項目を追加して記入する」。 

「総合所見及び指導上参考となる諸事項」 

以下のような事項が例示されている。 

①各教科や総合的な学習の時間の学習に関する所見，②特別活動に関する事実及び所見，③行動に関す

る所見，④（⑤）児童（生徒）の特徴・特技，学区内外における奉仕活動，表彰を受けた行為や活動，

知能，学力等について標準化された検査の結果など指導上参考となる諸事項，⑤（⑥）児童生徒の成長

の状況にかかわる総合的な所見」である（中学校には，④進路指導に関する事項）。 

記入方法としては「児童（生徒）の優れている点や長所，進歩の状況などを取り上げる

ことが基本となるよう留意することが望まれる。ただし，児童（生徒）の努力を要する点

などについても，その後の指導において特に配慮を要するものがあれば記入する」，また，

「学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関する情報も，必要に応じ，記入する」。 

 なお，この時期，国立教育政策研究所による「評価規準の作成，評価方法の工夫改善に

関する参考資料」が初めて作成された。 
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⑧ 平成 22（2010）年版 指導要録 

平成 20～21 年の学習指導要領改訂は，「『生きる力』の育成,基礎的・基本的な知識・技

能の習得，思考力・判断力・表現力等の育成のバランス」（文部科学省，2016，p.19）を掲

げた。授業時数の増，指導内容の充実，言語活動，小学校外国語活動の新設が特徴である。 

ア 改訂の趣旨等 

「小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等における学習評価及び指導要録の改善

等について（通知）」（初等中等教育局長通知,22 文科初第 1 号, 平成 22 年 5 月 11 日）に

より改訂が通知された。従来通り，「指導要録は，児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結

果の要約を記録し，その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿となる

ものであり，各学校で学習評価を計画的に進めていく上で重要な表簿」としている

（http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm）。 

「1 学習評価の改善に関する基本的な考え方について」 の「（1）」では，改訂の趣旨が

次のように示されている。 

［1］きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実な定着を図るため，学習指導要領に示す

目標に照らしてその実現状況を評価する，目標に準拠した評価を引き続き着実に実施すること。 

［2］新しい学習指導要領の趣旨や改善事項等を学習評価において適切に反映すること。 

［3］学校や設置者の創意工夫を一層生かすこと。 
（2）では，学習評価における観点について，「新しい学習指導要領を踏まえ，『関心・意

欲・態度』，『思考・判断・表現』，『技能』及び『知識・理解』に整理し，各教科等の特性

に応じて観点を示している」とした上で，「設置者や学校においては，これに基づく適切な

観点を設定する必要があること」を示している。 

 

イ 記載する事項 

記載事項は，従来同様，「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」とに分かれる11。 

ここでは，「指導に関する記録」欄について，示す。 

「各教科の学習の記録」 

「各教科の学習の記録」での「観点別学習状況」について，「学習指導要領に示す各教科

の目標に照らして，その実現状況を観点ごとに評価し記入する。その際，『十分満足できる』

状況と判断されるものを A，『おおむね満足できる』状況と判断されるものを B，『努力を要

する』状況と判断されるものを C のように区別して評価を記入する」とされている。小・

                                                  
11 学籍に関する記録 
1 児童（生徒）の氏名， 性別， 生年月日及び現住所， 2 保護者の氏名及び現住所， 3 入学前の経歴， 

4 入学・編入学等， 5 転入学， 6 転学・退学等， 7 卒業， 8 進学先（中学校は進学先・就職先等）， 

9 学校名及び所在地， 10 校長氏名印， 学級担任者氏名印 

指導に関する記録 

1「各教科の学習の記録」，2「外国語活動の記録」（中学校はなし）， 3「総合的な学習の時間の記録」， 

4「特別活動の記録」, 5「自立活動の記録」, 6「行動の記録」, 7「総合所見及び指導上参考となる諸

事項」，8「入学時の障害の状態」, 9「出欠の記録」 

特別支援学校小学部（中学校は中学部）における自立活動の記録（新規項目） 
［１］指導の目標，指導内容，指導の結果の概要に関すること 
［２］障害の状態等に変化が見られた，その場合の状況に関すること 
［３］障害の状態を把握するため又は自立活動の成果を評価するために検査を行った場合，その検査結

果に関すること」 
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⑧ 平成 22（2010）年版 指導要録 

平成 20～21 年の学習指導要領改訂は，「『生きる力』の育成,基礎的・基本的な知識・技

能の習得，思考力・判断力・表現力等の育成のバランス」（文部科学省，2016，p.19）を掲

げた。授業時数の増，指導内容の充実，言語活動，小学校外国語活動の新設が特徴である。 

ア 改訂の趣旨等 

「小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等における学習評価及び指導要録の改善

等について（通知）」（初等中等教育局長通知,22 文科初第 1 号, 平成 22 年 5 月 11 日）に

より改訂が通知された。従来通り，「指導要録は，児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結

果の要約を記録し，その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿となる

ものであり，各学校で学習評価を計画的に進めていく上で重要な表簿」としている

（http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm）。 

「1 学習評価の改善に関する基本的な考え方について」 の「（1）」では，改訂の趣旨が

次のように示されている。 

［1］きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実な定着を図るため，学習指導要領に示す

目標に照らしてその実現状況を評価する，目標に準拠した評価を引き続き着実に実施すること。 

［2］新しい学習指導要領の趣旨や改善事項等を学習評価において適切に反映すること。 

［3］学校や設置者の創意工夫を一層生かすこと。 
（2）では，学習評価における観点について，「新しい学習指導要領を踏まえ，『関心・意

欲・態度』，『思考・判断・表現』，『技能』及び『知識・理解』に整理し，各教科等の特性

に応じて観点を示している」とした上で，「設置者や学校においては，これに基づく適切な

観点を設定する必要があること」を示している。 

 

イ 記載する事項 

記載事項は，従来同様，「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」とに分かれる11。 

ここでは，「指導に関する記録」欄について，示す。 

「各教科の学習の記録」 

「各教科の学習の記録」での「観点別学習状況」について，「学習指導要領に示す各教科

の目標に照らして，その実現状況を観点ごとに評価し記入する。その際，『十分満足できる』

状況と判断されるものを A，『おおむね満足できる』状況と判断されるものを B，『努力を要

する』状況と判断されるものを C のように区別して評価を記入する」とされている。小・

                                                  
11 学籍に関する記録 
1 児童（生徒）の氏名， 性別， 生年月日及び現住所， 2 保護者の氏名及び現住所， 3 入学前の経歴， 

4 入学・編入学等， 5 転入学， 6 転学・退学等， 7 卒業， 8 進学先（中学校は進学先・就職先等）， 

9 学校名及び所在地， 10 校長氏名印， 学級担任者氏名印 

指導に関する記録 

1「各教科の学習の記録」，2「外国語活動の記録」（中学校はなし）， 3「総合的な学習の時間の記録」， 

4「特別活動の記録」, 5「自立活動の記録」, 6「行動の記録」, 7「総合所見及び指導上参考となる諸

事項」，8「入学時の障害の状態」, 9「出欠の記録」 

特別支援学校小学部（中学校は中学部）における自立活動の記録（新規項目） 
［１］指導の目標，指導内容，指導の結果の概要に関すること 
［２］障害の状態等に変化が見られた，その場合の状況に関すること 
［３］障害の状態を把握するため又は自立活動の成果を評価するために検査を行った場合，その検査結

果に関すること」 
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中学校ともに，いわゆる 3 段階による目標に準拠した評価で示すこととされている。 

「評定」については，小学校第 3 学年以上の各教科の学習の状況について，小学校学習

指導要領等に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を総括的に評価し記入する。各

教科の評定は，小学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を『十

分満足できる』状況と判断されるもの 3 を，『おおむね満足できる』状況と判断されるもの

を 2，『努力を要する』状況と判断されるものを 1 のように区別して記入するとされ，従来

の 3 段階による目標に準拠した評価で示すこととされている。 

中学校では，「必修教科の評定は 5 段階評定」である。評定は，「中学校学習指導要領等

に示す目標に照らして，その実現状況を「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」

状況と判断されるものを 5，「十分満足できる」状況と判断されるものを 4，「おおむね満足

できる」状況と判断されるものを 3，「努力を要する」状況と判断されるものを 2，「一層努

力を要する」状況と判断されるものを 1 のように区別して評価を記入する。」とされている。

選択教科に際しては，「各学校が評定の段階を決定し記入する」とされ，各教科の学習の状

況を「総括的に評価」するとなっている。また，「（1）『観点別学習状況』での観点は，分

析的な評価を行うものとして，各教科の評定を行う場合において基本的な要素となるもの

であることに十分留意する。その際，評定の適切な決定方法等については，各学校におい

て定める」とされている。 

小学校「外国語活動の記録」 

新設された小学校第 5・6 学年「外国語活動」の評価に関しては，「評価の観点を記入し

た上で，それらの観点に照らして，児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴を

記入する等，児童にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。評価の観点について

は，設置者は，小学校学習指導要領等に示す外国語活動の目標を踏まえ，別紙 512（*「各

教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨」－引用者注記）を参考に設定する。また，

各学校において，観点を追加して記入できるようにする。」とされている。 

「総合的な学習の時間の記録」 

「この時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それ

らの観点のうち，児童（生徒）の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入

する等，児童（生徒）にどのような力が身に付いたかを文章で記述する」し，「評価の観点」

については各学校が自ら定めるものとされている。その観点としては，「学習指導要領に示

す総合的な学習の時間の目標を踏まえて定めた」もの，また，「学習方法に関すること」「自

分自身に関すること」「他者や社会とのかかわりに関すること」等の視点に沿って，「各学

校において育てようとする資質や能力等を踏まえて定めたりすることが考えられる」とさ

れており，「各学校において育てようとする資質や能力」と関係づけた評価が求められてい

る。また，「教科との関連を明確にし，総合的な学習の時間の学習活動にかかわる「関心・

意欲・態度」，「思考・判断・表現」，「技能」及び「知識・理解」等と定めることも考えら

れる。」としている。 

                                                  
12 別紙 5 では，「評価の観点」として「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」「外国語への慣れ親

しみ」「言語や文化に関する気付き」が例示されている。 
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中学校ともに，いわゆる 3 段階による目標に準拠した評価で示すこととされている。 

「評定」については，小学校第 3 学年以上の各教科の学習の状況について，小学校学習

指導要領等に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を総括的に評価し記入する。各

教科の評定は，小学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を『十

分満足できる』状況と判断されるもの 3 を，『おおむね満足できる』状況と判断されるもの

を 2，『努力を要する』状況と判断されるものを 1 のように区別して記入するとされ，従来

の 3 段階による目標に準拠した評価で示すこととされている。 

中学校では，「必修教科の評定は 5 段階評定」である。評定は，「中学校学習指導要領等

に示す目標に照らして，その実現状況を「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」

状況と判断されるものを 5，「十分満足できる」状況と判断されるものを 4，「おおむね満足

できる」状況と判断されるものを 3，「努力を要する」状況と判断されるものを 2，「一層努

力を要する」状況と判断されるものを 1 のように区別して評価を記入する。」とされている。

選択教科に際しては，「各学校が評定の段階を決定し記入する」とされ，各教科の学習の状

況を「総括的に評価」するとなっている。また，「（1）『観点別学習状況』での観点は，分

析的な評価を行うものとして，各教科の評定を行う場合において基本的な要素となるもの

であることに十分留意する。その際，評定の適切な決定方法等については，各学校におい

て定める」とされている。 

小学校「外国語活動の記録」 

新設された小学校第 5・6 学年「外国語活動」の評価に関しては，「評価の観点を記入し

た上で，それらの観点に照らして，児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴を

記入する等，児童にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。評価の観点について

は，設置者は，小学校学習指導要領等に示す外国語活動の目標を踏まえ，別紙 512（*「各

教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨」－引用者注記）を参考に設定する。また，

各学校において，観点を追加して記入できるようにする。」とされている。 

「総合的な学習の時間の記録」 

「この時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それ

らの観点のうち，児童（生徒）の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入

する等，児童（生徒）にどのような力が身に付いたかを文章で記述する」し，「評価の観点」

については各学校が自ら定めるものとされている。その観点としては，「学習指導要領に示

す総合的な学習の時間の目標を踏まえて定めた」もの，また，「学習方法に関すること」「自

分自身に関すること」「他者や社会とのかかわりに関すること」等の視点に沿って，「各学

校において育てようとする資質や能力等を踏まえて定めたりすることが考えられる」とさ

れており，「各学校において育てようとする資質や能力」と関係づけた評価が求められてい

る。また，「教科との関連を明確にし，総合的な学習の時間の学習活動にかかわる「関心・

意欲・態度」，「思考・判断・表現」，「技能」及び「知識・理解」等と定めることも考えら

れる。」としている。 

                                                  
12 別紙 5 では，「評価の観点」として「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」「外国語への慣れ親

しみ」「言語や文化に関する気付き」が例示されている。 
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「特別活動の記録」 

「各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入した上で，各活動・学校行

事ごとに，評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断され場合に○印

を記入する」。評価の観点は，「特別活動の目標を踏まえ，各学校において別紙 513を参考に

定める」こととされている。 

 

「行動の記録」 

以下のように示されている。 

小学校（中学校）及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部（中学部）

における行動の記録については，各教科，道徳，外国語活動（小学校のみ），総合的な学習の時間，特別

活動やその他学校生活全体にわたって認められる児童（生徒）の行動について，設置者は，小学校学習

指導要領等（中学校は中学校学習指導要領等）の総則及び道徳の目標や内容，内容の取扱いで重点化を

図ることとしている事項等を踏まえて示している別紙 5（小・中学校ともに観点として，基本的な生活

習慣，健康・体力の向上，自主・自律，責任感，創意工夫，思いやり・協力，生命尊重・自然愛護，勤

労・奉仕，公正・公平，公共心・公徳心）を参考にして，項目を適切に設定する。また，各学校におい

て，自らの教育目標に沿って項目を追加できるようにする。各学校における評価に当たっては，各項目

の趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合に○印を記入する。 

特別支援学校（知的障害）小学部（中学部）における行動の記録については，小学校（中学校）及び

特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部（中学部）における行動の記録に関

する考え方を参考としながら文章で記述する。 

 

「総合所見及び指導上参考となる諸事項」 

「小学校等（中学校等）における総合所見及び指導上参考となる諸事項」について，児

童（生徒）の成長の状況を総合的にとらえるため，以下の事項等を文章で記述することと

している。 

[1］各教科や外国語活動（小学校のみ），総合的な学習の時間の学習に関する所見 

[2］特別活動に関する事実及び所見 

[3］行動に関する所見 

[4］児童（生徒）の特徴・特技，部活動，学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動，

表彰を受けた行為や活動，学力について標準化された検査の結果等指導上参考となる諸事項 

[5］児童（生徒）の成長の状況にかかわる総合的な所見 

続いて，具体的な記載について次の点が示されている。 

「記入に際しては，児童（生徒）の優れている点や長所，進歩の状況などを取り上げることに留意する。

ただし，児童（生徒）の努力を要する点などについても，その後の指導において特に配慮を要するもの

があれば記入する。 

また，学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関する情報も，必要に応じ，記入する。さらに，

通級による指導を受けている児童（生徒）については，通級による指導を受けた学校名，通級による指

導の授業時数，指導期間，指導の内容や結果等を記入する。通級による指導の対象となっていない児童

（生徒）で，教育上特別な支援を必要とする場合には，必要に応じ，効果があったと考えられる指導方

法や配慮事項を記入する。 

特別支援学校小学部（中学部）においては，交流及び共同学習を実施している児童（生徒）について，

その相手先の学校名や学級名，実施期間，実施した内容や成果等を記入する。 

 

 

 

                                                  
13 別紙 5 では，観点として「集団活動や生活への関心・意欲・態度」「集団の一員としての思考・判断・

実践」「集団活動や生活についての知識・理解」が例示されている。 
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「特別活動の記録」 

「各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入した上で，各活動・学校行

事ごとに，評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断され場合に○印

を記入する」。評価の観点は，「特別活動の目標を踏まえ，各学校において別紙 513を参考に

定める」こととされている。 

 

「行動の記録」 

以下のように示されている。 

小学校（中学校）及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部（中学部）

における行動の記録については，各教科，道徳，外国語活動（小学校のみ），総合的な学習の時間，特別

活動やその他学校生活全体にわたって認められる児童（生徒）の行動について，設置者は，小学校学習

指導要領等（中学校は中学校学習指導要領等）の総則及び道徳の目標や内容，内容の取扱いで重点化を

図ることとしている事項等を踏まえて示している別紙 5（小・中学校ともに観点として，基本的な生活

習慣，健康・体力の向上，自主・自律，責任感，創意工夫，思いやり・協力，生命尊重・自然愛護，勤

労・奉仕，公正・公平，公共心・公徳心）を参考にして，項目を適切に設定する。また，各学校におい

て，自らの教育目標に沿って項目を追加できるようにする。各学校における評価に当たっては，各項目

の趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合に○印を記入する。 

特別支援学校（知的障害）小学部（中学部）における行動の記録については，小学校（中学校）及び

特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部（中学部）における行動の記録に関

する考え方を参考としながら文章で記述する。 

 

「総合所見及び指導上参考となる諸事項」 

「小学校等（中学校等）における総合所見及び指導上参考となる諸事項」について，児

童（生徒）の成長の状況を総合的にとらえるため，以下の事項等を文章で記述することと

している。 

[1］各教科や外国語活動（小学校のみ），総合的な学習の時間の学習に関する所見 

[2］特別活動に関する事実及び所見 

[3］行動に関する所見 

[4］児童（生徒）の特徴・特技，部活動，学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動，

表彰を受けた行為や活動，学力について標準化された検査の結果等指導上参考となる諸事項 

[5］児童（生徒）の成長の状況にかかわる総合的な所見 

続いて，具体的な記載について次の点が示されている。 

「記入に際しては，児童（生徒）の優れている点や長所，進歩の状況などを取り上げることに留意する。

ただし，児童（生徒）の努力を要する点などについても，その後の指導において特に配慮を要するもの

があれば記入する。 

また，学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関する情報も，必要に応じ，記入する。さらに，

通級による指導を受けている児童（生徒）については，通級による指導を受けた学校名，通級による指

導の授業時数，指導期間，指導の内容や結果等を記入する。通級による指導の対象となっていない児童

（生徒）で，教育上特別な支援を必要とする場合には，必要に応じ，効果があったと考えられる指導方

法や配慮事項を記入する。 

特別支援学校小学部（中学部）においては，交流及び共同学習を実施している児童（生徒）について，

その相手先の学校名や学級名，実施期間，実施した内容や成果等を記入する。 

 

 

 

                                                  
13 別紙 5 では，観点として「集団活動や生活への関心・意欲・態度」「集団の一員としての思考・判断・

実践」「集団活動や生活についての知識・理解」が例示されている。 
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（参考）各年代別，各学校種の指導要録の特徴 

以下の表では，「観点別学習状況」欄またはこれに類する記録欄は●，「評定」欄は○，「総合所見」欄またはこれに

類する記録欄は◎で表している。 

  小学校 中学校 高等学校 
昭

和

23

年 

小学校学籍簿につ

いて（11 月）（S24

年に「小学校学籍

簿」の名称を「児童

指導要録」と改め

る。） 

●分析された項目内容ごとに

「+2，+1，0，－1，－2」で評価

する（相対評価）。 
◎「学習指導上とくに必要と思

われる事項」 
「全体についての指導の経過」

欄を設定（個人内評価）。 

  

昭

和

24

年 

中学校，高等学校生

徒指導要録につい

て（8 月） 

 ●分析された項目内容ごとに

「5，4，3，2，1」で記入する

（相対評価）。 
◎「所見」欄を設定。主な活動，

作業の習慣を記入する（個人内

評価）。 

●分析された項目内容ごと

に「5，4，3，2，1」で記入

する（相対評価）。 
◎「所見」欄を設定。主な活

動，作業の習慣を記入する

（個人内評価）。 
昭

和

30

年 

小学校，中学校およ

び高等学校の指導

要録の改訂につい

て（9 月） 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で記入する（相対評価）。 
●「所見」欄は，掲げられた観

点その他について，その個人と

しての特徴があれば○×印を記

入する（個人内評価）。 
◎「備考」欄を設定。全教科に

ついて学習態度，進歩の状況な

ど，特記すべき事項を記入する

（個人内評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で記入する（相対評価）。 
●「所見」欄は，掲げられた観

点その他について，その個人と

しての特徴があれば○×印を

記入する（個人内評価）。 
◎「備考」欄を設定。全教科に

ついて実習態度，進歩の状況な

ど，特記すべき事項を記入する

（個人内評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で記入する（絶対評価）。 
●「所見」欄は，掲げられた

観点その他について，その個

人としての特徴があれば○

×印を記入する（個人内評

価）。 
 

昭

和

36

年 

小学校児童指導要

録および中学校生

徒指導要録の改訂

について（2 月） 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で表す（絶対評価を加味した

相対評価）。「学習指導要領に定

めるその教科の教科目標および

学年目標に照らし，学級または

学年において…」が加えられた。 
●「所見」欄は，各教科ごとに，

その欄に掲げられた観点につい

て，その個人としての特徴があ

れば○×印を記入する（個人内

評価）。 
◎「備考」欄は，各教科の学習

について学習態度等特記すべき

事項を記入する（個人内評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で表す（絶対評価を加味し

た相対評価）。「学習指導要領に

定めるその教科の教科目標お

よび学年目標に照らし，学級ま

たは学年において…」が加えら

れた。 
●「所見」欄は，各教科ごとに，

掲げられた観点について，その

個人としての特徴があれば○

×印を記入する（個人内評価）。 
◎「備考」欄は各教科の学習に

ついて，学習態度等特記すべき

事項を記入する（個人内評価）。 

 

昭

和

38

年 

高等学校生徒指導

要録の改訂につい

て（1 月） 

  ○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。 
●「所見」欄は，各観点を参

考に比較的優れている点，劣

っている点について観点を

参考にして記入する（個人内

評価）。 
◎「備考」欄は，各教科・科

目の学習について，学習態度

等特記すべき事項を記入す

る（個人内評価）。 
昭

和

46

年 

小学校児童指導要

録および中学校生

徒指導要録の改訂

について（2 月） 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で表す（絶対評価を加味した

相対評価）。「あらかじめ各段階

ごとに一定の比率を定めて，児

童をそれに機械的に割り振るこ

とのないよう留意すること。」が

加えられた。 
●「所見」欄は，各教科ごとに，

その欄に掲げられた観点につい

て，その個人としての特徴があ

れば○×印を記入する（個人内

評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で表す（絶対評価を加味し

た相対評価）。「あらかじめ各段

階ごとに一定の比率を定めて，

生徒をそれに機械的に割り振

ることのないよう留意するこ

と。」が加えられた。 
●「所見」欄は，各教科ごとに，

その欄に掲げられた観点につ

いて，その個人としての特徴が

あれば○×印を記入する（個人

内評価）。 
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（参考）各年代別，各学校種の指導要録の特徴 

以下の表では，「観点別学習状況」欄またはこれに類する記録欄は●，「評定」欄は○，「総合所見」欄またはこれに

類する記録欄は◎で表している。 

  小学校 中学校 高等学校 
昭

和

23

年 

小学校学籍簿につ

いて（11 月）（S24

年に「小学校学籍

簿」の名称を「児童

指導要録」と改め

る。） 

●分析された項目内容ごとに

「+2，+1，0，－1，－2」で評価

する（相対評価）。 
◎「学習指導上とくに必要と思

われる事項」 
「全体についての指導の経過」

欄を設定（個人内評価）。 

  

昭

和

24

年 

中学校，高等学校生

徒指導要録につい

て（8 月） 

 ●分析された項目内容ごとに

「5，4，3，2，1」で記入する

（相対評価）。 
◎「所見」欄を設定。主な活動，

作業の習慣を記入する（個人内

評価）。 

●分析された項目内容ごと

に「5，4，3，2，1」で記入

する（相対評価）。 
◎「所見」欄を設定。主な活

動，作業の習慣を記入する

（個人内評価）。 
昭

和

30

年 

小学校，中学校およ

び高等学校の指導

要録の改訂につい

て（9 月） 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で記入する（相対評価）。 
●「所見」欄は，掲げられた観

点その他について，その個人と

しての特徴があれば○×印を記

入する（個人内評価）。 
◎「備考」欄を設定。全教科に

ついて学習態度，進歩の状況な

ど，特記すべき事項を記入する

（個人内評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で記入する（相対評価）。 
●「所見」欄は，掲げられた観

点その他について，その個人と

しての特徴があれば○×印を

記入する（個人内評価）。 
◎「備考」欄を設定。全教科に

ついて実習態度，進歩の状況な

ど，特記すべき事項を記入する

（個人内評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で記入する（絶対評価）。 
●「所見」欄は，掲げられた

観点その他について，その個

人としての特徴があれば○

×印を記入する（個人内評

価）。 
 

昭

和

36

年 

小学校児童指導要

録および中学校生

徒指導要録の改訂

について（2 月） 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で表す（絶対評価を加味した

相対評価）。「学習指導要領に定

めるその教科の教科目標および

学年目標に照らし，学級または

学年において…」が加えられた。 
●「所見」欄は，各教科ごとに，

その欄に掲げられた観点につい

て，その個人としての特徴があ

れば○×印を記入する（個人内

評価）。 
◎「備考」欄は，各教科の学習

について学習態度等特記すべき

事項を記入する（個人内評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で表す（絶対評価を加味し

た相対評価）。「学習指導要領に

定めるその教科の教科目標お

よび学年目標に照らし，学級ま

たは学年において…」が加えら

れた。 
●「所見」欄は，各教科ごとに，

掲げられた観点について，その

個人としての特徴があれば○

×印を記入する（個人内評価）。 
◎「備考」欄は各教科の学習に

ついて，学習態度等特記すべき

事項を記入する（個人内評価）。 

 

昭

和

38

年 

高等学校生徒指導

要録の改訂につい

て（1 月） 

  ○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。 
●「所見」欄は，各観点を参

考に比較的優れている点，劣

っている点について観点を

参考にして記入する（個人内

評価）。 
◎「備考」欄は，各教科・科

目の学習について，学習態度

等特記すべき事項を記入す

る（個人内評価）。 
昭

和

46

年 

小学校児童指導要

録および中学校生

徒指導要録の改訂

について（2 月） 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で表す（絶対評価を加味した

相対評価）。「あらかじめ各段階

ごとに一定の比率を定めて，児

童をそれに機械的に割り振るこ

とのないよう留意すること。」が

加えられた。 
●「所見」欄は，各教科ごとに，

その欄に掲げられた観点につい

て，その個人としての特徴があ

れば○×印を記入する（個人内

評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で表す（絶対評価を加味し

た相対評価）。「あらかじめ各段

階ごとに一定の比率を定めて，

生徒をそれに機械的に割り振

ることのないよう留意するこ

と。」が加えられた。 
●「所見」欄は，各教科ごとに，

その欄に掲げられた観点につ

いて，その個人としての特徴が

あれば○×印を記入する（個人

内評価）。 
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昭

和

48

年 

高等学校生徒指導

要録の改訂につい

て（2 月） 

  ○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。 
●「所見」欄は，各教科・科

目ごとに個人として比較的

優れている点，劣っている点

について観点を参考にして

記入する（個人内評価）。 
◎「備考」欄は，各教科・科

目の学習について特記すべ

き事項を記入する（個人内評

価）。 
昭

和

55

年 

小学校児童指導要

録及び中学校生徒

指導要録の改訂に

ついて（2 月） 

○「評定」欄は，第 1，2 学年で

は「3，2，1」で記入する。第 3

学年以上は「5，4，3，2，1」で

記入する（絶対評価を加味した

相対評価）。 
●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標の達成状

況を観点ごとに「+，－」で記入

する。目標をおおむね達成した

ものについては，空欄のままに

する（絶対評価）。 
◎「所見」欄は，各教科の学習

について総合的に見た場合の児

童の特徴や指導上留意すべき事

項を記入する（個人内評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で記入する（絶対評価を加

味した相対評価）。 
●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標を観点

ごとに「+，－」で記入する。

目標の達成状況をおおむね達

成したものについては，空欄の

ままにする（絶対評価）。 
◎「所見」欄は，各教科の学習

について総合的に見た場合の

生徒の特徴や指導上留意すべ

き事項を記入する（個人内評

価）。 

 

昭

和

56

年 

高等学校生徒指導

要録の改訂につい

て（12 月） 

  ◎「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。「各

教科の観点を参考とし，一部

の観点に偏して評定が行わ

れることのないように十分

留意する」が加えられた。 
◎「所見」欄は各教科・科目

の学習における特徴や特記

すべき事項を総合的所見と

して記入する（個人内評価）。 
平

成

3

年 

小学校児童指導要

録，中学校生徒指導

要録並びに盲学校，

聾学校及び養護学

校の小学部児童指

導要録及び中学部

生徒指導要録の改

訂について（3 月） 

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照らし

て，その実現状況を「A，B，C」

で記入する（絶対評価）。 

○「評定」欄は，各教科の学習

について総合的に見た場合の第

3 学年以上は「3，2，1」で記入

する。第 1，2 学年は廃止（絶対

評価を加味した相対評価）。 

◎「所見」欄は，児童の特徴や

指導上留意すべき事項を記入す

る（個人内評価）。 

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照ら

して，その実現状況を「A，B，

C」で記入する（絶対評価）。 
○「評定」欄は，各教科の学習

について目標に照らして，学年

又は学級おける位置付け。「5，

4，3，2，1」で記入。（絶対評

価を加味した相対評価）。 
◎「所見」欄は各教科の学習に

ついて総合的に見た場合の生

徒の特徴や指導上留意すべき

事項を記入する（個人内評価）。 

 

平

成

5

年 

高等学校生徒指導

要録並びに盲学校，

聾学校及び養護学

校の高等部生徒指

導要録の様式例等

の改訂について 

  ○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。 
◎「指導上参考となる諸事

項」欄は，指導上参考となる

諸事項を一括して記入する

（個人内評価）。 
平

成

13

年 

小学校児童指導要

録，中学校生徒指導

要録，高等学校生徒

指導要録，中等教育

学校生徒指導要録

並びに盲学校，聾学

校及び養護学校の

小学部児童指導要

録，中学部生徒指導

要録及び，高等部生

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照らし

て，その実現状況を「A，B，C」

で記入する（絶対評価）。 
○「評定」欄は，第 3 学年以上

について，学習指導要領に示す

目標に照らして，その実現状況

を「3，2，1」で記入する（絶対

評価）。 
※「総合的な学習の時間の記録」

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照ら

して，その実現状況を「A，B，

C」で記入する（絶対評価）。 
○「評定」欄について，必修教

科は学習指導要領に示す目標

に照らして，その実現状況を

「5，4，3，2，1」で記入する

（絶対評価）。選択教科は，こ

の教科の特性を考慮して設定

○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。「評

定に当たっては，ペーパーテ

スト等による知識や技能の

みの評価など一部の観点に

偏した評定が行われること

のないように，『関心・意欲・

態度』，『思考・判断』，『技能・

表現』，『知識・理解』の四つ

の観点による評価を十分踏
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昭

和

48

年 

高等学校生徒指導

要録の改訂につい

て（2 月） 

  ○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。 
●「所見」欄は，各教科・科

目ごとに個人として比較的

優れている点，劣っている点

について観点を参考にして

記入する（個人内評価）。 
◎「備考」欄は，各教科・科

目の学習について特記すべ

き事項を記入する（個人内評

価）。 
昭

和

55

年 

小学校児童指導要

録及び中学校生徒

指導要録の改訂に

ついて（2 月） 

○「評定」欄は，第 1，2 学年で

は「3，2，1」で記入する。第 3

学年以上は「5，4，3，2，1」で

記入する（絶対評価を加味した

相対評価）。 
●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標の達成状

況を観点ごとに「+，－」で記入

する。目標をおおむね達成した

ものについては，空欄のままに

する（絶対評価）。 
◎「所見」欄は，各教科の学習

について総合的に見た場合の児

童の特徴や指導上留意すべき事

項を記入する（個人内評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，2，

1」で記入する（絶対評価を加

味した相対評価）。 
●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標を観点

ごとに「+，－」で記入する。

目標の達成状況をおおむね達

成したものについては，空欄の

ままにする（絶対評価）。 
◎「所見」欄は，各教科の学習

について総合的に見た場合の

生徒の特徴や指導上留意すべ

き事項を記入する（個人内評

価）。 

 

昭

和

56

年 

高等学校生徒指導

要録の改訂につい

て（12 月） 

  ◎「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。「各

教科の観点を参考とし，一部

の観点に偏して評定が行わ

れることのないように十分

留意する」が加えられた。 
◎「所見」欄は各教科・科目

の学習における特徴や特記

すべき事項を総合的所見と

して記入する（個人内評価）。 
平

成

3

年 

小学校児童指導要

録，中学校生徒指導

要録並びに盲学校，

聾学校及び養護学

校の小学部児童指

導要録及び中学部

生徒指導要録の改

訂について（3 月） 

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照らし

て，その実現状況を「A，B，C」

で記入する（絶対評価）。 

○「評定」欄は，各教科の学習

について総合的に見た場合の第

3 学年以上は「3，2，1」で記入

する。第 1，2 学年は廃止（絶対

評価を加味した相対評価）。 

◎「所見」欄は，児童の特徴や

指導上留意すべき事項を記入す

る（個人内評価）。 

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照ら

して，その実現状況を「A，B，

C」で記入する（絶対評価）。 
○「評定」欄は，各教科の学習

について目標に照らして，学年

又は学級おける位置付け。「5，

4，3，2，1」で記入。（絶対評

価を加味した相対評価）。 
◎「所見」欄は各教科の学習に

ついて総合的に見た場合の生

徒の特徴や指導上留意すべき

事項を記入する（個人内評価）。 

 

平

成

5

年 

高等学校生徒指導

要録並びに盲学校，

聾学校及び養護学

校の高等部生徒指

導要録の様式例等

の改訂について 

  ○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。 
◎「指導上参考となる諸事

項」欄は，指導上参考となる

諸事項を一括して記入する

（個人内評価）。 
平

成

13

年 

小学校児童指導要

録，中学校生徒指導

要録，高等学校生徒

指導要録，中等教育

学校生徒指導要録

並びに盲学校，聾学

校及び養護学校の

小学部児童指導要

録，中学部生徒指導

要録及び，高等部生

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照らし

て，その実現状況を「A，B，C」

で記入する（絶対評価）。 
○「評定」欄は，第 3 学年以上

について，学習指導要領に示す

目標に照らして，その実現状況

を「3，2，1」で記入する（絶対

評価）。 
※「総合的な学習の時間の記録」

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照ら

して，その実現状況を「A，B，

C」で記入する（絶対評価）。 
○「評定」欄について，必修教

科は学習指導要領に示す目標

に照らして，その実現状況を

「5，4，3，2，1」で記入する

（絶対評価）。選択教科は，こ

の教科の特性を考慮して設定

○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。「評

定に当たっては，ペーパーテ

スト等による知識や技能の

みの評価など一部の観点に

偏した評定が行われること

のないように，『関心・意欲・

態度』，『思考・判断』，『技能・

表現』，『知識・理解』の四つ

の観点による評価を十分踏
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徒指導要録の改善

等について（4 月） 
欄を新たに設定。学習活動，目

標や内容に基づいて定めた観点

を記載した上で，それらの観点

のうち，児童の学習状況に顕著

な事項がある場合などにその特

徴を記入するなど，児童にどの

ような力が身に付いたかを文章

で記述する（個人内評価）。 
◎「総合所見及び指導上参考と

なる諸事項」欄は，児童の成長

の状況を総合的にとらえ，記入

する（個人内評価）。「所見」欄

は，廃止。 

された目標に照らして，その実

現状況を「A，B，C」で記入す

る（絶対評価）。 
※「総合的な学習の時間の記

録」欄を新たに設定。学習活動，

目標や内容に基づいて定めた

観点を記載した上で，それらの

観点のうち，生徒の学習状況に

顕著な事項がある場合などに

その特徴を記入するなど，生徒

にどのような力が身に付いた

かを文章で記述する（個人内評

価）。 
◎「総合所見及び指導上参考と

なる諸事項」欄は，生徒の成長

の状況を総合的にとらえ，記入

する（個人内評価）。「所見」欄

は，廃止。 

まえながら評定を行ってい

く…」が加えられた。 
※「総合的な学習の時間の記

録」欄を新たに設定。学習活

動，目標や内容に基づいて定

めた観点を記載した上で，そ

れらの観点のうち，生徒の学

習状況に顕著な事項がある

場合などにその特徴を記入

するなど，生徒にどのような

力が身に付いたかを文章で

記述する（個人内評価）。 
◎「総合所見及び指導上参考

となる諸事項」欄は，生徒の

優れている点や長所，進歩の

状況などを記入する（個人内

評価）。 

平

成

22

年 

小学校・中学校・高

等学校及び特別支

援学校等における

児童生徒の学習評

価及び指導要録の

改善等について（5

月） 

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照らし

て，その実現状況を「A，B，C」

で記入する（絶対評価）。 

○「評定」欄は，第 3 学年以上

について，学習指導要領に示す

目標に照らして，その実現状況

を「3，2，1」で記入する（絶対

評価）。 
○「外国語活動」欄を新たに設

定。評価の観点を記入した上で，

それらの観点に照らして，児童

にどのような力が身に付いたか

を文章で記述する（個人内評

価）。 
○「総合的な学習の時間の記録」

については，学習活動，目標や

内容に基づいて定めた観点を記

載した上で，それらの観点のう

ち，児童にどのような力が身に

付いたかを文章で記述する（個

人内評価）。 
○「特別活動の記録」について

は，特別活動全体に係る評価の

観点を記入した上で，各活動・

学校行事ごとに，評価の観点に

照らして十分満足できる活動状

況にあると判断された場合に○

印を記入する（個人内評価） 
◎「行動の記録」については，

各教科，道徳，外国語活動，総

合的な学習の時間，特別活動や

その他学校生活全体の児童の行

動に重点化を図ることとしてい

る事項を踏まえて項目を適切に

設定し，各項目の趣旨に照らし

て十分満足できる状況にあると

判断される場合に○印を記入す

る（個人内評価） 
◎「総合所見及び指導上参考と

なる諸事項」欄は，児童の成長

の状況を総合的にとらえ，文章

で記入する（個人内評価）。 

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照ら

して，その実現状況を「A，B，

C」で記入する（絶対評価）。 
○「評定」欄について，必修教

科は学習指導要領に示す目標

に照らして，その実現状況を

「5，4，3，2，1」で記入する

（絶対評価）。選択教科は，各

学校が評定の段階を決定し記

入する。「A，B，C」評価の廃止。 

○「総合的な学習の時間の記

録」については，学習活動，目

標や内容に基づいて定めた観

点を記載した上で，それらの観

点のうち，生徒の学習状況に顕

著な事項がある場合などにそ

の特徴を記入するなど，生徒に

どのような力が身に付いたか

を文章で記述する（個人内評

価）。 
○「特別活動の記録」について

は，特別活動全体に係る評価の

観点を記入した上で，各活動・

学校行事ごとに，評価の観点に

照らして十分満足できる活動

状況にあると判断された場合

に○印を記入する（個人内評

価）。 
◎「行動の記録」については，

各教科，道徳，総合的な学習の

時間，特別活動やその他学校生

活全体の生徒の行動に重点化

を図ることとしている事項を

踏まえて項目を適切に設定し，

各項目の趣旨に照らして十分

満足できる状況にあると判断

される場合に○印を記入する

（個人内評価）。 
◎「総合所見及び指導上参考と

なる諸事項」欄は，生徒の成長

の状況を総合的にとらえ，文章

で記入する（個人内評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。 
評定に当たっては，知識や技

能のみの評価など一部の観

点に偏した評定が行われる

ことのないように，「関心・

意欲・態度」，「思考・判断・

表現」，「技能」及び，「知識・

理解」といった観点による評

価を十分踏まえながら評定

を行っていくとともに評定

が教師の主観に流れて妥当

性や信頼性を欠くことのな

いように留意する。 
○「総合的な学習の時間」に

おいて目標，内容に基づいて

各学校が定めた評価の観点

を踏まえて，生徒の学習状況

に顕著な事項がある場合な

どにその特徴を記入するな

ど，生徒にどのような力が身

に付いたかを文章で記述す

る（個人内評価）。 
○「特別活動の記録」は，生

徒の活動の状況について，主

な事実及び所見を文章で記

述する。 
◎「総合所見及び指導上参考

となる諸事項」欄は，生徒の

成長の状況を総合的にとら

え，文章で記入する（個人内

評価）。 

※「指導要録の改訂の一覧表」（国立教育政策研究所, 2004, pp.165-170)を基に，「児童指導要録の変遷」

（田中, 2003, pp.230-231）及び文部科学省初等中等教育局(2010)を参照して加筆。 

-   27   -

徒指導要録の改善

等について（4 月） 
欄を新たに設定。学習活動，目

標や内容に基づいて定めた観点

を記載した上で，それらの観点

のうち，児童の学習状況に顕著

な事項がある場合などにその特

徴を記入するなど，児童にどの

ような力が身に付いたかを文章

で記述する（個人内評価）。 
◎「総合所見及び指導上参考と

なる諸事項」欄は，児童の成長

の状況を総合的にとらえ，記入

する（個人内評価）。「所見」欄

は，廃止。 

された目標に照らして，その実

現状況を「A，B，C」で記入す

る（絶対評価）。 
※「総合的な学習の時間の記

録」欄を新たに設定。学習活動，

目標や内容に基づいて定めた

観点を記載した上で，それらの

観点のうち，生徒の学習状況に

顕著な事項がある場合などに

その特徴を記入するなど，生徒

にどのような力が身に付いた

かを文章で記述する（個人内評

価）。 
◎「総合所見及び指導上参考と

なる諸事項」欄は，生徒の成長

の状況を総合的にとらえ，記入

する（個人内評価）。「所見」欄

は，廃止。 

まえながら評定を行ってい

く…」が加えられた。 
※「総合的な学習の時間の記

録」欄を新たに設定。学習活

動，目標や内容に基づいて定

めた観点を記載した上で，そ

れらの観点のうち，生徒の学

習状況に顕著な事項がある

場合などにその特徴を記入

するなど，生徒にどのような

力が身に付いたかを文章で

記述する（個人内評価）。 
◎「総合所見及び指導上参考

となる諸事項」欄は，生徒の

優れている点や長所，進歩の

状況などを記入する（個人内

評価）。 

平

成

22

年 

小学校・中学校・高

等学校及び特別支

援学校等における

児童生徒の学習評

価及び指導要録の

改善等について（5

月） 

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照らし

て，その実現状況を「A，B，C」

で記入する（絶対評価）。 

○「評定」欄は，第 3 学年以上

について，学習指導要領に示す

目標に照らして，その実現状況

を「3，2，1」で記入する（絶対

評価）。 
○「外国語活動」欄を新たに設

定。評価の観点を記入した上で，

それらの観点に照らして，児童

にどのような力が身に付いたか

を文章で記述する（個人内評

価）。 
○「総合的な学習の時間の記録」

については，学習活動，目標や

内容に基づいて定めた観点を記

載した上で，それらの観点のう

ち，児童にどのような力が身に

付いたかを文章で記述する（個

人内評価）。 
○「特別活動の記録」について

は，特別活動全体に係る評価の

観点を記入した上で，各活動・

学校行事ごとに，評価の観点に

照らして十分満足できる活動状

況にあると判断された場合に○

印を記入する（個人内評価） 
◎「行動の記録」については，

各教科，道徳，外国語活動，総

合的な学習の時間，特別活動や

その他学校生活全体の児童の行

動に重点化を図ることとしてい

る事項を踏まえて項目を適切に

設定し，各項目の趣旨に照らし

て十分満足できる状況にあると

判断される場合に○印を記入す

る（個人内評価） 
◎「総合所見及び指導上参考と

なる諸事項」欄は，児童の成長

の状況を総合的にとらえ，文章

で記入する（個人内評価）。 

●「観点別学習状況」欄は，学

習指導要領に示す目標に照ら

して，その実現状況を「A，B，

C」で記入する（絶対評価）。 
○「評定」欄について，必修教

科は学習指導要領に示す目標

に照らして，その実現状況を

「5，4，3，2，1」で記入する

（絶対評価）。選択教科は，各

学校が評定の段階を決定し記

入する。「A，B，C」評価の廃止。 

○「総合的な学習の時間の記

録」については，学習活動，目

標や内容に基づいて定めた観

点を記載した上で，それらの観

点のうち，生徒の学習状況に顕

著な事項がある場合などにそ

の特徴を記入するなど，生徒に

どのような力が身に付いたか

を文章で記述する（個人内評

価）。 
○「特別活動の記録」について

は，特別活動全体に係る評価の

観点を記入した上で，各活動・

学校行事ごとに，評価の観点に

照らして十分満足できる活動

状況にあると判断された場合

に○印を記入する（個人内評

価）。 
◎「行動の記録」については，

各教科，道徳，総合的な学習の

時間，特別活動やその他学校生

活全体の生徒の行動に重点化

を図ることとしている事項を

踏まえて項目を適切に設定し，

各項目の趣旨に照らして十分

満足できる状況にあると判断

される場合に○印を記入する

（個人内評価）。 
◎「総合所見及び指導上参考と

なる諸事項」欄は，生徒の成長

の状況を総合的にとらえ，文章

で記入する（個人内評価）。 

○「評定」欄は，「5，4，3，

2，1」で表す（絶対評価）。 
評定に当たっては，知識や技

能のみの評価など一部の観

点に偏した評定が行われる

ことのないように，「関心・

意欲・態度」，「思考・判断・

表現」，「技能」及び，「知識・

理解」といった観点による評

価を十分踏まえながら評定

を行っていくとともに評定

が教師の主観に流れて妥当

性や信頼性を欠くことのな

いように留意する。 
○「総合的な学習の時間」に

おいて目標，内容に基づいて

各学校が定めた評価の観点

を踏まえて，生徒の学習状況

に顕著な事項がある場合な

どにその特徴を記入するな

ど，生徒にどのような力が身

に付いたかを文章で記述す

る（個人内評価）。 
○「特別活動の記録」は，生

徒の活動の状況について，主

な事実及び所見を文章で記

述する。 
◎「総合所見及び指導上参考

となる諸事項」欄は，生徒の

成長の状況を総合的にとら

え，文章で記入する（個人内

評価）。 

※「指導要録の改訂の一覧表」（国立教育政策研究所, 2004, pp.165-170)を基に，「児童指導要録の変遷」

（田中, 2003, pp.230-231）及び文部科学省初等中等教育局(2010)を参照して加筆。 
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【指導要録に関わる答申及び通達・通知等】 

年 答 申 通 達・通 知 等 
昭和 23 

（1948）年 

 小学校学籍簿について 昭和 23 年 11 月 12 日 

昭和 24 

（1949）年 

 中学校・高等学校生徒指導要録について 昭和 24

年 8 月 25 日 

昭和 25 

（1950）年 

「小学校の教育課程をどのように改善すべき

か」に対する答申 昭和 25 年 6 月 

 

 

昭和 30 

（1955）年 

 小学校・中学校および高等学校の指導要録の改訂に

ついて（通達）昭和 30 年 9 月 13 日 

昭和 33 

（1958）年 

答申「小学校・中学校教育課程の改善について」

昭和 33 年 3 月 15 日 

 

昭和 36 

（1961）年 

 小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録に

ついて（通達）昭和 36 年 2 月 13 日 

昭和 42 

（1967）年 

答申「小学校の教育課程の改善について」 

昭和 42 年 10 月 30 日 

 

昭和 43 

（1968）年 

答申「中学校の教育課程の改善について」 

昭和 43 年 6 月 6 日 

 

昭和 46 

（1971）年 

 小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の

改訂について（通知）昭和 46 年 2 月 27 日 

昭和 51 

（1976）年 

答申「小学校・中学校及び高等学校の教育課程

の基準の改善について」 

昭和 51 年 12 月 18 日 

 

昭和 55 

（1980）年 

 小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改

訂について（通知）昭和 55 年 2 月 29 日 

昭和 62 

（1987）年 

答申「幼稚園・小学校・中学校及び高等学校の

教育課程の基準の改善について」 

昭和 62 年 12 月 24 日 

 

平成 3 

（1991）年 

 小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録並びに盲

学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及

び中学部生徒指導要録の改訂について（通知） 

平成 3 年 3 月 20 日 

平成 10 

（1998）年 

答申「幼稚園・小学校・中学校，高等学校・盲

学校・聾学校及び養護学校の教育課程の基準の

改善について」 

平成 10 年 7 月 29 日 

 

平成 12 

（2000）年 

答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の

評価の在り方について」 

平成 12 年 12 月 1 日 

 

平成 13 

（2001）年 

 小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学

校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに

盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要

録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の

改善等について（通知）平成 13 年 4 月 27 日 

平成 22 

（2010）年 

 小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等にお

ける児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等に

ついて（通知）平成 22 年 5 月 11 日 

 

（後藤 顕一） 
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【指導要録に関わる答申及び通達・通知等】 

年 答 申 通 達・通 知 等 
昭和 23 

（1948）年 

 小学校学籍簿について 昭和 23 年 11 月 12 日 

昭和 24 

（1949）年 

 中学校・高等学校生徒指導要録について 昭和 24

年 8 月 25 日 

昭和 25 

（1950）年 

「小学校の教育課程をどのように改善すべき

か」に対する答申 昭和 25 年 6 月 

 

 

昭和 30 

（1955）年 

 小学校・中学校および高等学校の指導要録の改訂に

ついて（通達）昭和 30 年 9 月 13 日 

昭和 33 

（1958）年 

答申「小学校・中学校教育課程の改善について」

昭和 33 年 3 月 15 日 

 

昭和 36 

（1961）年 

 小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録に

ついて（通達）昭和 36 年 2 月 13 日 

昭和 42 

（1967）年 

答申「小学校の教育課程の改善について」 

昭和 42 年 10 月 30 日 

 

昭和 43 

（1968）年 

答申「中学校の教育課程の改善について」 

昭和 43 年 6 月 6 日 

 

昭和 46 

（1971）年 

 小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の

改訂について（通知）昭和 46 年 2 月 27 日 

昭和 51 

（1976）年 

答申「小学校・中学校及び高等学校の教育課程

の基準の改善について」 

昭和 51 年 12 月 18 日 

 

昭和 55 

（1980）年 

 小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改

訂について（通知）昭和 55 年 2 月 29 日 

昭和 62 

（1987）年 

答申「幼稚園・小学校・中学校及び高等学校の

教育課程の基準の改善について」 

昭和 62 年 12 月 24 日 

 

平成 3 

（1991）年 

 小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録並びに盲

学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及

び中学部生徒指導要録の改訂について（通知） 

平成 3 年 3 月 20 日 

平成 10 

（1998）年 

答申「幼稚園・小学校・中学校，高等学校・盲

学校・聾学校及び養護学校の教育課程の基準の

改善について」 

平成 10 年 7 月 29 日 

 

平成 12 

（2000）年 

答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の

評価の在り方について」 

平成 12 年 12 月 1 日 

 

平成 13 

（2001）年 

 小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学

校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに

盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要

録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の

改善等について（通知）平成 13 年 4 月 27 日 

平成 22 

（2010）年 

 小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校等にお

ける児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等に

ついて（通知）平成 22 年 5 月 11 日 

 

（後藤 顕一） 
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２. 指導と評価の一体化  

  

（１）「学習の評価」の機能 

「指導と評価の一体化」について，前掲の「学習評価に関する資料」（文部科学省, 2016）

では，「学習評価に関する基本的な考え方」として，『児童生徒の学習評価の在り方につい

て（報告）』（中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会，平成 22 年 3 月 24 日）を

基にして以下のようにまとめている。 

 

○学習評価は，学校における教育活動に関し，子どもたちの学習状況を評価するものである。 

○各教科については，学習状況を分析的にとらえる観点別学習状況の評価と総括的にとらえる評定と

を，学習指導要領に定める目標に準拠した評価として実施することが明確にされている。 

○学習評価を行うに当たっては，子どもたち一人一人に学習指導要領の内容が確実に定着するよう，

学習指導の改善につなげていくことが重要である。 

 

ここに示された「学習の評価」の機能について，高浦（2011）は，平成 12 年の教育課程

審議会答申『児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について（答申）』（平

成 12 年 12 月 4 日）を踏まえて，三つの機能として整理している。すなわち「指導と評価

の一体化（＝指導の改善），子どもの自己学習力の向上，保護者等外部の人々への説明責任

という三つの評価の機能ないし役割である」（高浦, 2011, p.144）。 

「指導と評価の一体化」の考え方は，上の教育課程審議会答申では次のように示されて

いる。「学習の評価は，教育がその目標に照らしてどのように行われ，児童生徒がその目標

の実現に向けてどのように変容しているかを明らかにし，また，どのような点でつまずき，

それを改善するためにどのように支援していけばよいかを明らかにしようとする，言わば

教育改善の方法とも言うべきものであり，学習の評価を適切に行うことは公の教育機関で

ある学校の基本的な責務である。」（教育課程審議会『児童生徒の学習と教育課程の実施状

況の評価の在り方について（答申）』平成 12 年 12 月 4 日）。 

高浦は，「このような評価の機能は，従来の知識の量の多少をテストで測ることが評価

であるとする測定評価観からは期待できない。これまではどちらかといえば結果重視の評

価であったが，今後は単に評価のみならず，むしろプロセス重視の評価をする必要がある

といえよう」（高浦,前掲, p.145）と指摘している。 

上掲の教育課程部会報告『児童生徒の学習評価の在り方について（報告）』は，この「指

導と評価の一体化」の考え方をさらに推し進め，「今後，各学校における学習評価は，学習

指導の改善や学校における教育課程全体の改善に向けた取組と効果的に結び付け，学習指

導に係る PDCA サイクルの中で適切に実施されることが重要である」と明示した。そして，

学習評価を教育課程や学校評価の結びつけ，「このような PDCA サイクルは，日常の授業，

単元等の指導，学校における教育活動全体等の様々な段階で繰り返されながら展開される

ものである。学校評価を通じて，教師が授業の中で児童生徒の反応を見ながら学習指導の

在り方を見直したり一連の授業の中で個に応じた指導を図る時間を設けたりすることや，

学校における教育活動を組織として改善したりしていくこと等が求められる」としている。 
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（２）指導と評価の一体化に向けた評価 

本章第 1 節でも確認したように，「指導と評価の一体化」の考え方自体は，上の教育課程

審議会答申以前から打ち出されてきた学習評価の機能である。昭和 22（1947）年の学習指

導要領一般編（試案）では，「第五章 学習結果の考査」「一 なぜ学習結果の考査が必要か」

において，指導者に向けて「指導と評価の一体化」の重要性を以下のように示している。 
 

児童や青年が，一つ一つの学習に，どれだけの効果をおさめることができたか 

（中略） 

教材が果たして適当であったかどうか，また，教師の環境のとゝのえ方や，活動の呼び起し方，すなわ

ち，指導法が適切であったかどうかを反省することができるし，また，一人一人の児童や青年の学習結

果を知って，これからの指導の出発点をはっきりさせたり，その指導計画を考えたりするいとぐちを見

つけ出すこともでき，これあって，はじめて指導の効果を，よりいっそう，あげることができるのであ

る。こゝに，学習の結果を考査する一つの大きないみがあるのである。 

（文部省『学習指導要領一般編（試案）』，昭和 22（1947）年） 
 

また，昭和 26 年の学習指導要領一般編（試案）では，「Ⅴ学習指導法と学習成果の評価」

の「３.学習成果の評価」に，子供にとっての評価の意義について次の記述がある。 

 
評価を絶えず行うことによって，児童・生徒の進歩の程度を知りうるとともに，指導法や教育課程が適

切であったかどうかも反省することができる。したがって，評価を行うことによって，個々の児童・生

徒の学習成果を知って，これからの指導の出発点をはっきりさせたり，その指導計画に改善を加えたり

する手がかりを見つけだすことができる。こうしたことによって学習指導の効果をいっそう高めること

ができるのである。 
（文部省『学習指導要領一般編（試案）』, 昭和 26（1951）年） 

 
さらに，平成元（1989）年の学習指導要領では，「生きる力」の育成に基づく自己教育力

の育成という改訂の趣旨を反映させ，「総則」において，「指導の過程や成果を評価し，指

導の改善を行うとともに，学習意欲の向上に生かすよう努めること」と示されている。「指

導と評価の一体化」という指導者の視点に加え，学習者の視点である「学習意欲の向上」

とが結び付けられている。 
この考え方は，平成 10（1998）年版の学習指導要領に受け継がれ，「児童（生徒）のよ

い点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに，指導の過程や成果を評価し，指導の

改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること」と規定されている。 
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（参考） 
「指導と評価の一体化」については，文部科学省のサイトで，平成 16（2004）年に示さ

れた「確かな学力」の育成をテーマとしたページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/shoto

u/gakuryoku/genjo.htm において次のように図（図 2－2-1）と Q&A で解説されている。 

 

 

図 2-2-1 ［確かな学力］を育む［わかる授業］の創意工夫例 

 

Ｑ 「指導と評価の一体化」という言葉がよく聞かれますが、これはどういう意味ですか。 

 

Ａ 学校においては、計画、実践、評価という一連の活動が繰り返されながら、児童生徒のよりよい成長

を目指した指導が展開されています。すなわち、指導と評価とは別物ではなく、評価の結果によって

後の指導を改善し、さらに新しい指導の成果を再度評価するという、指導に生かす評価を充実させる

ことが重要です。このことを「指導と評価の一体化」と言います。 

  このような「指導と評価の一体化」を進めるためには、評価活動を評価のための評価に終わらせる

ことなく、指導の改善に生かすことによって指導の質を高めることが一層重要となります。また、学

習の評価を、日常的に、通信簿や面談などを通じて、児童生徒や保護者に十分説明し、児童生徒や保

護者と共有することなども大切です。 

 

（３）各教科における評価の観点 

観点の変遷を各教科別に整理した資料として，平成 13 年改訂までについては『教育課程

の改善の方針，各教科等の目標，評価の観点等の変遷』（国立教育政策研究所,2005）があ

る。また，平成 22 年までの各教科の評価の観点を整理した研究に高浦（2011）がある。 

これらを踏まえ，各教科における評価の観点の変遷を表 2-2-1（p.37）に一覧で示した。 

以下では、各時期の指導要録別に示された各教科の観点について小学校を例に確認する。 

 
① 昭和 55（1980）年までの指導要録にみる各教科の観点 

昭和 23（1948）年では，小学校「8 教科」（国語，算数，社会，理科，家庭，音楽，図画

工作，体育）と，「自由研究」があった。それぞれの観点として，国語は，「聞く，話す，

読む，書く，作る」であった。また，社会，算数，理科，家庭は，「理解，態度，技能」で

あった。音楽， 図画工作は，「鑑賞，表現，理解」であった。体育は「理解，態度，技能，

習慣」であった。これら一つ一つの観点について 5 段階相対評価，（+ 2，+1，0，-1，-2）

のいずれかで示している。 

昭和30（1955）年は，各教科の記録が「評定」と「所見」に分かれている。「評定」につ

いては，5段階の相対評価（5，4，3，2，1）を行う（ 3 は普通の程度を示す）こととなっ

ていた。 
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「所見」欄の各教科の観点は以下のように示されている。 

国語は「言語への関心・意欲，聞く・話す，読解，作文，書写」。社会は「社会的な関心，

思考，知識・理解，道徳的な判断」。算数は「数量への関心態度，数量的な洞察，論理的な

思考，計算・測定の技能」。理科は「自然への関心，理論的な思考，実験・観察の技能，知

識・理解」。音楽は「表現（歌唱，器楽，創作），鑑賞，理解」。図画工作は「表現（描画，

工作，図案），鑑賞，理解」。家庭は「技能，理解，実践的な態度」。体育は「健康安全への

関心，運動への技能，理解，協力的態度」。これら観点等について，その児童の特徴があれ

ば○×を記入する。 

昭和 36(1961)年は，昭和 30（1955）年と同様，各教科欄が「評定」と「所見」に分けら

れている。各教科の「評定」は 5 段階の相対評価（5，4，3，2，1）である。 

「所見」欄の各教科の観点について，国語は「聞く，話す，読む，作文，書写」。社会は，

「社会事象への関心，社会事象についての思考，知識・理解，社会的道徳的な判断」。算数

は「数量への関心，数学的な考え方，用語記号などの理解，計算などの技能」。理科は「自

然の事象への関心，科学的な思考，実験・観察の技能」。音楽は「鑑賞する，歌を歌う，楽

器を演奏する，旋律を作る」。図画工作は「絵をかく・版画を作る，彫塑を作る，デザイン

をする，ものを作る，鑑賞する」。家庭は「技能，知識・理解，実践的な態度」。体育は「健

康・安全への関心，運動の技能，公正協力責任などの態度」である。全ての教科の観点の

最後には，「進歩の状況」欄が設けられている。  

評価については，「各教科ごとに，その欄に掲げられた観点について，個人として比較的

すぐれているものがあればその該当する観点の欄に○印を，比較的に劣っているものがあ

れば×印を記入すること。この場合，特徴の認めがたい場合にはしいて記入する必要はな

いこと。」となっている。また，「進歩の状況」については，「当該学年において，その当初

と学年末とを比較し，総合的にみて進歩の著しい場合に○印を記入すること。この場合著

しいものの認めがたい場合には記入の必要はないこと」と示されている。 

昭和 46（1971）年では，これまで同様に「評定」と「所見」とに分けられた上で，更に

「備考」欄が設けられた。「評定」については 5 段階の相対評価（5，4，3，2，1）を示す

こととされていた。 

「所見」欄の各教科の観点については，国語は「聞くこと，話すこと，読むこと，作文，

書写」。社会は「知識・理解，観察力や資料活用の能力，社会的思考・判断」。算数は「知

識・理解，技能，数学的な考え方」。理科は「知識・理解，観察・実験の能力，科学的な思

考」。音楽は「基礎，鑑賞，歌唱，器楽，創作」。図画工作は「絵画，彫塑，デザイン，工

作，鑑賞」。家庭では「技能，知識・理解，実践的な態度」。体育では「運動の技能，実践

的な態度，健康・安全についての知識・理解」であった。「所見」欄の各教科に掲げられた

観点について，「他の児童との比較ではなく，その児童自身について記録すること。その児

童として比較的すぐれているものには該当する観点の欄に○印を，比較的劣っているもの

には×印を記入すること。また，必要に応じ，観点を追加して記入すること」とされた。 

「備考」欄には特記する事項が書かれることになった。 
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② 昭和 55 年以降の指導要録にみる「観点別学習状況」 

昭和 55（1980）年からは，「評定」欄はそのまま，「所見」欄が「観点別学習状況」と「所

見」とに分けられることとなった。また，「観点別学習状況」の評価が目標に準拠した評価

として示されることとなった。そして，「目標を十分に達成したものについては＋印を，達

成が不十分なものについては－印を，目標をおおむね達成したものについては空欄のまま」

と示すこととなった。「所見」は個人内評価で評価することとされ，各教科の学習について

総合的にみた場合の児童生徒の特徴等を記入することとされた。 

「評定」は絶対評価を加味した相対評価による 5 段階評定とされた。また，第 1 学年と

第 2 学年の評定は 3 段階評定となった。 

昭和 55（1980）年の各教科の「観点別学習状況」は，国語では「言語に関する知識・理

解，表現の能力（作文，話す），理解の能力（読む，聞く），書写，国語に対する関心・態

度」。社会では「知識・理解，観察・資料活用の能力，社会的思考・判断，社会的事象に対

する関心・態度」。算数では「知識・理解，技能，数学的な考え方，数量・図形に対する関

心・態度」。理科では，「知識・理解，観察・実験の技能，科学的思考，自然に関する心・

態度」。音楽では，「表現の能力（歌唱，器楽，即興表現），鑑賞の能力，音楽に対する関心・

態度」。図画工作では，「表現の能力（絵，彫塑，デザイン・工作），鑑賞の能力，造形に対

する関心・態度」。家庭では，「知識・理解，技能，家庭生活に対する関心・態度」。体育で

は，「運動の技能，保健に関する知識・理解，運動・保健に関する関心・態度」である。 

平成 3（1991）年からは，「観点別学習状況」が「評定」よりも前に示されている。 
「評定」は，平成 3 (1991)年では，低学年（第 1 学年，第 2 学年）では廃止，第 3 学年

以上は 3 段階の評定で，絶対評価を加味した相対評価となった。平成 13（2001）年では，

第 3 学年以上で 3 段階評定であり，全ての評定が目標に準拠した評価となった。 

平成 3（1991）年から平成 22（2010）年までの 3 回の改訂における観点は，細部にわた

る部分には変更があるが，大きな変化はない。 

 
③「観点別学習状況」欄における評価の観点と資質・能力 

資質・能力が評価とどのように関係するのか指導要録の記述の変遷から示す。 

 

ア． 昭和 55（1980）年までの指導要録における資質・能力と評価との関係 

戦後から昭和 55（1980）年までの指導要録では，教科の固有性を反映した観点が設定さ

れている。 

昭和 55（1980）年の改訂で「関心・態度」が観点として設定され，各教科に共通の観点

となった。その一方で，これらの「関心・態度」は，例えば，国語では「国語に対する関

心・態度」，理科では「自然に対する関心・態度」，図画工作では「造形に対する関心・態

度」など，各教科の学習内容を対象としている点では，各教科独自の観点であるといえる。

また，各教科における評価は，「学習指導要領に示す目標の達成状況」を評価することとな

っているため，思考力に関係する観点は複数の教科で設定されているが，教科横断的に設

定されているのではなく，それぞれ教科の目標から導かれた観点である。例えば，算数で
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は「数学的な考え方」，社会では「社会的思考・判断」，理科では「科学的思考」など，各

教科独自の観点として設定されている。 

 
イ． 平成 3（1991）年以降の指導要録における資質・能力と評価との関係 

資質・能力の評価が，教科・領域横断的に各教科の観点として設定されているのは，平

成3（1991）年の指導要録の改訂からである。この改訂では，各教科の観点は，「新学習指

導要領に示す各教科の目標や内容を踏まえ，自ら学ぶ意欲の育成や思考力，判断力などの

育成に重点を置くことが明確になるよう配慮し，観点等を改めた」と説明されている。こ

の説明に明示されているように，各教科独自に育成を目指していた「思考」について，「思

考・判断・表現」という教科等を横断する視点で設定され，育成すべき資質・能力として

位置付けられるようになった。 

 
④ 観点別学習状況の評価の現状と課題 

 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会は，「児童生徒の学習評価の在り方につ

いて（報告）」（平成 22 年 3 月 24 日）（以下『報告』と略記）において，現行学習指導要領

で行われている学習評価の現状の報告，及び学習評価の在り方の改善について示している。 

 『報告』では，「学校教育に関する意識調査」（平成 15 年度文部科学省委託調査）で調査

した教師の意識（小・中学校は平成 15 年 6 月，高等学校は平成 16 年 2 月）と「学習指導

と学習評価に対する意識調査」（平成 21 年度文部科学省委託調査）において，平成 21 年 8

月に実施された調査結果における教師の意識とを比較して現状と課題を分析している。 

それによると，まず，表 2-2-2 に示すように，平成 21 年度調査において「児童生徒の学

力などの伸びがよく分かる」，「児童生徒一人一人の状況に目を向けるようになる」と感じ

ている小・中学校教師の割合が平成 15 年度の質問（「成長がこれまで以上に見えるように

なった」，「一人一人をよく見るようになった」）に対する肯定的に回答の割合よりも高くな

っていることから，「現在の学習評価は，小・中学校を中心に定着してきていると考えられ

る」としている。 

しかし，その一方で，平成21年度調査で，「学習状況の評価の資料の収集・分析に負担を

感じる」小・中学校の教師は約63％に及び，「学習評価を授業改善や個に応じた指導の充実

につなげられている」と感じていない教師が約29％となっていることから，「現在の学習評

価については，負担感や授業改善に関して課題があると考えられる」としている。ただし，

「負担感を感じる」と応えた教師（「そう思う」と「まあそう思う」の合計）の中で，「そ

う思う」と答えた教師は約17%にとどまっていることから（平成15年度調査では約40%），「教

師の負担感の状況に変化も見られる」と分析している。 
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いて（報告）」（平成 22 年 3 月 24 日）（以下『報告』と略記）において，現行学習指導要領

で行われている学習評価の現状の報告，及び学習評価の在り方の改善について示している。 

 『報告』では，「学校教育に関する意識調査」（平成 15 年度文部科学省委託調査）で調査

した教師の意識（小・中学校は平成 15 年 6 月，高等学校は平成 16 年 2 月）と「学習指導

と学習評価に対する意識調査」（平成 21 年度文部科学省委託調査）において，平成 21 年 8

月に実施された調査結果における教師の意識とを比較して現状と課題を分析している。 

それによると，まず，表 2-2-2 に示すように，平成 21 年度調査において「児童生徒の学

力などの伸びがよく分かる」，「児童生徒一人一人の状況に目を向けるようになる」と感じ

ている小・中学校教師の割合が平成 15 年度の質問（「成長がこれまで以上に見えるように

なった」，「一人一人をよく見るようになった」）に対する肯定的に回答の割合よりも高くな

っていることから，「現在の学習評価は，小・中学校を中心に定着してきていると考えられ

る」としている。 

しかし，その一方で，平成21年度調査で，「学習状況の評価の資料の収集・分析に負担を

感じる」小・中学校の教師は約63％に及び，「学習評価を授業改善や個に応じた指導の充実

につなげられている」と感じていない教師が約29％となっていることから，「現在の学習評

価については，負担感や授業改善に関して課題があると考えられる」としている。ただし，

「負担感を感じる」と応えた教師（「そう思う」と「まあそう思う」の合計）の中で，「そ

う思う」と答えた教師は約17%にとどまっていることから（平成15年度調査では約40%），「教

師の負担感の状況に変化も見られる」と分析している。 
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   表 2-2-2 調査の比較から見る「肯定的に感じている小・中学校の教師の割合」 

 平成 15（2003）年度 平成 21 (2009)年度 

子供の成長・伸び 「成長がこれまで以上に見えるようになっ

た」・・・約 33％ 
「児童生徒の学力などの伸びがよく分か

る」・・・約 72％， 
一人一人の状況把握 「一人一人をよく見るようになった」 

・・・約 64％ 
「児童生徒一人一人の状況に目を向けるよ

うになる」・・・約 84％ 

 *『児童生徒の学習評価の在り方について（報告）』（中央教育審議会, 2010）p.8 に掲載の

データから作表。 

 

観点別学習状況の評価の4観点については，小学校の約81％，中学校の約76％の教師が「い

わゆる4観点の評価は実践の蓄積があり，定着してきている」と感じていることから，「全

体的には観点別学習状況の評価の着実な浸透が見られる」と分析されている。その一方，

高等学校については，観点別学習状況の評価は，全国調査では，浸透しているとは言い切

れない状況がある。調査では，「指導計画やシラバスに観点別の評価規準などを設けている」

教師は約46％，指導要録や通信簿に観点別学習状況を記録している教師は約7％，「いわゆ

る4観点の評価は実践の蓄積があり，定着してきている」と感じている教師は約41％にとど

まっている。この結果を受けて，『報告』では，「現在の学習評価の考え方に基づく実践に

ついて小・中学校ほど十分な定着は見られない」と課題が指摘されている。 

「学習評価に関する保護者の意識」について，まず，「先生が，子供一人一人の状況に目

を向けてくれている」と感じている小・中学校の保護者は，約46％から約65％へと増加し

ている。このことから，「保護者については，学校における児童生徒一人一人の意欲を伸ば

そうとする取組等については肯定的に受け止められていると考えられる。」と評価されてい

る。その一方で，「評価に，先生の主観が入っているのではないか不安がある」と感じてい

る小・中・高等学校の保護者が約38％，「学級や学年など集団の中で位置付けが分からず，

入学者選抜などに向けて不安がある」と感じている保護者が約46％存在している。『報告』

では，「保護者は，学校における学習評価の在り方や児童生徒の学習状況について，より一

層把握したいという要望をもっていると考えられる」としている。 
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表 2-2-1 指導要録における各教科の評価の観点の変遷（小学校） 
 昭和 23 

（1948）年 
昭和 30 

（1955）年 
昭和 36 

（1961)年 
昭和 46（1971）

年 
昭和 55 

（1980）年 
平成 3 

（1991）年 
平成 13 
（2001）年 

平成 22 
（2010）年 

国
語 

聞く 
話す 
読む 
書く 
作る 

言 語 へ の 関
心・意欲 
聞く・話す 
読解 
作文 
書写 

聞く 
話す 
読む 
作文 
書写 

聞くこと 
話すこと 
読むこと 
作文 
書写 

言語に関する
知識・理解 
表 現 の 能 力
（作文，話す） 
理 解 の 能 力
（読む，聞く） 
書写  
国語に対する
関心・態度 

国語への関心・意
欲・態度， 
表現の能力 
理解の能力 
言語についての知
識・理解・技能 

国語への関心・意
欲・態度， 
話す・聞く能力 
書く能力 
読む能力 
言語についての知
識・理解・技能 

国語への関心・意
欲・態度 
話す・聞く能力 
書く能力 
読む能力 
言語についての知
識・理解・技能 

社
会 

理解 
態度 
技能 

社会的な関心 
思考 
知識・理解 
道徳的な判断 

社会事象への
関心 
社会事象につ
いての思考 
知識・理解 
社会的道徳的
な判断 

知識・理解 
観察力や資料
活用の能力 
社会的思考・
判断 

知識・理解 
観察・資料活
用の能力 
社会的思考・
判断 
社会的事象に
対する関心・
態度 
 

社会的事象への関
心・意欲・態度 
社会的な思考・判断 
観察・資料活用の技
能・表現 
社会的事象について
の知識・理解 

社会的事象への関
心・意欲・態度 
社会的な思考・判断 
観察・資料活用の技
能・表現 
社会的事象について
の知識・理解 

社会的事象への関
心・意欲・態度 
社会的な思考・判
断・表現 
観察・資料活用の技
能 
社会的事象について
の知識・理解 

算
数 

理解 
態度 
技能 

数量への関心
態度 
数量的な洞察 
論理的な思考 
計算・測定の
技能 

数量への関心 
数学的な考え
方 
用語記号など
の理解 
計算などの技
能 

知識・理解 
技能 
数学的な考え
方 

知識・理解 
技能 
数学的な考え
方 
数量・図形に
対する関心・
態度 

算数への関心・意
欲・態度 
数学的な考え方 
数量や図形について
の表現・処理 
数量や図形について
の知識・理解 

算数への関心・意
欲・態度 
数学的な考え方 
数量や図形について
の表現・処理 
数量や図形について
の知識・理解 

算数への関心・意
欲・態度 
数学的な考え方 
数量や図形について
の技能 
数量や図形について
の知識・理解 

理
科 

理解 
態度 
技能 

自然への関心 
理論的な思考 
実験・観察の
技能 
知識・理解 

自然の事象へ
の関心 
科学的な思考 
実験・観察の
技能 
知識・理解 
自然の愛護 

知識・理解 
観察・実験の
能力 
科学的思考 

知識・理解 
観察実験の技
能 
科学的思考 
自然に関する
関心・態度 

自然事象への関心・
意欲・態度 
科学的な思考 
観察・実験の技能・
表現 
自然事象についての
知識・理解 

自然事象への関心・
意欲・態度 
科学的な思考 
観察・実験の技能・
表現 
自然事象についての
知識・理解 

自然事象への関心・
意欲・態度 
科学的な思考・表現 
観察・実験の技能 
自然事象についての
知識・理解 

生
活 

     生活への関心・意
欲・態度 
活動や体験について
の思考・表現 
身近な環境や自分に
ついての気付き 

生活への関心・意
欲・態度 
活動や体験について
の思考・表現 
身近な環境や自分に
ついての気付き 

生活への関心・意
欲・態度 
活動や体験について
の思考・表現 
身近な環境や自分に
ついての気付き 

音
楽 

鑑賞 
表現 
理解 

表現（歌唱，
器楽，創作） 
鑑賞 
理解 

鑑賞する 
歌を歌う 
楽器を演奏す
る 
旋律を作る 

基礎 
鑑賞 
歌唱 
器楽 
創作 

表 現 の 能 力
（歌唱，器楽，
即興表現） 
鑑賞の能力 
音楽に対する
関心・態度 

音楽への関心・意
欲・態度 
音楽的な感受や表現
の工夫 
表現の技能 
鑑賞の能力 

音楽への関心・意
欲・態度 
音楽的な感受や表現
の工夫 
表現の技能 
鑑賞の能力 

音楽への関心・意
欲・態度 
音楽表現の創意工夫 
音楽表現の技能 
鑑賞の能力 

図
画
工
作 

鑑賞 
表現 
理解 

表現（描画，
工作，図案） 
鑑賞 
理解 

絵をかく・版
画を作る 
彫塑を作る，
デザインをす
る 
ものを作る，
鑑賞する 

絵画 
彫塑 
デザイン 
工作 
鑑賞 

表 現 の 能 力
（絵，彫塑，
デザイン・工
作） 
鑑賞の能力 
造形に対する
関心・態度 

造形への関心・意
欲・態度発想や構想
の能力 
創造的な技能 
鑑賞の能力 

造形への関心・意
欲・態度 
発想や構想の能力 
創造的な技能 
鑑賞の能力 

造形への関心・意
欲・態度 
発想や構想の能力 
創造的な技能 
鑑賞の能力 

家
庭 

理解 
態度 
技能 

技能 
理解 
実践的な態度 

技能 
知識・理解 
実践的な態度 

技能 
知識・理解 
実践的な態度 

知識・理解 
技能 
家庭生活に対
する関心・態
度 

家庭生活への関心・
意欲・態度 
生活を創意工夫する
能力 
生活の技能 
家庭生活についての
知識・理解 

家庭生活への関心・
意欲・態度 
生活を創意工夫する
能力 
生活の技能 
家庭生活についての
知識・理解 

家庭生活への関心・
意欲・態度 
生活を創意工夫する
能力 
生活の技能 
家庭生活についての
知識・理解 

体
育 

理解 
態度 
技能 
習慣 

健康安全への
関心 
運動への技能 
理解 
協力的態度 

健康・安全へ
の関心 
運動の技能， 
公正協力責任
などの態度 

運動の技能，
実践的な態度 
健康・安全に
つ い て の 知
識・理解 

運動の技能 
保健に関する
知識・理解 
運動・保健に
関する関心・
態度 

運動や健康・安全へ
の関心・意欲・態度 
運動や健康・安全に
ついての思考・判断 
運動の技能 
運動・安全について
の知識・理解 

運動や健康・安全へ
の関心・意欲・態度 
運動や健康・安全に
ついての思考・判断 
運動の技能 
運動・安全について
の知識・理解 

運動や健康・安全へ
の関心・意欲・態度 
運動や健康・安全に
ついての思考・判断 
運動の技能 
健康・安全について
の知識・理解 

*「各教科の評価の観点等の変遷」（国立教育政策研究所, 2005, pp.89-95）を基に一覧表を作

成し平成 22 年を追記。 
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表 2-2-1 指導要録における各教科の評価の観点の変遷（小学校） 
 昭和 23 

（1948）年 
昭和 30 

（1955）年 
昭和 36 

（1961)年 
昭和 46（1971）

年 
昭和 55 

（1980）年 
平成 3 

（1991）年 
平成 13 
（2001）年 

平成 22 
（2010）年 

国
語 

聞く 
話す 
読む 
書く 
作る 

言 語 へ の 関
心・意欲 
聞く・話す 
読解 
作文 
書写 

聞く 
話す 
読む 
作文 
書写 

聞くこと 
話すこと 
読むこと 
作文 
書写 

言語に関する
知識・理解 
表 現 の 能 力
（作文，話す） 
理 解 の 能 力
（読む，聞く） 
書写  
国語に対する
関心・態度 

国語への関心・意
欲・態度， 
表現の能力 
理解の能力 
言語についての知
識・理解・技能 

国語への関心・意
欲・態度， 
話す・聞く能力 
書く能力 
読む能力 
言語についての知
識・理解・技能 

国語への関心・意
欲・態度 
話す・聞く能力 
書く能力 
読む能力 
言語についての知
識・理解・技能 

社
会 

理解 
態度 
技能 

社会的な関心 
思考 
知識・理解 
道徳的な判断 

社会事象への
関心 
社会事象につ
いての思考 
知識・理解 
社会的道徳的
な判断 

知識・理解 
観察力や資料
活用の能力 
社会的思考・
判断 

知識・理解 
観察・資料活
用の能力 
社会的思考・
判断 
社会的事象に
対する関心・
態度 
 

社会的事象への関
心・意欲・態度 
社会的な思考・判断 
観察・資料活用の技
能・表現 
社会的事象について
の知識・理解 

社会的事象への関
心・意欲・態度 
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観察・資料活用の技
能・表現 
社会的事象について
の知識・理解 
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断・表現 
観察・資料活用の技
能 
社会的事象について
の知識・理解 

算
数 

理解 
態度 
技能 
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技能 
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方 
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能 

知識・理解 
技能 
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方 
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技能 
数学的な考え
方 
数量・図形に
対する関心・
態度 
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数量や図形について
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の表現・処理 
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科 
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表現 
自然事象についての
知識・理解 
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自然事象についての
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観察・実験の技能 
自然事象についての
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生
活 

     生活への関心・意
欲・態度 
活動や体験について
の思考・表現 
身近な環境や自分に
ついての気付き 

生活への関心・意
欲・態度 
活動や体験について
の思考・表現 
身近な環境や自分に
ついての気付き 

生活への関心・意
欲・態度 
活動や体験について
の思考・表現 
身近な環境や自分に
ついての気付き 

音
楽 

鑑賞 
表現 
理解 

表現（歌唱，
器楽，創作） 
鑑賞 
理解 

鑑賞する 
歌を歌う 
楽器を演奏す
る 
旋律を作る 

基礎 
鑑賞 
歌唱 
器楽 
創作 

表 現 の 能 力
（歌唱，器楽，
即興表現） 
鑑賞の能力 
音楽に対する
関心・態度 

音楽への関心・意
欲・態度 
音楽的な感受や表現
の工夫 
表現の技能 
鑑賞の能力 

音楽への関心・意
欲・態度 
音楽的な感受や表現
の工夫 
表現の技能 
鑑賞の能力 

音楽への関心・意
欲・態度 
音楽表現の創意工夫 
音楽表現の技能 
鑑賞の能力 

図
画
工
作 

鑑賞 
表現 
理解 

表現（描画，
工作，図案） 
鑑賞 
理解 

絵をかく・版
画を作る 
彫塑を作る，
デザインをす
る 
ものを作る，
鑑賞する 

絵画 
彫塑 
デザイン 
工作 
鑑賞 

表 現 の 能 力
（絵，彫塑，
デザイン・工
作） 
鑑賞の能力 
造形に対する
関心・態度 

造形への関心・意
欲・態度発想や構想
の能力 
創造的な技能 
鑑賞の能力 

造形への関心・意
欲・態度 
発想や構想の能力 
創造的な技能 
鑑賞の能力 

造形への関心・意
欲・態度 
発想や構想の能力 
創造的な技能 
鑑賞の能力 

家
庭 

理解 
態度 
技能 

技能 
理解 
実践的な態度 

技能 
知識・理解 
実践的な態度 

技能 
知識・理解 
実践的な態度 

知識・理解 
技能 
家庭生活に対
する関心・態
度 

家庭生活への関心・
意欲・態度 
生活を創意工夫する
能力 
生活の技能 
家庭生活についての
知識・理解 

家庭生活への関心・
意欲・態度 
生活を創意工夫する
能力 
生活の技能 
家庭生活についての
知識・理解 

家庭生活への関心・
意欲・態度 
生活を創意工夫する
能力 
生活の技能 
家庭生活についての
知識・理解 

体
育 

理解 
態度 
技能 
習慣 

健康安全への
関心 
運動への技能 
理解 
協力的態度 

健康・安全へ
の関心 
運動の技能， 
公正協力責任
などの態度 

運動の技能，
実践的な態度 
健康・安全に
つ い て の 知
識・理解 

運動の技能 
保健に関する
知識・理解 
運動・保健に
関する関心・
態度 

運動や健康・安全へ
の関心・意欲・態度 
運動や健康・安全に
ついての思考・判断 
運動の技能 
運動・安全について
の知識・理解 

運動や健康・安全へ
の関心・意欲・態度 
運動や健康・安全に
ついての思考・判断 
運動の技能 
運動・安全について
の知識・理解 

運動や健康・安全へ
の関心・意欲・態度 
運動や健康・安全に
ついての思考・判断 
運動の技能 
健康・安全について
の知識・理解 

*「各教科の評価の観点等の変遷」（国立教育政策研究所, 2005, pp.89-95）を基に一覧表を作

成し平成 22 年を追記。 
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３. 答申等から見える今後の方向 

 
（１） 「答申」等から見える今後の方向性 

 平成 28（2016）年 12 月 21 日，中央教育審議会は，「幼稚園，小学校，中学校，高等学

校及び特別支援学校の学習指導要領の改善及び必要な方策等について」を文部科学大臣に

答申した。（以下，「答申」と示す）。「答申」では，「新しい学習指導要領等の理念を実現し

ていくためには，それを実現するために必要な施策を，教育課程の改善の方向性と一貫性

を持って実施していくことが必要である。例えば，学習評価については，従来は，学習指

導要領の改訂を終えた後に検討を行うことが一般的であったが，資質・能力を効果的に育

成するためには，教育目標・内容と学習評価とを一体的に検討することが重要である。諮

問においても一体的な検討が要請されていたところであり，本答申において，学習評価に

ついても考え方を整理することとした。」（p.62）としている。また，その理念の実現のた

めには，「教科等の枠を越えた校内の研修体制の一層の充実を図り，学校教育目標や育成を

目指す資質・能力を踏まえ，『何のために』『どのような改善をしようとしているのか』を

教員間で共有しながら，学校組織全体としての指導力の向上を図っていけるようにするこ

とが重要である。」（p.66）としている。 

 「答申」では，全体的な学習評価に向けた考え方を示した後，後述のように，学習評価

の観点を 4 観点から 3 観点に変更する理由や根拠を詳細に示している。また，幼稚園・小

学校・中学校・高等学校，特別支援学校といった学校段階について，一貫性を持って更に

構造的に示すことを目指していることが受け取れる。さらに，幼稚園段階の評価の在り方

や，課題であるとされている高等学校の評価，高大接続，キャリア教育について多く論じ

られており，これらが，これからの学習評価の方向性を考える視点とも考えられる。 
本節では，「答申」から見える今後の方向性をまとめた後，特に高等学校の学習評価の改

善に向けた記述に注目する。 

 
（２）「答申」から見える学習評価の位置付け 

「答申」では，以下の 6 点に沿って改善すべき事項をまとめ，枠組みを考えていくこと

が必要となることを示している。 

①「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力） 

②「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と，教科等間・学校段階間のつながりを踏まえた教育課

程の編成） 

③「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指導の改善・充実） 

④「子供一人一人の発達をどのように支援するか」（子供の発達を踏まえた指導） 

⑤「何が身に付いたか」（学習評価の充実） 

⑥「実施するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策） 

（p.21） 

教育課程の改善は学習指導要領等の理念を実現するために必要な施策と一体的に実施さ

れる必要があり，学習評価等を通じて「何が身に付いたか」を見取ることや，「実施するた

めに何が必要か」を教育課程の在り方と併せて考えていくことも重要になる。 
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（３）「答申」から見える今後の学習評価 

学習評価については，「答申」の「第９章 何が身に付いたか－学習評価の充実－」に詳

しく示されている。 

 

① 学習評価の意義等 

「答申」は，学習評価の意義を次のように示している。 

学習評価は，学校における教育活動に関し，子供たちの学習状況を評価するものである。「子供たちに

どういった力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え，教員が指導の改善を図るとともに，子

供たち自身が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにするためには，この学習評

価の在り方が極めて重要であり，教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性を持った形で改善を進める

ことが求められる。 

子供たちの学習状況を評価するために，教員は，個々の授業のねらいをどこまでどのように達成した

かだけではなく，子供たち一人一人が，前の学びからどのように成長しているか，より深い学びに向か

っているかどうかを捉えていくことが必要である。 

また，学習評価については，子供の学びの評価にとどまらず，「カリキュラム・マネジメント」の中で，

教育課程や学習・指導方法の評価と結び付け，子供たちの学びに関わる学習評価の改善を，更に教育課

程や学習・指導の改善に発展・展開させ，授業改善及び組織運営の改善に向けた学校教育全体のサイク

ルに位置付けていくことが必要である。 

（p.60） 

② 評価の三つの観点 

「答申」では，評価の観点として，4 観点から 3 観点にすることについて，次のように

説明している。 

現在，各教科について，学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の評価」と，総括的に捉える「評

定」とを，学習指導要領に定める目標に準拠した評価として実施することが明確にされている。評価の

観点については，従来の 4 観点の枠組みを踏まえつつ，学校教育法第 30 条第 2 項が定める学校教育にお

いて重視すべき三要素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」）

を踏まえて再整理され，現在，「知識・理解」「技能」「思考・判断・表現」「関心・意欲・態度」の四つ

の観点が設定されているところである。今回の改訂においては，全ての教科等において，教育目標や内

容を，資質・能力の三つの柱に基づき再整理することとしている。これは，資質・能力の育成を目指し

て「目標に準拠した評価」を実質化するための取組でもある。 
（p.61） 

 平成 13（2001）年以降の観点別学習状況の評価の変更点を表 2－3－1 にまとめる。 

表 2－3－１ 平成 13（2001）年以降の観点別学習状況の評価の変更点 

平成 13（2001）年版指導要録 平成 22（2010）年版指導要録 平成 28（2016）年「答申」 

関心・意欲・態度 
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「答申」では，4 観点から 3 観点への変更に伴い，「指導要録の様式を改善することが必

要である」としている。また，評価について，「小・中学校を中心に定着してきたこれまで

の学習評価の成果を踏まえつつ，目標に準拠した評価を更に進めていくため，こうした教

育目標や内容の再整理を踏まえて，観点別評価については，目標に準拠した評価の実質化

や，教科・校種を超えた共通理解に基づく組織的な取組を促す観点から，小・中・高等学

校の各教科を通じて」3 観点で評価を行うことを明記している。「学びに向かう力・人間性

等」に示された資質・能力の評価については，「主体的に学習に取り組む態度」として観点
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（３）「答申」から見える今後の学習評価 
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（p.60） 
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別評価（学習状況を分析的に捉える）を通じて見取ることができる部分を評価し，感性や

思いやりなど観点別評価や評定ではなじまず，示しきれないものについては，個人内評価

（個人のよい点や可能性，進歩の状況について評価する）を通じて見取る部分があるとし

ている。また，あわせて，「観点別の評価については，毎回の授業で全てを見取るのではな

く，単元や題材を通じたまとまりの中で，学習・指導内容と評価の場面を適切に組み立て

ていくこと」が求められている。さらに，「観点別学習状況の評価には十分示しきれない，

児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩の状況等については，日々の教育活動や総合所

見等を通じて積極的に子供に伝えること」が求められる。 

 
③ 評価に当たっての留意点等 

「答申」では，評価の具体的な方法等について説明を加えながら示している。 

「目標に準拠した評価」の趣旨からは，評価の観点については，学習指導要領における各教科等の指

導内容が資質・能力を基に構造的に整理されることにより明確化される。 

今般，中央教育審議会においては，第３章２．（４）において述べたように，学習評価について学習指

導要領の改訂を終えた後に検討するのではなく，本答申において，学習指導要領等の在り方と一体とし

て考え方をまとめることとした。指導要録の改善・充実や多様な評価の充実・普及など，今後の専門的

な検討については，本答申の考え方を前提として，それを実現するためのものとして行われることが求

められる。 

学習指導要領改訂を受けて作成される，学習評価の工夫改善に関する参考資料についても，詳細な基

準ではなく，資質・能力を基に再整理された学習指導要領を手掛かりに，教員が評価規準を作成し見取

っていくために必要な手順を示すものとなることが望ましい。そうした参考資料の中で，各教科等にお

ける学びの過程と評価の場面との関係性も明確にできるよう工夫することや，複数の観点を一体的に見

取ることも考えられることなどが示されることが求められる。 

評価の観点のうち「主体的に学習に取り組む態度」については，学習前の診断的評価のみで判断した

り，挙手の回数やノートの取り方などの形式的な活動で評価したりするものではない。子供たちが自ら

学習の目標を持ち，進め方を見直しながら学習を進め，その過程を評価して新たな学習につなげるとい

った，学習に関する自己調整を行いながら，粘り強く知識・技能を獲得したり思考・判断・表現しよう

としたりしているかどうかという，意思的な側面を捉えて評価することが求められる。 

このことは現行の「関心・意欲・態度」の観点についても本来は同じ趣旨であるが，上述の挙手の回

数やノートの取り方など，性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価であるような誤

解が払拭し切れていないのではないか，という問題点が長年指摘され現在に至ることから，「関心・意欲・

態度」を改め「主体的に学習に取り組む態度」としたものである。こうした趣旨に沿った評価が行われ

るよう，単元や題材を通じたまとまりの中で，子供が学習の見通しを持って学習に取り組み，その学習

を振り返る場面を適切に設定することが必要となる。 

こうした姿を見取るためには，子供たちが主体的に学習に取り組む場面を設定していく必要があり，

「アクティブ・ラーニング」の視点からの学習・指導方法の改善が欠かせない。また，学校全体で評価

の改善に組織的に取り組む体制づくりも必要となる。 

（p.62） 

④ 高等学校の評価の改善に向けて 

ア 資質・能力育成に向けた高等学校の評価の改善の理念 

「答申」では，高等学校における学習評価について，資質・能力に向けた評価の改善に

向けて多くの記載がある。学習評価における高等学校での課題として，「観点別学習状況の

評価については，小・中学校と高等学校とでは取組に差があり，高等学校では，知識量の

みを問うペーパーテストの結果や，特定の活動の結果などのみに偏重した評価が行われて

いるのではないかとの懸念も示されているところである。義務教育までにバランス良く培

われた資質・能力を，高等学校教育を通じて更に発展・向上させることができるよう，高

等学校教育においても，指導要録の様式の改善などを通じて評価の観点を明確にし，観点
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別学習状況の評価を更に普及させていく必要がある。」としている。 

そのための具体の方策として，以下のように提案している。 

資質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには，指導と評価の一体化を図る中で，論

述やレポートの作成，発表，グループでの話合い，作品の制作等といった多様な活動に取り組ませるパ

フォーマンス評価などを取り入れ，ペーパーテストの結果にとどまらない，多面的・多角的な評価を行

っていくことが必要である。さらには，総括的な評価のみならず，一人一人の学びの多様性に応じて，

学習の過程における形成的な評価を行い，子供たちの資質・能力がどのように伸びているかを，例えば，

日々の記録やポートフォリオなどを通じて，子供たち自身が把握できるようにしていくことも考えられ

る。 

また，子供一人一人が，自らの学習状況やキャリア形成を見通したり，振り返ったりできるようにす

ることが重要である。そのため，子供たちが自己評価を行うことを，教科等の特質に応じて学習活動の

一つとして位置付けることが適当である。例えば，特別活動（学級活動・ホームルーム活動）を中核と

しつつ，「キャリア・パスポート（仮称）」などを活用して，子供たちが自己評価を行うことを位置付け

ることなどが考えられる。その際，教員が対話的に関わることで，自己評価に関する学習活動を深めて

いくことが重要である。 

こうした評価を行う中で，教員には，子供たちが行っている学習にどのような価値があるのかを認め，

子供自身にもその意味に気付かせていくことが求められる。そのためには，教員が学習評価の質を高め

ることができる環境づくりが必要である。教員一人一人が，子供たちの学習の質を捉えることのできる

目を培っていくことができるよう，研修の充実等を図っていく必要がある。特に，高等学校については，

義務教育までにバランス良く培われた資質・能力を，高等学校教育を通じて更に発展・向上させること

ができるよう，教員の評価者としての能力の向上の機会を充実させることなどが重要である。 

加えて，知識の理解の質を高めるという次期学習指導要領等の趣旨を踏まえ，高等学校入学者選抜，

大学入学者選抜の質的改善が図られるようにする必要がある。 

（p.63） 

イ 高等学校における「学習評価の改善・充実等」の具体的な方策 

「答申」では，高等学校における「学習評価の改善・充実等」の具体的な方策として，

「高等学校における指導や評価は，社会で生きていくために必要となる力を共通して身に

付ける『共通性の確保』の観点と，一人一人の生徒の進路に応じた多様な可能性を伸ばす

『多様性への対応』の観点から充実を図っていくことが重要である。」として，評価の理念

に触れながら具体的な方策に「観点別評価の実施」「多面的な評価の充実」「キャリア形成

を見通し振り返る自己評価の充実」の視点から示している。 

ⅰ）高等学校における評価の更なる充実にむけて 

「高等学校における観点別学習状況の評価に関して，知識量のみを問うペーパーテスト

の結果や，特定の活動の結果などのみに偏重した評価が行われているのではないかとの懸

念も示されている。」と高等学校の評価の課題を提起している。改善の方策として，「高等

学校教育を通じて，義務教育までにバランスよく培われた資質・能力を更に発展・向上さ

せることができるよう，高等学校教育においても，観点別の記載欄を設けた指導要録の様

式例を示すことなどを通じて評価の観点を明確にし，観点別評価の一層の充実を支援して

いくことが重要である。」としている。 

ⅱ）高等学校における多面的な評価の充実に向けて 

また，高等学校の現状について，「生徒一人一人の進路に応じた多様な可能性を伸ばして

いくという視点から，多様な活動の機会を通じて，それぞれの生徒に成長のきっかけを与

えるとともに，多様な学習活動における学習の成果を的確に見取り，生徒一人一人に対応

した指導の改善につなげていく取組が重要となる。」とし，「総合的な探究の時間」や「理

数探究」（p.134）など，探究の過程を重視した学習を例に挙げながら，形成的な評価の必
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別学習状況の評価を更に普及させていく必要がある。」としている。 
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要性，学びの過程を含めた評価を行うなど，多様な学習活動に対応した評価の在り方等を

開発・普及していくことを求めている。また，「評定や観点別学習状況の評価といった目標

に準拠した評価だけではなく，生徒一人一人のよい点や可能性に着目する個人内評価につ

いても併せて充実を図る必要がある。」としている。さらに，高大接続改革では，「こうし

た多様な評価を活用して，高等学校における学びと大学教育をつないでいく議論がなされ

ており，大学入学者選抜改革の観点からも，こうした多面的な評価の充実が求められる。」

としている。 

ⅲ）高等学校におけるキャリア形成を見通し振り返る自己評価の充実に向けて 

社会に開かれた教育課程の実現のためにも，高等学校における高校生活を通じたキャリ

ア形成の重要性とともに，自己評価の重要性を以下のように示している。 

生徒一人一人が，自らの学習状況やキャリア形成を見通したり，振り返ったりすることができるように

することが重要である。こうした自己評価に関する学習活動に，教員が対話的に関わり，目標を修正す

るなどの改善に生かしていくことや，複数の教員が関わり，一人の生徒を多面的に見てその生徒の個性

を伸ばす指導へとつなげていくことなども期待される。 

（p.106） 

ウ 具体事例としての高等学校「理数探究」等の学習評価に対する示唆 

 これまでも触れてきたとおり，現在進行している学習指導要領改訂では，求める資質・

能力を育成する教育の実現には，学習評価も併せて変わっていく必要があるとしている。

具体事例として，「理数探究」の指導と学習評価について次のように示されている。 

「指導に当たって留意すべき点」 

常に知的好奇心を持って様々な視点から自然事象や社会事象を観察し，その中で得た様々な気付きから

疑問を形成させるようにすることが必要である。探究の課題の設定に当たっては，生徒の主体性を尊重

しつつ，数学や理科における手法により探究が可能な課題となるよう適切な示唆を与えることが必要で

ある。その際，生徒が既に身に付けている手法を前提に，これを適用できる課題を探すような順序とな

らないよう留意しつつ指導することが求められる。 

「評価の在り方について」 

 「理数探究」の評価に当たっては，探究の成果における新たな知見の有無や価値よりも，探究の過程に

おいて資質・能力をどの程度身に付けることができたかや，探究の過程全体を俯瞰（ふかん）的に捉え，

自らがどの位置にいるか，どこで間違ったのかなどが説明できるようになっているかという点を重視す

べきである。 

探究の過程における観察・実験の内容やその中で生じた疑問，それに対する自らの思考の過程などを

「探究ノート」等に記録させ，自己の成長の過程を認識できるようにするとともに，評価の場面でも用

いることが重要である。また，「探究ノート」等を通じて生徒の独創的な思考や探究の過程における態度

を評価するほか，報告書や発表の内容，発表会における生徒による相互評価や自己評価を取り入れるな

ど，多様な評価方法を用いるとともに，複数の教員による複合的な視点で評価することが必要である。 
 
 

【引用・参考文献】 
中央教育審議会（2016）.『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指

導要領の改善及び必要な方策等について（答申）』．文部科学省．  
（後藤 顕一） 
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【引用・参考文献】 
中央教育審議会（2016）.『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指

導要領の改善及び必要な方策等について（答申）』．文部科学省．  
（後藤 顕一） 
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第３章 国内における評価の取組 

 第3章では，国内における評価に関する実践研究の成果をもとに検討する。1節では，国

立教育政策研究所で実施された評価に関する推進地域事業の成果をまとめる。2節では，国

立附属学校への評価の実践や研究に関する調査を基に評価の可能性や実践上の課題を考察

する。3節では，調査対象校から，評価に関する研究を実施している学校の実践を，4節で

は，国際バカロレア学校における評価を紹介する。5節では，教育センター等における評価

の研修や学校支援について現状を把握し，6節では注目したい取組について紹介する。 

 

１. 「目標に準拠した評価」に関する実践研究からの示唆 

学習評価について，中教審答申（2016）では，今後，「全ての教科等において，教育目標

や内容を資質・能力の三つの柱に基づき再整理する」（p.61）とした上で，「これは，資質・

能力の育成を目指して『目標に準拠した評価』を実質化するための取組でもある」と位置

付けている。この指摘にあるように，今後の再整理に向けては，小・中学校を中心に定着

してきたこれまでの学習評価の成果を踏まえて，目標に準拠した評価を更に進めていくこ

ととなる。つまり，資質・能力の育成を目指す評価においては，これまでとは全く異なる

評価に転換するのではなく，観点別評価が目指してきた評価の考え方を三つの柱に基づく

教育課程を各学校で編成していく中で実質化することが求められているといえよう。 

本節では，「目標に準拠した評価」で目指した評価の在り方やその成果について，国立教

育政策研究所教育課程研究センターによる指定事業として実施された実践研究（「評価の工

夫改善に関する総合的推進地域事業」平成 17 年度～平成 21 年度）を手掛かりに明らかに

する。本事業は，「目標に準拠した評価」の定着を図る目的で実施された，評価に関する総

合的な実践研究である。この研究の特徴は，地域指定事業として実施されたことであり，

地域内の複数の学校，教育委員会，教育センター等が連携・協力して，「目標に準拠した評

価」の客観性・信頼性を高めるための様々な取組が展開された。この一連の研究で得られ

た成果や課題を検証することによって，「目標に準拠した評価」を資質・能力の育成に資す

る評価として実質化するための示唆を得ることとしたい。 

 

（１） 実践研究の概要 

「評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業」は，平成 17 年度～平成 19 年度，平成

20 年度～平成 21 年度と二度にわたって実施された。各事業の指定地域は以下である。 

 

年度 推進地域 推進地域の概要（推進校数・協力機関名） 

18/19  北海道札幌市 中学校 3 校・札幌市教育委員会，札幌市教育センター 

広島県呉市 小学校 2 校，中学校 2 校・広島県教育委員会，呉市教育委員会 

佐賀県武雄市 小学校 3 校・佐賀県教育委員会，武雄市教育委員会，佐賀大学他 

熊本県玉名市 小学校 21 校，中学校 6 校・玉名市教育研究所，玉名教育会他 

20/21 高知県町梼原町 小学校 3 校，中学校 1 校・高知県教育委員会，高知県教育センター他 
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広島県呉市 小学校 2 校，中学校 2 校・広島県教育委員会，呉市教育委員会 

佐賀県武雄市 小学校 3 校・佐賀県教育委員会，武雄市教育委員会，佐賀大学他 
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20/21 高知県町梼原町 小学校 3 校，中学校 1 校・高知県教育委員会，高知県教育センター他 
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上の推進地域のうち，玉名市と梼原町については，地域内の全小中学校による取組であ

る。他の地域については，推進校の成果について研修等を通して地域内に普及する取組も

進められた。また，呉市では，小中一貫教育を推進しており，推進校のうち 1 中学校と 2

小学校が同一中学校区に位置し，共同で小中共通の評価規準作成に取り組んでいる。 

各推進地域の取組は多岐にわたっているが，いずれも複数の学校による合同研究である

ことと，評価の工夫改善の定着を目的としていることから，全ての地域に共通の取組とし

て，評価の信頼性や妥当性を多様な「交流」と「発信」によって確立しようとしている点

を挙げることができる。特に以下の取組は，複数の推進地域で重点的に実施されている。 
①学校間の交流による授業研修 
・同一教科（国語），同一単元の評価規準，評価方法について複数の学校で検討（札幌市） 
・同一教科（国語，算数・数学，理科，音楽），同一単元で授業を実施して見直し（呉市） 
・同一教科（国語），同一単元での授業研究会（武雄市） 
・小学校 4 教科（国語，社会，算数，体育），中学校 9 教科で検証授業（玉名市） 

・同一単元における同一学習指導案による授業の実施と検証（梼原町） 

②保護者や子供への情報提供 
・学校説明会，学期末の懇談会の実施（札幌市） 
・保護者向け説明資料の配付，評価についてのアンケート調査実施（呉市） 
・通知表の改訂や見直し（札幌市・武雄市・梼原町） 
③教育委員会における研修・研究会の開催 
・教育課程研究協議会で各校の評価の取組について交流，冊子や DVD の配布など 
 

 以下では，本事業の特徴である学校間の研究交流に着目して，実践の成果を確認する。 
 
（２） 学校間の交流による授業研修の成果 

同一単元での授業や，参観者も含めた学習評価の実施など，評価の交流会や研究会を実

施した結果，各地域とも教師間に評価の違いが見られることが明らかになっている。 
例えば，札幌市の研究では，推進校 3 校を含む同一区内の全７中学校での評価交流会を

実施した結果，「同じ授業場面をもとにしていても，評価規準の内容や，授業の中で『おむ

ね満足できる』状況と判断される生徒像について教員間に違いがみられた」（国立教育政策

研究所，2009，p.19）。玉名市では，「十分満足できる状況（A）と判断される子供の具体的

な姿の見取りについては，個々の教師の専門性や経験則の違い等で少しずつ判断に差があ

り，理解は広まりつつあるものの教員間や学校間の格差を十分には改善できない状況があ

る」（同上，p.60）。 

研究の開始時点での各学校・教師の評価の捉え方については，学校間によって差がある

ことや校内の共通理解が十分でないことなどが指摘されている。しかし，「目標に準拠した

評価」の考え方について研修を重ねた上でも，差異（「ズレ」（札幌市）や「ぶれ」（呉市））

が見られるということは，こうした差異が単純に「目標に準拠した評価」の考え方への理

解不足によるものではなく，目標に準拠した評価に伴う課題であることを示唆している。 
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表 3-1-1 は，梼原中学校（梼原町）の第三学年で実施された数学科の授業において，授

業を参観した教師らが実施した評価の結果である。A～C の後の数字は，評価した教師数を

示している。本授業は，「平行線と比の性質を用いて問題解決できる力を身に付けること」

を目指し，評価規準を「平行線と比の性質を利用して線分の長さを求めることができる」

（数学的な表現・処理）と設定している。評価の場面は，平行線と比の性質を利用して線

分の長さを求める場面で，生徒の発言やワークシートをもとに評価を実施している。なお，

梼原町では推進地域に中学校が 1 校であるため，本研究会は，近隣の中学校の協力を得て

実施されている。 

この授業は，同単元で先行実施された別の学級での授業後の協議を生かして計画された

ため，指導者は生徒への課題提示の仕方について視覚的に訴える手立てを工夫して臨んだ。

その結果，C と評価された生徒はいない結果となっている。しかし，A 評価と B 評価に分か

れた生徒が，25 名中 12 名となった。二つの評価が同数となった生徒もみられる。この授

業に限らず，教師には A 評価の見取りが難しいという意識が見られたようである。しかし，

事後協議において，生徒のどのような姿があれば「A」評価と判断するのかについて教師が

それぞれの根拠を挙げて話し合うことによって， A 評価と判断する生徒の具体的な姿につ

いての共通理解が得られたという。 

また，本時の評価の観点についても，異なる視点からの意見交換がなされている。具体

的には，本時の内容からみて，「数学的な表現・処理」よりも「数学的な見方や考え方」に

重点をおき，「なぜそうなったかを説明できることを解説にした方がよい」という意見が出

されたという。出された意見を踏まえ，「数学的な見方や考え方」について力をつけていく

必要性が課題として意識されている。 

同校では，こうした協議により，「様々な考え方を知ることができ，評価力が向上してき

ている」ことを研究の成果として挙げている。 
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呉市では，「地域内の各学校において同一単元（題材）の見取りの結果を照合し，評価の

ずれから評価規準の改善を行うこと」を「すり合わせ」と呼び，地域内の小・中学校間で

連携して「すり合わせ」の取組を行った。「すり合わせ」の手順は，以下である。 
 
○評価規準の事前検討 
⇒授業の実施 
⇒評価結果・評価方法の交流 

各校において A 及び B のうちの A と判断した具

体的な例を出し合い，評価した根拠について説

明する。 
⇒評価結果の比較・検討による分析 
 
分析に当たって，まず，評価結果の共通点や相違

点について検討を行う。次に評価のずれに着目し，

本時の目標や学習指導要領等に立ち返りながら，目標の目指す具体的な児童生徒像につい

て具体的な例を踏まえて明らかにする。更にそれをふまえて，あらかじめ設定した評価規

準が適切かどうかを検証し，改善すべき点が明らかになった場合は評価規準を見直す。そ

の上で，評価規準に多くの児童生徒が達していなかった場合は，指導方法について検討し，

改善を図る，としている。 

ただ，「すり合わせ」を実施しても，教師間の評価のずれが完全に解消されるわけではな

い。「同じ評価規準であっても，児童実態の違いや指導の展開の仕方によって，各校の評価

に依然として微妙なずれを生じた」（同上，p.40）という。この結果を踏まえ，呉市では，

「妥当性を追究するためにはより多くの児童の具体的な姿，言い換えればデータの蓄積が

必要不可欠である」と今後の課題を指摘している。 

こうした取組に一定の成果が見られたことは，各地域とも強く意識している。札幌市で

は，評価のずれを意識し，課題として取り組むことで，根拠を明示して評価する意識が明

確化し，教師による生徒の学習状況の見取り方の幅を広げることができたという。呉市で

は，「評価規準について検討し合う中で，単元の目標を達成するための授業展開を整理する

ことができた。児童の実現状況を想定しながら，『算数への関心・意欲・態度の変容をどう

見取るか』，『どのように学習を展開させると多様な数学的な考え方を表出させることがで

きるか』等を検討し合うことで，お互いの指導法の工夫改善につなげることができた」と

して，授業改善につながったと報告されている。 
 一連の検討の中では，B と判断される子供だけでなく，「A と判断される子どもの姿」に

ついての議論がなされ，目指す子供の姿がより具体的に教師間で共有されている。その結

果，「この問題ができたから A と判断するのではなく，子どもたちが授業で学習したことを

関係付けたり比べたりしながら学習が高まった姿」（玉名市）と捉えるなど，学習の結果で

はなく，学習活動のプロセスにおける子供の姿に着目できるようになってきたという。

図 3-1-1 すり合わせの例（呉市）（国立教育

政策研究所，2009，p.31 より抜粋） 
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（３） 推進地域における現在の取組 

 本実践研究は，いずれも複数の学校の協働による研究であった。複数の学校で協同研究

を行うための時間の確保は研究期間においても課題として指摘されており，研究終了後，

その体制を維持するのは困難であったと見られる。そのため，いずれの地域でも，現在は

複数の学校の協働で評価を検証する研修や授業研究は実施されていない。しかし，当時の

「すり合わせ」や調整の取組を学校単独の校内研修で継続している学校もある。 

 その一つが，梼原学園（梼原町）である。梼原町では，推進地域事業当時の町立小学校

3 校が統合されるとともに小中一貫校となり，平成 23 年「梼原学園」として開校している。

平成 28 年度は，町内唯一の義務教育学校（在籍数小学校 133 名，中学校 209 名）として，

幼稚園や高校との連携を進めるとともに，異学年交流にも力を入れている。平成 28 年度現

在，学校の研究テーマは，「基礎学力の定着と学力の向上を目指した学習方法の改善－”き
く・読む・かく・話す”ことを通した表現力の育成－」である。 

梼原学園では，授業研究会を年 10 回以上実施している。授業参観では，教師が 6 班に分

かれて子供の学習活動を分担して見取り，事後協議ではこれらの見取りをもとに班別に協

議した上で，全体で意見を共有する取組が定着している。班別の研究協議では，まず各班

それぞれで担当する子供について評価の見取り（A・B・C）を座席表に付箋で貼り，その上

で，下のような研究協議の柱にそって協議を進める。班別協議の後，全体協議で各班から

発表して共有化し，課題を明確にするようにしている。 

研究協議（見取り）の柱 

①授業のねらいは明確であった。何を学ばせたいのか明らかだったか。 

②ねらった力がつく授業展開だったか。 

③児童生徒は学んでいたか，学び合う場面があったか。 

③評価規準にしたがって担当児童生徒の評価をする（A・B・C） 

 評価の根拠も明確に。評価がずれている児童生徒がいたらその原因は何か。 

④評価規準は適切だったか。 

 （出典：高知県梼原町立梼原学園『平成 28 年度研究紀要』p.23） 

上の柱に示されているように，研究協議では，評価規準や教師による評価の見取りの妥

当性をめぐる検討が行われている。この研究協議は小中合同で行われているため，教師は

異なる学校種の授業も参観することになる。また，中学校教師は専門外の教科の学習での

評価を行わなければならない。その困難を解消するため，学園として指導案の様式を統一

し，授業の評価規準を子供の姿として観点別に設定するとともに，「『努力を要する』と判

断された子供への対応・手立て」や「目指す学び合いの姿」を具体的に記入した指導案を

事前に配布して授業を行っている。こうした工夫によって，教師は授業における教師の手

立てや子供の学習状況を評価しやすくなり，教師全員が参観する授業研究が継続して行わ

れているという。この研究協議について同学園では「小中・教科の違いを超えて活発な意

見が交わされ，深い討議ができるようになった」（高知県梼原町立梼原学園『平成 28 年度

研究紀要』, p.23）と評価している。 
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（４） 課題と展望 

 目標に準拠した評価の定着を図る目的として実施された各推進地域における研究では，

複数校の教師が評価規準をもちよって検討したり，授業場面の評価を複数の教師が取り組

んだりする協働的な研究によって，評価規準を設定しても具体的な評価の見取りには教師

間で相違（ズレ）が生じる場合があること，そして，そのズレを埋めるための教師らによ

る協議のプロセスによって，評価規準が子供の学びの姿としてより具体的に共有され，時

には評価規準の見直しにもつながる可能性があることがわかった。目標に準拠した評価は，

規準を設定するだけでなく，評価の見取りを共有し，教師間の協議や協働によって評価の

妥当性を高めていくプロセスの充実が必要であることが示唆される。 

推進地域で実施された，評価をめぐる教師間の協議や「すり合わせ」は，グループモデ

レーションの実践例と位置付けられる。モデレーション（調整）は，評価の観点や判断を

調整して一貫性を高める取組であり，ペーパーテストによらず子供の学習の姿を基に教師

が行う評価の信頼性や妥当性を担保することを目的としている。教師の主観を排除するの

ではなく，教師集団による議論のプロセスを経ることで主観的な評価の妥当性を検証し，

教師の評価についての力量を高め，信頼性を確保しようとする試みである。 

各推進地域の実践研究報告からは，グループモデレーションによって，評価の根拠や基

準が共有されるとともに，評価規準がより明確化されたことが成果に挙げられている。ま

た，授業研究において，参観者も含めて子供の学習の姿を評価することによって，子供の

学習プロセスを多様な目で見ることができ，結果として，評価規準だけでは捉えきれなか

った「学習が高まった子供の姿」が具体化され，共有されている。さらに，そこから評価

規準や授業における指導を見直す取組にもつながっている。 

推進地域における評価の実践研究は，資質・能力を身に付けた子供の具体的な姿を見取

る解釈の過程で生じる教師の主観による評価の相違について，評価をめぐる教師間の協議

による補整によって，評価の信頼性や妥当性を高める可能性があることを示唆している。

異なる学校の教師が評価事例を基に検討しあうような研修を自治体が組織し，校内研修で

も活用していくことは，資質・能力の評価に向けて有効であると考えられよう。 

 

【参考文献】 
高知県梼原町立梼原学園(2016).『平成 28 年度研究紀要』.平成 28（2016）年 11 月. 
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国立教育政策研究所教育課程研究センター(2010).「評価の工夫に関する総合的推進地域事
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（西野 真由美）
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（４） 課題と展望 
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２. 国立大学附属学校における評価の実践と研究 

 

本節では，国立大学附属学校における学習評価の実践や資質・能力の育成と評価に関す

る実践研究の成果，それらを踏まえた課題について，質問紙調査に基づいてまとめる。 

国立大学附属学校を対象に調査を実施した理由は，これらの学校における評価の取組を

調査することで，現行指導要録下における学習評価の現状と，資質・能力育成に向けた評

価の在り方という二つの課題について示唆が得られると考えたからである。 

国立大学附属学校は，教育実践研究において，教育課題に応える先進的な実践研究と地

元の公立学校への実践事例提供という大きく二つの役割を担っている。まだ公立学校では

普及していない新しい指導法や評価に取り組む実践研究もみられ，そこから得られた成果

や課題は，それらを公立学校で実施していく上で貴重な参考資料となり得る。とりわけ，

現在の国立大学附属学校における実践研究では，中教審への諮問文や審議の過程で「資質・

能力の育成を重視した教育課程編成」の重要性が示されてきたことから，資質・能力の育

成が課題として意識されているのではないかと見られる。その中での学習評価への取組は，

今後の学習評価の在り方を検討する上で有益な示唆となろう。 

なお，本調査で取り上げた学校のほか，資質・能力の育成を目指す教育課程の在り方を

先進的に研究している学校として，文部科学省の指定する研究開発学校がある。研究開発

学校では，募集課題の一つとして「資質・能力の育成を重視した教育課程編成」を明示し

た研究の募集を平成 27 年度から実施している（課題名「１．課題の発見・解決に必要な思

考力・判断力・表現力等，育成すべき資質・能力を重視した教育課程の編成等による新た

な教科等の枠組みの構築や教科等の再編，教育目標・内容，指導方法及び評価の在り方に

関する研究開発」）。現在，この課題を実施している研究開発学校の中には，教育課程編成

の研究に長く従事してきた公立学校も見られるが，多くは研究初年度から 2 年次に当たる

ため，研究の途上にある（その中には本研究で調査対象とした国立大学附属学校も含まれ

る）。そこで，今回調査では，特定の学校の評価研究に焦点化せず，資質・能力の育成に向

け学習評価の実践を重ねている様々な取組の現状を全体として明らかにすることとした。 

 
（１） 調査の概要 

 調査は，全国の国立附属学校（小学校・中学校・中等教育学校・高等学校）に質問紙に

より実施した。実施時期は平成 28 年 8 月である。質問紙は，166 校（小学校 73 校，中学

校 73 校，中等教育学校 4 校，高等学校 16 校）に配布し，144 校（小学校 62 校，中学校 65

校，高等学校 11 校，中等教育学校 3 校，中・高等学校 3 校）から回答を得た。 

主な質問項目は，学校の研究課題，学校として特に育成を重視している資質・能力，評

価に関する研究の実施状況，思考力・判断力・表現力等の評価や総合的な学習の時間の評

価など学習状況に関する評価の実態，指導と評価の一体化に向けた工夫などである。 

 回答した学校の96.5%（139校）が「全校で取り組んでいる研究課題がある」と答えてお

り，研究環境は一般の学校とは異なると見られる。そのため以下の分析では，回答を基に

学校全般について推定するのではなく，特色ある取組や課題を抽出することを目的とする。 
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表 3-2-1 「特に育成を重視している資質・能力」として挙げられた資質・能力（抜粋） 

知識・技能 思考力・判断力・表現力等 
学びに向かう力・人間性等 

自己に関わる 他者・社会に関わる 

教科特有の知識・技能 

各教科の本質にそっ

た基礎的学力 

教科の本質に根ざし

た問題解決能力 

実生活や他の課題解

決に用いることが

できる知識や技能 

基礎力 

確かな基礎学力 

教養 

知識や技能を適切に

運用する力自ら対

象に働き掛け，見通

しを持って粘り強

く取り組む姿 

汎用性のある知識内

容（生活や世の中，

自然環境，生き方の

ことにも応用を利

かせていくための

中心になる内容理

解） 

外国語能力(コミュニ

ケーション手段と

しての語学力) 

英語を含む言語活用

能力，論理的思考

力，交渉能力，プレ

ゼンテーション能

力， 

学習環境に働きかけ

ながら自らの学び

方を見つける力 

ツール活用能力 

ICT 活用能力 

情報活用力 

 

創造的思考 

批判的思考 

論理的思考 

代替思考力 

共感的思考， ケア的思考 

水平思考力（課題に対する自分

の考えを複数出せる力） 

見方・考え方（課題解決するた

めに必要な思考・判断・表現

の視点や方法） 

垂直思考力（明確な根拠をもっ

て自分の考えを絞り込む力） 

分野横断的に物事を考え，創造

性を発揮して学ぶ力(創造

性） 

自ら既有の見方や考え方を生

かし，他と関わらせよりよい

ものを求める姿 

よりよい答えを追究する力 

問題解決に向けて解決に向け

て思考力・判断力・表現力等

を働かせる力 

課題解決力，課題探究力 

思考力，探究力，コミュニケー

ション能力，情報活用能力 

探究的に知を構成する力 

多様性を認め，それらを関係付

けながら思考を深めていく

力 

問題意識を形成する能力 

問題発見・問題解決力 

メタ認知力 

探究力 

適応的学習力 

「未来像を予測して計画を立

てる力，目的に対する整合を

吟味する力，多面的・総合的

に考える力，コミュニケーシ

ョンを行う力」 

議論を通して，深く思考する力 

新たに開発する 

イノベーションスキル 

自律性（自己決定） 

主体性 

主体的に取り組もう

とする意欲 

学びに向き合う力 

解決すべき問題に主

体的に関わる力 

創造性 

創り上げる力 

自 ら 学 び を 振 り 返

り，次につなげる 

求め続ける力 

自己を見つめる力 

内省力， 内省的思考 

自己省察力 

自己肯定感 

主体的に課題解決に

向かう態度，自ら

を客観的に捉える

態度 

物事を俯瞰
ふ か ん

したり焦

点化したりしなが

ら主体的に学ぶ力 

人間性に関わる見方

や考え方（計画性，

責任感，協調性，

自己肯定感） 

キャリアプランニン

グ能力 

自己を推進する 

モニター力 

コントロール力 

マネジメント力  

自己実現力 

「 前 向 き に 考 え る

力」「主体的行動」

（不得意なことや

苦手なことでも，

他と協働して自ら

進んで取り組む） 

社会生活の中で発揮

される実践力（実

生活の中で主体的

に行動する力） 

 

協調性 

協働性 

関わり合う力 

人間関係形成・社会

形成能力 

社会参画力 

コミュニケーショ

ン能力 

コラボレーション

スキル 

合意形成力 

「聴きあう」ことの

重視，異なりを前

提とした対話，他

者への寛容 

他者とともに協働

的に学ぶ力 

異文化間対応力(文

化と文化の間に

立つことを通し

て，物の見方や考

え方を深め，自分

の生き方を広げ

る力） 

人・もの・ことに関

わろうとする態

度 

他者と協力しなが

ら課題に対して

最善解を導き探

究的に学ぶ力（協

働性）アイデンテ

ィティをもち，異

なる文化や価値

観をもつ他者と

の共生を創る 

課題対応能力 

相互に交流する 

地域とつながる力 

協働による創造力 

多様な価値を理解

し対話する力 

多文化理解力 

共創力 
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（２） 育成を重視している資質・能力 

9割以上の学校（134校）の回答で，学校として「特に育成を重視している資質・能力」

が挙げられている。これらの回答について，表3－2－1では，学習指導要領で育成を目指す

資質・能力の三つの柱（知識・技能，思考力・判断力・表現力等，学びに向かう力・人間

性等）に分類して示した。ただし，回答の中には，「一人一人が自分なりの考えを持って，

人と対話し，協働しながら，新しい考えを創造する力」，「将来への見通しを持って，強い

意志で学習に取り組む力」など，複数に両方にまたがる資質・能力も含まれているため，

分類は便宜的なものである。 

また，資質・能力として設定せず，思考スキルや「すべ」として，「比較する」，「関係付

ける」，「多面的・多角的に見る」，「整理・分析する」，「構想力」など，「10の考え方」とし

て「比較，分類，関連，具体，一般，類推，多面，統合，批判，反証」を具体的に挙げる

学校も見られる。「設定していない」とする学校では，「どの資質・能力も，相互に関連し

合いながら育まれていくものと考えている。したがって，特に重視しているものを限定す

ることは難しい」との回答もあった。 

 

（３） 資質・能力の育成に向けた評価 

 評価に関する研究や学校独自の取組は，回答全体の約 7 割（144 校中の 100 校）の学校

で行われているが，研究課題に「評価」を掲げ，学習評価に焦点を当てている学校は 5 校

である。ほとんどの学校では，評価に関する研究は，研究課題の一貫として実施されてい

る。また，資質・能力の育成を研究課題とする学校における評価の研究状況をみると，「評

価に関する研究については今後の研究課題」，「現在研究を進めている」，「今年度よりプロ

ジェクトチームを立ち上げ検討中」，「評価方法を探っている」，「研究成果を公表できる段

階にない」などとする回答がみられ，ほぼ全ての学校において様々な工夫や改善について

の回答があった指導方法や学習活動に関する研究状況に比べて進んでおらず，評価の在り

方を模索している様子が伝わる。 

 評価に関する研究テーマとして，複数の学校で挙げられているのは，下記である。 

○子供の主体性，学びがい，学ぶ意欲など情意を含む資質・能力の評価 

○グループ活動など協働性を見取る評価 

○長期的スパンでの資質・能力の評価 

○振り返りや省察など，子供による自己評価 

 具体的な評価手法では，ルーブリックの開発，パフォーマンス評価，ポートフォリオ評

価，子供による 1 枚ポートフォリオ（OPP: One Paper Portfolio）の作成などが複数の学

校で取り組まれている。 

 また，特に，学校独自で設置された教科等では，学校が設定した資質・能力の育成が目

標に掲げられており，それらの資質・能力の評価についての研究が進められている。 

 この他，諸外国の先進的な取組（ICE モデル*，ARCS モデル**など）を取り入れた評価方

法の開発研究も行われている。［*ICE モデルは，カナダで開発された評価で，I:Ideas（基礎知識），

C:Connections（つながり），E:Extensions（応用）を評価する。 
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**アメリカのジョン・ケラー（JOHN M. KELLER）が提唱した学習意欲モデルで，A：Attention（注意），

R：Relevance（関連性），C：Confidence（自信），S：Satisfaction（満足感）で内的動機を高めて

学習意欲を喚起しようとする試み。］ 

 なお，資質・能力の育成についての評価研究を実施している学校の具体的な実践と成果

については，学校別に 3 節で紹介している。 

 

（４） 評価の工夫 

 国立附属学校では，学校独自の教科等を設置して資質・能力の育成を図っている学校も

見られる。また，教科等における日常の学習活動についても，校内研修を通して全校で共

通の規準を設定して実施している学校も多い。ここでは，①評価に関する学校独自の取組，

②「思考･判断･表現」や「関心・意欲・態度」に関する評価の工夫，③「総合的な学習の

時間」や学校独自の教科等における評価，について，先進的な取組や工夫を紹介する。 
 なお，以下，学校からの回答の引用については，表記の一部を変更（仮名→漢字又はそ

の逆）した場合がある。また，振り返りカードなどについて学校独自の名称が示されてい

る場合は，学校名の特定を避けるため，一般的な表記に変更している。 

①評価に関する学校独自の取組 
 ア．評価の観点の設定 

学校で設定した評価の観点を教科等で共通に設定する取組は広く実施されている。

特に，学校で育成を目指す資質･能力や学校独自で設定している教科等については，そ

れぞれの評価規準（基準）を開発・設定する取組が行われている。また，これらの評

価の観点について，年度初めに子供に配布する「学習の手引き」に各教科のシラバス

と評価方法を明示している学校もある。学校として育成を目指す資質・能力を設定し

ている場合，例えば，「学校独自に資質・能力を設定し，その観点から子供の学習状況

を評価している。その際に，子供の自己評価や相互評価，筆記テスト，発話記録の分

析など，多様な評価方法を取り入れている」との回答にみるように，それらの資質・

能力を評価するための様々な評価手法が試みられている。 

イ．子供の姿を見取る工夫 
「何がどのようにできていればねらいを達成したと言えるのか，本時の学びを達成

した子供の姿，見取るための手立てを吟味し具体的に設定している」など，「目指す子

供の姿」を具体的に描いて学校として共有する工夫が取り入れられている。またその

際，成果物だけでなく「学びの過程」（プロセス）に注目し，子供の思考の様子や資質・

能力を発揮している姿をいかに見取るかが具体的に検討されている。例えば次の回答

にも，その考え方が示されている。「学びの結果としての学力＝ 学んだ学力ではない。

むしろ，学びの過程に立ち現れる思考の道筋や仕方＝ 「子供の論理」であり，また，

子供がどのような能力（コンピテンシー）を身に付けたのか／発揮しているのかに視

点をずらすことが重要であると考えている」。 

また，一人一人の子供の学びの姿だけでなく，「協働的問題解決の姿が生じたかどう
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かを評価の基準としている」，「生活づくりチャートを活用した集団の質を高める評価

を行っている」など，「協働的な学び」を評価しようとしている学校も見られる。 

ウ．パフォーマンス評価・ポートフォリオ評価 
一部の教科で取り入れているとする学校を含めると，144 校中の 50 校がパフォーマ

ンス評価を，44 校がポートフォリオ評価を独自の取組として実施している。なお，下

の「エ．」に示すように，「ポートフォリオ」という用語を使用せずに，子供の学習記

録を蓄積して評価に生かしている学校も見られるため，実質的なポートフォリオ評価

の取組は，明示的にこの用語を使用している学校数よりも多い。 

ポートフォリオについては，デジタルポートフォリオを行う予定とする学校もあっ

た。また，子供のパフォーマンス評価だけでなく，「学級全体としてのパフォーマンス

評価」を実施する取組も行われている。 

エ．子供の自己評価に関する取組 
子供自身による「振り返り」は，学校種を越えて広く実施されている。授業ごとに

振り返りを行うための「振り返りシート」の工夫だけでなく，多くの学校が，記録ノ

ートやファイリング，一枚ポートフォリオ評価（OPPA）（※学習者が１枚のシートの中

に学習前・中・後の学習履歴として記録し，それを基に評価する方法）などで学習の

履歴を子供が継続的に振り返られるように工夫している。これらの記録の蓄積とその

活用は，「ポートフォリオ評価」として明示されていないため，上の「ポートフォリオ

評価」を実施している学校には含まれないが，実質的にポートフォリオ評価が行われ

ていると見られる。 

学校で設定した項目について子供が自己評価を行う，自己評価アンケートを実施す

るなど，子供が意識的に評価の取組を行う学校も見られる。この評価活動を通して，

資質･能力を育成する取組も見られる。例えば，次の中学校の取組（秋田大学教育文化

学部附属中学校）は，生徒による自己評価を，自己調整力を育成する学習活動として

明確に位置付けて実践している。 
 

生徒の学びに対する自己効力感や自己有能感を高めながら，自分の学びを修正したり，

調整したりする力を高めるために「NES 評価」を行っている。「NES 評価」は，生徒が

何を振り返るのかという観点が明確である点において，単なる感想とは異なる。 

NES 評価の観点 

Ｎ：Need improvement もっとよくしたいところがある→よくしたい点を具体的

に記述させる。 

Ｅ：Excellent 素晴らしい→どんな点が素晴らしいと思うのかを記述させる。 

Ｓ：Satisfactory これで満足→どんな点が満足なのかを記述させる。 
 

さらに，保護者の参加も促す体系的・継続的な取組として，以下がある。 
・「学期末の通知表は児童の個々の振り返りと教師からの評価，保護者からの評価で構

成されている」 
・通知表とは別に学習記録の冊子を作成して，「単元名やその単元で学んだこと，ある
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いは自分の学び方などを自己評価，自己省察し，教師からの言葉を添えてファイリ

ングしている」 
・「学期初めに子供が目当てを設定し，学期末には振り返りを作成する。保護者も学期

終わりにはコメントを書く。担任や教科担当の記述を合わせて構成している」， 
・（単元ごとに学習を振り返るカードを作成し）「子供たちはこのカードを通して，単

元ごとに自分の成長や主体的に学びに向かう姿勢を振り返ったり，今後の学習を見

通したりする機会を持つ。また，単元での学びを保護者と共有するために，振り返

りカードを家庭に持ち帰り，保護者のコメントをもらうよう協力を呼び掛けている。」 
このように，複数の評価方法を活用するとともに，教師（教師集団）による評価だ

けでなく，子供の自己評価や相互評価も活用した多面的な評価の工夫が見られる。 

 

②「思考･判断･表現」や「関心・意欲・態度」に関する評価の工夫 
 「思考・判断・表現」や「関心・意欲・態度」に関する評価は，「知識・理解」と異なり，

ペーパーテストでは測りにくい面があるため，これらの評価への取組は，今後，資質・能

力の育成に向けた評価に生かせる可能性がある。「関心・意欲・態度」については，今後，

「学びに向かう態度」として評価されることになるが，中教審答申でも指摘されているよ

うに，「関心・意欲・態度」を設定した趣旨自体は継承されることになるため，現行の取組

を活用して発展させていくことが求められよう。以下では，寄せられた回答から，特に観

点を限定しない「全般的な工夫」と，「思考･判断･表現」，「関心・意欲・態度」それぞれの

工夫に分けて，学校独自と見られる特徴的な取組を紹介する。 
 

ア．全般的な工夫 
 観点別評価に当たっての工夫として多かったのは，「具体的な子供の姿を評価する」

と「子供の自己評価を活用する」であった。「具体的な子供の姿」については，目指す

子供の姿や資質・能力を発揮していると捉えられる姿を明確にして共有し，それを基

に観察するという方法と，学習活動における子供の「変化」に着目して，教科で育て

たい「見方・考え方」の変容や深まりを評価するという方法が見られた。以下はその

回答からの抜粋である。 

〈子供の姿から〉 

・目指す子供の姿を具体的に吟味し，その姿が見られたかどうかを，観察・記述・発

言等を基に吟味している。また，定期的に行っている全教員が授業を内部で公開す

る際に，目指す具体的な子供の姿を事前に提示し，その姿が見られたかどうか，見

られたと判断できるかどうかを授業後に協議することを通して，各教員の見取りの

質の向上に努めている。 
・互いの授業の見合いの場を年間を通して設け，実際の児童の学びを楽しむ具体の姿

から，「思考・判断・表現」，「関心・意欲・態度」について見取っている。 
・研究の中で行っている授業リフレクション（複数で授業ビデオを見直す）やビデオ

から子供の発話を記録に起こすことも，思考や意欲等の評価にもつながっている。 

-   54   -

いは自分の学び方などを自己評価，自己省察し，教師からの言葉を添えてファイリ

ングしている」 
・「学期初めに子供が目当てを設定し，学期末には振り返りを作成する。保護者も学期

終わりにはコメントを書く。担任や教科担当の記述を合わせて構成している」， 
・（単元ごとに学習を振り返るカードを作成し）「子供たちはこのカードを通して，単

元ごとに自分の成長や主体的に学びに向かう姿勢を振り返ったり，今後の学習を見

通したりする機会を持つ。また，単元での学びを保護者と共有するために，振り返

りカードを家庭に持ち帰り，保護者のコメントをもらうよう協力を呼び掛けている。」 
このように，複数の評価方法を活用するとともに，教師（教師集団）による評価だ

けでなく，子供の自己評価や相互評価も活用した多面的な評価の工夫が見られる。 

 

②「思考･判断･表現」や「関心・意欲・態度」に関する評価の工夫 
 「思考・判断・表現」や「関心・意欲・態度」に関する評価は，「知識・理解」と異なり，

ペーパーテストでは測りにくい面があるため，これらの評価への取組は，今後，資質・能

力の育成に向けた評価に生かせる可能性がある。「関心・意欲・態度」については，今後，

「学びに向かう態度」として評価されることになるが，中教審答申でも指摘されているよ

うに，「関心・意欲・態度」を設定した趣旨自体は継承されることになるため，現行の取組

を活用して発展させていくことが求められよう。以下では，寄せられた回答から，特に観

点を限定しない「全般的な工夫」と，「思考･判断･表現」，「関心・意欲・態度」それぞれの

工夫に分けて，学校独自と見られる特徴的な取組を紹介する。 
 

ア．全般的な工夫 
 観点別評価に当たっての工夫として多かったのは，「具体的な子供の姿を評価する」

と「子供の自己評価を活用する」であった。「具体的な子供の姿」については，目指す

子供の姿や資質・能力を発揮していると捉えられる姿を明確にして共有し，それを基

に観察するという方法と，学習活動における子供の「変化」に着目して，教科で育て

たい「見方・考え方」の変容や深まりを評価するという方法が見られた。以下はその

回答からの抜粋である。 

〈子供の姿から〉 

・目指す子供の姿を具体的に吟味し，その姿が見られたかどうかを，観察・記述・発

言等を基に吟味している。また，定期的に行っている全教員が授業を内部で公開す

る際に，目指す具体的な子供の姿を事前に提示し，その姿が見られたかどうか，見

られたと判断できるかどうかを授業後に協議することを通して，各教員の見取りの

質の向上に努めている。 
・互いの授業の見合いの場を年間を通して設け，実際の児童の学びを楽しむ具体の姿

から，「思考・判断・表現」，「関心・意欲・態度」について見取っている。 
・研究の中で行っている授業リフレクション（複数で授業ビデオを見直す）やビデオ

から子供の発話を記録に起こすことも，思考や意欲等の評価にもつながっている。 



-   55   -

・子供が行う活動を具体化（子供がどの思考スキルを選択して問題解決を行っている

か）して，評価を行っている。 
・子供の表情や動作が変化する場面，表現された考え，選択・決定したこと等，発言

や文書が変化する場面を的確に捉え評価している。特に本人が新たな見方・考え方

を獲得し実感している場面に注目し，評価している。 
・学習者の学習前の姿と学習中，学習後の変容をより把握しやすくするワークシート 
・ワークシート，ノート，作品などを蓄積し，子供の変容を長期的に見取る。 

〈子供の自己評価を生かす〉 
・各教科の学習，及び学校行事や児童会行事等で，一人一人の「学びの振り返り」を

必ず行い，発揮した資質・能力の自覚を図っている。 
・個人内評価を基軸として，子供と問いを共有した教師が，なぜこの子はこのように

表現したり活動したりするのかを想いながら〔ママ〕共に探求していくことで，その

子の思考過程や興味・関心の根幹を探っていく営みを日常化している。 
・省察（自分が考えていった道筋，他者のどんな考え方を受け入れて自分の考えをど

う再構成したのか，など）を中心とした振り返りを大切にする。 
イ．思考・判断・表現 

①思考を可視化・外化する工夫，②思考力等を発揮する場面の設定，③思考力等を

発揮した具体的な姿をルーブリックで示す等の工夫が挙げられている。 

［回答抜粋］ 

・自分の考えを言葉や演技，演奏など表出したもので発揮された力を見取る。 
・学習過程に思考を表現する活動を設定，発言や記述を継続的に把握する。 
・「学び合い」の中で「思考の可視化」に取り組み，考えを見える形に表す。そして，

仲間と共有する活動を重視している。 
・可能な限り，学習の過程での思考や判断の変移を言語化して記録させたり，学習し

た内容や自己の振り返りをレポート（振り返りシート）に記述させたりいる。 
・本校の研究内容から，授業の中で児童が主体的・協働的に活動する場面（言語活動，

アクティブ・ラーニングの視点）を意図的に設定している。そこでの話合いの様子

や思考の変容を評価場面に設定し，思考・判断・表現の評価をするようにしている。 
・「思考・判断・表現」を評価する授業において，生徒が「汎用的な能力」を発揮した

ときに表す具体的な姿を加味した評価基準表（ルーブリック）を全教科共通して作

成し，指導に活用している。 
・「思考・判断・表現」の評価の工夫としては，討論や話合いを行い，自分の考えとは

異なる考え方があることを，子供に認識させて，そのような他者の声を活かしたり

踏まえたりしながら，自分の考えを広げたり深めたりしているかを評価。 
・OPP シートを用いて，子供の思考や認知過程の内化・内省・外化を行う。具体的に

は，OPP シートの学習履歴は，「授業の一番大切なこと」を書かせる。したがって，

子供の記述内容は，教師が伝えようとしたことが適切に伝わっているかどうかの判

断材料になる。同時に，授業に対する関心・意欲・態度についても見取ることがで
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きる。さらに，教師は学習履歴の内容を基に授業の適否を判断し，授業改善へとつ

なげていくことができる。 

・「思考・判断・表現」に関しては，言語活動を中心としながらも，学び合いにおいて，

その力の育成を目指している。学び合いは，単に共同作業や教え合いではなく，他

者の考えや価値観に影響を与えることができる学びとして捉え，全校体制で取り組

んでいる。その学びの過程を振り返ること，いわゆるメタ認知について，指導に生

きる評価として大切にしている。 
・生徒の思考の深まりをどう見取るかを研究している。思考の流れを捉えるためのワ

ークシートやノート，板書等の工夫や，生徒が学びを言語化するための工夫を全教

科で研究中である 
ウ．関心・意欲・態度 

「関心・意欲・態度」については，「思考・判断・表現」の評価に比べ独自の取組を

挙げる学校は少なかった。子供の自己評価を基に評価しているとの回答が多い。 

［回答抜粋］ 

・評価として見えにくい「関心・意欲・態度」を明確に分かりやすくするための，環

境の在り方から考え，良い環境の中で，意欲的に進められる場を大切にして，評価

に結び付けている。 
・発言，行動，つぶやき，ノートなどから見取る。特に態度については一時的な評価

にならないように留意している。 
・意欲面の評価として，授業で学んだことを生かして更に取り組みたいことを記述さ

せたり，簡単に情意面を自己評価させたりしている。 
・「関心・意欲・態度」については，自ら学び意欲を高めることを目指し，新たな知を

達成することが大切であると考え，生徒が獲得した新たな知を確かめることができ

る評価が必要と考え，実践を続けている。 
・単元の導入時と単元末における変容等（OPPA の活用） 

・MSLQ（Motivated Strategies for Learning Questionnaire）*における，自己効力感

6 項目，内発的価値 6 項目のデータを利用している。［*自己調整学習などで活用される

「学習動機づけ方略測定尺度」］ 
・「関心・意欲・態度」は生徒の内面で進行していることであり，客観的な評価基準で

評価することはなじまない。本校は，生徒の表出物を計画的に残し，また教師の文

言による評価を生徒に返すことによってよりよい成長を期待している。 
 

③「総合的な学習の時間」や独自教科等における評価 
 学校の回答が，「総合的な学習の時間」についての評価か，独自の教科等における評価か

によって異なり，また，学校独自の教科の設定趣旨によって評価の観点が異なるため，回

答を同列で整理することはできない。ただし，いずれもペーパーテストによらない評価が

実施されているため，活用されている評価方法を中心に整理したい。 
 「総合的な学習の時間」では，図 3-2-1 のような評価の観点が各学校で活用されている。 
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きる。さらに，教師は学習履歴の内容を基に授業の適否を判断し，授業改善へとつ

なげていくことができる。 

・「思考・判断・表現」に関しては，言語活動を中心としながらも，学び合いにおいて，

その力の育成を目指している。学び合いは，単に共同作業や教え合いではなく，他

者の考えや価値観に影響を与えることができる学びとして捉え，全校体制で取り組

んでいる。その学びの過程を振り返ること，いわゆるメタ認知について，指導に生

きる評価として大切にしている。 
・生徒の思考の深まりをどう見取るかを研究している。思考の流れを捉えるためのワ

ークシートやノート，板書等の工夫や，生徒が学びを言語化するための工夫を全教

科で研究中である 
ウ．関心・意欲・態度 

「関心・意欲・態度」については，「思考・判断・表現」の評価に比べ独自の取組を

挙げる学校は少なかった。子供の自己評価を基に評価しているとの回答が多い。 

［回答抜粋］ 

・評価として見えにくい「関心・意欲・態度」を明確に分かりやすくするための，環

境の在り方から考え，良い環境の中で，意欲的に進められる場を大切にして，評価

に結び付けている。 
・発言，行動，つぶやき，ノートなどから見取る。特に態度については一時的な評価

にならないように留意している。 
・意欲面の評価として，授業で学んだことを生かして更に取り組みたいことを記述さ

せたり，簡単に情意面を自己評価させたりしている。 
・「関心・意欲・態度」については，自ら学び意欲を高めることを目指し，新たな知を

達成することが大切であると考え，生徒が獲得した新たな知を確かめることができ

る評価が必要と考え，実践を続けている。 
・単元の導入時と単元末における変容等（OPPA の活用） 

・MSLQ（Motivated Strategies for Learning Questionnaire）*における，自己効力感

6 項目，内発的価値 6 項目のデータを利用している。［*自己調整学習などで活用される

「学習動機づけ方略測定尺度」］ 
・「関心・意欲・態度」は生徒の内面で進行していることであり，客観的な評価基準で

評価することはなじまない。本校は，生徒の表出物を計画的に残し，また教師の文

言による評価を生徒に返すことによってよりよい成長を期待している。 
 

③「総合的な学習の時間」や独自教科等における評価 
 学校の回答が，「総合的な学習の時間」についての評価か，独自の教科等における評価か

によって異なり，また，学校独自の教科の設定趣旨によって評価の観点が異なるため，回

答を同列で整理することはできない。ただし，いずれもペーパーテストによらない評価が

実施されているため，活用されている評価方法を中心に整理したい。 
 「総合的な学習の時間」では，図 3-2-1 のような評価の観点が各学校で活用されている。 
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きる。さらに，教師は学習履歴の内容を基に授業の適否を判断し，授業改善へとつ

なげていくことができる。 

・「思考・判断・表現」に関しては，言語活動を中心としながらも，学び合いにおいて，

その力の育成を目指している。学び合いは，単に共同作業や教え合いではなく，他

者の考えや価値観に影響を与えることができる学びとして捉え，全校体制で取り組

んでいる。その学びの過程を振り返ること，いわゆるメタ認知について，指導に生

きる評価として大切にしている。 
・生徒の思考の深まりをどう見取るかを研究している。思考の流れを捉えるためのワ

ークシートやノート，板書等の工夫や，生徒が学びを言語化するための工夫を全教

科で研究中である 
ウ．関心・意欲・態度 

「関心・意欲・態度」については，「思考・判断・表現」の評価に比べ独自の取組を

挙げる学校は少なかった。子供の自己評価を基に評価しているとの回答が多い。 

［回答抜粋］ 

・評価として見えにくい「関心・意欲・態度」を明確に分かりやすくするための，環

境の在り方から考え，良い環境の中で，意欲的に進められる場を大切にして，評価

に結び付けている。 
・発言，行動，つぶやき，ノートなどから見取る。特に態度については一時的な評価

にならないように留意している。 
・意欲面の評価として，授業で学んだことを生かして更に取り組みたいことを記述さ

せたり，簡単に情意面を自己評価させたりしている。 
・「関心・意欲・態度」については，自ら学び意欲を高めることを目指し，新たな知を

達成することが大切であると考え，生徒が獲得した新たな知を確かめることができ

る評価が必要と考え，実践を続けている。 
・単元の導入時と単元末における変容等（OPPA の活用） 

・MSLQ（Motivated Strategies for Learning Questionnaire）*における，自己効力感

6 項目，内発的価値 6 項目のデータを利用している。［*自己調整学習などで活用される

「学習動機づけ方略測定尺度」］ 
・「関心・意欲・態度」は生徒の内面で進行していることであり，客観的な評価基準で

評価することはなじまない。本校は，生徒の表出物を計画的に残し，また教師の文

言による評価を生徒に返すことによってよりよい成長を期待している。 
 

③「総合的な学習の時間」や独自教科等における評価 
 学校の回答が，「総合的な学習の時間」についての評価か，独自の教科等における評価か

によって異なり，また，学校独自の教科の設定趣旨によって評価の観点が異なるため，回

答を同列で整理することはできない。ただし，いずれもペーパーテストによらない評価が

実施されているため，活用されている評価方法を中心に整理したい。 
 「総合的な学習の時間」では，図 3-2-1 のような評価の観点が各学校で活用されている。 

 評価方法では，ここまでの回答でも挙げられてきた子供自身の自己評価に加え，相互評

価（10 校），他者評価（4 校）など，子供同士の評価を挙げる学校が目立った。総合では，

課題について調べる→まとめる→発表するという流れで，成果発表の場（プレゼンテーシ

ョンやポスター発表など）が用意されているため，相互評価を取り入れやすいと見られる。 

［回答抜粋］ 

・修学旅行に向けての取組を自己評価している。最終的には，自分のリサーチ目標に

ついてのポスター発表をして，自己評価，他者評価を行う。 

・ポートフォリオ，ダイジェストリポート，発表に対する自己評価・他者評価（同学

年生徒や他学年生徒，保護者） 

 評価資料としては，子供の活動や発言・対話の観察，学習記録やワークシート，作品・

レポート・新聞等の制作物，自己評価（子供による活動の計画や反省の記述）など，多岐

にわたって収集され，形成的評価を中心に，診断的評価，総括的評価も行われている。 

 評価の観点については，教師集団だけでなく，生徒も加えて検討している事例もあった。 

［回答抜粋］ 

・毎年，校務分掌内の「総合的な学習の時間」部，及び各学年内で検討をし，具体的

な実践を踏まえた評価観点を設定している。 
・問題解決力を育成する観点から，総合的学習では，探究課題を生徒一人一人に決め

させている。その際，その課題の「何を」「どこまで」解決できれば「おおむね満足」

とするのか，評価項目と評価基準を指導者と相談しながら決め，自己評価と相互評

価を組み合わせて行う方法を試みてきた。 
・「全校研究集会」という授業を位置付け，全校生徒，全職員が一堂に会し，同じ歩調

で，学年の関係なく研究を共通理解できる場を設けている。 

 

図 3-2-1 「総合的な学習の時間」における評価の観点の例（島根大学教育学部附属中学校） 
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きる。さらに，教師は学習履歴の内容を基に授業の適否を判断し，授業改善へとつ

なげていくことができる。 

・「思考・判断・表現」に関しては，言語活動を中心としながらも，学び合いにおいて，

その力の育成を目指している。学び合いは，単に共同作業や教え合いではなく，他

者の考えや価値観に影響を与えることができる学びとして捉え，全校体制で取り組

んでいる。その学びの過程を振り返ること，いわゆるメタ認知について，指導に生

きる評価として大切にしている。 
・生徒の思考の深まりをどう見取るかを研究している。思考の流れを捉えるためのワ

ークシートやノート，板書等の工夫や，生徒が学びを言語化するための工夫を全教

科で研究中である 
ウ．関心・意欲・態度 

「関心・意欲・態度」については，「思考・判断・表現」の評価に比べ独自の取組を

挙げる学校は少なかった。子供の自己評価を基に評価しているとの回答が多い。 

［回答抜粋］ 

・評価として見えにくい「関心・意欲・態度」を明確に分かりやすくするための，環

境の在り方から考え，良い環境の中で，意欲的に進められる場を大切にして，評価

に結び付けている。 
・発言，行動，つぶやき，ノートなどから見取る。特に態度については一時的な評価

にならないように留意している。 
・意欲面の評価として，授業で学んだことを生かして更に取り組みたいことを記述さ

せたり，簡単に情意面を自己評価させたりしている。 
・「関心・意欲・態度」については，自ら学び意欲を高めることを目指し，新たな知を

達成することが大切であると考え，生徒が獲得した新たな知を確かめることができ

る評価が必要と考え，実践を続けている。 
・単元の導入時と単元末における変容等（OPPA の活用） 

・MSLQ（Motivated Strategies for Learning Questionnaire）*における，自己効力感

6 項目，内発的価値 6 項目のデータを利用している。［*自己調整学習などで活用される

「学習動機づけ方略測定尺度」］ 
・「関心・意欲・態度」は生徒の内面で進行していることであり，客観的な評価基準で

評価することはなじまない。本校は，生徒の表出物を計画的に残し，また教師の文

言による評価を生徒に返すことによってよりよい成長を期待している。 
 

③「総合的な学習の時間」や独自教科等における評価 
 学校の回答が，「総合的な学習の時間」についての評価か，独自の教科等における評価か

によって異なり，また，学校独自の教科の設定趣旨によって評価の観点が異なるため，回

答を同列で整理することはできない。ただし，いずれもペーパーテストによらない評価が

実施されているため，活用されている評価方法を中心に整理したい。 
 「総合的な学習の時間」では，図 3-2-1 のような評価の観点が各学校で活用されている。 

 評価方法では，ここまでの回答でも挙げられてきた子供自身の自己評価に加え，相互評

価（10 校），他者評価（4 校）など，子供同士の評価を挙げる学校が目立った。総合では，

課題について調べる→まとめる→発表するという流れで，成果発表の場（プレゼンテーシ

ョンやポスター発表など）が用意されているため，相互評価を取り入れやすいと見られる。 
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・修学旅行に向けての取組を自己評価している。最終的には，自分のリサーチ目標に

ついてのポスター発表をして，自己評価，他者評価を行う。 

・ポートフォリオ，ダイジェストリポート，発表に対する自己評価・他者評価（同学

年生徒や他学年生徒，保護者） 

 評価資料としては，子供の活動や発言・対話の観察，学習記録やワークシート，作品・

レポート・新聞等の制作物，自己評価（子供による活動の計画や反省の記述）など，多岐

にわたって収集され，形成的評価を中心に，診断的評価，総括的評価も行われている。 

 評価の観点については，教師集団だけでなく，生徒も加えて検討している事例もあった。 

［回答抜粋］ 

・毎年，校務分掌内の「総合的な学習の時間」部，及び各学年内で検討をし，具体的

な実践を踏まえた評価観点を設定している。 
・問題解決力を育成する観点から，総合的学習では，探究課題を生徒一人一人に決め

させている。その際，その課題の「何を」「どこまで」解決できれば「おおむね満足」

とするのか，評価項目と評価基準を指導者と相談しながら決め，自己評価と相互評

価を組み合わせて行う方法を試みてきた。 
・「全校研究集会」という授業を位置付け，全校生徒，全職員が一堂に会し，同じ歩調

で，学年の関係なく研究を共通理解できる場を設けている。 

 

図 3-2-1 「総合的な学習の時間」における評価の観点の例（島根大学教育学部附属中学校） 
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以下のように，学校独自の観点を設定し，多面的・多角的な評価方法を駆使している学

校も見られる（回答は宮崎大学教育学部附属小学校）。 

「課題設定の能力」「問題解決の能力」「学び方・ものの考え方」「学習への主体的・創造

的な態度」「自己の生き方」の五つの観点で下記の方法で評価を行うようにしている。 
1 発表や話し合いの様子 

2 レポートやワークシート，ノート，作文など制作物による評価 

3 学習活動の過程や成果等の記録，作品を計画的に集積したポートフォリオによる評価 

4 一定の課題の中で身につけた力を用いて活動することによるパフォーマンス評価 

5 評価カードや学習記録等による児童の自己評価や相互評価 

6 教師や地域の人々による他者評価 

 
 子供や家庭へ返す評価は，「総合的な学習の時間」については，記述式で実施されている。

研究開発学校として新教科を設置している学校では，観点別に評価を実施する例もある。 
［回答抜粋］ 

・評価については，生徒のレポートや制作物など提出課題を，各担当授業で作成した

ルーブリックに基づき文章記述の評価をしている。 

・子供が活動を通して何をどのように学んだのか。そしてどんなことができるように

なったのかを具体的に子供の成果物やパフォーマンスから一人一人のコメントとし

て評価を行っています。 

・生徒は毎回，学習ノートにその日の自己評価や感想を記述する。学習の最後に，自

己評価票に 4 段階で評価し，全体のまとめの感想を記入し，自己評価を行う。また，

教員は，生徒が記述した日々のノートや自己評価票，発表やまとめレポートの内容，

及び活動に対する姿勢・態度について分析・観察して評価し，評価コメントとして

記述し生徒に返している。 

 

（５） 評価の充実に向けた課題 

 資質・能力の育成に向けた評価を充実させていくための課題について，回答を基に次の

五つの視点で分類・整理した。以下で整理した回答の具体的内容には重複や関連もあるが，

それぞれの課題に焦点を当て，解決に向けた取組や支援を考えていくことが，資質・能力

を育成する教育課程の充実につながるだろう。 

 

①資質・能力の育成に向けた評価観の確立 

 資質・能力の評価とこれまでの学習評価に質的な違いを見いだし，評価の取組への意識

を変える必要があることやこれまでとは異なる観点の必要性，それに伴う評価方法の大き

な改定の必要性が指摘されている。また，中学校以降では，進学を意識した評定の考え方

が強く，「テストに頼ってしまう傾向」も指摘されている。 

ペーパーテストによらない多様な評価方法は開発されているが，実践例をもっと知りた

いなど，新しい評価の取組について「全国的に広めていく」必要性も指摘されている。ま
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以下のように，学校独自の観点を設定し，多面的・多角的な評価方法を駆使している学
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た，これらの評価方法について具体的に，例えば，「活動内容によって評価方法や観点を変

える必要があるのが難しい」，「（パフォーマンス評価に必要な）本質的な問いを判断するの

が難しい」といった声も見られた。 

複数の回答で挙げられている課題には，以下がある。 

〇育てたい資質・能力を見取るための具体的な評価の観点をどう設定するか。 

〇授業ごとの評価ではなく，長期的なスパン（単元や学期ごと）での評価の必要性，そ

れを見取るための評価場面をどう設定するか。 

〇個人の評価ではなく，学習活動における「かかわり」や協働をどう評価するか 

などである。 

［回答抜粋］ 

・資質・能力の育成に取り組んでいるが，資質・能力それ自体を評価することはできな

いと考えている。そこで，資質・能力につながる汎用的スキルを授業場面でいかに使

っているかを評価したいと考えている。従来の評価とは別に新たな評価の観点が必要

であり，その両立が難しいと感じている。 

・言わば「知の総合体」として存在する子供（人間）を，分析的に数値化して評価し，

さらにはそれを序列化することに違和感を覚えている。 

・子供の思考面やメタ認知に関わる側面をより適切に評価していくためには，評価方法

を大きく改訂していくことも考えていく必要がある。 

・教科固有の見方や考え方の評価と，汎用的な資質・能力の評価の兼ね合いをどうして

いくかが課題となっています。 

・ルーブリック評価等，新しい考え方を本校の教育にどのように反映させることが可能

なのか，課題と感じている。 

・パフォーマンス評価を実施するに際し，グループを対象とすることがしばしばある。

教員による評価は，観察，発表内容，成果物によって実施しているが，グループ活動

の場合，個人単位の評価に限界を感じている。 

 

②評価の妥当性・信頼性の確保 

 評価の妥当性・信頼性の確保は，本章第１節で指摘したように，現行の「目標に準拠し

た評価」の実施においても課題として認識されている。資質・能力の評価に関わるパフォ

ーマンス評価やルーブリックの設定については，「主観的」な評価になることが意識されて

おり，これを課題として指摘する声は多い。それに対して，一方で，「評価者の違いに関わ

らず妥当な評価結果が得られる全国的な基準が必要」など，より明確な基準を求める声も

あるが，「教職研修でモデレーションなどを取り上げれば，教師の力量アップにはつながる」

と，モデレーションによって恣意
し い

性を乗り越える可能性も挙げられている。 

［回答抜粋］ 

・行動分析や成果物の評価，自作の課題や問題に対する回答の分析，そして自己評価ア

ンケートなど多面的な評価活動は行っているが客観的に妥当なものとなっているかな

どの判断が難しい。 
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・どうしても主観が入り込んでしまうパフォーマンス評価について，教師間で評価基準

や評価結果を突き合わせていくことの難しさ。 

・評価項目の妥当性や評価の客観性に課題があると感じている。 

・先日「アクティブラーニング」を意識したある研究会に参加したが，教師一人一人の

アクティブのとらえがバラバラで何でもありの状態だった。個々の教師が主観的に評

価を設定し，感覚的に評価している実態があるのかもしれないと感じている。 

・学習指導要領レベルでもっと評価に踏み込むべきではないか。従来の参考資料，例示

レベルではなく，ナショナルスタンダードを提示するべき。 

・できるだけ，主観的な評価ではなく，客観的な評価ができ，それが子供のやる気や成

長につながる評価の在り方を追求することが大切である。 

 

③日常的な指導に生かせる評価 

 評価の妥当性や信頼性を高めるには，多面的な観点の設定，複数の評価方法の活用，多

様な評価資料の収集，教師間でのモデレーションなどで評価をすり合わせるための研修な

ど多くの労力が求められる。こうした評価に関わる様々な活動を日常の教育活動の中でい

かに実践していくかについて，多くの学校が課題を感じている。とりわけ，パフォーマン

ス評価のルーブリックを作成して実践している複数の学校から，その「負担感」が課題と

して指摘されている。また，単に効率化を図るためだけでなく，評価を指導に生かすとい

う観点から，日常的な評価の大切さとそれを実施するための「持続可能な」評価の必要性

が指摘されている。 

「実務的負担を現場に強いられるようになると，結果的に現場の実情にそぐわず，優れ

た評価方法であっても普及していくことは難しい」という学校側の指摘を受け止め，いわ

ゆる「真正の評価」が日常的な取組として定着するようどう支援していくかが今後の学習

評価研究における大きな課題であるといえよう。また，長期的なスパンでの取組も求めら

れる資質・能力の評価を日常的な授業改善に生かしていくため，授業における資質・能力

の評価の在り方も検討が必要である。 

［回答抜粋］ 

・評価の作業に対する現場の負担感は大きい。 

・資質・能力の評価においては，ルーブリックを作成して評価することが考えられる。

現在当校でも行っているが，その作成の負担と，それに基づいて子供を多面的に評価

していくことの負担をいかに軽減していくか。 

・パフォーマンス評価を行っていく際にルーブリックの活用が効果的だと思うが，ルー

ブリックの作成自体に負担が多いと感じている。 

・ルーブリック評価は，評価者によって評価に差がでてくるので打ち合わせに時間がか

かり（それが研究会となるわけではあるが），そもそも授業での生徒の様子と評価軸自

体との整合性も実際に授業でやっていく中で変化していくため修正が必要となる。真

剣に取り組もうとすればするほど，評価に時間がかかり，実際の生徒の指導に割く時

間が少なくなってしまう。 
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・今後，アクティブラーニングの視点で授業が構想されていく上で，一層パフォーマン

ス評価の重要性が問われていくと思われるが，その評価の設定の難しさを実感すると

ともに，現実的な学校現場においてどこまで一般化し浸透させていけるのかが見通せ

ない現状がある。 

・評価に気を取られすぎると，肝腎の学習指導に力や時間をかけることが困難となる。

そこで，より簡便で正確な評価方法の開発が必要である。 

・評価を厳密に行うほどに，細やかで精緻
せ い ち

なものが求められ，作成の負担が大きくなる。

また，その後の評価を整理・分析する点でも多くの時間が必要となる点が問題である。 

・学期末や年度末における長期的な振り返り等による評価も大事であるが，そればかり

であると改善の機を逃してしまうことがある。日々のよりよい教育活動（授業改善）

につながるよう日常的（短期的）に評価し，それを生かしていくことが課題だと感じ

ている。 

・ポートフォリオだけでなく，実際の子供の活動の姿を見取って評価する方法。抽出児

を設定して評価しているが，2 名程度で，学級全員を見ることが難しい。 

・生徒個々の学習状況をより丁寧に把握しようとするほど，時間と労力を費やすことと

なり，評価のための評価となる可能性があることから，今後も，より客観的で効率的

な評価の在り方，及び指導や学習の改善への活用の仕方について，今後も検証が必要

であると考えている。 

・評価することが子供の学び方の改善であるとともに指導の改善という視点を大切にす

るならば，日常的に手軽にやることを考えることが必要だと思う。 

・生徒の多様化に応じた，真正の評価を行いたいと思っている。しかし，授業準備や校

務，部活動等に追われ，丁寧に評価する時間を生み出すことができない。子供の数が

減ってきている状況である今こそ，教師の定員数も減らさずに時間的余裕を生み出し

てもらいたい。現実的には１クラスの定員数を欧米先進国並みの人数にしてもらい，

より豊かな学びが生まれるような評価活動が実現することをのぞんでいる。 

・手間と時間をかけても適正な評価に結び付かないと感じることがある。繁雑さを最小

限にしながら，ある程度の正確さがあり，また生徒の励みにもなる評価を求めたいが，

大変難しいというのが率直な感想です。 

・余りにも過剰に「評価」を意識しすぎると，授業が「評価のための授業」に陥る傾向

が見られ，授業そのものの魅力が半減するという本末転倒な結果となりがちである。

また，評価を丁寧にやればやるほど時間がかかるという実態も看過できない。評価の

重要性は言うまでもないが，学習の根幹を浸食しない方法の開発に，一層の力を注が

なければならないと感じている。 

・教員の日常業務の仕事量から物理的な限界もあり，持続可能で現実的な評価の在り方

の開発が望まれる。 

 

④情意にかかわる資質・能力の評価 

情意にかかわる評価については，中教審答申でも，「関心・意欲・態度」についての評価
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への誤解（挙手の回数やノートの取り方など，性格や行動面の傾向が一時的に表出された

場面を捉える評価であるような誤解）が払拭しきれていない」（中教審,2016, p.63）と指

摘されている。各学校が設定している「育成を目指す資質・能力」には，情意に関わる様々

な資質・能力が挙げられているため，これらの資質・能力をどう評価していくかは，各学

校が直面している大きな研究課題となっている。なかでも，主体性や主体的な学習に関わ

る力（レジリエンス，チャレンジ精神，自己調整力など）の評価は，今後，「学びに向かう

力」の評価を実施していく上でも解決していかなければならない課題といえよう。 

いずれの学校も，試行錯誤しながら，様々な取組を展開している（3 節参照）。今後，こ

れらの実践研究の成果を検証しながら，評価の在り方を更に検討していきたい。 

［回答抜粋］ 

・今年度，内的活動の高まりを視点として研究を進めてきた中で，その高まりをどう見

取り評価していくのか，という点に課題が見つかってきている。単元・題材の中で，

内的活動と外的活動とのバランスやその意図を明確にしながら授業をデザインしてい

くことが，必要だと現段階では感じている。 

・関心・意欲・態度の評価について，努力やノート記述の丁寧さ，真面目さ，発言の回

数等で評価するのではないとはしているものの，明確な指標を持てないでいること。 

・課題に感じていることは，「資質・能力の三つの柱」として示された「学びに向かう力

や人間性」について，評価者の主観によらない具体の評価方法についてです。 

・評価基準を設定しても観察可能な児童の姿として明確にならず，抽象度の高いあいま

いな表現に終始することが多い。 

・資質・能力の中で，非認知能力の評価をどのように行えばよいのか模索中である。 

・パフォーマンス評価のルーブリックは，質的評価を量的な評価に転換する性質がある

ために，既に質的な評価のオルタナティブではあり得ないが，このよさをどのように

今後発展させていくのかよく考えていきたい。 

・課題解決力，コミュニケーション力，セルフマネジメント力等の行動特性に関わる評

価の必要性が高まっている。それらの評価は，単一の方法では一面的となるため複数

の方法を導入することが必要であると本校では考えている。そのための評価方法の確

立が課題となっている。 

・情意の評価ってホントにできるの？という根本的な課題もありそうです。短期的評価・

長期的評価に適すること，あるいは，そもそも評価できることかといった検討は続け

るべきだろうと考えます。 

 

⑤評価観や評価規準の共通理解や共有 

 ここまでの課題でも指摘されてきたように，新しい評価の考え方の定着，評価の信頼性・

妥当性の担保，持続可能な評価を実現するには，学校としての取組が求められる。学校と

して共通の研究課題を設定して実践に取り組んでいる附属学校においても，評価について

教師間の共通理解を図ることや評価の考え方の共有には難しさを感じているようである。 

 また，教師間では資質・能力の評価についての考え方が共有されても，それを子供や保
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護者と共有していく困難さも指摘されている。 

［回答抜粋］ 

・全教員に共通理解された尺度で主体性や協同性の評価を行うことが課題となっている。 

・子供が学びに対して充実感や達成感を感じていると評価する記述内容について，教師

間で共通した認識をもつことが課題である。 

・教員間の評価規準のすり合わせ，及び，ルーブリック作成に係る時間がなかなか確保

できない。（効率的なルーブリック作りの開発及び個に応じた効果的な指導法を検討す

る時間の確保） 

・評価規準を教科内の職員で共有し，評価する時間の確保。 

・教職員の異動で，毎年評価規準を意思統一しないと他校から来た教職員となぜか規準

がずれることがある。 

・全教科での共通の視点をもって取り組むこと。 

・全教科共通して取り組むことができる共通した具体的な手立てがあればよいと考えて

いる。 

・学校で評価の観点（目指す子供の学びの姿）を統一しておくことが大切であると考え

る。これまで各教科・領域等に任せていたところであるが，これを機に学校全体で共

有していきたい。 

・過去の本校での評価に関する研究の成果が，現在の教育活動に十分に生かされていな

い。 

・ねらいを達成した子供の姿をより明確にし，教師と子供で共有していく必要がある。 

・評価基準や評価結果について，保護者と共有することの難しさ。 

・多くの保護者は，相対評価世代であり，その方々への啓蒙
け い も う

も必要である。 

・生徒や保護者には，評定に気をとられてしまい，観点別学習状況が示す課題に向き合

うことができなくなるケースがある。 

・生徒や保護者に，観点別評価だけでは課題が伝わりにくいときがある。 

・現実的に生徒や保護者に記号や数字で通知する「評価・評定」との乖離
か い り

や整合性の問

題，認識の違いもあり，教科の特性や差異を超えて，教員が評価に関して共同で研究

を進めていことの難しさも感じている。 

・高校入試のため，指導要録のための「システム」としての評価の問題を一度切り離さ

ないと，本質的な評価を行うことは難しいと感じるが，わりきれないもどかしさがあ

ること。生徒や保護者の評価観を変えることも難しい。 

・評価と評定の「混在」。入試制度によってか，生徒，保護者（教師も？）が，「対価を

払う」「結果を求める」という市場原理を教育に持ち込み，自分の「努力（対価）」に

対し「先生，見てる？何点くれる？」といった評定観になりがち。その期待に応え，

教師もこまめに「明瞭な評定」のためのエビデンスづくりに四苦八苦になりがち。そ

ういう評価観でよいかしらと思います。「変化する社会を生きるために必要な意欲や態

度を育む」ことが目標であり，その力をつけるための「評価」であるなら，前述した

長いスパンで教師や生徒自身で下すようなものではないかと思います。 
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・評価と評定の「混在」。入試制度によってか，生徒，保護者（教師も？）が，「対価を

払う」「結果を求める」という市場原理を教育に持ち込み，自分の「努力（対価）」に
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-   64   -

・評価に時間がかかってはいけないと思うが，子供たちにとって自分たちの探究や学び

を実感するべく価値付けてくれるような評価は必要であると感じる。教師だけでなく，

仲間から，保護者からの評価も価値を見いだし，またそれが日常化すると，互いに磨

き合いながら，新たな展望を持ち，主体的に学び続けることができるのではないかと

考えています。そのためのシステムを作りたいと感じます。 

・パフォーマンス評価とルーブリックづくりについて校内研修で取り上げているが，本

校の実践に十分に活用できていない。評価に関する研究は，教科教育における本質的

な学びに関する追求と併せて進める必要があると感じている。学習活動が教科の本質

にせまるものになっているか，評価方法が適切であったか，評価の結果を授業改善に

どのようにつなげていくかをしっかりと各教員が意識できるよう校内研修の内容や進

め方等を改善する必要がある。 

・新しい教育実践の深化に比較して，評価研究は立ち遅れている。「評定のための評価」

でなく，生徒の学びを深化させるための評価方法については，一部でルーブリック評

価などが取り組まれ始めたところである。また一般教科での多様な評価はまだ少ない。

学校全体として，体系的な評価システムの構築が最大の課題である。 

 

【引用文献】 

中央教育審議会（2016）．『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習

指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）』．文部科学省． 
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３. 附属小・中・高等学校における評価の取組 

 
 本節では，学校における評価の取組を紹介する。ここで取り上げる学校は，第 2 節で分

析した質問紙調査において，資質・能力の育成に関する研究を実施していると回答のあっ

た学校の中で，評価に関する取組も進めている学校から選定した。 

取り上げる学校は，以下の 12 校である。 

 

1 山梨大学教育学部附属小学校 

2 神戸大学附属小学校 

3 香川大学教育学部附属高松小学校 

4 福岡教育大学附属福岡小学校 

5 新潟大学教育学部附属新潟中学校 

6 上越教育大学附属中学校 

7 静岡大学教育学部附属浜松中学校 

8 広島大学附属三原小学校・広島大学附属三原中学校 

9 香川大学教育学部附属坂出中学校 

10 広島大学附属福山中・高等学校 

11 広島大学附属中・高等学校 

12 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 

 

 各学校の報告内容は，以下の四点を中心に各学校の特色に応じた紹介となっている。 

1．資質・能力育成に向けた取組 

2．資質・能力を育む学習活動 

3．評価の実践 

4．課題と展望 

 

 なお，執筆は各学校が担当しているが，表記をそろえるため，一部の表記を変更してい

る。そのため，各学校作成の資料の紹介や刊行物における表記と本文中の表記が異なる場

合があることを御了解いただきたい。
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1 山梨大学教育学部附属小学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

本校では，研究主題「仲間と共に学び続ける子ども－学びがいを実感できる授業を通し

て－」のもと，次の四つの資質・能力の育成を重視している。①スキル的（スキル領域）

な資質・能力－教科特有の知識・技能－②認知的（認知領域）な資質・能力－教科特有の

知識や技能を活
い

かすもの－思考力，探究力，コミュニケーション能力，情報活用能力など

③情意的（情意領域）な資質・能力－教科の学習を支える関心・意欲・態度に関わるもの

－主体性，創造性，自己肯定感など④社会的（ソーシャル領域）な資質・能力－教科の学

習を日常生活や将来の社会生活に活
い

かすこと，学習したことを「転移」可能な概念に結び

付けること－学びを振り返り，学習したことを次の学習や日常生活に活
い

かす力など。 

２．資質・能力を育む学習活動 

 四つの資質・能力の育成を目指し，各教科等で子供が「学びがいを実感できる授業」に

するための授業改善に取り組んでいる。本校が考える「学びがいを実感できる授業」とは，

①学ぶことへの期待感や，問いをもつ授業②期待感や問いをもとに学習の対象（課題・教

材など）や仲間，自分自身に対して主体的に働きかけている姿が現れる授業③学びの過程

を振り返り達成感や充実感を子供が自覚できる授業である。 
３．評価の実践 

(1) 学習及び授業評価の方法 

 本校では，四つの資質・能力を見取るために，本学副学長堀哲夫教授が考案した一枚ポ

ートフォリオ評価法（OPPA:One Page Portfolio Assessment,以下 OPPA と記す）を用いて，

授業実践を行っている。OPPA とは，教師のねらいとする授業の成果を，子供が一枚の用紙

（OPP シート）の中に授業前・中・後の学習履歴として記録し，その全体を子供自身に自

己評価させる方法である。 

また，子供が OPP シートに書いた学習履歴に対し，教師がコメントを書き学習の質を高

めるとともに，教師は授業の評価を行い授業の改善を図ることができる。このような評価

方法を各教科等の特質に応じて工夫し，授業実践を通して検証している。OPP シートには，

「学習前・後の本質的な問い」「学習履歴」「学習後の自己評価」の三つの要素がある。 

これらを用いて，診断的・形成的・総括的評価を行う。まず，単元の冒頭で「本質的な

問い」を設定し，子供たちに既有知識をもとに考えを記述させる。ここには子供たちの学

習前の素朴概念が現れる。この既有知識や考えをもとに授業を構成・実施する。 

学習中は毎時間終了時に「授業の一番大切なこと」を学習履歴として書かせる。学習履

歴の内容は，教師が授業で伝えようとしたことが適切に伝わっているかどうかの判断材料

になる。同時に，授業に対する関心・意欲・態度についても見取ることができる。さらに，

教師は学習履歴の内容をもとに授業の適否を判断し，授業改善へとつなげていくことがで

きる。 

学習後は，学習前と同じ本質的な問いを設定し，学習前後の内容について自己評価を行

わせる。これにより，子供の考えがどのように変わったのか，変わらなかったのか総括的

評価を行うことが可能となる。 
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(2) 学習及び授業評価の実際 

 ここでは，6 年家庭科「栄養満点！わが家の幸せごはん」の実践をもとに評価の実際に

ついて述べる。全 13 時間の題材構想図は資料 1 に，授業で用いた OPP シートの表と裏を資

料 2 と資料 3 に示した。OPP シートは，A3 用紙に両面印刷し，三つ折りにして使用した。 

【本質的な問い】 

 ここには，学習の前後で同じ問いを設定し，子供に記

述させる。今回は，１食分の献立（朝食）について，調

和のよい食事と調理に関する知識と技能を身に付け，食

生活をよりよく工夫する能力の変容が見取れるようにし

た。学習前は，栄養バランスの大切さについての記述し

か見られない。しかし，学習後には，栄養バランスに加

えて，調理の時間や，色どりに関する記述が見られた。 

【学習履歴】 

 ここには，「今日の授業で一番大切だと思うこと」を記

述させる。また，その学習に対する適切なタイトルをつ

けさせる。これは，学習の要点を的確に表現する能力を

育成するためである。子供の記述に教師が具体的な内容

を問うコメントをすることにより，子供自身が授業のポ

イントを考えていく記述が多くなった。このような子供

とのやりとりが，資質・能力の見取りやその育成に大き

な意味を持つと考える。 

【自己評価】 

 ここでは，子供自身が学習過程を振り

返り自己の変容に気付くことができるよ

うにした。子供の記述には，学習前後で

献立のポイントが増えたことや仲間との

協働的（対話的）な学びのよさに気付く記述が見られた。 

４．課題と展望 

OPPA は，子供が学びの充実感や達成感を

感じ，自己の変容を自覚する有効な方法で

あることが確認できた。また，子供の実態

に基づく教師の授業評価の方法としても有

効である。このような OPPA の機能を充実さ

せるためには，子供の記述について，教師間で意見交換し，資質・能力の見取りと授業改

善に関する共通した認識を持つことが課題である。 

【参考・引用文献】 

研究紀要「仲間と共に学び続ける子ども－学びがいを実感できる授業を通して－」   

http://www.agr.yamanashi.ac.jp             

（保坂 修男） 

【本質的な問い】 

【学習履歴】 

【自己評価】 
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資料１「栄養満点！わが家の幸せごはん」の題材構想図 全 時間
 

※    は時間数

○自分の１食分の食事を調べる。 

 

○家族のための献立（朝食）を考えよう

・食事の役割や楽しくする工夫について考える。 
・工夫ごとにグループを編成し，ポイントを明確にして１食分の献立を考える。 
○家族のための献立を見直し，調理計画を立てよう。

・こだわりポイントグループで話し合い，自分の献立を見直し，自分なりに工夫する。 
・家族のための 1 食分の献立の調理計画を立てる。

○わが家の幸せごはんについて発表し， 
グループのおすすめ献立を考えよう。

・家庭での実践を発表する。 
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時に大切なこととその理由を考える。 
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○身近な食品でおかずをつくる
調理計画を立てよう

・じゃがいもや卵、加工品を使ったおかず 
・身近な食品で、ゆでる・いためる調理を使

ったおかず作りの計画を考える。
調理方法、調理手順
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１食分の献立の立て方や食品に合った調理の仕方がわかった！  
家族のために作れないかな？

これなら，家でもできそう！
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2 神戸大学附属小学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

 本校は，平成 25 年度から文部科学省研究開発学校の指定を受け，資質・能力育成に向け

た取組を附属幼稚園とともに進めてきた。幼小を一体として捉え，資質・能力育成に主眼

を置いた教育活動を展開することで 9 年間の学びの連続性を高めようとしてきた。幼小 9

年間を通して育みたい資質・能力を子供の姿を基に導き出し，次の三つに整理した。 

① 「社会的資質・能力」…自分の生き方，人とのつながりにかかわる資質・能力 

② 「汎用的資質・能力」…教科・領域横断的に育まれる資質・能力 

③ 「固有的資質・能力」…題材や対象など特定の内容を伴って育まれる資質・能力 

２．資質・能力を育む学習活動 

 日々の教育活動で資質・能力を育むために単元学習を実践している。資質・能力をより

よく育むため，本校の単元学習は，「子どもが主体の学びであること」「学びが問題解決型

であること」を前提としている。以上を踏まえ，単元を以下の四つのプロセスで構成して

いる。 
①｢みつける｣…単元を通して解決する問題を見付ける場，②｢みとおす｣…解決に向かうた

めの学習計画を立てる場，③｢もとめる｣…問題の解決に向けて追求する場，④｢みわたす｣

…学びを振り返るとともに，新たな場面での学びの生かし方を考える場。これらのプロセ

スを全ての教科・領域における学習に位置付け，能動的，主体的に問題解決に向かう子供

たちを育もうとしている。 
３．評価の実践 

(1) 評価の概要 

上述の三つの資質・能力を評価するに当たり，長期的スパンでの評価と短期的スパンで

の評価の双方が不可欠だと考える。その理由として，私たちは「社会的資質・能力」のよ

うに人格や生き方に関する資質・能力や「汎用的資質・能力」のように思考力やメタ認知

に関する資質・能力は，長期にわたって育まれるものだと考えているからである。教師が

長期的な見通しを持ち，育成したい資質・能力が発揮・伸長された子供の姿を設定し，そ

の姿に向かう育ちを形成的，段階的に見取り，短期的スパンでの評価を行っている。長期

的スパンとは単元ごと，学期ごとを意味し，短期的スパンとは活動のまとまりや一単位時

間の授業を意味する。ここでは，短期的スパンにおける評価について重点を置いて述べる。 
(2) 評価方法 

資質・能力を観点別学習状況と関連付けて評価している。観点別における「思考・判断・

表現」の評価について，現在二つ考えている。一つは「社会的資質・能力」「汎用的資質・

能力」「固有的資質・能力」が発揮・伸長された総体の姿で「思考・判断・表現」の評価規

準を位置付ける考え方である。もう一つは，「社会的資質・能力」を含めず,「汎用的資質・

能力」と「固有的資質・能力」で位置付ける考え方である。これら二つを単元や学習構成

の仕方によって使い分けていこうとしている。「関心・意欲・態度」についても，「社会的

資質・能力」「汎用的資質・能力」「固有的資質・能力」との関連を確認し，子供たちが学

びに向かう力など情意面も加味しつつ評価している。 
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間の授業を意味する。ここでは，短期的スパンにおける評価について重点を置いて述べる。 
(2) 評価方法 

資質・能力を観点別学習状況と関連付けて評価している。観点別における「思考・判断・

表現」の評価について，現在二つ考えている。一つは「社会的資質・能力」「汎用的資質・

能力」「固有的資質・能力」が発揮・伸長された総体の姿で「思考・判断・表現」の評価規

準を位置付ける考え方である。もう一つは，「社会的資質・能力」を含めず,「汎用的資質・

能力」と「固有的資質・能力」で位置付ける考え方である。これら二つを単元や学習構成

の仕方によって使い分けていこうとしている。「関心・意欲・態度」についても，「社会的
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(3) 評価の実際 

本校で用いている学習展開案から「本時の目標と評価」に関わる箇所を示す。 
目標 （子どもが達成すべき姿として記述する。） 

本時の評価規準 
（本時目標を達成する姿のうち，本時に評価する評価の対象とする質的な姿を記述 

する。教科等の観点のうち，どの観点で評価するのか，また評価対象も記述する。） 

本時の評価基準 

（汎用・固有） 

A 
･ …している。 
 …している。 
     など 
   

B 
・…している。 
 …している。 
     など 

←←←支援←←← 
･ …ように言葉かけ 

をする。 
･ …と助言する。 

など 

C 
･…している。 
 …している。 
    など 
 

単元の評価規準

と求める子ども

の姿(社会) 

〇 …しようとする 
 ・友だちの意見を聞いていると…。 
 ・…と感じることができた。 

＊（2）で述べた，「社会的資質・能力」を含めず,「汎用的資質・能力」と「固有的資質・能力」で位置

付ける考え方で記述したものである。 

 ここでは，本時における評価規準の達成状況を量的に見取るための子供の具体的な姿を

記している。子供の姿は，本時に育成を目指した資質・能力が発揮・伸長された姿として

記述する（A 基準及び B 基準）。資質・能力を発揮・伸長しながら教科等の知を創出する姿

は，多様に想定されると考え，複線的な学びを保障するため，可能な限り複数の姿を想定

して達成状況を示している。また，下段に示す「単元の評価規準と求める子どもの姿」に

ついては，教科等の知を創出するプロセスの中で資質・能力が発揮・伸長される姿を想定

して記述している。しかし，その姿はノートへの記述や発言等，本時における姿として表

れない場合もある。私たちはそのような場合も考慮し，単元目標に対する評価規準を設定

している。そして，その評価規準を達成している姿として，単元終末場面（単元のプロセ

スにおける「みわたし」の場面）で見取ることができる学びも想定して記述している。こ

れは前述の長期的スパンでの評価と関連する。（具体的な実践における評価や本校独自の評

価方法の詳細については，本校ホームページに記載している。） 
４．課題と展望 

私たちは資質・能力育成の取組を進める中で，子供の非認知面の調査を継続的に行って

きた。研究への取組を通して子供の認知面を支える非認知面が好ましい数値へと変容して

きた。その詳細については紙面の都合上割愛するが，特に学習に対する内発的な学習意欲

が向上している。好奇心や物事を高い水準で成し遂げようとする気持ち(達成)，学ぶこと

自体に目的を置く感覚(帰属)，自らの中に学ぶ意欲があるという感覚(因果律)の高まりが

顕著であった。これは，私たちが資質・能力育成に向けて指導と評価の一体化を図ってき

たことの成果と捉えている。今もなお資質・能力をよりよく育むための指導方法及び評価

方法を探っているが，思考面やメタ認知に関わる側面をより適正に評価していくためには，

評価方法を大きく改訂していくことも必要だろう。しかしその際，多大な実務的負担を強

いられるようになると，結果的に現場の実情にそぐわず，優れた評価方法であっても普及

していくことは難しいと考えている。子供たちの育ちをより適正に評価していくための評

価方法が現実的にどこまで可能であるかということに課題意識をもって持っている。 

【参考・引用文献】 

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/hudev-akashie/              

（本所 克寿） 
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が向上している。好奇心や物事を高い水準で成し遂げようとする気持ち(達成)，学ぶこと

自体に目的を置く感覚(帰属)，自らの中に学ぶ意欲があるという感覚(因果律)の高まりが

顕著であった。これは，私たちが資質・能力育成に向けて指導と評価の一体化を図ってき

たことの成果と捉えている。今もなお資質・能力をよりよく育むための指導方法及び評価
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いられるようになると，結果的に現場の実情にそぐわず，優れた評価方法であっても普及

していくことは難しいと考えている。子供たちの育ちをより適正に評価していくための評

価方法が現実的にどこまで可能であるかということに課題意識をもって持っている。 
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http://www.edu.kobe-u.ac.jp/hudev-akashie/              

（本所 克寿） 
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３ 香川大学教育学部附属高松小学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組  

本校は「教科学習」と「創造活動」の２領域で資質・能力を養うカリキュラムを実施し

ている。２領域カリキュラムの目的は「分かち合い，共に未来を創造する子どもの育成」

である。絶対的な解が存在しない現代社会，問題解決のために，初めて会う人や異年齢の

人，価値観が異なる人とも対話を重ね，その都度，新たな解決策を創造したり，常に課題

解決のために学び続けたりする力が必要である。そのような「分かち合い，共に未来を創

造する子ども」にとって必要な資質・能力とは，どんな時代，どんな場所，どんな集団で

も「学び続ける力」「関わる力」「創造する力」を発揮できる子供である。これらの整理が，

全職員の対話によって行われてきたことに一定の価値があると考えている。 

 

２．資質・能力を育む学習活動 
 上述したように，本校では「教科学習」と「創造活動」という２領域の独自性を生かし

ながら資質・能力を養っていく。教科学習においては観点別評価を行う。評価の観点は全

教科共通としており，「主体的な態度」は「学び続ける力」，「共感的・協同的な態度」は「関

わる力」，「見方・考え方」と「知識・技能・理解」は「創造する力」の育成を意識しなが

ら設定，評価していく。このように評価の観点と養いたい資質・能力をリンクさせること

で，教科の本質的な学びを保障しつつ，間接的に資質・能力を養うことにつながっている。

一方で，創造活動においては，子供同士の望ましい人間関係づくりや探究的な活動を通し

て，資質・能力を直接的に養っていく。ここでは，子供の活動の背景を踏まえ，長期的に

変容を見て取り，伸びを評価することに努めていく。 
 
３．評価の実践 
(1) 教科学習の評価 

 ① 教科学習における教師評価 

資質・能力を直接的にねらうと教科の本質が失われるため，資質・能力の一段階下に

４観点を設定し，教科学習の本質や内容と資質・能力を勘案しながら評価していく（図

１）。主体的な態度と共感的・協同的

な態度については，子供の行動を捉

え即時的，感覚的に評価し指導する。

知識・理解・技能は定期的なテスト

で評価し指導に生かす。見方・考え

方については評価基準を設定し，質

的転換点を明らかにしながら子供の

パフォーマンスを評価し，指導に生

かす。いずれも，形成的評価を行う

ことにより，指導と評価の一体化を目指す。 
② 教科学習における自己評価，相互評価 

本校は子供の評価，すなわち「子供のものさし」づくりを大切にしている。問題解決

のプロセスで「やった！」「うまくいった！」「全員納得した！」という感動がある。ま

【図１ 資質・能力と評価規準の関係性】 
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た，「あー！」「えー！」など驚嘆の声が上がるときがある。その瞬間，子供たちは自己

の感覚・感性で問題解決への手応えを感じている。これらの感覚・感性をもとに，対話

によってクラス全員で共有した子供自身の評価規準が「子供のものさし」である。子供

たち自身が問題解決に対して，今の自分がどの辺りにいて，何をどうしたらゴールにた

どり着けるかを自己評価する力は，今後ますます期待されてくると考える。 

(2) 創造活動の評価 

 ① 創造活動における教師評価 

  縦割り創造活動があることで，教師は自学級と縦割り学級という二つの異なる集団を

通して，子供の姿を多面的に見取ることが可能になった。特に，１～６年生が混在する

縦割り学級での見取りを通して，教師一人一人に学校全体を見る目が養われ，子供の何

をどう見るか，何をよしとするのかという，教育観，評価観を日々捉え直すチャンスが

生まれてきた。これらの「子供を観
み

る眼」は教師によってそれぞれ少しずつ異なるもの

ではあるが，立ち話や職員室での雑談など，インフォーマルな形でのやりとりを通して，

少しずつ共通の認識が生まれ，いわゆる「公共的な評価」を行うことにつながってきた。

これは，子供の姿を常に敏感に捉えるアンテナをもつ教師集団だからこそ成り立つ，本

校なりの評価文化とも呼べるものである。 

 ② 創造活動における自己評価，相互評価 

  書く活動は，自己に問う活動である。一年を通して自己内対話を繰り返す活動を通し

て，自らの変容をメタ認知的に理解するとともに，自己を肯定的に受け止めることがで

きるようになることを期待する。子供の自己評価を促す際には，あらかじめ教師が書く

べき視点を与えたり，必要以上に例示を行ったりすることがないよう配慮する。たとえ

稚拙な表現であったとしても，そこには教師の思いもよらない子供の思いや願いがつま

っており，個々のありのままの変容を見取ることにつながるからである。教師はその行

間に込められた思いを，ふだんの子供の姿と関連させながら見取るようにする。こうし

た積み上げは，子供が自己の内面を整理し，なりたい自分自身の姿を意識しながら意欲

的に問題解決に向かっていくための原動力となっていく。 

 

４．課題と展望 
評価は常に目指すべき方向と一体にある。評価について考えるとき，私たちは常に「ど

のような人間を育てるか」という，学校教育の根底を見つめ直すきっかけを与えられてき

た。教科学習においては，その教科だからこそ育める人間像を意識し，本質的な学びの形

についての自問を繰り返してきた。また，創造活動においては，教師の想定を超えた子供

たちの姿を目の当たりにするたびに教育観の変容を迫られ，「しかけて待つ」姿勢を改めて

大切に考えるようになってきた。子供にとってよりよい支援を目指すために，個々の伸び

を徹底的に見取ろうとする教師の姿勢が，「柔らかな教育観」を生み出し，伸び伸びと学び，

活動する子供の姿につながっていると実感している。これからも子供の事実に寄り添う姿

勢を持ち続けていたい。 

 

【参考・引用文献】 

 http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/~takasyo/h28zentaiteian.pdf 

（橘 慎二郎） 
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【参考・引用文献】 

 http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/~takasyo/h28zentaiteian.pdf 

（橘 慎二郎） 
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4 福岡教育大学附属福岡小学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

本校では，子供たちの 20，30 年後の未来社会で確実に必要となる資質・能力を未来創造

型の資質・能力と定義し，他者とともに理想とする社会を創り出していくことを可能にす

ると同時に，どのような未来社会が到来しようとも適用するであろう資質・能力と規定し

ている。具体的には，創造性，協働性，向上性の三つである。私たち人間の諸問題の解決

は，解決対象，解決を共に行う他者，自分自身，という三つの関わりのもと行われる。解

決対象との関わりにおいては創造性，他者との関わりにおいては協働性，自分自身との関

わりにおいては向上性が発揮される。創造性とは，同質や異質の情報を結び付けて新たな

考えや価値を生み出す態度と能力である。協働性とは，物事の多様性を認め，自分の役割

や責任を果たしながら，他者とよりよい関わりを築く態度と能力である。向上性とは，自

分の行いや在り方を深く省察し，今の自分を認め，よりよい自分を求める態度と能力である。 

２．資質・能力を育む学習活動 
 子供たちが学ぶ対象を「地球に住む人間づくりのための生涯追究対象」とし，教科等の

枠を取り払った六つの新領域（言語文化，自然探究，社会共創，表現，健康，生き方）と

六つの新領域の学びをつなぐ「マイタイム」を設定している。また，六つの新領域におけ

る学習過程を自己追究，自己吟味，自己更新による共通の学びの過程とし，領域内及び領

域間の学びがつながるようにしている。学びがつながった姿こそが，未来創造型の資質・

能力を発揮している姿だと捉えている。 
３．評価の実践 
(1) 評価の基本的な考え方 

 ウィギンズらの「知の構造」をもと

に，石井英真氏が再構成した「知識の

タイプ分け」に本研究の資質・能力を

当てはめると，認知システムのうち，

事実的知識や概念的知識といった内容

知，技能や方略といった方法知におい

て「創造性」が発揮されると考えている。 
また，見方・考え方においても，「創造性」が発揮されると考えている。メタ認知を含

む行為システムでは，「向上性」と「協働性」が発揮されると考えている（上図）。 

(2) 評価方法 

 形成的評価と総括的評価の両方で行う。形成的評価について，「創造性」は知識や技能，

思考過程が表現されるもの（発言や話合いの内容，学習ノートへの記述等）で評価する。

「向上性」と「協働性」についても，創造性と同様のもので評価するが，特に思考過程が

表現されるもので評価する。その際，教師の評価だけでなく，子供たちの相互評価や自己

評価も必然性のある学習活動として行い，教師と子供の評価を照合して妥当性を判断する。 
なお，従来の「関心・意欲・態度」，「思考・判断・表現」等の観点別評価についても，

本校の資質・能力評価の補足観点として子供の姿を見取り，評価する。 
総括的評価については，題材学習終了後の質問紙や年 3 回の全校共通の児童質問紙法の

形で行い，子供たちの資質・能力育成・発揮の傾向を評価する。 

【図 資質・能力の階層性と評価の関係】 
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① ② ③ ④（貢献） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（自己省察） ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰（粘り強さ）

Ｈ2807 4.62 4.34 3.70 4.86 4.25 4.23 3.17 4.01 4.01 4.21 4.01 4.24 4.07 4.25 4.32 4.06 4.34
H2811 4.65 4.15 3.92 4.86 4.49 4.14 3.46 4.32 4.07 4.11 4.14 4.38 4.28 4.23 4.44 4.18 4.37
H2902 4.71 4.14 3.72 4.81 4.44 3.98 2.74 4.24 4.04 4.30 4.02 4.38 4.27 4.27 4.28 3.84 4.30
H2907 4.76 4.36 3.92 4.69 4.62 4.50 3.08 4.45 4.43 3.28 4.32 4.29 4.37 4.42 4.38 4.12 4.58
H2911 4.72 3.64 3.84 4.73 4.26 4.14 3.09 4.20 3.97 4.18 3.96 4.24 4.14 4.22 4.19 3.85 4.34

平均値 4.69 4.13 3.82 4.79 4.41 4.20 3.11 4.24 4.10 4.02 4.09 4.31 4.23 4.28 4.32 4.01 4.38

向上性 創造性
実施年月日

協働性

(3) 評価の実際 

◆授業実践：第 4 学年言語文化領域「言葉でつくる 『笑い』の世界」 

右は，とんち話を創り上げるための学習ノートである。

ペアチーム交流によって，会話文を増やすことに気付き

（創造性），会話文の増加がとんち話の内容をわかりやす

くすることを実感している（向上性）。 

また，下の表は，1 から 5 までの 5 段階で評価した，

第 4 学年児童質問紙法の平均値の推移である。協働性で

は④（貢献），創造性では⑰（粘り強さ）が高い数値を維

持している。これは，学習課題の達成に向けて何度も挑

戦したことがチームの役に立ったという実感と，チーム

の役に立つために責任をもって課題解決に向かっている姿であると判断している。向上性

では，⑫（自己省察）が高い数値を維持している。粘り強さに関する創造性と貢献に関す

る協働性が高まることで自分に自信を持つことができ，よりよい解決を目指して自分の力

を高めていく態度の向上につながっていると判断している。 

４．課題と展望 

 形成的評価において，教師の評価と子供の評価とが一致しないことが多かった。一致し

ない部分については，子供独自の学びの物語があることを踏まえつつ，子供の姿を更に多

面的・多角的に分析していく必要があると感じている。そうすることで，評価の信頼性や

妥当性が向上するものと考えている。また，総括的評価においても，資質・能力の育成の

傾向を見取る視点がまだまだ不十分であり，形成的評価と同様のことが言える。 

資質・能力重視の教育は，教師にとっても自身の資質・能力向上に有効という手応えを

感じている。子供が本気になって問題解決に向かうための学習材の開発，学習活動の構成

が，教師の教育課程創造・運営への意識化につながっている。 

【参考・引用文献】 

 http://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuokas/（福岡教育大学附属福岡小学校 HP） 

（二串 英一） 

形成的評価 創造性 協働性 向上性 

価値内容 自分達チームの課題を明ら

かにし，自分達の思いに合

う言葉を吟味し，選ぶ。 

日本と外国文化の共通性に

ついて根拠をもって考えを

伝える，聴く。 

言葉に対する自分の変容やこ

れから大切にしたいことに気

付く。 

評価方法 ◆シナリオノート 

◆話合いや発表の発言内容 

◆話合い（チーム，ペアチーム）や発表における発言内容 

◆学習後のふり返りシート 
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5 新潟大学教育学部附属新潟中学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

当校では，「学ぶ喜び」を実感・納得する中で，生徒が自分にとって意味あるものと価値

付けた思考操作，学習方略，情意・態度等を「思考のすべ」（※資料 1）と定義し，「思考

のすべ」の育成から，教科・領域を横断して汎用的に用いる「資質・能力」の育成を図っ

ている。生徒側の視点に立ち，生徒の内面で「学ぶ喜び」がどのように促され，自分にと

って価値のある「思考のすべ」をどのように見いだし，自分の生き方に「思考のすべ」を

どのように関係付けていくのかを明らかにすることを目指している。 

 

２．資質・能力を育む学習活動 
 (1) 思考の広がり深まりの中で，「学ぶ喜び」を実感・納得していく授業の構想（教科・

領域の授業からの視点） 

 → 生徒の思考を活発にする手だてとして，三つの重点「意味ある文脈での課題設定」

「対話を促す工夫」「メタ認知を促す工夫」を設定し，教科・領域における「思考のす

べ」の育成を図る。 
（2） 総合的な学習の時間―「生き方・学び方」の時間の構想（教科・領域横断的な授業

からの視点） 

→ 教科・領域で見いだした「思考のすべ」を俯瞰
ふ か ん

・整理させ，教科・領域横断的な「思

考のすべ」の育成を図る。 
 
３．評価の実践 
(1) 評価に向けた体制 

  ① 教科・領域の授業の評価について 

「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」を評価の３観

点として設定している。さらに，生徒が単元・題材を通して見いだす「思考のすべ」

を指導案に記載し，どのような思考を育成したいのかを明確に示している。また，指

導案の項立てを全教科・領域で共通のものとし，「意味ある文脈での課題設定」「対話

を促す工夫」「メタ認知を促す工夫」の手立てにより，生徒が何をどのように思考する

のかを単元・題材レベルで具体化し，授業を展開している。（※資料 2） 
教科・領域横断的な「資質・能力」を設定し，「○○力」「○○性」などを軸に授業

を構想するのではなく，教科・領域の本質的な学びを大切にして授業を構想し，生徒

が教科・領域における「思考のすべ」を見いだせるようにしている。 
  ② 教科・領域横断的な授業の評価について（総合的な学習の時間－「生き方・学び

方」の時間） 

「生き方・学び方」の時間ではパーソナルポートフォリオ（以下，PPF と表記）に

「学び」を蓄積させ，生徒が教科・領域横断的な「思考のすべ」を，価値あるものと

して自分の生き方に関係付けられるようにしている。生徒一人一人が自分自身の生き

方を見つめ，教科・領域を横断した「学び」を通して，何を学びたいか，どのように

学びたいかという自分の生き方に関する「問い」を立て，追究していく。自らの成長

をまとめた PPF 内の各学期末の「ゴールシート」や年度末の「まとめシート」には，

生徒一人一人の生き方と「思考のすべ」とを関係付けてまとめた自らの成長が書かれ

ている。問いに対する答えを追究していく過程で，「思考のすべ」が質的に変容し，「資

質・能力」が内包的に形成されていくのである。（※資料 3，資料 4，資料 5） 
 

 (2) 評価の方法 

  ① 教科・領域の授業の評価について→総括的評価と形成的評価の視点から 

○ 課題解決の達成度を測る学習活動の設定 
 ・ 課題解決の達成度を３観点に応じて評価基準として提示 
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 ・ 思考を可視化するワークシート，ホワイトボード，映像，模造紙などの活用 
○ 課題解決過程の「学び」を価値付ける学習活動の設定 

・ 自らの「学び」を価値付けられるように，学習過程の記録を基にした振り返

りの場を設定したり，学んだことを関連した内容に活用したりする場面の設定 
    ・ 互いの課題解決の達成度を相互評価したり，自己評価したりする場面の設定 

② 教科・領域横断的な授業の評価について（総合的な学習の時間－「生き方・学び

方」の時間）→形成的評価の視点から 

   ○ 教科・領域横断的な「思考のすべ」を見いだす学習活動の設定 
教科・領域における課題解決についてメタ認知を促し，自らの思考操作を振

り返って有用だと感じたものを「すべカード」に記入させる。そして，「すべカ

ード」を俯瞰
ふ か ん

・整理しながら，自らの思考をグルーピング・ラベリングするこ

とで教科・領域を横断した「思考のすべ」を見いださせる。（※資料 6） 

○「成長シート」や成果物を基に互いの成長を相互評価する学習活動の設定 

    PPF 内の「成長シート」や PPF 内の成果物を基に，生徒は自分の生き方に関す

る「問い」，つまり，「なりたい自分の姿」にどれだけ近づけたかを仲間と相互評価

する。仲間の成長過程を見聞きしながら，生徒は自分と仲間の「思考のすべ」やこ

れまでの「学び」を比べながら，「問い」を新たに練り直していく。 
 
(3) 評価の実際 

  ① 教科・領域の授業の評価について 

 課題解決の達成度を測る学習活動の設定や課題解決過程の「学び」を価値付ける

学習活動の設定をしたことで，生徒が単元・題材の学習を通して，「何ができるよう

になったのか」「自分にとってどんな学ぶ意味があったのか」などを実感・納得させ

ることにつながった。例えば，理科の授業では，水面よりも高い位置の水中の「水

圧」と「大気圧」との関係を考えることで深まった水中での圧力の認識を基に，「ふ

れあい水槽」で水がこぼれないという日常事象をまとめることができた。（※資料 7） 
② 教科・領域横断的な授業の評価について（総合的な学習の時間－「生き方・学び

方」の時間） 

教科・領域での一つ一つの「学び」を紡ぎ，教科・領域横断的な「思考のすべ」

を自分の生き方に関係付ける様相が多く見受けられた。生徒は「成長シート」に，

「思考のすべ」の有用性の実感を記述している。また，「思考のすべ」を，授業での

課題を解決する手段だけではなく，日々の学校生活や行事などに実践できると実感

している生徒もいる。 
 

４．課題と展望 
 [課題] 

○ 思考を「すべカード」に俯瞰
ふ か ん

・整理させ，メタ認知を促し，「思考のすべ」を見いだ

させた一方で，「有用な思考を課題解決後にまとめる」というものにもなってきている。

今後も思考過程に対して，メタ認知をどのように促すかは検討する必要がある。 
○ 自ら立てた「問い」の質に深まりが出ない場合，自らの生き方と教科・領域横断的

な「思考のすべ」とのつながりを十分に見いだせない生徒もいるので，「問い」の質を

吟味する必要がある。 

 [展望] 

 ○ 全校アンケートで「PPF は，学校での一つ一つの「学び」をつなげ，自分の生き方

について考えることに有用だと思いますか？」の質問項目について，肯定的な答えが

８１％であった。今後も教科・領域の本質的な学びを大切にしつつ，教科・領域横断

的な視点から，思考の育成から，社会で必要な「資質・能力」の育成を図っていく。 
【参考・引用文献】 

 当校 URL－http://jhs.niigata.ed.niigata-u.ac.jp/ 
（上村 慎吾） 
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新潟大学教育学部附属新潟中学校・資料 
資料１－「思考のすべ」 

当校では，「『学ぶ喜び』を実感・納得する中で，生徒が自

分にとって意味あるものと価値付けた個々の思考操作，学習

方略，情意・態度等」を「思考のすべ」と定義している。 

 

 
 

 生徒の具体的な記述 

学習方略 
「図式化する」「公式や規則を見つける」「時系列にまとめる」「記号，符
号などを使う」「問いをつくる」「見通しを持つ」「見直す」「共有する」「項
目ごとに色分けしてノートや教科書に書き込む」「マッピングする」など 

思考操作 
「比べる」「関係付ける」「分類する」「仮定する」「一般化する」「類推す
る」「想像する」「予測する」「推測する」「視点転換」「多視点」「客観視」
「条件変更」「観点，基準を基に考える」「全体から細部を見る」など 

情意・態度等 
「成功した経験を生かす」「失敗から学ぶ」「仲間から学ぶ」「相手の立場
に立って気持ちを考える」「協調性を意識する」「話し合い等で楽しもうと
する」など 

 

資料２－「英語科の指導案」の一部抜粋（左側の四角囲みは３観点，右側は手だて） 

 

資料３－PPF の実物と PPF 内の成果物の写真 
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資料４－教科・領域の授業と「生き方・学び方」の時間とのつながり 

 

資料５－PPF 内の「ゴールシート」と「まとめシート」 

 
資料６－すべカード 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

資料７－理科の単元のまとめシート・「ふれあ
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6 上越教育大学附属中学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

社会構造の変化への対応の必要性やグローバル化の進展による利害関係を越えた国際協

調の必要性が一層高まってきている。また，これら既存の課題だけではなく，地域や国内，

国外に広く目を向け，新たに生じる可能性のある問題に対しても，課題を模索し多様な他

者と協働して解決に臨む必要がある。このような背景から当校では，これからの社会に必

要となる資質・能力を「情報統合力」「代替思考力」「企画創造力」「主体的実践力」「コミ

ュニケーション力」「コラボレーション力」の六つに整理し，これらをアビリティと呼び，

育成に向けて取り組んでいる。 

２．資質・能力を育む学習活動 
 アビリティの育成に向けて創設したグローバル人材育成科では，三年間の学習活動を 10

のステージに分け，各ステージに「課題討論の時間」，「企画創造の時間」，「グローバルコミ

ュニケーションの時間」を設定した。それぞれの時間では，主として育成するアビリティを

二つずつ位置付け，そのアビリティと関連する『スキル』の向上を目指す。例えば，「情報

統合力」の『スキル』として【情報収集】【情報整理】，「代替思考力」の『スキル』として

【思考拡散】【比較検討】【思考収束】が該当する。各ステージには，『スキル』をトレーニ

ングする場面と，実践を通して『スキル』を発揮する場面（地域と連携した取組やおもてな

し行事など）があり，相互の場面で『スキル』の向上を目指す。各教科では『スキル』の向

上を意識した学習活動を計画し，より効果的な各教科の目標達成に向けて，授業を展開する。 
３．評価の実践 
(1) 評価の枠組みや体制 

 アビリティに関する評価方法は大きく二つ，①階層型ルーブリックによる評価，②地域

の課題を数日かけて解決するパフォーマンス評価がある。これら『スキル』の評価を通じ，

アビリティの育成状況を把握する。また，各教科では，各教科の目標を第一とし，『スキル』

を評価するのではなく，従来どおり国語は五観点，他教科は四観点で行う。 
(2) 評価方法 

①階層型ルーブリックによる評価 
 グローバル人材育成科の各ステージで，階層型ルーブリックを活用し，生徒の活動の様

子や生徒がまとめたポートフォリオを基に評価を行う。階層型ルーブリックでは，『スキル』

に関するＡ評価を超えるＳ評価の姿を生徒に考えさせ，設定させることでより高次の姿を

目指させる。 
②地域の課題を数日かけて解決するパフォーマンス評価 
 「地域が抱える課題の解決に向けて」をテーマに数日かけてどのような活動をするかに

ついてパフォーマンステストＡ，パフォーマンステストＢを実施する。パフォーマンステ

ストＡでは，実際に行う活動内容やスケジュール等を筆答させ，『スキル』に関連する文言

がどの程度現れたかを教師が採点する。また，パフォーマンスＢでは，生徒がパフォーマ

ンスＡの筆答を基にしながら，実際に活動し，どのように行動したかを活動記録としてま

とめる。活動記録を教師が採点し，評価を行う。以下は２年生の課題である。 
 春休みの課題として，上越市が主催する「防災パンフレットコンテスト」に応募することになりました。

市民の防災意識を高めるために，市が主催したコンテストです。応募内容は，市が作る防災パンフレット

の表紙に用いられる「キャッチコピー」と自然災害への備えをまとめた「パンフレット内容」の二つです。 

 採用された場合，あなたの作ったキャッチコピーと防災の内容が市内のすべての家庭に配られます。
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また，副賞として，県外への防災視察ツアーに参加できます。提案するキャッチコピーと内容を考え，５

分間で発表してください。 
(3) 評価の実際 

 以下は，ステージ９「祭りをつくる」（３年生９月から 12 月）の階層型ルーブリックで

ある。生徒はＳ評価を作成し，これに基づいて活動を振り返り，ポートフォリオとして蓄

積していく。教師は，実際の活動の様子やポートフォリオに基づき，向上した『スキル』

を評価し，アビリティの育成状況を把握する。 

 
 右は，パフォーマンスＡの採点例である。下線

を引いて該当する『スキル』のナンバリングを行

い，採点表に記録する。その後，別の教師がもう

一度チェックし，表れた回数や種類などを点数化

する。『スキル』の表れた回数や種類を基に，各個

人の変化や学年間の比較，経年変化を追跡し，ア

ビリティの育成状況を把握する。また，結果を生

徒にフィードバックし，指導に生かしていく。 
４．課題と展望 
 課題として，次の三点が挙げられる。第一に，生徒に『スキル』をしっかりと認知させ

るということである。これにより，生徒が『スキル』を意識して学習活動に取り組み，ア

ビリティの育成が一層期待できると考えている。第二に，ポートフォリオの蓄積方法につ

いてである。従来の紙ベースから，いつでも誰でも見られるようにデジタルデータベース

化し，文章だけではなく，写真や音声なども蓄積していく方法を構築していく。第三に，

パフォーマンステストの採点において，教師間による評価基準の差をなくすということで

ある。生徒が記述した内容が，どの『スキル』に該当するか，記述が複数の『スキル』に

またがっている場合はどう判断するかなどをより明確にする必要がある。評価方法につい

ては，まだ完成したわけではなく，実践を通じて改善している段階にある。 
【参考・引用文献】 

上越教育大学附属中学校ポータルサイト http://fsportal.jhs.juen.ac.jp/ 

（濁川 朋也） 

-   81   -

また，副賞として，県外への防災視察ツアーに参加できます。提案するキャッチコピーと内容を考え，５

分間で発表してください。 
(3) 評価の実際 

 以下は，ステージ９「祭りをつくる」（３年生９月から 12 月）の階層型ルーブリックで

ある。生徒はＳ評価を作成し，これに基づいて活動を振り返り，ポートフォリオとして蓄

積していく。教師は，実際の活動の様子やポートフォリオに基づき，向上した『スキル』

を評価し，アビリティの育成状況を把握する。 

 
 右は，パフォーマンスＡの採点例である。下線

を引いて該当する『スキル』のナンバリングを行

い，採点表に記録する。その後，別の教師がもう

一度チェックし，表れた回数や種類などを点数化

する。『スキル』の表れた回数や種類を基に，各個

人の変化や学年間の比較，経年変化を追跡し，ア

ビリティの育成状況を把握する。また，結果を生

徒にフィードバックし，指導に生かしていく。 
４．課題と展望 
 課題として，次の三点が挙げられる。第一に，生徒に『スキル』をしっかりと認知させ

るということである。これにより，生徒が『スキル』を意識して学習活動に取り組み，ア

ビリティの育成が一層期待できると考えている。第二に，ポートフォリオの蓄積方法につ

いてである。従来の紙ベースから，いつでも誰でも見られるようにデジタルデータベース

化し，文章だけではなく，写真や音声なども蓄積していく方法を構築していく。第三に，

パフォーマンステストの採点において，教師間による評価基準の差をなくすということで

ある。生徒が記述した内容が，どの『スキル』に該当するか，記述が複数の『スキル』に

またがっている場合はどう判断するかなどをより明確にする必要がある。評価方法につい

ては，まだ完成したわけではなく，実践を通じて改善している段階にある。 
【参考・引用文献】 

上越教育大学附属中学校ポータルサイト http://fsportal.jhs.juen.ac.jp/ 

（濁川 朋也） 



-   82   -

7 静岡大学教育学部附属浜松中学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

本校では，「浜松中版タキソノミー」（別添資料）という資質・能力の分類表を作成する

ことにより，教育活動全体で育てる資質・能力を明確にとらえ，全教科で共通理解を図っ

ている。具体的には，資質・能力を知識（Ａ内容知／Ｂ方法知），スキル（Ｃ認知的スキ

ル／Ｄ身体的スキル／Ｅ社会的スキル），情意（Ｆ興味・関心／Ｇ追究意欲）の３領域（７

要素）に区分するとともに，全領域共通で５段階の階層レベルを設定している。階層レベ

ル１から３には，人間が創り上げてきた文化を学び，継承したり発展させたりする上で必

要とされる資質・能力を，階層レベル４には，意志決定したり，自己の生き方を探ったり

する上で必要とされる資質・能力を，階層レベル５には，実社会や学校生活における具体

的な課題に他者とともに取り組む際に必要な資質・能力を示している。 

 
２．資質・能力を育む学習活動 

具体的な学習活動としては，教科や学習内容の本質に迫るための問いとして，「浜松中

版タキソノミー」の知識（Ａ内容知／Ｂ方法知）に対応した「共通テーマ」を設定し，そ

の答えを導き出すためのパフォーマンス課題として「共通課題」に取り組ませる。そして，

課題追究の成果を生徒相互の交流活動によって共有化させることで，「共通テーマ」に対す

る考えを深めさせる。 

 
３．評価の実践 
(1) 評価と授業づくりの枠組みとしての「浜松中版タキソノミー」 

本校では，「共通課題（パフォーマンス課題）」に対する評価指標として，ルーブリック

等を作成せず，課題への取組と成果を評価する指標として，全教科共通で「浜松中版タキ

ソノミー」を用いる。それは，ルーブリックは作成に膨大な時間と労力を要する一方で，

課題の固定化を招く可能性があるためである。問いと課題は，授業づくりの中核であり，

最適なものを求めて常に更新されるべきである。また，子供の実態や指導者の意図によっ

て柔軟に設定できる自由度こそが，授業づくりの面白さにつながる。 

本校では，「浜松中版タキソノミー」の知識（Ａ内容知／Ｂ方法知）として示された学

習内容に対して，指導者が「共通テーマ（本質的な問い）」と「共通課題（パフォーマンス

課題）」を設定することにより，授業を構想する。その具体例を囲み１に示す。 

囲み１ 「共通テーマ（本質的な問い）」と「共通課題（パフォーマンス課題）」の例 

【教科・単元等】社会科「日本の諸地域の特徴」   
【中心となる学習内容】（階層レベル３の知識）  
地域の特色と問題は，地形や気候などの地理的条件に加え，歴史的な経緯により見られる

ものであり，現在もなお変化し続けているものである。  
【共通テーマ（本質的な問い）】  
各地域にはどのような特色と問題が見られるのか。また，それはなぜ見られるのか。  

【共通課題（パフォーマンス課題）】  
近代化の光と陰について，都市と農村の人口の推移や産業の変化などに着目してレポート

にまとめよう。 
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て柔軟に設定できる自由度こそが，授業づくりの面白さにつながる。 

本校では，「浜松中版タキソノミー」の知識（Ａ内容知／Ｂ方法知）として示された学

習内容に対して，指導者が「共通テーマ（本質的な問い）」と「共通課題（パフォーマンス

課題）」を設定することにより，授業を構想する。その具体例を囲み１に示す。 

囲み１ 「共通テーマ（本質的な問い）」と「共通課題（パフォーマンス課題）」の例 

【教科・単元等】社会科「日本の諸地域の特徴」   
【中心となる学習内容】（階層レベル３の知識）  
地域の特色と問題は，地形や気候などの地理的条件に加え，歴史的な経緯により見られる

ものであり，現在もなお変化し続けているものである。  
【共通テーマ（本質的な問い）】  
各地域にはどのような特色と問題が見られるのか。また，それはなぜ見られるのか。  

【共通課題（パフォーマンス課題）】  
近代化の光と陰について，都市と農村の人口の推移や産業の変化などに着目してレポート

にまとめよう。 
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(2) 評価の方法と実際 

形成的評価及び総括的評価の場面では，課題に対する実際のパフォーマンス（記述，発

言，行動，演奏，作品，プレイなど）を「浜松中版タキソノミー」に照らし，どのような

知識，スキル，情意が，どの程度（階層レベル）身に付いているか，指導者が判断する。 

「共通課題（パフォーマンス課題）」に対する生徒のパフォーマンスの例を囲み２に示

す。この保健体育科のバドミントンの例では，学習過程の中盤と最終を比較して，ダブル

スの陣形を示す図が大きく改善されていることが見取れる。この図や，図を作成している

際の生徒の様子，ゲームで実践している様子から，学習内容であるバドミントンの運動特

性（知識の階層レベル３）を身に付けたと判断している。また，その過程において，生徒

がスキル（Ｃ認知的スキル/Ｄ身体的スキル/Ｅ社会的スキル）及び情意（Ｆ興味・関心/

Ｇ追究意欲）を用いることでそれらのスキルや情意の質をも高めていったと判断している。 

囲み２ 「共通課題（パフォーマンス課題）」に対する生徒のパフォーマンスの例 

【共通課題（パフォーマンス課題）】  
個人やチームの能力に応じた作戦を立て，役割に応じたシャトル操作やチームメイトとの連

携により，攻防を展開しよう。  
中盤の陣形図 

 

最終の陣形図 

 

 (3) 学習指導要領に沿った評価 

本校では，従来の観点別評価に沿った学習目標に，「浜松中版タキソノミー」で明確化

した資質・能力の分類（要素と階層レベル）を当てはめることで，目標設定の改善や評価・

評定の充実を図っている。その具体例を囲み 3 に示す。 

囲み 3 「浜松中版タキソノミー」を利用した観点別目標の例 

数学科＜数学的への

関心・意欲・態度＞ 

立体的に見える平面図形のしくみについて，グループで交流するこ

とによって，解明しようとする。（ＡＢ3×Ｅ3・Ｆ3・Ｇ3） 

音楽科＜音楽表現の

技能＞ 

基礎的な奏法や旋律のまとめ方をもとに，フレーズ感を生かしなが

らよりよい響きで箏
こ と

を演奏することができる。（ＡＢ3×Ｃ3・Ｄ3） 

 
４．課題と展望 

評価と授業づくりの枠組みとして「浜松中版タキソノミー」を用いることは，資質・能

力と学習内容を構造的に捉えることができる，ルーブリック等の作成の手間がかからない，

授業設計の自由度が高いなどの利点の一方で，その内容がやや抽象的である。今後は実用

性を高めるため，多くの実践を基に改良を加え，より簡便で平易なものを目指したい。 

【参考・引用文献】 http://hdl.handle.net/10297/9852    

（柴田 広祐・野中 勲） 
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静岡大学教育学部附属浜松中学校・資料 

 

浜松中版タキソノミー（「希望の未来を拓く資質・能力」の全体像と 

カリキュラムの基本構造をとらえる枠組み）について 

 

本研究において育成する資質・能力の要素の全体像をとらえるため，石井（2015）1を基

盤とした枠組みを構築する（表 1）。その際，石井（2015）で設定されていない「精神運動

領域」に係る要素については，デイヴ及びシンプソンの試案2を参考に設定する等の改善を

図る。以下に石井・タキソノミーからの改善点をまとめる。また，石井・タキソノミーを

もとに，表記方法について付記する。 

 

【石井・タキソノミーからの主な改善点】 

①「精神運動領域」に関係する要素については，動作そのものの自動化や正確性，身体

の器用さなどに関係する力として，デイヴとシンプソンの試案を参考に「身体的スキ

ル」を設定する。 

②「知識」は，ウィギンズらの「知の構造」を参考に，「内容知」と「方法知」に分ける。 

③「情意」は，学習に向かう心的な力や，学習の自己評価や自己調整に関係する力とし

て，本校の教育研究による知見を参考に，「興味・関心」と「追究意欲」とする3。 

④次期学習指導要領における資質・能力の分類を見越して，文部科 1 学省による「育成

すべき資質・能力の三つの柱」との大まかな対応を示す。 

⑤便宜的に，要素カテゴリーを A から G で，階層レベルを 1 から 5 で示す。 

⑥学習指導案等での目標表記を想定し，平易な表現に改めるとともに，表の上下を反転

させる。 

 

【表記方法について】 

※「社会的スキル」と「情意」の欄で階層レベルの区分が点線になっているのは，「知識」

や「認知的スキル」，「身体的スキル」に比べて階層レベルごとの対応関係が緩やかであ

ることを示している。 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1 石井英真（2015），『現代アメリカにおける学力形成論の展開－スタンダードに基づくカリキュラム設

計［増補版］』，東信堂，pp.353-371.を参照。 
2 石井英真（2015），同書，p.399.を参照。 
3  詳しくは，梶田叡一・静岡大学教育学部附属浜松中学校（1992），『自己の生き方を探る授業の創造－

価値観の形成とセミナー学習の提唱』，明治図書，pp.28-34.を参照。 
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表
１

浜
松
中
版
タ
キ
ソ
ノ
ミ
ー
（「

希
望
の
未
来
を
拓
く
資
質
・
能
力
」
の
全
体
像
と
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
基
本
構
造
を
と
ら
え
る
枠
組
み
）

 
学
校
で
育
成
す
る
資
質
・
能
力
の

３
つ

の
領
域
と
７
つ
の
要
素

 
学
習

 
活
動

 
能

力
・

学
習

活
動
の

階
層

レ
ベ

ル
 

（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
造
）

 
知
識

 
ス
キ

ル
 

情
意

 
Ａ
内
容
知

 
Ｂ
方
法
知

 
Ｃ
認
知
的
ス
キ
ル

 
Ｄ

身
体
的

ス
キ

ル
 

Ｅ
社
会
的
ス
キ
ル

 
Ｆ
興
味
・
関
心

 
Ｇ
追
究
意
欲

 
 

学 習 の 枠 づ け 自 体 を 学 習 者 た ち が

決 定 ・ 再 構 成 す る 学 習 （ 探 究 ）  

５
社

会
関

係

の
自

治
的
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織
化

と
再

構

成
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シ
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テ
ム
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と
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す
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考
え
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体
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運
営
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治
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す

る
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り
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論

生
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解

決
す

る
，
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ベ
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・
企
画
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立
案
す
る
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社
会

問
題

の
解

決
へ

関
与

し

た
り
参
画
し
た
り
す
る

目
的
の
達
成

に
向
け
て
行

動
し
た
り
新

た
な
動
き
を

創
出
し
た
り

す
る

自
主

的
に

目
的

を
共

有
す

る
チ

ー
ム

を
つ

く
り

ル
ー

ル
を

定
め

た
り

分
業

し
た

り
す
る
，
チ
ー
ム
を
リ
ー
ド

し
た
り
運
営
し
た
り
す
る
，

対
立

の
解

消
や
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意

形
成

を
す
る

社
会
的
責
任

や

倫
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に
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と
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い
て
行

動

し
よ
う
と
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る

道
徳
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値
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や
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す
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的
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定
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探
究
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知
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ス
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習
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定
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す
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収
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す
る
，
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価
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調
整
す
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志
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自
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生
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す
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意
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す
る

教 科 等 の 枠 づ け の 中 で の 学 習  
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３
知
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の

有

意
味

な
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と
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造
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使

え
る
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8 広島大学附属三原小学校・広島大学附属三原中学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組  

本小中学校は，新領域「希望（のぞみ）」の時間を核とし，

幼稚園を含めた 12 年間一貫の全教育活動において，「キャ

リアプランニング能力（なりたい自分になる力），人間関係

形成・社会形成能力（関係を構築する力），課題対応能力（達

成へ向かう力）」の三つの資質・能力と，「自律・共生・参

画」の三つの態度・価値観の育成を目指している（図１）。

これらは，「社会的自立の基礎となる資質・能力及び態度・

価値観の体系的な育成のための，幼小中一貫の新領域を核

とした自己開発型教育の研究開発」に取り組む中で，子供

の実態や児童生徒質問紙調査結果の因子分析等を総合的に

判断し焦点化したものである。 

２．資質・能力を育む学習活動  
幼小中の 12 年間を発達の特性や接続を意識した 5 区分（年少・年中，年長～小 2，3・4

年，小 5～中 1，中 2・3 年）で捉え，資質・能力に係る到達目標を設定した。また小中学

校では，道徳及び特別活動の一部と「総合的な学習の時間」の時数を削減し，新領域「希

望（のぞみ）」（小１:54，小 2:55，小 3～6:各 90，中 1:70，中 2～3:各 90 時間）を設置し

た。そして，人的リソースの活用や，PDCA サイクルによる主体的に自己を変容させる評価

を特色とした体験的な問題解決学習等の単元を開発した。さらに，三つの資質・能力は全

教育活動で育むべき「通教科的能力」と位置付け，各教科では，「通教科的能力と関連的に

育む各教科の本質に根ざした資質・能力」を明確にし，授業改善に取り組んでいる。 

３．評価の実践  
(1) 評価の枠組みや体制 

新領域「希望（のぞみ）」では，三つの資質・能力について 12 年間の系統的な到達目標

を設定し，その評価を通して，「めざす姿」に向けて自分を振り返り，成長させることがで

きる子供の育成を目指す。そのため，評価プロジェクトチームが作成した 12 年間一貫ルー

ブリック表をもとに，教師が見取りを行うとともに，OPPA（One Paper Portfolio Assessment）

による「主体的に自己を変容させる評価」を試みた。また，教科においても，「希望（のぞ

み）」の評価を生かしながら，学習指導要領の評価の観点と関連させた評価を実践している。 

(2) 評価方法等 

「希望（のぞみ）」の評価方法と評価方法の開発で目指す姿は，次のとおりである。 
単元の
流れ 

評価方法 評価方法の開発でめざす姿 
質問紙調査 パフォーマンス評価 ポートフォリオ評価 子ども 教師 

事前 
 

導入 
 
 

展開 
 

まとめ
 

事後 

・質問紙作成
・事前調査 
 
・毎時間の自
己評価 

 
 
 
・事後調査 

・パフォーマンス課題作
成 

・パフォーマンスを引き
出す課題の実施（事
前・事後） 

※幼稚園：パフォーマン
スを引き出す環境設定 
 

・ルーブリック設定 
・12 年間一貫評価規

準に基づき単元の
ルーブリックを作
成し事後修正 

※幼稚園：資質・能
力評価表を活用 
 

・ポートフォリオ計画 
・パフォーマンス課題 
（事前・事後）の評価結
果 
・質問紙調査結果 
（事前・毎時・事後） 
・成果物 
（OPP・作文・作品・行

動の記録等） 

ルーブリック
や他者の助言
を活用し，主
体的に自己を
変容させてい
く。 
※幼稚園：身

近な人に認
められる喜
びを感じ，
自信をもっ
て粘り強く
やってみる。 

評 価 計 画 に
沿 っ た 取 り
組みにより，
子 ど も の 状
況 を 発 達 の
段 階 を 踏 ま
え て 適 切 に
把握し，次の
指 導 へ つ な
ぐ こ と が で
きる。 ・評価結果の分析と改善への見通し※幼稚園：エピソード記録をもとにした保育カン

ファレンスにより，環境構成・援助の改善 

◎年間３回程度，小中共通の児童生徒質問紙調査を実施し，肯定的回答の変化から全体の傾向や，個の意識の変化を把握
し，教師の見とり等と併せて，成果や課題を見つけ，単元指導計画の改善を図るとともに，子どもへのフィードバックを
する。 

図１ 教育課程構造図  
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 (3) 12 年間一貫の評価の実際 

①発達の段階に即した評価  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
②OPP（ワンペーパーポートフォリオ）の内容 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．課題と展望  
幼小中の教師が 12 年間一貫の視点に立って評価研究の目的を捉え，子供の実態や評価の

特徴を交流し，理解を深め実践に生かすことができつつある。また単元で育てたい資質・

能力を子供自身が自覚し，友達や先生からの助言により視点を広げながら振り返りをする

ことで，自分のよさに気付き，より主体的に取り組もうとする姿も見られるようになって

いる。毎時間の振り返りの時間の確保や教師の一筆指導をタイムリーに返却することは容

易ではなく，フィードバックの効果も即効的とはいかないが，今後も，子供と教師が目標

や評価について共有して取り組むことにより，評価の信頼性，妥当性を高めていきたい。 

【参考・引用文献】  
広島大学附属三原学校園 HP https://www.hiroshima-u.ac.jp/fu_mihara 
文部科学省研究開発学校指定校研究開発実施報告書 平成 28 年度〔第 5年次（延長 2年次）〕 

（鈴木 昌二・松本 裕子） 

小学校 1 年生後期～中学校 3 年生 小学校 1 年生前期 幼稚園 

資質・能力評価表による 

子どもの変容の見とり 

エピソード記録をもとにした

保育カンファレンス 

OPP（ワンペーパーポートフォリオ）による振り返り 

3 つの資質・能力別  

あD 
あB 

あC 

あA 

毎時間のチェック表による 

振り返りとビデオトーク 

 

私 は ， 最 初 （ の 方 ）

で，のびのび成 長 し

たんですけど最 後は

ちょっと（自 分 ででき

ることが）減 ってしま

ったので残念です。 

単元：導入→→→→→→→→→→→→展開→→→→→→→→→→→→まとめ 

A 目標の設定   B 毎時間の振り返り  C 子どもカンファレンス     D 単元の振り返り  

A：なりたい自分のキーワード化，  
個人・グループ・全体目標の設定  

B：自己評価と教師の一筆指導  
C：他者評価による視点の拡大  
D：自己の変化への気づきと教師から

のメッセージ（裏面にも続く）  
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②OPP（ワンペーパーポートフォリオ）の内容 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．課題と展望  
幼小中の教師が 12 年間一貫の視点に立って評価研究の目的を捉え，子供の実態や評価の

特徴を交流し，理解を深め実践に生かすことができつつある。また単元で育てたい資質・

能力を子供自身が自覚し，友達や先生からの助言により視点を広げながら振り返りをする

ことで，自分のよさに気付き，より主体的に取り組もうとする姿も見られるようになって

いる。毎時間の振り返りの時間の確保や教師の一筆指導をタイムリーに返却することは容

易ではなく，フィードバックの効果も即効的とはいかないが，今後も，子供と教師が目標

や評価について共有して取り組むことにより，評価の信頼性，妥当性を高めていきたい。 

【参考・引用文献】  
広島大学附属三原学校園 HP https://www.hiroshima-u.ac.jp/fu_mihara 
文部科学省研究開発学校指定校研究開発実施報告書 平成 28 年度〔第 5年次（延長 2年次）〕 

（鈴木 昌二・松本 裕子） 

小学校 1 年生後期～中学校 3 年生 小学校 1 年生前期 幼稚園 

資質・能力評価表による 

子どもの変容の見とり 

エピソード記録をもとにした

保育カンファレンス 

OPP（ワンペーパーポートフォリオ）による振り返り 

3 つの資質・能力別  

あD 
あB 

あC 

あA 

毎時間のチェック表による 

振り返りとビデオトーク 

 

私 は ， 最 初 （ の 方 ）

で，のびのび成 長 し

たんですけど最 後は

ちょっと（自 分 ででき

ることが）減 ってしま

ったので残念です。 

単元：導入→→→→→→→→→→→→展開→→→→→→→→→→→→まとめ 

A 目標の設定   B 毎時間の振り返り  C 子どもカンファレンス     D 単元の振り返り  

A：なりたい自分のキーワード化，  
個人・グループ・全体目標の設定  

B：自己評価と教師の一筆指導  
C：他者評価による視点の拡大  
D：自己の変化への気づきと教師から

のメッセージ（裏面にも続く）  
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1
入
園
時

【
人
と
関
わ
っ
て
い
る
場
面
で
】
他
者
と
関
わ
ろ
う
と

せ
ず
，
他
者
に
自
分
の
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
な
い
。

【
好
き
な
遊
び
の
時
間
で
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た

と
き
】
躊
躇
し
て
や
ら
な
か
っ
た
り
，
あ
き
ら
め
た
り

す
る
。

自
分
の
こ
と
で
精
い
っ
ぱ
い
で
，
周
り
の
こ
と
に
思
い

が
及
ば
な
い
。

2
年
少
段
階

【
人
と
関
わ
っ
て
い
る
場
面
で
】
相
手
に
よ
っ
て
は
，

自
分
の
思
い
を
伝
え
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

【
好
き
な
遊
び
の
時
間
で
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た

と
き
】
対
象
に
興
味
を
も
っ
て
自
分
で
考
え
た
り
，
試

し
た
り
す
る
。

身
近
な
友
だ
ち
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
や
っ
て
み
て
，

周
り
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
。

3
年
中
段
階

身
近
な
友
だ
ち
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
見
つ
け
て
や
っ

て
み
て
，
周
り
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

4
年
長
段
階

身
近
な
友
だ
ち
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
見
つ
け
て
，
ど

う
し
た
ら
い
い
か
考
え
，
自
分
（
た
ち
）
で
進
ん
で
行

動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

発
表

す
る

聞
く

グ
ル

ー
プ

で
話

し
合

う
目

標
を

決
め

る
活

動
を

振
り

返
る

自
分

の
考

え
を

相
手

に
聞

こ
え

る
声

で
伝

え
て

い
る

。
相

手
の

話
し

た
こ

と
を

最
後

ま
で

聞
き

，
反

応
し

て
い

る
。

相
手

の
意

見
を

聞
き

な
が

ら
，

自
分

の
希

望
も

伝
え

な
が

ら
発

言
し

て
い

る
。

課
題

が
解

決
で

き
る

よ
う

な
適

切
な

目
標

を
決

め
て

，
方

法
も

考
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

方
法

を
選

ん
で

，
進

ん
で

行
動

し
て

い
る

。
自

ら
進

ん
で

，
役

割
や

仕
事

に
取

組
み

，
意

欲
的

に
行

動
し

て
い

る
。

自
分

の
役

割
や

仕
事

，
自

分
の

が
ん

ば
り

に
つ

い
て

，
自

分
の

言
葉

で
振

り
返

る
こ

と
が

で
き

て
い

る
。

賛
成

や
反

対
や

好
き

嫌
い

な
ど

，
一

方
的

に
自

分
の

希
望

を
述

べ
た

り
し

て
い

る
。

●
自

分
の

考
え

が
発

表
で

き
な

い
。

●
相

手
の

考
え

を
聞

い
て

い
な

い
。

相
手

の
話

に
耳

を
傾

け
て

い
る

が
，

自
分

の
考

え
は

言
わ

な
い

。
●

発
言

し
て

い
な

い
。

課
題

が
解

決
で

き
る

よ
う

な
目

標
を

き
め

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
●

目
標

を
決

め
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

途
中

で
活

動
を

や
め

て
い

る
。

●
行

動
し

て
い

な
い

。
途

中
で

活
動

を
や

め
て

い
る

。
●

自
分

の
役

割
や

仕
事

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
。

自
分

の
が

ん
ば

っ
た

こ
と

や
こ

れ
か

ら
頑

張
り

た
い

こ
と

が
言

え
な

い
。

●
活

動
に

つ
い

て
振

り
返

り
が

言
え

な
い

。

発
表

す
る

聞
く

話
し

合
う

目
標

を
決

め
，

計
画

す
る

方
法

を
考

え
る

活
動

を
振

り
返

る

理
由

を
つ

け
て

自
分

の
考

え
を

発
表

し
て

い
る

。
客

観
的

な
資

料
を

根
拠

に
し

て
考

え
を

発
表

し
て

い
る

。

自
分

と
相

手
の

考
え

と
比

べ
な

が
ら

聞
き

，
相

手
の

考
え

に
質

問
し

た
り

つ
け

足
し

し
た

り
し

て
い

る
。

自
分

と
相

手
の

考
え

を
聞

き
比

べ
，

共
通

の
考

え
を

取
り

入
れ

た
り

，
互

い
の

考
え

を
調

整
し

た
り

し
て

い
る

。

課
題

解
決

に
向

け
て

，
見

通
し

を
持

っ
た

自
分

の
め

あ
て

を
決

め
て

い
る

。
い

く
つ

か
の

方
法

を
組

み
合

わ
せ

た
り

，
取

り
組

む
順

序
を

工
夫

し
た

り
し

て
計

画
し

て
い

る
。

課
題

解
決

に
向

け
て

，
こ

れ
ま

で
の

自
分

た
ち

や
上

学
年

が
行

っ
て

き
た

方
法

を
参

考
に

考
え

て
い

る
。

活
動

し
な

が
ら

，
適

宜
方

法
や

計
画

を
修

正
し

な
が

ら
取

り
組

ん
で

い
る

。
自

分
の

得
意

な
分

野
を

い
か

し
て

，
意

欲
的

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
自

分
の

役
割

や
仕

事
に

対
す

る
振

り
返

り
か

ら
，

成
果

や
課

題
を

明
ら

か
し

て
い

る
。

学
ん

だ
こ

と
を

日
常

生
活

の
過

ご
し

方
と

つ
な

げ
て

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
る

。

発
表

内
容

が
単

な
る

事
実

や
感

想
で

あ
っ

た
り

，
根

拠
を

示
さ

な
い

ま
ま

賛
成

反
対

を
述

べ
た

り
し

て
い

る
。

●
自

分
の

考
え

を
発

表
し

な
い

。

●
相

手
の

考
え

を
聞

い
て

い
な

い
。

●
相

手
の

考
え

を
一

方
的

に
拒

否
し

て
，

自
分

の
考

え
を

押
し

通
そ

う
と

す
る

。
●

話
し

合
い

に
参

加
し

な
い

。
ま

た
は

，
相

手
の

考
え

を
聞

い
て

い
る

だ
け

で
あ

る
。

課
題

解
決

に
結

び
つ

か
な

い
め

あ
て

を
決

め
て

い
る

。
実

行
性

の
な

い
計

画
を

立
て

て
い

る
。

●
目

標
を

決
め

た
り

，
計

画
を

立
て

た
り

で
き

な
い

。

自
分

の
興

味
関

心
だ

け
で

考
え

て
い

る
。

●
方

法
を

考
え

て
い

な
い

。
活

動
の

ね
ら

い
が

ず
れ

た
り

，
途

中
で

や
め

た
り

し
て

い
る

。
●

活
動

し
て

い
な

い
。

人
か

ら
促

さ
れ

て
活

動
し

て
い

る
。

●
本

来
す

る
べ

き
役

割
や

仕
事

と
異

な
る

こ
と

に
取

り
組

ん
で

い
る

。

●
活

動
の

振
り

返
り

を
書

い
た

り
，

発
表

し
た

り
で

き
な

い
。

発
表

す
る

。
(自

分
の

考
え

)
聞

い
て

ま
と

め
る

。
話

し
合

う
。

(小
集

団
の

中
)

目
標

を
決

め
，

計
画

す
る

。
方

法
を

選
ぶ

。
活

動
を

振
り

返
る

。
(発

言
や

記
述

)
相

手
の

状
況

に
応

じ
て

，
根

拠
を

示
し

な
が

ら
，

説
得

的
に

意
見

を
述

べ
て

い
る

。
（

相
手

に
自

分
の

考
え

を
伝

え
，

理
解

し
て

も
ら

お
う

と
し

て
い

る
。

）

相
手

の
意

見
に

耳
を

傾
け

分
か

り
や

す
く

ま
と

め
る

こ
と

が
で

き
て

い
る

。
相

手
の

意
見

を
聞

き
な

が
ら

，
自

分
の

意
見

を
調

整
し

，
集

団
の

意
見

が
ま

と
ま

る
よ

う
に

発
言

し
て

い
る

。

課
題

解
決

に
向

け
て

適
切

な
目

標
を

決
め

，
計

画
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

課
題

解
決

に
向

け
て

多
様

な
方

法
か

ら
適

切
な

方
法

を
選

ぶ
こ

と
が

で
き

る
。

多
様

な
方

法
か

ら
適

切
な

方
法

を
自

ら
選

び
，

進
ん

で
課

題
解

決
に

向
け

て
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

自
ら

進
ん

で
役

割
や

仕
事

に
取

組
み

，
意

欲
的

に
学

ぶ
こ

と
が

で
き

る
。

自
分

の
役

割
や

仕
事

，
学

ん
だ

こ
と

に
つ

い
て

成
果

と
課

題
を

意
識

し
て

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
て

い
る

。

賛
成

反
対

や
好

き
嫌

い
，

単
な

る
感

想
を

述
べ

て
い

る
。

根
拠

が
示

せ
て

い
な

か
っ

た
り

，
一

方
的

に
自

分
の

希
望

を
述

べ
た

り
し

て
い

る
。

●
自

分
の

考
え

が
発

表
で

き
な

い
。

相
手

の
意

見
を

繰
り

返
し

て
い

る
だ

け
で

あ
る

。
●

相
手

の
意

見
を

聞
い

て
い

な
い

。

他
の

人
の

意
見

へ
の

賛
成

・
反

対
し

か
述

べ
て

い
な

い
。

相
手

の
話

に
耳

を
傾

け
て

い
る

が
，

自
分

の
考

え
は

言
わ

な
い

。
●

発
言

し
て

い
な

い
。

実
行

で
き

な
い

計
画

を
立

て
て

い
る

。
●

目
標

を
決

め
た

り
，

計
画

を
立

て
た

り
で

き
な

い
。

適
切

で
な

い
(妥

当
性

や
実

行
性

に
欠

け
て

い
る

)方
法

を
選

ん
で

い
る

。
●

方
法

を
考

え
ら

れ
な

い
。

途
中

で
活

動
を

や
め

て
い

る
。

他
の

人
の

指
示

で
行

動
し

て
い

る
。

●
行

動
し

て
い

な
い

。

他
の

人
の

指
示

で
行

動
し

て
い

る
.

●
自

分
の

役
割

や
仕

事
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

。

振
り

返
り

を
書

い
て

い
な

い
。

自
分

の
役

割
や

仕
事

に
つ

い
て

自
ら

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
。

●
活

動
に

つ
い

て
振

り
返

り
が

言
え

な
い

。

発
表

す
る

。
(自

分
の

考
え

)
聞

い
て

ま
と

め
る

。
話

し
合

う
。

(小
集

団
の

中
)

目
標

を
決

め
，

計
画

す
る

。
方

法
を

選
ぶ

。
活

動
を

振
り

返
る

。
(発

言
や

記
述

)
相

手
の

状
況

に
応

じ
て

，
根

拠
を

示
し

な
が

ら
，

説
得

的
に

意
見

を
述

べ
て

い
る

。
（

相
手

に
自

分
の

考
え

を
伝

え
，

理
解

し
て

も
ら

お
う

と
し

て
い

る
。

）

相
手

の
意

見
を

聞
き

，
共

通
点

や
類

似
点

，
相

違
点

な
ど

を
分

析
し

た
上

で
分

か
り

や
す

く
ま

と
め

る
こ

と
が

で
き

て
い

る
。

相
手

の
意

見
を

聞
き

な
が

ら
，

自
分

や
集

団
の

意
見

を
調

整
し

な
が

ら
，

集
団

の
意

見
が

ま
と

ま
る

よ
う

に
発

言
し

て
い

る
。

新
た

に
挑

戦
し

た
い

こ
と

を
創

造
的

に
見

つ
け

，
実

行
に

当
た

っ
て

の
課

題
解

決
に

向
け

て
適

切
な

目
標

を
決

め
，

計
画

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

課
題

解
決

に
向

け
て

多
様

な
方

法
か

ら
適

切
な

方
法

を
選

ぶ
こ

と
が

で
き

る
。

多
様

な
方

法
か

ら
適

切
な

方
法

を
自

ら
選

び
，

進
ん

で
課

題
解

決
に

向
け

て
最

後
ま

で
粘

り
強

く
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

自
ら

進
ん

で
役

割
や

仕
事

に
取

組
み

，
意

欲
的

に
学

ぶ
こ

と
が

で
き

る
。

自
分

の
役

割
や

仕
事

，
学

ん
だ

こ
と

に
つ

い
て

全
体

と
の

関
連

も
意

識
し

な
が

ら
，

成
果

と
課

題
を

意
識

し
て

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
て

い
る

。

根
拠

な
く

，
表

面
的

な
意

見
を

述
べ

て
い

る
。

相
手

の
立

場
や

気
持

ち
を

踏
ま

え
て

い
な

い
発

言
を

す
る

。
●

自
分

の
考

え
が

発
表

で
き

な
い

（
発

表
し

な
い

）
。

意
見

の
共

通
点

や
類

似
点

，
相

違
点

な
ど

を
意

識
し

て
い

な
い

。
相

手
の

意
見

を
繰

り
返

し
て

い
る

だ
け

で
あ

る
。

●
相

手
の

意
見

を
聞

い
て

い
な

い
。

他
の

人
の

意
見

へ
の

賛
成

・
反

対
し

か
述

べ
な

い
。

相
手

の
話

に
耳

を
傾

け
て

い
る

が
，

自
分

の
考

え
は

言
わ

な
い

。
●

発
言

し
て

い
な

い
。

安
易

に
同

調
す

る
。

発
展

性
に

欠
け

，
新

た
な

視
点

で
考

え
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
。

課
題

解
決

に
向

け
た

目
標

を
決

め
ら

れ
て

い
な

い
。

計
画

を
立

て
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
，

あ
る

い
は

実
行

で
き

な
い

計
画

を
立

て
て

い
る

。
●

見
通

し
が

持
て

て
い

な
い

，
全

体
の

イ
メ

ー
ジ

が
で

き
て

い
な

い
。

●
目

標
を

決
め

た
り

，
計

画
を

立
て

た
り

で
き

な
い

。

適
切

で
な

い
(
妥

当
性

や
実

行
性

に
欠

け
て

い
る

)
方

法
を

選
ん

で
い

る
。

●
方

法
を

考
え

ら
れ

な
い

。
●

方
法

を
選

ん
で

い
な

い
。

途
中

で
活

動
を

や
め

て
い

る
。

他
の

人
の

指
示

で
行

動
し

て
い

る
。

目
的

な
く

行
動

し
，

こ
な

す
だ

け
に

な
っ

て
い

る
。

●
行

動
し

て
い

な
い

（
活

動
し

て
い

な
い

）
。

他
の

人
の

指
示

で
行

動
し

て
い

る
。

●
自

分
の

役
割

や
仕

事
を

理
解

し
て

い
な

い
。

●
自

分
の

役
割

や
仕

事
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

。

自
分

の
役

割
や

仕
事

に
つ

い
て

自
ら

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
。

自
分

の
役

割
や

仕
事

が
全

体
に

ど
う

生
き

て
い

る
の

か
分

か
っ

て
い

な
い

。
●

活
動

に
つ

い
て

振
り

返
り

が
言

え
な

い
。

振
り

返
り

を
書

い
て

い
な

い
。

身
近

な
集

団
の

中
で

，
課

題
解

決
に

向
け

て
多

様
な

方
法

を
考

え
，

目
標

を
も

ち
な

が
ら

最
後

ま
で

行
動

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
役

割
や

仕
事

に
責

任
を

も
っ

て
取

り
組

み
，

そ
の

体
験

を
ふ

り
返

り
な

が
ら

日
々

の
自

分
の

あ
り

方
に

つ
い

て
考

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

相
手

の
立

場
や

気
も

ち
を

尊
重

し
な

が
ら

考
え

を
分

か
り

や
す

く
伝

え
合

っ
た

り
，

相
手

の
考

え
か

ら
自

分
自

身
を

客
観

的
に

見
つ

め
た

り
す

る
と

と
も

に
，

全
体

の
情

況
を

見
通

し
な

が
ら

，
集

団
の

さ
ま

ざ
ま

な
意

見
に

折
り

合
い

を
つ

け
，

全
体

の
意

見
と

し
て

ま
と

め
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

。

行
動

す
る

指
導
や
援
助
が
必
要

な
姿
（
●
重
点
的
に

指
導
）

指
導
や
援
助
が
必
要

な
姿
（
●
重
点
的
に

指
導
）

評
価
対
象
と
す
る

活
動

達
成
し
て
い
る
姿

達
成
し
て
い
る
姿

人
間

関
係

形
成

・
社

会
形

成
能

力
課

題
対

応
能

力
キ

ャ
リ

ア
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
能

力

自
分

の
思

い
を

相
手

に
分

か
る

よ
う

に
言

葉
や

態
度

で
伝

え
た

り
，

相
手

の
思

い
に

気
付

い
て

受
け

止
め

た
り

す
る

と
と

も
に

，
相

手
や

ま
わ

り
の

様
子

を
見

て
，

自
分

な
り

に
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

教
師

や
友

だ
ち

に
ア

ド
バ

イ
ス

を
も

ら
い

な
が

ら
，

目
標

や
方

法
を

決
め

，
自

分
に

で
き

る
こ

と
を

継
続

し
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
自

分
の

役
割

や
仕

事
に

責
任

を
も

っ
て

取
り

組
み

，
み

ん
な

の
た

め
に

な
る

こ
と

を
自

分
た

ち
な

り
に

考
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
番

活
動

や
椅

子
並

べ
な

ど
を

す
る

中
で

，
や

り
方

や
考

え
た

こ
と

を
様

々
な

方
法

（
動

き
や

言
葉

等
）

で
相

手
に

伝
え

よ
う

と
す

る
。

【
好
き
な
遊
び
の
時
間
で
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た
と
き
】
自
分
の
目
的
に
向
か
っ
て
，
自
分
で
考
え
た
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
試
し
た
り
工
夫
し
た
り
す
る
。

【
好
き
な
遊
び
の
時
間
で
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た
と
き
】
自
分
の
目
的
に
向
か
っ
て
，
自
分
で
考
え
た
こ
と
を
繰
り
返
し
試
し
て
み
る
。

【
人
と
関
わ
っ
て
い
る
場
面
で
】
相
手
に
よ
っ
て
は
，
相
手
の
様
子
を
み
な
が
ら
，
自
分
の
思
い
を
伝
え
た
り
，
相
手
の
思
い
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
人
と
関
わ
っ
て
い
る
場
面
で
】
い
ろ
い
ろ
な
相
手
に
対
し
て
，
相
手
の
様
子
を
み
な
が
ら
，
自
分
の
思
い
を
相
手
に
分
か
る
よ
う
に
伝
え
た
り
，
相
手
の
思
い
を
聞
い
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成

2
8
年

度
　

通
教

科
的

能
力

の
ル

ー
ブ

リ
ッ

ク
　

―
子

ど
も

の
活

動
場

面
で

の
評

価
―

　
　

　
　

広
島

大
学

附
属

三
原

学
校

園

行
動

す
る

。

行
動

す
る

。

身
近

な
集

団
や

社
会

の
中

で
，

課
題

解
決

に
向

け
て

多
様

な
方

法
か

ら
よ

り
適

切
な

方
法

を
選

び
，

自
ら

目
標

を
決

め
，

最
後

ま
で

行
動

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
役

割
や

仕
事

に
責

任
を

持
っ

て
取

り
組

ん
だ

り
，

意
欲

を
持

っ
て

学
ん

だ
り

し
な

が
ら

，
自

分
と

社
会

と
の

つ
な

が
り

に
気

づ
き

，
自

分
の

生
き

方
に

つ
い

て
考

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

地
域

社
会

と
の

か
か

わ
り

の
中

で
，

新
た

に
挑

戦
し

て
み

た
い

こ
と

を
見

つ
け

て
，

見
通

し
を

も
っ

て
計

画
立

案
を

繰
り

返
し

，
自

ら
目

標
を

決
め

，
最

後
ま

で
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

役
割

や
仕

事
に

責
任

を
も

っ
て

取
り

組
ん

だ
り

，
意

欲
を

も
っ

て
学

ん
だ

り
し

な
が

ら
，

自
分

と
社

会
と

の
つ

な
が

り
に

つ
い

て
考

え
，

自
分

の
将

来
や

生
き

方
を

描
く

こ
と

が
で

き
る

。

幼 稚 園

自
分

の
思

い
を

友
だ

ち
と

伝
え

合
っ

た
り

，
相

手
の

思
い

に
気

づ
き

，
自

分
で

考
え

て
行

動
し

よ
う

と
し

た
り

す
る

。
共

通
の

目
的

に
向

け
て

，
友

だ
ち

と
協

力
し

て
考

え
た

り
，

試
し

た
り

し
よ

う
と

す
る

。

評
価
規
準

行
動

す
る

相
手

の
立

場
や

気
持

ち
を

尊
重

し
な

が
ら

考
え

を
分

か
り

や
す

く
伝

え
合

う
と

と
も

に
，

小
集

団
の

活
動

を
中

心
と

し
な

が
ら

全
体

の
情

況
を

見
て

，
友

達
の

意
見

を
ま

と
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

相
手

の
立

場
や

気
も

ち
を

認
め

な
が

ら
考

え
を

伝
え

合
う

と
と

も
に

，
小

集
団

の
情

況
を

見
て

，
な

か
ま

と
一

緒
に

試
行

錯
誤

し
な

が
ら

集
団

と
し

て
活

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

評
価
対
象
と
す
る

活
動

評
価
対
象
と
す
る

活
動

学 年
区 分

１ ・ ２ 年 生

評
価
対
象
と
す
る

活
動

指
導
や
援
助
が
必
要

な
姿
（
●
重
点
的
に

指
導
）

入 門 期 ・ 幼 小 接 続 期

中 間 期 小 中 接 続 期 最 終 期

資
質

・
能

力
(
通

教
科

的
能

力
）

評
価
規
準

評
価
規
準

評
価
規
準

評
価
規
準

指
導
や
援
助
が
必
要

な
姿
（
●
重
点
的
に

指
導
）

達
成
し
て
い
る
姿

達
成
し
て
い
る
姿

-   88   -

1
入
園
時

【
人
と
関
わ
っ
て
い
る
場
面
で
】
他
者
と
関
わ
ろ
う
と

せ
ず
，
他
者
に
自
分
の
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
な
い
。

【
好
き
な
遊
び
の
時
間
で
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た

と
き
】
躊
躇
し
て
や
ら
な
か
っ
た
り
，
あ
き
ら
め
た
り

す
る
。

自
分
の
こ
と
で
精
い
っ
ぱ
い
で
，
周
り
の
こ
と
に
思
い

が
及
ば
な
い
。

2
年
少
段
階

【
人
と
関
わ
っ
て
い
る
場
面
で
】
相
手
に
よ
っ
て
は
，

自
分
の
思
い
を
伝
え
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

【
好
き
な
遊
び
の
時
間
で
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た

と
き
】
対
象
に
興
味
を
も
っ
て
自
分
で
考
え
た
り
，
試

し
た
り
す
る
。

身
近
な
友
だ
ち
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
や
っ
て
み
て
，

周
り
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
。

3
年
中
段
階

身
近
な
友
だ
ち
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
見
つ
け
て
や
っ

て
み
て
，
周
り
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

4
年
長
段
階

身
近
な
友
だ
ち
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
見
つ
け
て
，
ど

う
し
た
ら
い
い
か
考
え
，
自
分
（
た
ち
）
で
進
ん
で
行

動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

発
表

す
る

聞
く

グ
ル

ー
プ

で
話

し
合

う
目

標
を

決
め

る
活

動
を

振
り

返
る

自
分

の
考

え
を

相
手

に
聞

こ
え

る
声

で
伝

え
て

い
る

。
相

手
の

話
し

た
こ

と
を

最
後

ま
で

聞
き

，
反

応
し

て
い

る
。

相
手

の
意

見
を

聞
き

な
が

ら
，

自
分

の
希

望
も

伝
え

な
が

ら
発

言
し

て
い

る
。

課
題

が
解

決
で

き
る

よ
う

な
適

切
な

目
標

を
決

め
て

，
方

法
も

考
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

方
法

を
選

ん
で

，
進

ん
で

行
動

し
て

い
る

。
自

ら
進

ん
で

，
役

割
や

仕
事

に
取

組
み

，
意

欲
的

に
行

動
し

て
い

る
。

自
分

の
役

割
や

仕
事

，
自

分
の

が
ん

ば
り

に
つ

い
て

，
自

分
の

言
葉

で
振

り
返

る
こ

と
が

で
き

て
い

る
。

賛
成

や
反

対
や

好
き

嫌
い

な
ど

，
一

方
的

に
自

分
の

希
望

を
述

べ
た

り
し

て
い

る
。

●
自

分
の

考
え

が
発

表
で

き
な

い
。

●
相

手
の

考
え

を
聞

い
て

い
な

い
。

相
手

の
話

に
耳

を
傾

け
て

い
る

が
，

自
分

の
考

え
は

言
わ

な
い

。
●

発
言

し
て

い
な

い
。

課
題

が
解

決
で

き
る

よ
う

な
目

標
を

き
め

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
●

目
標

を
決

め
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

途
中

で
活

動
を

や
め

て
い

る
。

●
行

動
し

て
い

な
い

。
途

中
で

活
動

を
や

め
て

い
る

。
●

自
分

の
役

割
や

仕
事

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
。

自
分

の
が

ん
ば

っ
た

こ
と

や
こ

れ
か

ら
頑

張
り

た
い

こ
と

が
言

え
な

い
。

●
活

動
に

つ
い

て
振

り
返

り
が

言
え

な
い

。

発
表

す
る

聞
く

話
し

合
う

目
標

を
決

め
，

計
画

す
る

方
法

を
考

え
る

活
動

を
振

り
返

る

理
由

を
つ

け
て

自
分

の
考

え
を

発
表

し
て

い
る

。
客

観
的

な
資

料
を

根
拠

に
し

て
考

え
を

発
表

し
て

い
る

。

自
分

と
相

手
の

考
え

と
比

べ
な

が
ら

聞
き

，
相

手
の

考
え

に
質

問
し

た
り

つ
け

足
し

し
た

り
し

て
い

る
。

自
分

と
相

手
の

考
え

を
聞

き
比

べ
，

共
通

の
考

え
を

取
り

入
れ

た
り

，
互

い
の

考
え

を
調

整
し

た
り

し
て

い
る

。

課
題

解
決

に
向

け
て

，
見

通
し

を
持

っ
た

自
分

の
め

あ
て

を
決

め
て

い
る

。
い

く
つ

か
の

方
法

を
組

み
合

わ
せ

た
り

，
取

り
組

む
順

序
を

工
夫

し
た

り
し

て
計

画
し

て
い

る
。

課
題

解
決

に
向

け
て

，
こ

れ
ま

で
の

自
分

た
ち

や
上

学
年

が
行

っ
て

き
た

方
法

を
参

考
に

考
え

て
い

る
。

活
動

し
な

が
ら

，
適

宜
方

法
や

計
画

を
修

正
し

な
が

ら
取

り
組

ん
で

い
る

。
自

分
の

得
意

な
分

野
を

い
か

し
て

，
意

欲
的

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
自

分
の

役
割

や
仕

事
に

対
す

る
振

り
返

り
か

ら
，

成
果

や
課

題
を

明
ら

か
し

て
い

る
。

学
ん

だ
こ

と
を

日
常

生
活

の
過

ご
し

方
と

つ
な

げ
て

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
る

。

発
表

内
容

が
単

な
る

事
実

や
感

想
で

あ
っ

た
り

，
根

拠
を

示
さ

な
い

ま
ま

賛
成

反
対

を
述

べ
た

り
し

て
い

る
。

●
自

分
の

考
え

を
発

表
し

な
い

。

●
相

手
の

考
え

を
聞

い
て

い
な

い
。

●
相

手
の

考
え

を
一

方
的

に
拒

否
し

て
，

自
分

の
考

え
を

押
し

通
そ

う
と

す
る

。
●

話
し

合
い

に
参

加
し

な
い

。
ま

た
は

，
相

手
の

考
え

を
聞

い
て

い
る

だ
け

で
あ

る
。

課
題

解
決

に
結

び
つ

か
な

い
め

あ
て

を
決

め
て

い
る

。
実

行
性

の
な

い
計

画
を

立
て

て
い

る
。

●
目

標
を

決
め

た
り

，
計

画
を

立
て

た
り

で
き

な
い

。

自
分

の
興

味
関

心
だ

け
で

考
え

て
い

る
。

●
方

法
を

考
え

て
い

な
い

。
活

動
の

ね
ら

い
が

ず
れ

た
り

，
途

中
で

や
め

た
り

し
て

い
る

。
●

活
動

し
て

い
な

い
。

人
か

ら
促

さ
れ

て
活

動
し

て
い

る
。

●
本

来
す

る
べ

き
役

割
や

仕
事

と
異

な
る

こ
と

に
取

り
組

ん
で

い
る

。

●
活

動
の

振
り

返
り

を
書

い
た

り
，

発
表

し
た

り
で

き
な

い
。

発
表

す
る

。
(自

分
の

考
え

)
聞

い
て

ま
と

め
る

。
話

し
合

う
。

(小
集

団
の

中
)

目
標

を
決

め
，

計
画

す
る

。
方

法
を

選
ぶ

。
活

動
を

振
り

返
る

。
(発

言
や

記
述

)
相

手
の

状
況

に
応

じ
て

，
根

拠
を

示
し

な
が

ら
，

説
得

的
に

意
見

を
述

べ
て

い
る

。
（

相
手

に
自

分
の

考
え

を
伝

え
，

理
解

し
て

も
ら

お
う

と
し

て
い

る
。

）

相
手

の
意

見
に

耳
を

傾
け

分
か

り
や

す
く

ま
と

め
る

こ
と

が
で

き
て

い
る

。
相

手
の

意
見

を
聞

き
な

が
ら

，
自

分
の

意
見

を
調

整
し

，
集

団
の

意
見

が
ま

と
ま

る
よ

う
に

発
言

し
て

い
る

。

課
題

解
決

に
向

け
て

適
切

な
目

標
を

決
め

，
計

画
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

課
題

解
決

に
向

け
て

多
様

な
方

法
か

ら
適

切
な

方
法

を
選

ぶ
こ

と
が

で
き

る
。

多
様

な
方

法
か

ら
適

切
な

方
法

を
自

ら
選

び
，

進
ん

で
課

題
解

決
に

向
け

て
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

自
ら

進
ん

で
役

割
や

仕
事

に
取

組
み

，
意

欲
的

に
学

ぶ
こ

と
が

で
き

る
。

自
分

の
役

割
や

仕
事

，
学

ん
だ

こ
と

に
つ

い
て

成
果

と
課

題
を

意
識

し
て

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
て

い
る

。

賛
成

反
対

や
好

き
嫌

い
，

単
な

る
感

想
を

述
べ

て
い

る
。

根
拠

が
示

せ
て

い
な

か
っ

た
り

，
一

方
的

に
自

分
の

希
望

を
述

べ
た

り
し

て
い

る
。

●
自

分
の

考
え

が
発

表
で

き
な

い
。

相
手

の
意

見
を

繰
り

返
し

て
い

る
だ

け
で

あ
る

。
●

相
手

の
意

見
を

聞
い

て
い

な
い

。

他
の

人
の

意
見

へ
の

賛
成

・
反

対
し

か
述

べ
て

い
な

い
。

相
手

の
話

に
耳

を
傾

け
て

い
る

が
，

自
分

の
考

え
は

言
わ

な
い

。
●

発
言

し
て

い
な

い
。

実
行

で
き

な
い

計
画

を
立

て
て

い
る

。
●

目
標

を
決

め
た

り
，

計
画

を
立

て
た

り
で

き
な

い
。

適
切

で
な

い
(妥

当
性

や
実

行
性

に
欠

け
て

い
る

)方
法

を
選

ん
で

い
る

。
●

方
法

を
考

え
ら

れ
な

い
。

途
中

で
活

動
を

や
め

て
い

る
。

他
の

人
の

指
示

で
行

動
し

て
い

る
。

●
行

動
し

て
い

な
い

。

他
の

人
の

指
示

で
行

動
し

て
い

る
.

●
自

分
の

役
割

や
仕

事
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

。

振
り

返
り

を
書

い
て

い
な

い
。

自
分

の
役

割
や

仕
事

に
つ

い
て

自
ら

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
。

●
活

動
に

つ
い

て
振

り
返

り
が

言
え

な
い

。

発
表

す
る

。
(自

分
の

考
え

)
聞

い
て

ま
と

め
る

。
話

し
合

う
。

(小
集

団
の

中
)

目
標

を
決

め
，

計
画

す
る

。
方

法
を

選
ぶ

。
活

動
を

振
り

返
る

。
(発

言
や

記
述

)
相

手
の

状
況

に
応

じ
て

，
根

拠
を

示
し

な
が

ら
，

説
得

的
に

意
見

を
述

べ
て

い
る

。
（

相
手

に
自

分
の

考
え

を
伝

え
，

理
解

し
て

も
ら

お
う

と
し

て
い

る
。

）

相
手

の
意

見
を

聞
き

，
共

通
点

や
類

似
点

，
相

違
点

な
ど

を
分

析
し

た
上

で
分

か
り

や
す

く
ま

と
め

る
こ

と
が

で
き

て
い

る
。

相
手

の
意

見
を

聞
き

な
が

ら
，

自
分

や
集

団
の

意
見

を
調

整
し

な
が

ら
，

集
団

の
意

見
が

ま
と

ま
る

よ
う

に
発

言
し

て
い

る
。

新
た

に
挑

戦
し

た
い

こ
と

を
創

造
的

に
見

つ
け

，
実

行
に

当
た

っ
て

の
課

題
解

決
に

向
け

て
適

切
な

目
標

を
決

め
，

計
画

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

課
題

解
決

に
向

け
て

多
様

な
方

法
か

ら
適

切
な

方
法

を
選

ぶ
こ

と
が

で
き

る
。

多
様

な
方

法
か

ら
適

切
な

方
法

を
自

ら
選

び
，

進
ん

で
課

題
解

決
に

向
け

て
最

後
ま

で
粘

り
強

く
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

自
ら

進
ん

で
役

割
や

仕
事

に
取

組
み

，
意

欲
的

に
学

ぶ
こ

と
が

で
き

る
。

自
分

の
役

割
や

仕
事

，
学

ん
だ

こ
と

に
つ

い
て

全
体

と
の

関
連

も
意

識
し

な
が

ら
，

成
果

と
課

題
を

意
識

し
て

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
て

い
る

。

根
拠

な
く

，
表

面
的

な
意

見
を

述
べ

て
い

る
。

相
手

の
立

場
や

気
持

ち
を

踏
ま

え
て

い
な

い
発

言
を

す
る

。
●

自
分

の
考

え
が

発
表

で
き

な
い

（
発

表
し

な
い

）
。

意
見

の
共

通
点

や
類

似
点

，
相

違
点

な
ど

を
意

識
し

て
い

な
い

。
相

手
の

意
見

を
繰

り
返

し
て

い
る

だ
け

で
あ

る
。

●
相

手
の

意
見

を
聞

い
て

い
な

い
。

他
の

人
の

意
見

へ
の

賛
成

・
反

対
し

か
述

べ
な

い
。

相
手

の
話

に
耳

を
傾

け
て

い
る

が
，

自
分

の
考

え
は

言
わ

な
い

。
●

発
言

し
て

い
な

い
。

安
易

に
同

調
す

る
。

発
展

性
に

欠
け

，
新

た
な

視
点

で
考

え
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
。

課
題

解
決

に
向

け
た

目
標

を
決

め
ら

れ
て

い
な

い
。

計
画

を
立

て
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
，

あ
る

い
は

実
行

で
き

な
い

計
画

を
立

て
て

い
る

。
●

見
通

し
が

持
て

て
い

な
い

，
全

体
の

イ
メ

ー
ジ

が
で

き
て

い
な

い
。

●
目

標
を

決
め

た
り

，
計

画
を

立
て

た
り

で
き

な
い

。

適
切

で
な

い
(
妥

当
性

や
実

行
性

に
欠

け
て

い
る

)
方

法
を

選
ん

で
い

る
。

●
方

法
を

考
え

ら
れ

な
い

。
●

方
法

を
選

ん
で

い
な

い
。

途
中

で
活

動
を

や
め

て
い

る
。

他
の

人
の

指
示

で
行

動
し

て
い

る
。

目
的

な
く

行
動

し
，

こ
な

す
だ

け
に

な
っ

て
い

る
。

●
行

動
し

て
い

な
い

（
活

動
し

て
い

な
い

）
。

他
の

人
の

指
示

で
行

動
し

て
い

る
。

●
自

分
の

役
割

や
仕

事
を

理
解

し
て

い
な

い
。

●
自

分
の

役
割

や
仕

事
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

。

自
分

の
役

割
や

仕
事

に
つ

い
て

自
ら

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
。

自
分

の
役

割
や

仕
事

が
全

体
に

ど
う

生
き

て
い

る
の

か
分

か
っ

て
い

な
い

。
●

活
動

に
つ

い
て

振
り

返
り

が
言

え
な

い
。

振
り

返
り

を
書

い
て

い
な

い
。

身
近

な
集

団
の

中
で

，
課

題
解

決
に

向
け

て
多

様
な

方
法

を
考

え
，

目
標

を
も

ち
な

が
ら

最
後

ま
で

行
動

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
役

割
や

仕
事

に
責

任
を

も
っ

て
取

り
組

み
，

そ
の

体
験

を
ふ

り
返

り
な

が
ら

日
々

の
自

分
の

あ
り

方
に

つ
い

て
考

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

相
手

の
立

場
や

気
も

ち
を

尊
重

し
な

が
ら

考
え

を
分

か
り

や
す

く
伝

え
合

っ
た

り
，

相
手

の
考

え
か

ら
自

分
自

身
を

客
観

的
に

見
つ

め
た

り
す

る
と

と
も

に
，

全
体

の
情

況
を

見
通

し
な

が
ら

，
集

団
の

さ
ま

ざ
ま

な
意

見
に

折
り

合
い

を
つ

け
，

全
体

の
意

見
と

し
て

ま
と

め
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

。

行
動

す
る

指
導
や
援
助
が
必
要

な
姿
（
●
重
点
的
に

指
導
）

指
導
や
援
助
が
必
要

な
姿
（
●
重
点
的
に

指
導
）

評
価
対
象
と
す
る

活
動

達
成
し
て
い
る
姿

達
成
し
て
い
る
姿

人
間

関
係

形
成

・
社

会
形

成
能

力
課

題
対

応
能

力
キ

ャ
リ

ア
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
能

力

自
分

の
思

い
を

相
手

に
分

か
る

よ
う

に
言

葉
や

態
度

で
伝

え
た

り
，

相
手

の
思

い
に

気
付

い
て

受
け

止
め

た
り

す
る

と
と

も
に

，
相

手
や

ま
わ

り
の

様
子

を
見

て
，

自
分

な
り

に
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

教
師

や
友

だ
ち

に
ア

ド
バ

イ
ス

を
も

ら
い

な
が

ら
，

目
標

や
方

法
を

決
め

，
自

分
に

で
き

る
こ

と
を

継
続

し
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
自

分
の

役
割

や
仕

事
に

責
任

を
も

っ
て

取
り

組
み

，
み

ん
な

の
た

め
に

な
る

こ
と

を
自

分
た

ち
な

り
に

考
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
番

活
動

や
椅

子
並

べ
な

ど
を

す
る

中
で

，
や

り
方

や
考

え
た

こ
と

を
様

々
な

方
法

（
動

き
や

言
葉

等
）

で
相

手
に

伝
え

よ
う

と
す

る
。

【
好
き
な
遊
び
の
時
間
で
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た
と
き
】
自
分
の
目
的
に
向
か
っ
て
，
自
分
で
考
え
た
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
試
し
た
り
工
夫
し
た
り
す
る
。

【
好
き
な
遊
び
の
時
間
で
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た
と
き
】
自
分
の
目
的
に
向
か
っ
て
，
自
分
で
考
え
た
こ
と
を
繰
り
返
し
試
し
て
み
る
。

【
人
と
関
わ
っ
て
い
る
場
面
で
】
相
手
に
よ
っ
て
は
，
相
手
の
様
子
を
み
な
が
ら
，
自
分
の
思
い
を
伝
え
た
り
，
相
手
の
思
い
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
人
と
関
わ
っ
て
い
る
場
面
で
】
い
ろ
い
ろ
な
相
手
に
対
し
て
，
相
手
の
様
子
を
み
な
が
ら
，
自
分
の
思
い
を
相
手
に
分
か
る
よ
う
に
伝
え
た
り
，
相
手
の
思
い
を
聞
い
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成

2
8
年

度
　

通
教

科
的

能
力

の
ル

ー
ブ

リ
ッ

ク
　

―
子

ど
も

の
活

動
場

面
で

の
評

価
―

　
　

　
　

広
島

大
学

附
属

三
原

学
校

園

行
動

す
る

。

行
動

す
る

。

身
近

な
集

団
や

社
会

の
中

で
，

課
題

解
決

に
向

け
て

多
様

な
方

法
か

ら
よ

り
適

切
な

方
法

を
選

び
，

自
ら

目
標

を
決

め
，

最
後

ま
で

行
動

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
役

割
や

仕
事

に
責

任
を

持
っ

て
取

り
組

ん
だ

り
，

意
欲

を
持

っ
て

学
ん

だ
り

し
な

が
ら

，
自

分
と

社
会

と
の

つ
な

が
り

に
気

づ
き

，
自

分
の

生
き

方
に

つ
い

て
考

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

地
域

社
会

と
の

か
か

わ
り

の
中

で
，

新
た

に
挑

戦
し

て
み

た
い

こ
と

を
見

つ
け

て
，

見
通

し
を

も
っ

て
計

画
立

案
を

繰
り

返
し

，
自

ら
目

標
を

決
め

，
最

後
ま

で
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

役
割

や
仕

事
に

責
任

を
も

っ
て

取
り

組
ん

だ
り

，
意

欲
を

も
っ

て
学

ん
だ

り
し

な
が

ら
，

自
分

と
社

会
と

の
つ

な
が

り
に

つ
い

て
考

え
，

自
分

の
将

来
や

生
き

方
を

描
く

こ
と

が
で

き
る

。

幼 稚 園

自
分

の
思

い
を

友
だ

ち
と

伝
え

合
っ

た
り

，
相

手
の

思
い

に
気

づ
き

，
自

分
で

考
え

て
行

動
し

よ
う

と
し

た
り

す
る

。
共

通
の

目
的

に
向

け
て

，
友

だ
ち

と
協

力
し

て
考

え
た

り
，

試
し

た
り

し
よ

う
と

す
る

。

評
価
規
準

行
動

す
る

相
手

の
立

場
や

気
持

ち
を

尊
重

し
な

が
ら

考
え

を
分

か
り

や
す

く
伝

え
合

う
と

と
も

に
，

小
集

団
の

活
動

を
中

心
と

し
な

が
ら

全
体

の
情

況
を

見
て

，
友

達
の

意
見

を
ま

と
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

相
手

の
立

場
や

気
も

ち
を

認
め

な
が

ら
考

え
を

伝
え

合
う

と
と

も
に

，
小

集
団

の
情

況
を

見
て

，
な

か
ま

と
一

緒
に

試
行

錯
誤

し
な

が
ら

集
団

と
し

て
活

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

評
価
対
象
と
す
る

活
動

評
価
対
象
と
す
る

活
動

学 年
区 分

１ ・ ２ 年 生

評
価
対
象
と
す
る

活
動

指
導
や
援
助
が
必
要

な
姿
（
●
重
点
的
に

指
導
）

入 門 期 ・ 幼 小 接 続 期

中 間 期 小 中 接 続 期 最 終 期

資
質

・
能

力
(
通

教
科

的
能

力
）

評
価
規
準

評
価
規
準

評
価
規
準

評
価
規
準

指
導
や
援
助
が
必
要

な
姿
（
●
重
点
的
に

指
導
）

達
成
し
て
い
る
姿

達
成
し
て
い
る
姿
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学
年

区
分

人
間

関
係

形
成

・
社

会
形

成
能

力
課

題
対

応
能

力
キ

ャ
リ

ア
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
能

力
自
分
の
思
い
を
相
手
に
分
か
る
よ
う
に
言
葉
や
態
度
で
伝
え
た
り
，
相
手
の
気
持
ち
を
受
け
止

め
た
り
し
な
が
ら
，
自
分
な
り
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

教
師
や
友
だ
ち
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
な
が
ら
，
目
標
を
決

め
て
，

自
分
に
出
来
る
こ
と
を

継
続
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

自
分
の
役
割
や
仕
事
に
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
み
，
気
持
ち
よ
く
生
活
で
き
る
よ
う
に
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

話
し

合
い

や
活

動
中

の
自

分
の

行
動

を
振

り
返

っ
た

記
述

や
発

言
課

題
に

向
か

っ
て

，
自

分
た

ち
で

計
画

を
し

，
活

動
を

行
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
振

り
返

っ
た

記
述

や
発

言
自

分
の

役
割

を
果

た
そ

う
と

取
り

組
ん

だ
こ

と
を

振
り

返
っ

た
記

述
や

発
言

十
分
満
足
で
き
る

（
A
）

自
分
の
言
動
や
相
手
の
言
動
か
ら
感
じ
た
こ
と
や
課
題
を
見
つ
け
出
し
，
次
に
ど
の
よ
う
に
し

た
い
か
を
書
い
て
い
る
。

課
題
に
向
け
て
活
動
し
，
分
か
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
か
ら
，
次
の

活
動
に
つ
い
て
の
自
分

な
り
の
目
標
を
書
い
て
い
る
。

自
分
の
役
割
に
つ
い
て
，
取
り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
，
自
分
の
成
長
や
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
，

こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
け
ば
，
普
段
の
生
活
で
も
も
っ
と
気
持
ち
よ
く
み
ん
な
が

過
ご
せ
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
書
い
て
い
る
。

お
お
む
ね
満
足
で

き
る
（
B
）

自
分
の
言
動
や
相
手
の
言
動
か
ら
，
感
じ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

課
題
に
向
け
て
活
動
し
，
分
か
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
書

い
て
い

る
。

自
分
の
役
割
に
つ
い
て
，
取
り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
，
自
分
の
成
長
や
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
書

い
て
い
る
。

努
力
を
要
す
る

（
C
）

自
分
の
言
動
や
相
手
の
言
動
の
み
を
書
い
て
い
る
。

活
動
に
つ
い
て
の
み
書
い
て
い
る
。

自
分
の
役
割
に
つ
い
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
の
事
実
の
み
書
い
て
い
る
。

指
導
や
援
助
が
必

要
で
あ
る

自
分
自
身
の
行
動
の
振
り
返
り
が
で
き
な
か
っ
た
り
，
全
く
書
け
な
か
っ
た
り
す
る
。

自
分
自
身
の
行
動
の
振
り
返
り
が
で
き
な
か
っ
た
り
，
全
く
書
け
な
か

っ
た
り
す
る
。

自
分
自
身
の
行
動
の
振
り
返
り
が
で
き
な
か
っ
た
り
，
全
く
書
け
な
か
っ
た
り
す
る
。

相
手
の
立
場
や
気
も
ち
を
認
め
な
が
ら
考
え
を
伝
え
合
う
と
と
も
に
，
小
集
団
の
情
況
を
見

て
，
な
か
ま
と
一
緒
に
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
集
団
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

身
近
な
集
団
の
中
で
，
課
題
解
決
に
向
け
て
多
様
な
方
法
を
考

え
，
目

標
を
も
ち
な
が
ら
最
後

ま
で
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

役
割
や
仕
事
に
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
み
，
そ
の
体
験
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
日
々
の
自
分
の
あ

り
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

話
し
合
い
や
活
動
場
面
で
の
自
分
の
発
言
や
行
動
を
振
り
返
っ
た
記
述
や
発
言

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
を
振
り
返
っ
た
記
述
や
発
言

自
分
の
役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
振
り
返
っ
た
記
述
や
発
言

十
分
満
足
で
き
る

（
A
）

自
分
の
言
動
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
か
ら
，
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
考
え
て
ど
の
よ

う
に
話
し
た
り
，
関
わ
っ
た
り
す
れ
ば
よ
い
か
次
の
学
習
や
日
常
生
活
に
生
か
す
こ
と
を
書
い

た
り
，
述

べ
た
り

し
て
い

る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
学
習
や
日
常
生
活
な

ど
の
経
験
と
関
連
さ
せ

な
が
ら
，
次
の
学
習
や
日
常
生
活
で
改
善
し
た
い
こ
と
や
生
か
し
た
い

こ
と
を
書
い
た
り
，
述

べ
た
り

し
て
い
る
。

役
割
や
仕
事
を
通
し
て
，
考
え
た
こ
と
を
や
気
づ
い
た
こ
と
を
日
常
生
活
と
つ
な
げ
て
書
い
た

り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

お
お
む
ね
満
足
で

き
る
（
B
）

自
分
の
言
動
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
か
ら
，
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
た
こ
と
や
わ

か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
学
習
や
日
常
生
活
な

ど
の
経
験
と
関
連
さ
せ

な
が
ら
，
わ
か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

役
割
や
仕
事
を
通
し
て
，
考
え
た
こ
と
や
気
づ
い
た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い

る
。

努
力
を
要
す
る

（
C
）

自
分
の
言
動
に
つ
い
て
事
実
の
み
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
事
実
を
書
い
た
り
，
述

べ
た
り
し
て
い
る
。

役
割
や
仕
事
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
情
況
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

指
導
や
援
助
が
必

要
で
あ
る

自
分
の
言
動
を
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
は
，
振
り
返
り
が
で
き
て
い
な
い
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
振
り
返
り
が
で

き
て
い

な
い
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
振
り
返
り
が
で
き
て
い
な
い
。

相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
尊
重
し
な
が
ら
考
え
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
合
う
と
と
も
に
，
小
集

団
の
活
動
を
中
心
と
し
な
が
ら
全
体
の
情
況
を
見
て
，
友
達
の
意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

身
近
な
集
団
や
社
会
の
中
で
，
課
題
解
決
に
向
け
て
多
様
な
方
法
か
ら

よ
り
適
切
な
方
法
を
選

び
，
自
ら
目
標
を
決
め
，
最
後
ま
で
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

役
割
や
仕
事
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
ん
だ
り
，
意
欲
を
持
っ
て
学
ん
だ
り
し
な
が
ら
，
自
分

と
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
気
づ
き
，
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

話
し

合
い

で
の

自
分

の
発

言
や

行
動

を
振

り
返

っ
た

記
述

や
面

接
で

の
発

言
目

的
や

方
法

，
計

画
及

び
そ

の
実

行
を

振
り

返
っ

た
記

述
や

面
接

で
の

発
言

自
分

の
役

割
や

取
り

組
ん

だ
こ

と
を

振
り

返
っ

た
記

述
や

面
接

で
の

発
言

十
分
満
足
で
き
る

（
A
）

自
分
の
言
動
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
か
ら
，
ど
の
よ
う
に
話
し
た
り
，
聞
い
た
り
す
れ

ば
よ
い
か
を
考
え
，
次
の
学
習
や
生
活
に
生
か
そ
う
と
い
う
希
望
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し

て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
教
科
の
学
習
や
経
験

な
ど
と
関
連
さ
せ
な
が

ら
，
次
の
学
習
で
改
善
し
た
い
こ
と
や
生
活
に
生
か
そ
う
と
い
う
希
望

を
書
い
た
り
，
述
べ
た

り
し
て

い
る
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
や
分
か
っ
た
こ
と
，
考
え
た
こ
と
か
ら
自
分
と
集
団
と
の
つ
な
が
り

や
自
分
の
生
き
方
を
よ
り
良
く
し
て
い
く
希
望
が
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

お
お
む
ね
満
足
で

き
る
（
B
）

自
分
の
言
動
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
に
基
づ
い
て
，
自
分
の
姿
や
相
手
の
思
い
に
つ
い

て
わ
か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
教
科
の
学
習
や
経
験

な
ど
と
関
連
さ
せ
な
が

ら
，
わ
か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
自
分
と
集
団
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
わ
か
っ
た
こ
と
や
考
え

た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

努
力
を
要
す
る

（
C
）

自
分
の
言
動
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
事
実
を
書
い
た
り
，
述

べ
た
り
し
て
い
る
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
事
実
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

指
導
や
援
助
が
必

要
で
あ
る

自
分
の
言
動
を
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
は
，
振
り
返
り
が
で
き
て
い
な
い
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
振
り
返
り
が
で

き
て
い

な
い
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
振
り
返
り
が
で
き
て
い
な
い
。

相
手
の
立
場
や
気
も
ち
を
尊
重
し
な
が
ら
考
え
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
合
っ
た
り
，
相
手
の
考

え
か
ら
自
分
自
身
を
客
観
的
に
見
つ
め
た
り
す
る
と
と
も
に
，
全
体
の
情
況
を
見
通
し
な
が

ら
，
集
団
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
に
折
り
合
い
を
つ
け
，
全
体
の
意
見
と
し
て
ま
と
め
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
。

地
域
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
，
新
た
に
挑
戦
し
て
み
た
い
こ
と
を

見
つ
け
て
，
見
通
し
を

も
っ
て
計
画
立
案
を
繰
り
返
し
，
自
ら
目
標
を
決
め
，
最
後
ま
で
行
動

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

役
割
や
仕
事
に
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
り
，
意
欲
を
も
っ
て
学
ん
だ
り
し
な
が
ら
，
自
分

と
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
，
自
分
の
将
来
や
生
き
方
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

交
流

や
活

動
場

面
で

の
自

分
の

発
言

や
行

動
を

振
り

返
っ

た
記

述
目

的
や

方
法

，
計

画
及

び
そ

の
実

行
を

振
り

返
っ

た
記

述
自

分
の

役
割

や
取

り
組

ん
だ

こ
と

を
振

り
返

っ
た

記
述

十
分
満
足
で
き
る

（
A
）

自
分
の
発
言
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
中
で
，
相
手
の
気
持
ち
を
思
い
や
る
上
で
の
課
題
を
見

つ
け
，
次
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
を
考
え
て
書
い
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
教
科
の
学
習

や
こ
れ

ま
で
の
経
験
な
ど
と
関

連
さ
せ
な
が
ら
，
そ
の
中
で
課
題
を
見
つ
け
，
新
た
に
挑
戦
し

た
い
こ

と
に
つ
い
て
書
い
て
い

る
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
や
分
か
っ
た
こ
と
，
考
え
た
こ
と
か
ら
自
分
と
社
会
と
の
つ
な
が
り

や
自
分
の
将
来
や
生
き
方
を
よ
り
良
く
し
て
い
く
た
め
に
ど
う
す
べ
き
か
を
考
え
て
書
い
て
い

る
。

お
お
む
ね
満
足
で

き
る
（
B
）

自
分
の
発
言
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
中
で
，
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
踏
ま
え
た
振
り
返
り

を
書
い
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
教
科
の
学
習
や
こ
れ

ま
で
の
経
験
な
ど
と
関

連
さ
せ
な
が
ら
，
振
り
返
り
を
書
い
て
い
る
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
自
分
と
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
わ
か
っ
た
こ
と
や
考
え

た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

努
力
を
要
す
る

（
C
）

自
分
の
発
言
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
の
み
を
書
い
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
事
実
を
書
い
て

い
る
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
事
実
を
書
い
て
い
る
。

指
導
や
援
助
が
必

要
で
あ
る

自
分
の
言
動
を
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
は
，
振
り
返
り
が
で
き
て
い
な
い
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
振
り
返
り
が
で

き
て
い

な
い
。

役
割
や
仕
事
に
対
す
る
意
識
が
低
い
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
振
り
返
り
が
で
き
て
い
な
い
。

幼 小 接 続 期

ル ー ブ リ ッ ク ル ー ブ リ ッ ク

平
成

2
8
年

度
　
通

教
科

的
能

力
の

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
　
―

子
ど
も
の

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け
る
評

価
―

　
広

島
大

学
附

属
三

原
学

校
園

資
質
・
能
力

(
通
教
科
的
能
力
）

評
価
規
準

（
１
・
2
年
）

評
価

対
象

中 間 期

評
価
規
準

（
4
年
）

評
価

対
象

評
価
規
準

（
７
年
）

評
価

対
象

ル ー ブ リ ッ ク

小 中 接 続 期 最 終 期

評
価
規
準

（
９
年
）

評
価

対
象

ル ー ブ リ ッ ク
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学
年

区
分

人
間

関
係

形
成

・
社

会
形

成
能

力
課

題
対

応
能

力
キ

ャ
リ

ア
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
能

力
自
分
の
思
い
を
相
手
に
分
か
る
よ
う
に
言
葉
や
態
度
で
伝
え
た
り
，
相
手
の
気
持
ち
を
受
け
止

め
た
り
し
な
が
ら
，
自
分
な
り
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

教
師
や
友
だ
ち
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
な
が
ら
，
目
標
を
決

め
て
，

自
分
に
出
来
る
こ
と
を

継
続
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

自
分
の
役
割
や
仕
事
に
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
み
，
気
持
ち
よ
く
生
活
で
き
る
よ
う
に
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

話
し

合
い

や
活

動
中

の
自

分
の

行
動

を
振

り
返

っ
た

記
述

や
発

言
課

題
に

向
か

っ
て

，
自

分
た

ち
で

計
画

を
し

，
活

動
を

行
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
振

り
返

っ
た

記
述

や
発

言
自

分
の

役
割

を
果

た
そ

う
と

取
り

組
ん

だ
こ

と
を

振
り

返
っ

た
記

述
や

発
言

十
分
満
足
で
き
る

（
A
）

自
分
の
言
動
や
相
手
の
言
動
か
ら
感
じ
た
こ
と
や
課
題
を
見
つ
け
出
し
，
次
に
ど
の
よ
う
に
し

た
い
か
を
書
い
て
い
る
。

課
題
に
向
け
て
活
動
し
，
分
か
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
か
ら
，
次
の

活
動
に
つ
い
て
の
自
分

な
り
の
目
標
を
書
い
て
い
る
。

自
分
の
役
割
に
つ
い
て
，
取
り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
，
自
分
の
成
長
や
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
，

こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
け
ば
，
普
段
の
生
活
で
も
も
っ
と
気
持
ち
よ
く
み
ん
な
が

過
ご
せ
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
書
い
て
い
る
。

お
お
む
ね
満
足
で

き
る
（
B
）

自
分
の
言
動
や
相
手
の
言
動
か
ら
，
感
じ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

課
題
に
向
け
て
活
動
し
，
分
か
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
書

い
て
い

る
。

自
分
の
役
割
に
つ
い
て
，
取
り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
，
自
分
の
成
長
や
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
書

い
て
い
る
。

努
力
を
要
す
る

（
C
）

自
分
の
言
動
や
相
手
の
言
動
の
み
を
書
い
て
い
る
。

活
動
に
つ
い
て
の
み
書
い
て
い
る
。

自
分
の
役
割
に
つ
い
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
の
事
実
の
み
書
い
て
い
る
。

指
導
や
援
助
が
必

要
で
あ
る

自
分
自
身
の
行
動
の
振
り
返
り
が
で
き
な
か
っ
た
り
，
全
く
書
け
な
か
っ
た
り
す
る
。

自
分
自
身
の
行
動
の
振
り
返
り
が
で
き
な
か
っ
た
り
，
全
く
書
け
な
か

っ
た
り
す
る
。

自
分
自
身
の
行
動
の
振
り
返
り
が
で
き
な
か
っ
た
り
，
全
く
書
け
な
か
っ
た
り
す
る
。

相
手
の
立
場
や
気
も
ち
を
認
め
な
が
ら
考
え
を
伝
え
合
う
と
と
も
に
，
小
集
団
の
情
況
を
見

て
，
な
か
ま
と
一
緒
に
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
集
団
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

身
近
な
集
団
の
中
で
，
課
題
解
決
に
向
け
て
多
様
な
方
法
を
考

え
，
目

標
を
も
ち
な
が
ら
最
後

ま
で
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

役
割
や
仕
事
に
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
み
，
そ
の
体
験
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
日
々
の
自
分
の
あ

り
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

話
し
合
い
や
活
動
場
面
で
の
自
分
の
発
言
や
行
動
を
振
り
返
っ
た
記
述
や
発
言

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
を
振
り
返
っ
た
記
述
や
発
言

自
分
の
役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
振
り
返
っ
た
記
述
や
発
言

十
分
満
足
で
き
る

（
A
）

自
分
の
言
動
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
か
ら
，
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
考
え
て
ど
の
よ

う
に
話
し
た
り
，
関
わ
っ
た
り
す
れ
ば
よ
い
か
次
の
学
習
や
日
常
生
活
に
生
か
す
こ
と
を
書
い

た
り
，
述

べ
た
り

し
て
い

る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
学
習
や
日
常
生
活
な

ど
の
経
験
と
関
連
さ
せ

な
が
ら
，
次
の
学
習
や
日
常
生
活
で
改
善
し
た
い
こ
と
や
生
か
し
た
い

こ
と
を
書
い
た
り
，
述

べ
た
り

し
て
い
る
。

役
割
や
仕
事
を
通
し
て
，
考
え
た
こ
と
を
や
気
づ
い
た
こ
と
を
日
常
生
活
と
つ
な
げ
て
書
い
た

り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

お
お
む
ね
満
足
で

き
る
（
B
）

自
分
の
言
動
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
か
ら
，
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
た
こ
と
や
わ

か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
学
習
や
日
常
生
活
な

ど
の
経
験
と
関
連
さ
せ

な
が
ら
，
わ
か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

役
割
や
仕
事
を
通
し
て
，
考
え
た
こ
と
や
気
づ
い
た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い

る
。

努
力
を
要
す
る

（
C
）

自
分
の
言
動
に
つ
い
て
事
実
の
み
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
事
実
を
書
い
た
り
，
述

べ
た
り
し
て
い
る
。

役
割
や
仕
事
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
情
況
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

指
導
や
援
助
が
必

要
で
あ
る

自
分
の
言
動
を
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
は
，
振
り
返
り
が
で
き
て
い
な
い
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
振
り
返
り
が
で

き
て
い

な
い
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
振
り
返
り
が
で
き
て
い
な
い
。

相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
尊
重
し
な
が
ら
考
え
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
合
う
と
と
も
に
，
小
集

団
の
活
動
を
中
心
と
し
な
が
ら
全
体
の
情
況
を
見
て
，
友
達
の
意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

身
近
な
集
団
や
社
会
の
中
で
，
課
題
解
決
に
向
け
て
多
様
な
方
法
か
ら

よ
り
適
切
な
方
法
を
選

び
，
自
ら
目
標
を
決
め
，
最
後
ま
で
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

役
割
や
仕
事
に
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
ん
だ
り
，
意
欲
を
持
っ
て
学
ん
だ
り
し
な
が
ら
，
自
分

と
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
気
づ
き
，
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

話
し

合
い

で
の

自
分

の
発

言
や

行
動

を
振

り
返

っ
た

記
述

や
面

接
で

の
発

言
目

的
や

方
法

，
計

画
及

び
そ

の
実

行
を

振
り

返
っ

た
記

述
や

面
接

で
の

発
言

自
分

の
役

割
や

取
り

組
ん

だ
こ

と
を

振
り

返
っ

た
記

述
や

面
接

で
の

発
言

十
分
満
足
で
き
る

（
A
）

自
分
の
言
動
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
か
ら
，
ど
の
よ
う
に
話
し
た
り
，
聞
い
た
り
す
れ

ば
よ
い
か
を
考
え
，
次
の
学
習
や
生
活
に
生
か
そ
う
と
い
う
希
望
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し

て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
教
科
の
学
習
や
経
験

な
ど
と
関
連
さ
せ
な
が

ら
，
次
の
学
習
で
改
善
し
た
い
こ
と
や
生
活
に
生
か
そ
う
と
い
う
希
望

を
書
い
た
り
，
述
べ
た

り
し
て

い
る
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
や
分
か
っ
た
こ
と
，
考
え
た
こ
と
か
ら
自
分
と
集
団
と
の
つ
な
が
り

や
自
分
の
生
き
方
を
よ
り
良
く
し
て
い
く
希
望
が
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

お
お
む
ね
満
足
で

き
る
（
B
）

自
分
の
言
動
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
に
基
づ
い
て
，
自
分
の
姿
や
相
手
の
思
い
に
つ
い

て
わ
か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
教
科
の
学
習
や
経
験

な
ど
と
関
連
さ
せ
な
が

ら
，
わ
か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
自
分
と
集
団
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
わ
か
っ
た
こ
と
や
考
え

た
こ
と
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

努
力
を
要
す
る

（
C
）

自
分
の
言
動
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
事
実
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
事
実
を
書
い
た
り
，
述

べ
た
り
し
て
い
る
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
事
実
を
書
い
た
り
，
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

指
導
や
援
助
が
必

要
で
あ
る

自
分
の
言
動
を
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
は
，
振
り
返
り
が
で
き
て
い
な
い
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
振
り
返
り
が
で

き
て
い

な
い
。

役
割
や
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
振
り
返
り
が
で
き
て
い
な
い
。

相
手
の
立
場
や
気
も
ち
を
尊
重
し
な
が
ら
考
え
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
合
っ
た
り
，
相
手
の
考

え
か
ら
自
分
自
身
を
客
観
的
に
見
つ
め
た
り
す
る
と
と
も
に
，
全
体
の
情
況
を
見
通
し
な
が

ら
，
集
団
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
に
折
り
合
い
を
つ
け
，
全
体
の
意
見
と
し
て
ま
と
め
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
。

地
域
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
，
新
た
に
挑
戦
し
て
み
た
い
こ
と
を

見
つ
け
て
，
見
通
し
を

も
っ
て
計
画
立
案
を
繰
り
返
し
，
自
ら
目
標
を
決
め
，
最
後
ま
で
行
動

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

役
割
や
仕
事
に
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
り
，
意
欲
を
も
っ
て
学
ん
だ
り
し
な
が
ら
，
自
分

と
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
，
自
分
の
将
来
や
生
き
方
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

交
流

や
活

動
場

面
で

の
自

分
の

発
言

や
行

動
を

振
り

返
っ

た
記

述
目

的
や

方
法

，
計

画
及

び
そ

の
実

行
を

振
り

返
っ

た
記

述
自

分
の

役
割

や
取

り
組

ん
だ

こ
と

を
振

り
返

っ
た

記
述

十
分
満
足
で
き
る

（
A
）

自
分
の
発
言
や
相
手
と
の
や
り
取
り
の
中
で
，
相
手
の
気
持
ち
を
思
い
や
る
上
で
の
課
題
を
見

つ
け
，
次
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
を
考
え
て
書
い
て
い
る
。

目
的
や
方
法
，
計
画
及
び
そ
の
実
行
に
つ
い
て
，
教
科
の
学
習

や
こ
れ

ま
で
の
経
験
な
ど
と
関

連
さ
せ
な
が
ら
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。
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が
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取
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踏
ま
え
た
振
り
返
り

を
書
い
て
い
る
。
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。
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平成 28年度「希望（のぞみ）」第６学年単元における評価の実際 

１ 単元指導計画 

学年 第６学年 時期 ４月～５月  （10時間扱い） 
単元名 「奏でよう！自分物語」 ～京都旅情編～ 

単元目標

京都への旅に向けての計画，実践，振り返りの活動を通して，目標に向けてすべきことの計画を立て，実際に取

り組む中で，その時その時の情況を見て，仲間の考えを受け止めたり，建設的に考えをまとめたりして修正をし

ながら，最後まで自ら動くことができる。

京都への旅の意義を考える活動を通して，まわりと自分との新たなつながりを発見し，これからの自分の在り方

について，京都に行く前の自分よりも深く考えることができる。

(1)評価規準 

育成する

能力
人間関係形成・社会形成能力 キャリアプランニング能力 課題対応能力

単元の 

評価規準 

京都への旅に向けての計画，実践，

振り返りの活動を通して，その時そ

の時の情況を見て，仲間の考えを受

け止めたり，建設的に考えをまとめ

たりするようになる。 

京都への旅の意義を考える活動を

通して，まわりと自分との新たなつ

ながりを発見し，これからの自分の

在り方について，京都に行く前の自

分よりも深く考えるようになる。 

京都への旅に向けての計画，実践，

振り返りの活動を通して，目標に向

けてすべきことの計画を立て，実際

に取り組む中で修正をしながら，最

後まで自ら動くようになる。 

(2)単元の計画 

第１次 「なりたい自分」について・・・・・・・・・・・・２時間 

第２次 修学旅行の計画を立てる・・・・・・・・・・・・・７時間 

第３次 「なりたい自分」について・・・・・・・・・・・・１時間 

２ 実践における評価活動の特徴 

(1)主体的に自己を変容させることにつながる評価方法 

今回，資質・能力に対する意識を高め行動化へとつながるように，子どものパフォ 

ーマンスを一枚のポートフォリオに記入していくOPPA（ワンペーパーポートフォリ 

オアセスメント）の手法を取り入れた。本単元は，「課題対応能力」育成に焦点化して取り組みを進めたため，

「課題対応能力」に関する「なりたい自分＝目標」を，キーワードをもとに子どもと一緒に考え，それを子ども

が評価の指標（B基準）として毎時間自己評価活動に取り組んだ。教師は，OPP（ワンペーパーポートフォリ

オ）の評価，フィードバック及び指導改善のため，単元全体を通した「課題対応能力」に関するルーブリック

（３段階）を作成して取り組んだ。

(2)パフォーマンス課題とルーブリック評価（課題対応能力を中心に）

「課題対応能力」 Ａ基準 Ｂ基準 Ｃ基準 

単元全体のルーブリック 

修学旅行の目標に向けて，全
体の活動や班別学習の計画を
立て，実際に取り組む中で修
正しながら，最後まで自分か
ら行動することができる。 

修学旅行の目標に向けて，全
体の活動や班別学習の計画を
立て，実際に取り組む中で修
正することができる。 

修学旅行の目標に向けて，全
体の活動や班別学習の計画を
立てることができない。 
実際に取り組む中で修正する
ことに目が向かない。 

子どものキーワード 目標 計画 修正 最後まで 挑戦 

パフォーマンス課題 

（本単元では，毎時間，

「課題対応能力」に関す

るパフォーマンスを引き

出すための課題を設定し

た。①～⑩は時間目） 

①②：課題対応能力について，７年生の姿を知り，学年のキーワードを使いなが

ら「自分たちのなるべき姿」をまとめる。 

③④：目的を達成するための班別自主研修の計画を立てる。

⑤～⑦：目的を達成するための班別自主研修の計画を修正する。

⑧⑨：目的を達成するための各担当の計画を立てたり，内容を考えたりする。

⑩ ：実際の活動の中で修正点を見つけ，計画を見直す。

本単元，「奏でよう自分物語～京都旅情編～」は，３つの資質・能力の中の「課題対応能力」 

育成に焦点化して取り組んだ単元である。育成の手立てとして①資質・能力に関するルーブリ 

ックを作成し１時間の授業の中で引き出し価値づけていく姿を明確にして授業を設計し，②教 

師と子どもで考えた「なりたい自分」を評価の指標とした自己評価活動を毎時間授業後に行い， 

③自分と集団を見つめる時間として「修学旅行の学びをもとに，よりよい集団を作っていくた

めに自分ができることを考える」授業を設定した。これらの手立てによって，「課題対応能力」

及び「参画」の意識が高まったことが，本実践の特徴である。

実践の特徴 

図１ 修学旅行の様子

図２ 話し合い活動
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実践の特徴 

図１ 修学旅行の様子

図２ 話し合い活動

平成 28年度「希望（のぞみ）」第８学年単元における評価の実際 

 

 

 

 

 

１ 単元指導計画 

学年 第８学年 時期  ４月～６月     （10時間扱い） 
単元名  「夢を志に」Piece ＆ Peace 園児・小学生との交流活動を通して 

単元目標 

運動会行事のリーダーとなり，学校園の幼稚園児や４年生児童とつながる体験的な活動を通し

て，相手の立場や気持ちを尊重しながら考えや思いを伝え合い，よりよい関係を築こうとすると

ともに，人とのかかわりの中で成長してきた自分や，これからの自分について考え，すべきこと

を判断して行動できるようにする。 
(1)評価規準 

育成する 

能力 
人間関係形成・社会形成能力 キャリアプランニング能力 課題対応能力 

単元の 

評価規準 

学校園の幼稚園児や4年生児童と

つながる体験的な活動を通して，相

手の立場や気もちを尊重しながら

考えや思いを伝え合い，よりよい関

係を築くことができる。 

人とのかかわりの中で成長して

きた自分や，これからの自分につい

て考え，すべきことを判断して行動

できるようにする。 

運動会行事のリーダーとなり，幼

児・4 年生・８年生がねらいを達成

するためにどうしたらよいかを考

え実行し，その成果を振り返り，次

へつなぐことができる。 
 (2)単元の計画 

第１次 取り組みの意義の確認・目標設定・情報収集・計画（３時間） 

第２次 園児や４年生との練習の場での取り組みの実施と振り返り（５時間） 

第３次 活動の振り返りと次への目標設定（２時間） 

 

２ 実践における評価活動の特徴 

 (1)主体的に自己を変容させることにつながる評価方法 

「園児さんが笑顔で踊れるようにするにはどうしたらよいか考え実行する」を

単元を通して解決すべき課題として，選曲や振付，衣装を工夫したダンスを創作し，園児に教えたり，園

児の保護者にインタビューしたことをもとに関わり方を改善したりした。そして，毎時間の振り返りを OPP

（ワンペーパーポートフォリオ）に綴り，自分の変化を見つめたり，友達と交流したりすることにより，

自他の変容に気づいたり， 課題達成のための取組を工夫することができるようにした。 

(2)パフォーマンス課題とルーブリック評価（課題対応能力を中心に） 

パフォーマンス課題  ルーブリック評価 

園児さんが笑顔で踊れるように

するにはどうしたらよいか考え

実行する。 

場  面 A基準 B基準 C基準 

学年・学級での
取組 

園児の特徴や交流
で実感したことを
もとに改善策まで
提示することがで
きている。 

課題達成のための
取組案を発想する
ことができている。 

課題達成のための
取組案を発想する
ことができていな
い。 

園児との交流 
（図１） 

園児の言動に応じ
た，臨機応変に丁寧
な関わり方ができ
ている。 

具体的な取組案を
実行することがで
きている。 

具体的な取組案を
実行することがで
きていない。 

保護者へのイン
タビュー（図２） 

相手の反応に応じ
た豊かなコミュニ
ケーションができ
ている。 

積極的に質問し，必
要な情報を得るこ
とができている。 

積極的に質問し，集
中して聞くことが
できていない。 

ダンスの場面
（図３） 

全体の状況をとら
えて声掛けなど工
夫して取り組むこ
とができている。 

園児と積極的にコ
ミュニケーション
をとって関わるこ
とができている。 

園児と積極的にコ
ミュニケーション
を取ろうとしてい
ない。 

図２ 保護者へのインタビュー 

図３ 運動会でのダンス 

図１ 園児との交流（出会い） 

実践の特徴 

幼小中合同運動会ダンスを成功させるための問題解決学習に取り組み，課題

対応能力を高めた。家庭科の学習や園児の保護者から聞いたことをもとに，

幼児の特徴を踏まえた計画を立て，自分自身の対応や相手の反応を振り返っ

たことが特徴である。 
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平成 28年度「希望（のぞみ）」第６学年単元における評価の実際 

１ 単元指導計画 

学年 第６学年 時期 ４月～５月  （10時間扱い） 
単元名 「奏でよう！自分物語」 ～京都旅情編～ 

単元目標

京都への旅に向けての計画，実践，振り返りの活動を通して，目標に向けてすべきことの計画を立て，実際に取

り組む中で，その時その時の情況を見て，仲間の考えを受け止めたり，建設的に考えをまとめたりして修正をし

ながら，最後まで自ら動くことができる。

京都への旅の意義を考える活動を通して，まわりと自分との新たなつながりを発見し，これからの自分の在り方

について，京都に行く前の自分よりも深く考えることができる。

(1)評価規準 
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単元の 
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２ 実践における評価活動の特徴 
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るパフォーマンスを引き

出すための課題を設定し

た。①～⑩は時間目） 
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師と子どもで考えた「なりたい自分」を評価の指標とした自己評価活動を毎時間授業後に行い， 

③自分と集団を見つめる時間として「修学旅行の学びをもとに，よりよい集団を作っていくた

めに自分ができることを考える」授業を設定した。これらの手立てによって，「課題対応能力」

及び「参画」の意識が高まったことが，本実践の特徴である。
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9 香川大学教育学部附属坂出中学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

本校は「生涯にわたって学び続ける強い学習意欲」を育てるために，「ものがたり」の授業

を研究している。「ものがたり」の授業では，学習者は主体的に学習課題に向き合い，体験や

既有知識から，まず自分なりの筋道だった考えを構成する。これが最初の「ものがたり」で

あり，一人一人異なる。その後学習者は，指導者や他者，教材に主体的に関わり続け，対話

を繰り返して，最初の「ものがたり」をより深いものに書き換えていくのである。 

このように「ものがたり」の授業では，主体的に考え，対話する能力が必須となる。 

 

２．資質・能力を育む学習活動 
 あらゆる資質・能力は，授業の中で実際にやらせなければ身に付かない。本校では全教科

で，「ものがたり」を成立させるため，生徒が主体的に対話し課題を解決していく学習活動を

設定している。その形態は「討論」「パネルディスカッション」等様々であるが，絶対的な条

件は，教師が一つの解答に誘導するのではなく，「生徒に任せる」ことである。 
 もう一つは，「振り返る」活動である。これも単に１時間の授業を振り返るだけでなく，一

単元を通して振り返ったり，学習全体を時間軸にしたがって再構成したりする「語り直し」

を行う。総合学習では「夏物語」等，更に大きなスパンで語り直しを行わせている。 
 
３．評価の実践 
(1) 評価の枠組みや体制 

① 「ものがたり」の評価（全教科及び総合学習） 
具体的には，生徒の内面にどのような「ものがたり」が構成されたかを見取ることが

必要になる。「ものがたり」は個別的でかつ感性的なものであり，客観的な評価規準はな

じまない。学習の過程で表出させた生徒の表現から直接読み取る。さらに教師の評価･

助言を書いて返すことで，生徒の学習に対する意味付けや価値付けに役立てる。 
② パフォーマンス評価（文部科学省の研究委託を受け，幾つかの教科で試行） 
  「ものがたり」の授業は必然的に「主体的・対話的」で「深い」学びとなる。つまり，

アクティブ･ラーニングと類似の形態をとる。そこで，「ものがたり」の授業における「討

論」や「パネルディスカッション」「語り直し」を「何ができるようになったか」に着目

して，客観的に評価するパフォーマンス評価も行えると考え試行している。 
③ 「思考力・判断力・表現力」「批判的に聴き・問う能力」についての日常的評価 
  生徒が主体的かつ対話的に学ぶためには，「思考力・判断力・表現力」「批判的に聴き・

問う能力」は必須の能力である。しかし，どちらも一朝一夕に身に付くものではない。

日常の授業でできるだけ多く使わせ，練習させて，その成果を個別的に評定していく。

この評価については，観点別評価に盛り込み成績に反映させる。 
(2) 評価方法と評価の実際 

 ① 「ものがたり」の評価 
   生徒の表出物から個別に読み取っていく。具体的には，ワークシート，1 枚ポートフ

ォリオ，評論文等から，意欲につながる感性的な表現を拾い出していく。感想と区別す
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学習したことが様々なことが結びつい

て新たな疑問がわいてきている様子 
友達の語りを聴いて再度，語り直している
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人数

評論文のパフォーマンス評価

Ｓ A B C

るため，教科ごとに指標を設け「ものがたり」であるかどうかを識別する。 
   指標１：学んだ教科の言葉を使っているか 
   指標２：学習したことと経験を結び付け，自然観の変化について書かれているか 
   指標３：その単元を学ぶ意味や価値について書かれているか 
   上記の指標と右の

ワークシートは理科

の例である。学習し

たことが，様々なこ

とと結び付き，新た

な問いが生まれてい

ることを教師が見取

り，下線やコメント

で生徒に返している。 
② パフォーマンス評価 
   国語の授業を振り返って書かせた評論文について，以下のような規準で評価した。 
   規準 1：授業では出ていない新しい意見が書かれている   3 項目以上 評価 S 
   規準 2：他者の意見を引用するか，反論を書いている    2 項目   評価 A 
   規準 3：書いている途中で意見が変わっている（対象化）  1 項目   評価 B 
   規準 4：書いたことによる効果を自覚している（メタ認知） 0 項目   評価 C 

 上記の規準が何項目含まれるか

でS～Cの評価を行った。1学年120

名対象の結果が左のグラフである。

また，結果を点数化して成績に織

り込んだ。 
 ③ 「思考力・判断力・表現力」「批判的に聴き・問う能力」についての日常的評価 
   国語での例を示す。毎時間，何らかの判断を下しその理由を書く学習活動を行う。そ

の際，まず書いた量を行数によって評価し，教師がスタンプを押す。さらに，日によっ

て文の数（一文が短いほどよい），接続詞の数，引用の数等を相互評価させ，A～C でノ

ートに書かせる。話合いの場では，他者の意見をメモさせ，その数を A～C で評価し書か

せる。このようにして日常の学習活動を細かく評価し，記録として残させるのである。

それを学期末に点数化して観点別評価に反映させる。 
 

４．課題と展望 
 ①～③のいずれの評価も，非常に時間がかかる。しかし，確実に生徒の資質・能力の向上

につながっていると実感する。特に「ものがたり」の評価は成績には反映されないが，生徒

が真に「主体的」であったかどうかを判断する，最も効果的な評価であると確信する。 

【参考・引用文献】 

 香川大学教育学部附属坂出中学校ホームページ http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/~sakachu/ 

 平成 28 年度 研究紀要 ISBN978-4-86387-073-4 C3037 \1500E（問合わせは本校へ） 

（小林 理昭） 
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10 広島大学附属福山中・高等学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

平成 27 年度から，スーパーグローバルハイスクール（SGH） 開発課題「瀬戸内から世界へ！

世界から備後へ！～グローカルイノベーションと合意形成を柱に～」の研究開発を中学校・

高等学校を通して全教科で進めている。グローバルリーダーには，文化などの多様性を認め，

それぞれの個性を生かしてよりよい社会を構築しようとする資質・能力が必要であり，当校

のプログラムでは，特に，「クリティカルシンキング（論理性や複眼性，問題発見力などを含

む）」と「合意形成能力（問題分析力，創造性，交

渉力，コミュニケーション力などを含む）」を柱と

して設定している。なお「合意形成」については，

右のように定義して共有している。 

２．資質・能力を育む学習活動 
この研究でのカリキュラムは，認知スキル・社会スキルの育成を行う新教科・既存教科の

取組，経験知の蓄積をはかる課題研究「グローカルプログラム」，そして合意形成能力の育成

を目的とした特別講座「スーパーグローカル」の三つの柱からなっている。 

特に，課題研究「グローカルプログラム」では，「研究の方法を学ぶ」，「解決の技を学ぶ」，

「研究の実践」と学年進行に伴って 3 段階で深まるように，新教科や総合的な学習の時間を

配置しており，各段階で生徒間のアドバイスや相互評価を活
い

かす取組をしている。 

３．評価の実践 
(1) コンピテンシーの設定 

 SGHの取組で目指す生徒像を，右のように設定し，

その資質・能力については，「個性と文化の尊重」な

ど以下の五つを設定している。これらの具体をレベ

ル 1～5 で記述し，ルーブリック全体の基礎とした。 

 (2) 授業の工夫など 

 各教科では，グループ討議，自己評価と相互評価，ロールプレイなどの協働学習を取り入

広島大学附属福山中・高等学校 グローバルコンピテンシー 

 資質・能力 レベル 1 レベル 2 レベル 3 レベル 4 レベル 5 

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ 

・ 

合
意
形
成 

●個性と文化の
尊重 

自分と他者の違い
や共通点（大切な
ものや人・こと，
長所・短所など）
を考える。  

自分とは違う意見
や態度や行動をす
る人に対して，そ
の違いの背景を考
えて，理解する。  

自分が偏った見方や
考え方をしていない
か意識的に振り返る。 

差別や偏見などを排除
して固定観念にとらわ
れず異なる見識や文化
を理解する。  

グローバルな問題を多角的な
視点で考える。  

●自己理解・自
己管理 

自分のやるべきこ
とやあるべき姿，
何ができるのかに
ついて考える。  

自分に対する批判
に対して反省的に
分析し，前向きに
感情や行動をコン
トロールする。  

失敗から学ぶ姿勢を
常に持ち，そこから
得られた教訓を活用
する。  

自分の目標を達成する
ために，自分の行動に
ついて考え，まわりの
環境を整えることを常
日頃からする。  

困難な状況においても，自分
を信じて感情と行動をコント
ロールし，あきらめることな
く成長する。  

●異文化コミュ
ニケーション（国
際的対話力・外
国語運用能力） 

人の話を聞く態度
を，「うなずく」，「あ
いづち」，「メモを
取る」などの行動
でしっかり示す。  

相手の意図をしっ
かり理解し，発見・
共感・疑問を相手
に伝える。  
 
 

自分とは異なる見解
から新しく自分の意
見を確立し，その内
容を英語で伝達する。 
 

新しい見解を英語で的
確に伝達する。  
 

異なる意見にはしっかり耳を
傾け理解し，新たな見解を構
築したうえで相手が共感でき
るように英語で表現し議論す
る。  

●連携とネット
ワーク（協調性） 

自分の意見を主張
しつつも，より良
い人間関係を保と
うとしている。  

集団の中で知識や
情報をしっかり共
有する。  
 
 

集団の中だけでなく
集団の外についても
協力や支援をしたり
されたりする体勢を
作る。  

集団の中で同じ目標に
向かって共に活動した
り，互いに協力し合う。 

集団の中で協調性を持って，
知識・情報の共有が行われ，
ともに活動したり互いに協力
しあう。  

●成果志向（主
体性・チャレン
ジ精神・責任感） 

問題解決の場面で，
解決目標にむけて
計画を立案する。  

計画に沿って主体
的に活動する。  
 

困難な状況が生じた
場合でも，積極的に
自分たちで問題を解
決する。  
 

自分たちの活動を常に
振り返り，必要であれ
ば計画を見直し，失敗
を恐れることなく積極
的に活動する。  

失敗を恐れず，主体的に責任
感を持って計画を立案・実施
し，必要であれば工夫を重ね
たり計画を見直すことで，よ
りよい成果をあげる。  

―合意形成とは― 
 

「唯一の答えがない（すぐに答えが出な
い）課題」について，対立する課題を明
らかにして，多面的，総合的に考え，「よ
りよい解（最適解）」を求めたり，「建設
的な妥協点」を探って，合意点を求めた
りすること。 

―めざすグローバルリーダー像― 
◇「自由・自主」の精神 
◇「基盤となる教養」の獲得 
◇「クリティカルシンキング」の実践 
◇「問題解決」の経験値の蓄積 
◇「他者へのまなざし」の体得 

-   94   -

10 広島大学附属福山中・高等学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

平成 27 年度から，スーパーグローバルハイスクール（SGH） 開発課題「瀬戸内から世界へ！

世界から備後へ！～グローカルイノベーションと合意形成を柱に～」の研究開発を中学校・

高等学校を通して全教科で進めている。グローバルリーダーには，文化などの多様性を認め，

それぞれの個性を生かしてよりよい社会を構築しようとする資質・能力が必要であり，当校

のプログラムでは，特に，「クリティカルシンキング（論理性や複眼性，問題発見力などを含

む）」と「合意形成能力（問題分析力，創造性，交

渉力，コミュニケーション力などを含む）」を柱と

して設定している。なお「合意形成」については，

右のように定義して共有している。 

２．資質・能力を育む学習活動 
この研究でのカリキュラムは，認知スキル・社会スキルの育成を行う新教科・既存教科の

取組，経験知の蓄積をはかる課題研究「グローカルプログラム」，そして合意形成能力の育成

を目的とした特別講座「スーパーグローカル」の三つの柱からなっている。 

特に，課題研究「グローカルプログラム」では，「研究の方法を学ぶ」，「解決の技を学ぶ」，

「研究の実践」と学年進行に伴って 3 段階で深まるように，新教科や総合的な学習の時間を

配置しており，各段階で生徒間のアドバイスや相互評価を活
い

かす取組をしている。 

３．評価の実践 
(1) コンピテンシーの設定 

 SGHの取組で目指す生徒像を，右のように設定し，

その資質・能力については，「個性と文化の尊重」な

ど以下の五つを設定している。これらの具体をレベ

ル 1～5 で記述し，ルーブリック全体の基礎とした。 

 (2) 授業の工夫など 

 各教科では，グループ討議，自己評価と相互評価，ロールプレイなどの協働学習を取り入

広島大学附属福山中・高等学校 グローバルコンピテンシー 
 資質・能力 レベル 1 レベル 2 レベル 3 レベル 4 レベル 5 

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ 

・ 

合
意
形
成 

●個性と文化の
尊重 

自分と他者の違い
や共通点（大切な
ものや人・こと，
長所・短所など）
を考える。  

自分とは違う意見
や態度や行動をす
る人に対して，そ
の違いの背景を考
えて，理解する。  

自分が偏った見方や
考え方をしていない
か意識的に振り返る。 

差別や偏見などを排除
して固定観念にとらわ
れず異なる見識や文化
を理解する。  

グローバルな問題を多角的な
視点で考える。  

●自己理解・自
己管理 

自分のやるべきこ
とやあるべき姿，
何ができるのかに
ついて考える。  

自分に対する批判
に対して反省的に
分析し，前向きに
感情や行動をコン
トロールする。  

失敗から学ぶ姿勢を
常に持ち，そこから
得られた教訓を活用
する。  

自分の目標を達成する
ために，自分の行動に
ついて考え，まわりの
環境を整えることを常
日頃からする。  

困難な状況においても，自分
を信じて感情と行動をコント
ロールし，あきらめることな
く成長する。  

●異文化コミュ
ニケーション（国
際的対話力・外
国語運用能力） 

人の話を聞く態度
を，「うなずく」，「あ
いづち」，「メモを
取る」などの行動
でしっかり示す。  

相手の意図をしっ
かり理解し，発見・
共感・疑問を相手
に伝える。  
 
 

自分とは異なる見解
から新しく自分の意
見を確立し，その内
容を英語で伝達する。 
 

新しい見解を英語で的
確に伝達する。  
 

異なる意見にはしっかり耳を
傾け理解し，新たな見解を構
築したうえで相手が共感でき
るように英語で表現し議論す
る。  

●連携とネット
ワーク（協調性） 

自分の意見を主張
しつつも，より良
い人間関係を保と
うとしている。  

集団の中で知識や
情報をしっかり共
有する。  
 
 

集団の中だけでなく
集団の外についても
協力や支援をしたり
されたりする体勢を
作る。  

集団の中で同じ目標に
向かって共に活動した
り，互いに協力し合う。 

集団の中で協調性を持って，
知識・情報の共有が行われ，
ともに活動したり互いに協力
しあう。  

●成果志向（主
体性・チャレン
ジ精神・責任感） 

問題解決の場面で，
解決目標にむけて
計画を立案する。  

計画に沿って主体
的に活動する。  
 

困難な状況が生じた
場合でも，積極的に
自分たちで問題を解
決する。  
 

自分たちの活動を常に
振り返り，必要であれ
ば計画を見直し，失敗
を恐れることなく積極
的に活動する。  

失敗を恐れず，主体的に責任
感を持って計画を立案・実施
し，必要であれば工夫を重ね
たり計画を見直すことで，よ
りよい成果をあげる。  

―合意形成とは― 
 

「唯一の答えがない（すぐに答えが出な
い）課題」について，対立する課題を明
らかにして，多面的，総合的に考え，「よ
りよい解（最適解）」を求めたり，「建設
的な妥協点」を探って，合意点を求めた
りすること。 

―めざすグローバルリーダー像― 
◇「自由・自主」の精神 
◇「基盤となる教養」の獲得 
◇「クリティカルシンキング」の実践 
◇「問題解決」の経験値の蓄積 
◇「他者へのまなざし」の体得 



-   95   -

れている。課題研究においては，PDCA サイクルとなるよう，課題研究の一つの進め方を紹介

し，授業時間ごとに各自の活動がどの段階にあるかを記録するシートで振り返りをし，グル

ープ内の意見交換で課題を深めていく活動を行っている。また，「合意形成」能力の基礎とし

て，人の意見をじっくり聞くことが重要であり，話し手（speaker）としての振る舞いに加え

て，「良き聞き手」（active listener）となるよう指導を行っている。 

 (3) 評価の実際 

 設定したグローバルコンピテンシーについては，年度当初，全生徒の目標として提示して

共有する。また，生徒はこの表に基づいて五つの観点での自己評価（自己分析）を毎年 2 回

ずつ行い，各自の振り返りを行い，成長や課題を整理する。また，以下のような筆記調査を

行い，「多面性」や「協調性」，「コミュニケーション」について評価する。この回答時間が短

いのは，身に付いた能力を場面に合わせて活用する力を測りたいためである。（コンピテンシ

ーとは，本来，身に付いた能力でいつでも活用できる能力と考える。） 

同じ問題を年 2 回行うが，「自分の意見を述べる」「他者の意見をじっくり聞く」「科学的根

拠を調べ結論付けよう」など，前回調査と違う視点で論じる生徒も多く見られるとともに，

記述量も多くなる傾向が見られている。 

 教科でも，独自の課題を提示してそれに対するレポートや，課題研究などの成果物及び他

者へのアドバイスなど意見交換の場面で評価活動を行っている。例えば，高校二年で設定し

ている新教科「クリティカルシンキング」では，「自己・他者」をテーマに複数の評論文を読

み，各自の問題意識を記述する活動を行う。この記

述の評価は【批判的】【多面的・総合的】【コミュニ

ケーション】【つながり】の観点で行っている。例と

して【批判的】のルーブリックを右に示す。 

４．課題と展望 

 SGH での取組を中心に記述したが，資質・能力の評価は自己評価としている。そのため，

生徒の自己評価に対して教師からもコメントなどを返し，それを生徒自身が更に振り返りに

生かしていくことを重視している。そのためには，各段階や内容に応じた各教科のルーブリ

ックづくりが必要で，生徒に教科の観点とルーブリックを示しての観点別評価を日常的に行

うことが大切である。当校も，教科間の連携を更に深め，カリキュラム全体との整合性がよ

りよくなるよう今後も検討・改善していく予定である。 

【参考・引用文献】 

研究開発実施報告書 平成２７年度指定スーパーグローバルハイスクール（第１年次）， 

平成 28 年 3 月，広島大学附属福山中・高等学校 

中等教育研究紀要 第 56 巻，2016 年 3 月，広島大学附属福山中・高等学校   

学校 HP；www.fukuyama.hiroshima-u.ac.jp/              （山下 雅文）

〔状況〕京都議定書について勉強し，文化祭では保護者も招いて討論会をすることにしました。クラ
スのほとんどは日本人ですが，アメリカ，中国，ブラジルからの生徒もいます。討論の目標は，
二酸化炭素排出量削減に向けての合意形成です。 
 文化祭準備の話し合いの時間に，クラスのＡさんが「すべての国は，地球温暖化を防ぐために，
二酸化炭素の排出量を減らす取り組みを行うべき，その具体的方策を提案していきましょう」と
まず話しました。 

【問題】①あなたはどう反応しますか？   ②なぜ，そのように答えましたか？ 
③どんな風に話をしますか？              （自由記述・記述時間 15 分） 

【批判的】（自他の説明の論証の適切性を 
検討・評価できる） 

A 問題提起・理由（事実や経験）・理由 
（引用）・説明・主張の流れがある。 

B 問題提起と主張が結びついている 
C 問題提起と主張の結びつきがない。 
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11 広島大学附属中・高等学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

国立大学の附属学校である本校は，教育実践研究の全国的・地域的拠点を使命とするとこ

ろから，次期学習指導要領の実施に先駆けて，生涯にわたって主体的・対話的に深く学び続

ける「アクティブラーナー」の育成に必要な汎用的な資質・能力（「知識・技能」，「思考力，

判断力，表現力」，「主体性，多様性，協働性などの学ぶ態度」等）を重視した，６か年のカ

リキュラムモデルの開発に学校全体で取り組んでいる。また，本校は，平成 15 年度よりスー

パーサイエンスハイスクール（SSH）の指定を継続して受けている。第 3 期（平成 24～28 年

度）事業において，「持続可能な社会」を実現するために，「国際的視野」と「高度な倫理観」

を備え，かつ「科学的な知の体系」による科学的な見方・考え方を基盤にして，統合的に判

断し，意志決定する能力の育成を重視した研究開発に学校全体で取り組んでいる。 

２．資質・能力を育む学習活動 
各教科の授業においては，主体的・対話的で深い学びを保証する手立てとして，学習サイ

クルにおける「内化」（知識の理解や技能の習得）と「外化」（知識や技能を活用した高次の

思考やパフォーマンス）の往還を重視している。そのために，各教科で育成すべき資質・能

力や目標に沿って，単元ごとに本質的な問いや永続的理解を明文化し，パフォーマンス課題

等の「外化」を到達点とした逆向き設計によって指導計画を作成している。また，通常授業

以外にも，高等学校では，SSH 事業の一環として，「課題研究」（総合的な学習の時間，第２

学年・第３学年 SS コース対象）や「ESD 研究」（総合的な学習の時間，第２学年全員対象）

などを開設しており，探究的あるいは教科横断的に取り組む学習活動を展開している。 

３．評価の実践 
（１）中学校での実践例（第３学年：理科第２分野「生命の連続性」） 

 観点別評価における「科学的な思考・表現」

を評価する取組として，単元ごとにパフォーマ 

ンス課題を実施している。単元における本質的

な問いや永続的理解に基づき，単元の学習で習

得した知識や技能を総合的に使いこなすことの

できる課題を設定し，併せて５段階のルーブリ

ック（表１）を作成している。また，課題を到

達点とした逆向き設計によって単元の指導計画

（表２）を作成している。 

 実際の授業では，まず，生徒に対して教師が

設定した課題とルーブリックを提示する。次に，

グループで仮説の設定，実験計画，検証（実験），

分析・解釈，議論，考察といった一連の探究過

程に取り組ませる。最後に，個人で報告書作成

に取り組ませるとともに，ルーブリックに対す

る自己評価と活動の振り返りを行わせる。教師

は，事後に提出された報告書の内容をルーブリ

ックに基づいて評価している。 

 平成 27 年度第２学期の実践（第３学年 114 名対象）におけるルーブリック評価では，教師

によるルーブリック評価（T）で T4 及び T5 の生徒が全体の 76％となった。また，T5 の生徒

（34％）のうち，自己評価（S）でも S4 及び S5 の評価をした生徒が 51％，T4 の生徒（42％）

表１．パフォーマンス課題のルーブリック 

課題：「ピーターコーンの種子の色の遺伝」はどのようにして説明で

きるのか。 

５ 
３の①～③の説明について，有性生殖の方法や被子植物の有性
生殖の特徴をふまえて具体的にわかりやすく説明できている。 

４ 
３の①～③の説明について，有性生殖の方法や被子植物の有性
生殖の特徴をふまえて説明できている。 

３ 

実験結果を分析・解釈して得られた科学的根拠をもとにして，
①ピーターコーンの世代について説明できている。②種子の色
について説明できている。③種子の色が遺伝するしくみについ
て説明できている。 

２ ３の①～③のうち，いずれかの説明が十分になされていない。 

１ ３の①～③のすべての説明が十分になされていない。 

表２．単元の指導計画 

時 テーマ（問い） 

１ 生殖はどのような方法で行われるか 

２・３ 被子植物の有性生殖はどのように行われるのか 

４ 遺伝子とはどのようなものか 

５ メンデルはどのような実験を行ったのか 

６ 
メンデルは実験の結果を証明するために，どのような規
則性を考えたか 

７・８ 遺伝現象にはどのようなものがあるか 

９・10 胚乳形質の遺伝はどのように説明できるのか 

11・12 
パフォーマンス課題：「ピーターコーンの種子の色の遺伝」
はどのようにして説明できるのか 
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のうち，自己評価でも S4 及び S5 の評価をした生徒が 41％となった。さらに，１学期に T3

であった生徒（全体の 45％）のうち，86％の生徒が２学期に T5 及び T4 へと上昇，１学期に

T2 であった生徒（全体の 51％）のうち，74％の生徒が２学期に T5 及び T4 へと上昇していた。

このことから，パフォーマンス課題による評価は，生徒の資質・能力の育成において，①そ

れまでの学びを振り返り，自分自身の理解度が把握できる，②能動的な学習を進めることで，

単元の学習内容に対する理解が深まるとともに，自己効力感が高まる，③外化を通して，内

化の重要性を理解できる，などの点において一定の効果が得られることがわかった。 

（２）高等学校での実践例（第２・第３学年 SS コース：「課題研究」） 

 育成すべき資質・能力（科学的な思考力，科学的な判断力，科学的な表現力，科学的な問

題発見能力，科学的な問題解決能力，統合的意志決定能力）を定義し，以下の表３に示すよ

うに，それに対応した評価規準及びルーブリックを設定している。課題研究に取り組む第２

学年及び第３学年 SS コース生徒（各 40 名程度）に対して，4 月・8 月・12 月の年間 3 回の

調査を実施し，各評価規準に対して，「よく達成されている（4），やや達成されている（3），

やや達成されていない（2），全く達成されていない（1）」として自己評価に取り組ませてい

る。また，指導教員による評価も 4 月・8 月・12 月の年間 3 回行い，各評価規準のルーブリ

ックに基づいて，「A（2），B（1），C（0）」の 3 段階で評価している。 

表３．評価規準とルーブリック（例：「科学的な思考力」） 

評価規準 評価 A 評価 B 評価 C 
仮説に基づいて，研究を構

想・計画することができた。 

期待される結果についての見通しをもちながら，仮説の検証が

可能な研究を自ら構想したり，計画したりすることができた。 

仮説の検証が可能な研究を自ら構想し

たり，計画したりすることができた。 

B を満たし

ていない。 

研究の位置付け・必要性を論

じることができた。 

先行研究を理解し，解決すべき問題は何であるかを明確にし，

研究の位置付けや必要性を論じることができた。 

先行研究を理解し，研究の位置付けを

自ら考え，論じることができた。 

B を満たし

ていない。 

結果の再現性を考察するこ

とができた。 

科学的な手法を用いて再現性について自ら考察し，今後の研究

の方向性を見いだすことができた。 

科学的な手法を用いて再現性について

自ら考察することができた。 

B を満たし

ていない。 

 平成 28 年度第 3 学年 SS コース生徒の評価では，生徒自己評価と教員評価ともに，全ての

項目において，年間推移（平成 27 年 8 月～平成 28 年 8 月）での上昇傾向がみられた。この

理由として，別に実施した生徒・教員それぞれの意識調査の結果から，①課題研究に対応し

た SSH プログラムの経験が，生徒自己評価に正の影響を与えている，②評価規準及びルーブ

リックに基づく教員評価の取組が，指導教員にとって正の変容，すなわち指導の工夫・改善

につながっている，ことの２点が明らかになった。 

４．課題と展望 
各教科の授業あるいは総合的な学習の時間において，ルーブリック等を用いたパフォーマ

ンス評価を実施することは，教員自身の日々の指導・支援に対する省察につながるものとし

て重要であると考える。ルーブリックを作成したり，評価を実施したりすることが目的なの

ではなく，育成したい資質・能力は何か，そのために教員にはどのような指導の工夫・改善

が求められるのかを念頭に置いて，見通しを持った日々の指導・支援を行っていきたい。一

方で，次期学習指導要領の実施により，学校全体で「主体的・対話的で深い学び」の成果を

どのように評価していくのかが課題である。高大接続改革との関連も含めて，定期考査等に

おいても従来の在り方を見直す時期にきている。 

【参考・引用文献】 

・広島大学附属中・高等学校，「平成28年度中学校・高等学校教育研究大会要項」，平成28年10月． 

（公開授業等の実施概要はhttps://www.hiroshima-u.ac.jp/fu_midori/research/conferenceで閲覧可） 

・広島大学附属中・高等学校，「中等教育研究紀要第62号」，平成28年3月． 

（https://www.hiroshima-u.ac.jp/fu_midori/research/bulletin/2015） 

・広島大学附属高等学校，「平成 24 年度指定スーパーサイエンスハイスクール第 4 年次・研究開発実施報告書」，平成 28 年 3 月．

（https://www.hiroshima-u.ac.jp/fu_midori/superscience/results/2015） 

（井上 純一） 
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12 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 

 
１．資質・能力育成に向けた取組 

 本校は，文部科学省スーパーグローバルハイスクール（SGH）に，平成 26 年度から 5 年

間指定された。研究開発構想は「北陸からイノベーションで世界を変えるグローバル・リ

ーダーの育成」である。 

 本校は「地球サイズの教育」を学校目標に掲げ，近年は特に「総合的な学習の時間」で

先進的な課題研究カリキュラムの開発を進めてきた。その成果の上に，グローバル課題に

対応した地域発のイノベーションを創生できるグローバル・リーダーを育成すべく，次の

五つの人間力を「育てたい資質・能力」とした。①基礎的教養，②課題対応能力，③英語

運用能力，④グローバル・マインド，⑤リーダーシップ，である。これらの資質・能力育

成についての共通理解を得るため，校内公開授業と整理会，年 2 回の研修会を開催し，さ

らに，年 1 回の研究大会の準備を進める中で，全教員の合意形成を進めた。 

２．資質・能力を育む学習活動 

 上記の五つの人間力を育成するため，北陸の地域課題に対する深い理解を出発点とし，

更にグローバル課題へと視野を段階的に広げるために，「総合的な学習の時間」において，

1 年生で「地域課題研究」と「異文化研究」，2 年生で「グローバル提案」，3 年生で「グロ

ーバル・キャリアパス」という四つの課題研究を実践している。 

 また，本校の SGH 事業では，課題研究を進めるための基礎的教養と技能を身に付けさせ

るため，各教科の教材開発と実践を進めている（教科の SGH 化）。教科の SGH 化は，グロー

バル・リーダーとしての上記の五つの人間力を身に付けさせるものでもある。 

３．評価の実践   

(1) 評価の体制 

 四つの課題研究は，いずれもオリエンテーション，生徒による調査・体験，情報の整理・

分析・考察，成果の発表，評価をスパイラル的に繰り返して実践している。 

 授業担当教員は，「地域課題研究」・「異文化研究」が 8 人，「グローバル提案」が 9 人，

「グル―バル・キャリアパス」が 4 人である。評価は，「自己評価」「相互評価」「教員評価」

を行っている。評価には観点別ルーブリックを用いるが，その改善は，担当者プラス SGH

研究推進委員長による担当者会議ではかられる。これ以外に，それぞれの課題研究の特性

に合わせて，外部者による評価も得ている。「地域課題研究」では，北陸財務局及び北陸地

域創生プラットホームの方々，「異文化研究」では台湾師範大学教員及び学生，「グローバ

ル提案」では金沢大学留学生，「グローバル・キャリアパス」では若手研究者・社会人から

なる協力者の評価を得た。 

(2) 評価方法 

四つの課題研究の評価は，目標準拠の「逆向き設計」論に基づく，観点別ルーブリック

によって行っている。ここでは，課題研究「地域課題研究」の評価方法を紹介したい。 

 「地域課題研究」では，その目標から課題発見力，課題解決力，表現力，協働性の 4 観

点によるルーブリック評価を行った。ルーブリックでは，観点ごとにレベル A～レベル C

を設定し，最低限の達成目標レベル C に達しないものをレベル D とした。また，特に優れ

た点及びそう感じた理由を「特筆すべき事項」として自由記述する形式をとった。 
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点によるルーブリック評価を行った。ルーブリックでは，観点ごとにレベル A～レベル C
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4 観点のうちでは課題解決力を最重要観点とした。そのレベル基準は次の通りである。

論理性をレベル C，根拠が明確であればレベル B，斬新さが加わればレベル A としたもので

ある。 

 レベル A：「課題内容」から「提案」へと論理的に展開されており，提案の根拠も明確で

あり，非常に説得力があり，更にその提案が斬新なものであり，実社会に発信

できる提案となっている。  
 レベル B：「課題内容」から「提案」へと論理的に展開されており，提案の根拠も明確で

あり，非常に説得力があり，現実的である。  
 レベル C：「課題内容」から「提案」へと論理的に展開されている。  
(3) 評価の実際 

評価は，観点別ルーブリックを記載した審査用紙によって，「自己評価」「相互評価」「教

員評価」を行う。「教員評価」は全発表終了後に担当教員複数で協議し，クラス最優秀研究

を決定する材料とする。 

評価において特に重視している点が三つある。一つ目は，評価の観点すなわち目標を生

徒に明示することである。そして，前年度の優秀研究を紹介する。これにより生徒の目指

すべき到達点を明確にする。その結果，本校の「地域課題研究」は毎年レベルを向上させ

ている。二つ目は，発表直後に教員評価をルーブリックに基づいて口頭で公表し，生徒全

員で共有することである。発表者以外の生徒への波及効果をねらってのことである。三つ

目は相互評価のフィードバックである。生徒はこれらの評価を踏まえて，自らの発表内容

を改善し，更にレベルアップした研究をレポートという形で文章表現することになる。 

(4) 他の評価事例 

 このような目標準拠の評価は他教科でも実施している。国語科では，授業ごとに目標を

明確にしたパフォーマンス評価を実施している。例えば現代文の『日本人の美意識』とい

う文章を読み解く授業である。授業では，「日本の美意識の特色を読み取る」という目標の

もとに，ワークシート[思考ツール【ベン図】]を用いて「うつくし」と「きよし」を比較

させる。両者が比較できれば C，奈良・平安時代の美意識についてまとめられれば B，日本

人の美意識の特色がまとめられれば A と自己評価させている。そして，これに教員が評価

コメントを付けフィードバックするという取組である。 

４．課題と展望 

本校の現在の評価の取組は，学習プログラムの目標達成に対する評価となっている。こ

の評価方法は，生徒の学習意欲の向上につながり，学び方を習得させ，学びをより高次の

ものにしている。しかし，これだけでは全人的な資質・能力を測るためには十分な評価と

は言えない。本校 SGH 事業の目標は冒頭の五つの人間力の育成である。これを測るために

は，汎用的なコンピテンシーを測る評価方法の開発が必要であると考えている。 

【参考・引用文献】 

・平成 26 年度指定スーパーグローバルハイスクール研究開発報告書第 1 年次 平成 27 年 

・平成 26 年度指定スーパーグローバルハイスクール研究開発報告書第 2 年次 平成 28 年 

・高校教育研究第 67 号 平成 28 年 

・金沢大学附属高校 URL http://partner.ed.kanazawa-u.ac.jp/kfshs/ 

（山本 吉次） 
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４. 国際バカロレア（IB）の評価について 

 本節では，国際バカロレア（IB : International Baccalaureate，以下 IB）における評価につ

いて，このプログラムを開発・提供している国際バカロレア機構が公開している諸資料に

基づいて紹介する。なお，IB は，国際バカロレア機構が認定した世界各国の学校（認定校）

で実施されている国際的な取組であるが，我が国の認定校においても実施されている1ため，

本報告書では国内の取組に位置づけている。 

（１） 国際バカロレアの概要 

 IB は，スイスのジュネーブに本部を置く国際バカロレア機構が開発・提供している国際

的な教育プログラムである。国際バカロレア機構は，世界共通の国際バカロレア試験（大

学入学資格試験）も実施しており，この試験で所定の成績を収めると，国際的に認められ

る大学入学資格（国際バカロレア資格）が取得可能である。 

IB の特徴は，認知的発達とともに社会的・情緒的・身体的な発達を目指す全人的な人格

形成の中で，国際的に通用する資質・能力の育成を実現しようとしていることである。こ

の目的のため，IB では，質の高いカリキュラム編成，学習内容の充実や学習時間の確保，

学びを保証する手段，多角的な評価方法の工夫，教員研修システムの充実を推進している。 

IB の教育理念は，「IB の使命」として次のように表明されている。 

「IB は，多様な文化の理解と尊重の精神を通じて，より良い，より平和な世界を築くこ

とに貢献する，探究心，知識，思いやりに富んだ若者の育成を目的としています。この目

的のため，IB は，学校や政府，国際機関と協力しながらチャレンジに満ちた国際教育プロ

グラムと厳格な評価の仕組みの開発に取り組んでいます。 

IB のプログラムは，世界各地で学ぶ児童生徒に，人がもつ違いを違いとして理解し，自

分と異なる考えの人々にもそれぞれ正しさがあり得ることを認めることができる人として，

積極的に，そして共感する心をもって生涯にわたって学び続けるように働きかけています。」 

（国際バカロレア機構（2010）『国際バカロレア（IB）の教育とは』前文 p.iv） 

IB ではこの使命を「IB の学習者像」として具体化し，「探究する人，知識のある人，考

える人，コミュニケーションができる人，信念をもつ人，心を開く人，思いやりのある人，

挑戦する人，バランスのとれた人，振り返りができる人」という 10 の人物像を掲げている。 

『国際バカロレア（IB）の教育とは？』では，IB の理念の特徴として，「学習者を中心

に置くことを前提とすること，『指導』と『学習』において効果的な方法を展開すること，

グローバルな視野に立って取り組むこと，意味のある学習内容を探究すること」の四つを

挙げている。とりわけ，「指導」と「学習」については，世界の多様な人々が様々な方法で

協力し合う資質・能力の育成を重視し，学習場面における質問，行動，思考などの相互作

用を通じて，開かれた民主的な学習のコミュニティーを実現することを目指している。 

                                                  
1 IB は，平成 29 年 3 月 1 日現在，世界 140 以上の国・地域，4,784 校において実施されている。我が国

の実施校は，3 歳～12 歳対象の初等プログラム（PYP）21 校，11 歳～16 歳対象の中等教育プログラム（MYP）

11 校，16 歳～19 歳を対象としたディプロマプログラム（DP）31 校となっている。（出典：

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/1307998.htm） 
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図 3-4-1 に IB で重視する活動の関係を示す。図が示すとおり，「探究」（inquiry），「行

動」（action），「振り返り」（reflection）という三つの活動を通じて，「学び合う者たちの

コミュニティー」がグローバルな課題に取り組めるよ

う，プロセスを重視した循環型な活動となっている。

この活動は，学習者である子供にだけではなく，教師

が指導計画の作成・実践・検証・改善をする場面にも

同様に求められており，学習活動とともに教師の指導

の質も高められていく仕掛けと仕組みが内包されている。 

この三つの活動について，「国際バカロレア（IB）の教育とは？」（前掲）に基づき，表

3-4-１に整理する。本表では，探究・行動・振り返りという三つの学習活動をどのように

組織して子供の主体的な学びにしていくか，また，これらの学習活動が育成を目指す資質・

能力にどうつながるのかが示されている。 

表 3-4-１ IB で重視している活動の整理 
 IB での位置付け 学習者が主体になる学び 獲得が期待される資質・能力 

 

探

究 

指導計画，授業方法，評

価計画の中心 

確立された知識体系と複雑

な問題の双方からの系統的

な探究を実施 

学習者の既有知識や経験が

学習の土台となる 

学習者自身の好奇心に関連性があり，チャレンジ

に満ちた意味のある学習に取り組む意欲を喚起す

る原動力の獲得 

 

行 

動 

学習指導の一環として取

り組む場合や，学習成果

として行われる場合，実

生活や実社会での経験か

ら学ぶ IB の「指導観」や

「学習観」を重視 

家庭や教室，学校，地域社

会だけではなく，より広い

世界での行動をする 

行動には実践を通じた学習

が伴い，主体性，協働性を

重視する 

規範ある誠実な行動や，個人と集団の尊厳を尊重

する強い公正性に基づいた行動を重んじる 

信念のある行動は責任ある選択を意味し，時に行

動しないという決断をする判断力が求められる 

個人も，組織も，コミュニティーも，個人的な課

題やグローバルな課題の倫理的側面を探究するこ

とで，信念ある行動と向き合うことが求められる 

振

り

返

り 

振り返ることは，好奇心

や経験をより深い理解に

つなげるためのプロセス 

学習者が身に付けた知識や

理解，スキルを，各段階ご

とに発表する 

学校全体でのフィードバッ

クや支援を行う 

根拠や方法，結論を批判的に認識できる思考力が

求められる 

自分自身や他の人々の成果物や作品の中に先入観

や不正確さがあり得るという意識をもって臨むこ

とも求められる 

 表 3-4-2 には，IB における，初等プログラム（以下，PYP）から中等教育プログラム（以

下，MYP），ディプロマプログラム（以下，DP）に至るまでのカリキュラムと特徴的な活動

やテーマについて整理した。 

 

表 3-4-2 IB カリキュラムと特徴的な活動やテーマ 
段階 カリキュラム 特徴的な主な活動やテーマ 

プライマリー・イ

ヤーズ・プログラ

ム（PYP） 

3歳～12歳までを

対象 

教科（言語，社会，算数，芸術，

理科，体育（身体・人格・社会性

の発達））を通じて知識，概念，

スキルを身に付け，それらを活用

してグローバルな重要性をもつ

教科横断的な六つのテーマを探

究する 

教科横断的なテーマ 

・私たちは誰なのか 

・私たちはどのような時代と場所にいるのか 

・私たちはどのように自分を表現するか 

・世界はどのような仕組みになっているのか 

・私たちは自分たちをどう組織しているのか 

・この地球を共有するということ 

ミドル・イヤー

ズ・プログラム

（MYP） 

11 歳～16 歳まで

を対象 

教科学習（言語 A，言語 B，人文

科学，理科，数学，芸術，体育，

テクノロジー）に加え，二つ以上

の専門分野を組み合わせて，学際

的な理解を新たに構築すること

も行う 

グローバルな文脈 

・アイデンティティーと関係性 

・空間的時間的位置付け 

・個人的表現と文化的表現 

・科学技術の革新 

・グローバル化と持続可能性 

・公平性と発展 

図 3-4-1  IB で重視している活動 
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図 3-4-1 に IB で重視する活動の関係を示す。図が示すとおり，「探究」（inquiry），「行
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探
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行 
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・私たちはどのように自分を表現するか 

・世界はどのような仕組みになっているのか 

・私たちは自分たちをどう組織しているのか 

・この地球を共有するということ 

ミドル・イヤー
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11 歳～16 歳まで
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教科学習（言語 A，言語 B，人文

科学，理科，数学，芸術，体育，

テクノロジー）に加え，二つ以上

の専門分野を組み合わせて，学際

的な理解を新たに構築すること
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グローバルな文脈 

・アイデンティティーと関係性 

・空間的時間的位置付け 

・個人的表現と文化的表現 

・科学技術の革新 

・グローバル化と持続可能性 

・公平性と発展 

図 3-4-1  IB で重視している活動 
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段階 カリキュラム 特徴的な主な活動やテーマ 

ディプロマプロ

グラム（DP）16

歳～19 歳までを

対象 

多様な科目を学習するほか，DP の

中核的要素「コア」を構成する「創

造性・活動・奉仕」（CAS）を通じ

て，各自が身体的活動や創造的活

動を展開する。DP の学際的な各コ

ースとその要件は，教科の枠を越

えた新たな課題や理解を探究す

る方法を提示する。また，「知の

理論」（TOK）はカリキュラムの学

習内容を横断的に関連付ける。

IBCC では，「コア」の構成要素が

DP 科目とキャリア関連学習をつ

なぎ，カリキュラム全体において

理解を深められる 

課題論文（EE：Extended Essay） 

履修科目に関連した研究分野について個人研究に取り

組み，研究成果を 4,000 語（日本語の 8,000 字）の論

文にまとめる。 

知の理論（TOK：Theory of Knowledge） 

 「知識の本質」について考え，「知識に関する主張」を

分析し，知識の構築に関する問いを探求する。批判的

思考を培い，生徒が自分なりのものの見方や，他人と

の違いを自覚できるよう促す。最低 100 時間の学習。 

創造性・活動・奉仕 

（CAS：Creativity/Action/Service） 

創造的思考を伴う芸術などの活動，身体的活動，無報

酬での自発的な交流活動といった体験的な学習に取り

組む。 

（２） IB 全体にわたる評価の考え方 

IB の評価についての考え方は，バカロレア機構作成の資料「プログラムの基準と実践要

綱」に示されている。本資料は IB プログラムの設計，開発，実施，及び評価について説明

した文書で，まず「全プログラム共通の『基準』と『実践要綱』」が提示され，続いて，「初

等プログラム（PYP）の『基準』『実践要綱』および『要件』」が示され，以下同様に，「中

等教育プログラム（MYP）」と「ディプロマプログラム（DP）」について示されている。 

「全プログラム共通の『基準』と『実践要綱』」における「基準」とは，各学校が IB プ

ログラムを実施するための必要条件である。また，「実践要綱」は，「基準」を更に具体的

に定義し，具体的にどのようなことをすべきかについての説明を加えたものである。 

構成は，「Ａ：理念」，「Ｂ：組織」，「Ｃ：カリキュラム」の三節で構成されている。「Ａ：

理念」では「学校の教育上の信念と価値観が IB の理念を反映しているか」である。「Ｂ：

組織」では，二つの基準が設けられている。一つは「リーダーシップと体制」について，

「学校のリーダーシップと管理体制が IB プログラムの実施を保証しているか」。もう一つ

は「リソースと支援」について，「学校のリソースと支援体制が IB プログラムの実施を保

証しているか」である。「Ｃ：カリキュラム」では，四つの要素について基準を設けている。

まず，「協働設計」では，「『協働設計』と『振り返り』が IB プログラムの実施を支えてい

るか」，次に「指導計画」では，「学校の『指導計画』が IB の理念を反映しているか」，さ

らに，「『指導』と『学習』」では，「『指導』と『学習』が IB の理念を反映しているか」，最

後に，「評価」では，「学校における評価法が IB の評価に関する考え方を反映しているか」

という基準である。この四つについては，それぞれに下位の要素が具体的に示されている。

その詳細は，表 3-4-3 に示した。 

機構は，バカロレア認定校で，これらの実践要綱が守られているかについてチェックを

行い，カリキュラムや指導，評価を機構により管理している。また，一定年数ごとに教員

研修の義務が有り，機構は段階に応じた教師の指導力向上に向けた支援を，教師は段階に

応じて用意されたプログラムを受講し，実践につなげ，その報告をそれぞれ求められる。

このことで，教師は，無理なく，無駄なく理念を共有し，理念に基づき，授業や評価を計

画し，実践する力，評価する力，検証する力をつけていくこととなる。  
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酬での自発的な交流活動といった体験的な学習に取り
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表 3-4-3  バカロレア機構の共通の実践要項 
  【実践要綱】 

セ

ク

シ

ョ

ン

Ａ

：

理

念 

【基準Ａ】 

理 念 … 学 校

の 教 育 上 の

信 念 と 価 値

観が IB の理

念 を 反 映 し

ているか 

1. 学校の掲げる使命と理念が，IB の使命と理念に一致すること 

2. 学校運営組織，管理職，教育活動全般の責任者，およびスタッフが，IB の理念への理解を示すこと 

3. 学校コミュニティー全体が，プログラムを理解し，責任をもって取り組むこと 

4. 学校は，学校コミュニティー全体において，国際的な視野の育成を図り，「IB の学習者像」に示される人物像の奨励

に努めること 

5. 学校は，学校コミュニティーの内外で責任ある行動を奨励すること 

6. 学校は，理解と尊重に基づいた開かれたコミュニケーションを推進すること 

7. 学校は，母語，学校所在地の言語，その他の言語を含めた言語学習を重視すること 

8. 学校は，世界に広がる IB コミュニティーに参加すること 

9. 学校は，IB プログラムおよび IB の理念に児童生徒がアクセスできるよう支援すること 

 

 

 

 

 

セ

ク

シ

ョ

ン

Ｂ

：

組

織 

【基準Ｂ１】

リ ー ダ ー シ

ッ プ と 体 制

… 学 校 の リ

ー ダ ー シ ッ

プ と 管 理 体

制が IB プロ

グ ラ ム の 実

施 を 保 証 し

ているか 

1. 学校は，実施中のプログラムとその発展について常に学校運営組織に伝える仕組みを構築すること 

2. 学校は，プログラムの実施を支援する運営・指導体制を構築すること 

3. 校長とプログラムコーディネーターは，プログラムの理念に沿って教育面でのリーダーシップを発揮すること 

4. 学校は，プログラムコーディネーターを任命し，業務内容，担当授業時間数軽減措置を定め，職責を全うするための

支援とリソースを提供すること 

5. 学校は，プログラムを支援するための方針と手順を策定し，実施すること 

6. 学校は，プログラムの継続的な実施と発展が可能な仕組みを整えること 

7. 学校は，すべての関係者が参加するプログラム評価を実施すること 

【基準Ｂ２】

リ ソ ー ス と

支 援 … 学 校

の リ ソ ー ス

と 支 援 体 制

が IB プログ

ラ ム の 実 施

を 保 証 し て

いるか 

1.学校運営組織は，プログラムの実施と継続的発展のために予算を割りあてること 

2.学校は，プログラムの実施のために適格なスタッフを配置すること 

3.学校は，教師や管理職が必ず IB 認定の教員研修を受けるようにすること 

4.学校は，教師が協力して授業計画などを策定する「協働設計」(collaborative planning)や「振り返り」（reflection）

に専念できる時間を確保すること 

5.校内およびネット上の学習環境や，施設，リソース，専門機器類を，プログラムの実施に活用すること 

6.図書館，マルチメディア，およびリソースが，プログラムの実施において中心的役割を果たすこと 

7.学校は，グローバルな諸課題や多様なものの見方に関する情報にアクセスできるようにすること 

8.学校は，学習に関するニーズや「特別な教育的ニーズ」のある児童生徒およびその担当教師に支援を提供すること 

9.学校は，プログラムの期間中，児童生徒にガイダンスとカウンセリングを提供できる仕組みを整えること 

10.児童生徒のスケジュールや時間割を，プログラムの要件を満たすよう作成すること 

11.学校は，プログラムの一環として行われる学習を充実させるため，地域社会のもつリソースや専門性などを活用する

こと 

12.学校は，実施しているプログラムに応じて，PYP での「発表会（エキシビション）」，MYP での「パーソナルプロジェク

ト」（第３年次もしくは第４年次で MYP を修了する場合は「コミュニティープロジェクト」），DP での「課題論文」（EE），

IBCC での「振り返りプロジェクト」に取り組むに当たって全児童生徒のためのリソースを確保すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

セ

ク

シ

ョ

ン

Ｃ

：

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム 

 

 

 

【基準Ｃ１】 

「協働設計」

… 「 協 働 設

計」と「振り

返り」が IB

プ ロ グ ラ ム

の 実 施 を 支

えているか 

1.「協働設計」と「振り返り」は，プログラムの要件を踏まえて行われること 

2.「協働設計」と「振り返り」は，定期的かつ体系的に行われること 

3.「協働設計」と「振り返り」は，学年縦断的および教科横断的な連続性の中で行われること 

4.「協働設計」と「振り返り」を通じて，すべての教師が必ず児童生徒の学習経験を総合的に把握しているようにするこ

と 

5.「協働設計」と「振り返り」は，あらかじめ合意された学習到達目標に基づいて行われること 

6.「協働設計」と「振り返り」は，児童生徒の学習ニーズと学習スタイルの違いを考慮に入れて行われること 

7.「協働設計」と「振り返り」は，児童生徒の学習成果物と学習に対する評価に基づいて行われること 

8.「協働設計」と「振り返り」は，児童生徒の言語能力の発達にすべての教師が責任を負っていることを認識して行われ

ること 

9.「協働設計」と「振り返り」は，「IB の学習者像」に示される人物像を踏まえて行われること 

注：「協働設計」と「振り返り」の２つのプロセスは相互に関係しているので，まとめて１つの概念として用いています。 

【基準Ｃ２】 

「指導計画」 

…学校の「指

導計画」が IB

の 理 念 を 反

映 し て い る

か 

1.「指導計画」（written curriculum）は，包括的であること，また，プログラムの要件に沿って作成されること 

2.「指導計画」は，学校コミュニティー全体に開示されること 

3.「指導計画」は，児童生徒のこれまでの学習経験を踏まえて作成されること 

4.「指導計画」は，習得に向けて長期的に取り組むべき知識，概念，スキル，および態度を特定したものであること 

5.「指導計画」は，児童生徒が自分自身および他者のニーズに対応して有意義な行動をとれるようなものであること 

6.「指導計画」は，児童生徒にとって関連のある経験を取り入れたものであること 

7.「指導計画」は，個人，地域社会，国，および世界の諸課題に対して意識を高めるよう奨励するものであること 

8.「指導計画」は，人間の共通性，多様性，および多元的なものの見方についての振り返りを行う機会を提供するもので

あること 

9.「指導計画」は，最新の IB 刊行物に準拠すること，また，プログラムの改訂を取り入れるために，定期的な見直しを

行うこと 

10.「指導計画」は，プログラムを支援するために学校が策定した方針を取り入れたものであること 

11.「指導計画」は，「IB の学習者像」に示されている人物像の具現化を目指すものであること 

【基準Ｃ３】 

「 指 導 」 と

「 学 習 」 …

「 指 導 」 と

「学習」が IB

の 理 念 を 反

映 し て い る

か 

1.「指導」と「学習」は，プログラムの要件に適合していること 

2.「指導」と「学習」は，生徒が「探究する人」「考える人」として関わるようにするものであること 

3.「指導」と「学習」は，児童生徒の「すでに知っていること」「できること」を踏まえて構築されること 

4.「指導」と「学習」は，「学問的誠実性」（academic honesty）の理解と実践を奨励するものであること 

5.「指導」と「学習」は，児童生徒が自分の学習に積極的に責任をもつことができるよう支援するものであること 

6.「指導」と「学習」は，人間の共通性，多様性，および多元的なものの見方に目を向けたものであること 

7.「指導」と「学習」は，母語以外の言語で学習している児童生徒のニーズを含め，言語に関する児童生徒の多様なニー

ズに対応するものであること 

8.「指導」と「学習」は，児童生徒の言語能力の発達にすべての教師が責任をもって取り組んでいるものであること 

9.「指導」と「学習」は，幅広い多様な方法を用いたものであること 
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表 3-4-3  バカロレア機構の共通の実践要項 
  【実践要綱】 

セ

ク

シ

ョ

ン

Ａ

：

理

念 

【基準Ａ】 

理 念 … 学 校

の 教 育 上 の

信 念 と 価 値

観が IB の理

念 を 反 映 し

ているか 

1. 学校の掲げる使命と理念が，IB の使命と理念に一致すること 

2. 学校運営組織，管理職，教育活動全般の責任者，およびスタッフが，IB の理念への理解を示すこと 

3. 学校コミュニティー全体が，プログラムを理解し，責任をもって取り組むこと 

4. 学校は，学校コミュニティー全体において，国際的な視野の育成を図り，「IB の学習者像」に示される人物像の奨励

に努めること 

5. 学校は，学校コミュニティーの内外で責任ある行動を奨励すること 

6. 学校は，理解と尊重に基づいた開かれたコミュニケーションを推進すること 

7. 学校は，母語，学校所在地の言語，その他の言語を含めた言語学習を重視すること 

8. 学校は，世界に広がる IB コミュニティーに参加すること 

9. 学校は，IB プログラムおよび IB の理念に児童生徒がアクセスできるよう支援すること 
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シ
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【基準Ｂ１】

リ ー ダ ー シ

ッ プ と 体 制

… 学 校 の リ

ー ダ ー シ ッ

プ と 管 理 体

制が IB プロ

グ ラ ム の 実

施 を 保 証 し

ているか 

1. 学校は，実施中のプログラムとその発展について常に学校運営組織に伝える仕組みを構築すること 

2. 学校は，プログラムの実施を支援する運営・指導体制を構築すること 

3. 校長とプログラムコーディネーターは，プログラムの理念に沿って教育面でのリーダーシップを発揮すること 

4. 学校は，プログラムコーディネーターを任命し，業務内容，担当授業時間数軽減措置を定め，職責を全うするための

支援とリソースを提供すること 

5. 学校は，プログラムを支援するための方針と手順を策定し，実施すること 

6. 学校は，プログラムの継続的な実施と発展が可能な仕組みを整えること 

7. 学校は，すべての関係者が参加するプログラム評価を実施すること 

【基準Ｂ２】

リ ソ ー ス と

支 援 … 学 校

の リ ソ ー ス

と 支 援 体 制

が IB プログ

ラ ム の 実 施

を 保 証 し て

いるか 

1.学校運営組織は，プログラムの実施と継続的発展のために予算を割りあてること 

2.学校は，プログラムの実施のために適格なスタッフを配置すること 

3.学校は，教師や管理職が必ず IB 認定の教員研修を受けるようにすること 

4.学校は，教師が協力して授業計画などを策定する「協働設計」(collaborative planning)や「振り返り」（reflection）

に専念できる時間を確保すること 

5.校内およびネット上の学習環境や，施設，リソース，専門機器類を，プログラムの実施に活用すること 

6.図書館，マルチメディア，およびリソースが，プログラムの実施において中心的役割を果たすこと 

7.学校は，グローバルな諸課題や多様なものの見方に関する情報にアクセスできるようにすること 

8.学校は，学習に関するニーズや「特別な教育的ニーズ」のある児童生徒およびその担当教師に支援を提供すること 

9.学校は，プログラムの期間中，児童生徒にガイダンスとカウンセリングを提供できる仕組みを整えること 

10.児童生徒のスケジュールや時間割を，プログラムの要件を満たすよう作成すること 

11.学校は，プログラムの一環として行われる学習を充実させるため，地域社会のもつリソースや専門性などを活用する

こと 

12.学校は，実施しているプログラムに応じて，PYP での「発表会（エキシビション）」，MYP での「パーソナルプロジェク

ト」（第３年次もしくは第４年次で MYP を修了する場合は「コミュニティープロジェクト」），DP での「課題論文」（EE），

IBCC での「振り返りプロジェクト」に取り組むに当たって全児童生徒のためのリソースを確保すること 
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【基準Ｃ１】 

「協働設計」

… 「 協 働 設

計」と「振り

返り」が IB

プ ロ グ ラ ム

の 実 施 を 支

えているか 

1.「協働設計」と「振り返り」は，プログラムの要件を踏まえて行われること 

2.「協働設計」と「振り返り」は，定期的かつ体系的に行われること 

3.「協働設計」と「振り返り」は，学年縦断的および教科横断的な連続性の中で行われること 

4.「協働設計」と「振り返り」を通じて，すべての教師が必ず児童生徒の学習経験を総合的に把握しているようにするこ

と 

5.「協働設計」と「振り返り」は，あらかじめ合意された学習到達目標に基づいて行われること 

6.「協働設計」と「振り返り」は，児童生徒の学習ニーズと学習スタイルの違いを考慮に入れて行われること 

7.「協働設計」と「振り返り」は，児童生徒の学習成果物と学習に対する評価に基づいて行われること 

8.「協働設計」と「振り返り」は，児童生徒の言語能力の発達にすべての教師が責任を負っていることを認識して行われ

ること 

9.「協働設計」と「振り返り」は，「IB の学習者像」に示される人物像を踏まえて行われること 

注：「協働設計」と「振り返り」の２つのプロセスは相互に関係しているので，まとめて１つの概念として用いています。 

【基準Ｃ２】 

「指導計画」 

…学校の「指

導計画」が IB

の 理 念 を 反

映 し て い る

か 

1.「指導計画」（written curriculum）は，包括的であること，また，プログラムの要件に沿って作成されること 

2.「指導計画」は，学校コミュニティー全体に開示されること 

3.「指導計画」は，児童生徒のこれまでの学習経験を踏まえて作成されること 

4.「指導計画」は，習得に向けて長期的に取り組むべき知識，概念，スキル，および態度を特定したものであること 

5.「指導計画」は，児童生徒が自分自身および他者のニーズに対応して有意義な行動をとれるようなものであること 

6.「指導計画」は，児童生徒にとって関連のある経験を取り入れたものであること 

7.「指導計画」は，個人，地域社会，国，および世界の諸課題に対して意識を高めるよう奨励するものであること 

8.「指導計画」は，人間の共通性，多様性，および多元的なものの見方についての振り返りを行う機会を提供するもので

あること 

9.「指導計画」は，最新の IB 刊行物に準拠すること，また，プログラムの改訂を取り入れるために，定期的な見直しを

行うこと 

10.「指導計画」は，プログラムを支援するために学校が策定した方針を取り入れたものであること 

11.「指導計画」は，「IB の学習者像」に示されている人物像の具現化を目指すものであること 

【基準Ｃ３】 

「 指 導 」 と

「 学 習 」 …

「 指 導 」 と

「学習」が IB

の 理 念 を 反

映 し て い る

か 

1.「指導」と「学習」は，プログラムの要件に適合していること 

2.「指導」と「学習」は，生徒が「探究する人」「考える人」として関わるようにするものであること 

3.「指導」と「学習」は，児童生徒の「すでに知っていること」「できること」を踏まえて構築されること 

4.「指導」と「学習」は，「学問的誠実性」（academic honesty）の理解と実践を奨励するものであること 

5.「指導」と「学習」は，児童生徒が自分の学習に積極的に責任をもつことができるよう支援するものであること 

6.「指導」と「学習」は，人間の共通性，多様性，および多元的なものの見方に目を向けたものであること 

7.「指導」と「学習」は，母語以外の言語で学習している児童生徒のニーズを含め，言語に関する児童生徒の多様なニー

ズに対応するものであること 

8.「指導」と「学習」は，児童生徒の言語能力の発達にすべての教師が責任をもって取り組んでいるものであること 

9.「指導」と「学習」は，幅広い多様な方法を用いたものであること 
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10.「指導」と「学習」は，児童生徒の学習ニーズと学習スタイルに応じて，異なる指導方法を用いたものであること 

11.「指導」と「学習」は，情報技術（IT）を含めた多様なリソースを取り入れたものであること 

12.「指導」と「学習」は，児童生徒が自分自身および他者のニーズに対応して有意義な行動をとれるように，児童生徒

の態度とスキルを養うものであること 

13.「指導」と「学習」は，「どのように」「何を」「なぜ」学んでいるのかについて児童生徒自身が振り返りをするよう働

きかけるものであること 

14.「指導」と「学習」は，理解と尊重に基づいた，意欲を喚起する学習環境を育むものであること 

15.「指導」と「学習」は，児童生徒が様々な方法で，学習を通じて身に付けた成果を示すよう促すものであること 

16.「指導」と「学習」は，「IB の学習者像」に示されている人物像の具現化を目指すものであること 

注：「指導」と「学習」の２つのプロセスは相互に関係しているので，まとめて１つの概念として用いています。 

【基準Ｃ４】 

評 価 … 学 校

に お け る 評

価法が IB の

評 価 に 関 す

る 考 え 方 を

反 映 し て い

るか 

1.学校における評価法は，プログラムの要件に適合していること 

2.学校は，評価に関する考え方，方針，および手順を学校コミュニティー全体に伝えること 

3.学校は，児童生徒の学習を評価するために，多様な方法とツールを用いること 

4.学校は，児童生徒の学習状況について知らせ，学習をより良いものにするために，児童生徒にフィードバックすること 

5.学校は，各プログラムごとの評価に関する考え方に従いながら，児童生徒の成長の様子を記録する仕組みを整えること 

6.学校は，各プログラムごとの評価に関する考え方に従いながら，児童生徒の成長の様子を伝える仕組みを整えること 

7.学校は，「指導」と「学習」の参考とするため，評価データを分析すること 

8.学校は，児童生徒に対して自分の学習成果物の評価に参加し，その評価を振り返るための機会を与えること 

9.学校は，実施しているプログラムに応じて，PYP での「発表会（エキシビション）」，MYP での「パーソナルプロジェク

ト」（第３年次もしくは第４年次で MYP を修了する場合は「コミュニティープロジェクト」），DP での「課題論文」（EE），

IBCC での「振り返りプロジェクト」の完成を通じて，全児童生徒が自分自身の学習を総括し，発表する仕組みを整える

こと 

以下では，これらの評価の考え方が，具体的にそれぞれの課程でどのように実施されて

いるのかについて，中等教育プログラム（MYP）とディプロマプログラム（DP）について示

すこととする。 

（３） 中等教育プログラム（MYP）の評価について 

 

 

 

バカロレア認定校（MYP，DP）で指導に携わっている東京学芸大学附属中等学校の鮫島教

諭は，「一条校における MYP の実践」（2016）において，MYP の基準を示した文書である『MYP：

原則から実践へ』の特徴として，目標や学習内容だけでなく，授業設計の方法や学習評価

の方法を詳しく示していることにある点を挙げている。そして，MYP の取組には，学習者

だけではなく，指導者にも，学習コミュニティー構築のための仕掛けが多く存在すること

を示していることに触れている。以下では，この『MYP：原則から実践へ』から，授業設計

や評価方法を中心に紹介する。 

図 3-4-2 MYP の学びの全体像 
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10.「指導」と「学習」は，児童生徒の学習ニーズと学習スタイルに応じて，異なる指導方法を用いたものであること 

11.「指導」と「学習」は，情報技術（IT）を含めた多様なリソースを取り入れたものであること 

12.「指導」と「学習」は，児童生徒が自分自身および他者のニーズに対応して有意義な行動をとれるように，児童生徒

の態度とスキルを養うものであること 

13.「指導」と「学習」は，「どのように」「何を」「なぜ」学んでいるのかについて児童生徒自身が振り返りをするよう働

きかけるものであること 

14.「指導」と「学習」は，理解と尊重に基づいた，意欲を喚起する学習環境を育むものであること 

15.「指導」と「学習」は，児童生徒が様々な方法で，学習を通じて身に付けた成果を示すよう促すものであること 

16.「指導」と「学習」は，「IB の学習者像」に示されている人物像の具現化を目指すものであること 

注：「指導」と「学習」の２つのプロセスは相互に関係しているので，まとめて１つの概念として用いています。 

【基準Ｃ４】 

評 価 … 学 校

に お け る 評

価法が IB の

評 価 に 関 す

る 考 え 方 を
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バカロレア認定校（MYP，DP）で指導に携わっている東京学芸大学附属中等学校の鮫島教
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だけではなく，指導者にも，学習コミュニティー構築のための仕掛けが多く存在すること

を示していることに触れている。以下では，この『MYP：原則から実践へ』から，授業設計

や評価方法を中心に紹介する。 

図 3-4-2 MYP の学びの全体像 
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図3-4-4 カリキュラムモデル 

① 中等教育プログラム MYP とは 

中等教育（ミドル・イヤーズ）プログラム（MYP）は，初等教育（プライマリー・イヤー

ズ）プログラム（PYP）修了後，11 歳から 16 歳の学習者を対象にしたプログラムである。 

MYP では探究が重視され，探究テーマの設定は，グローバルな文脈で，かつ，それをそ

れぞれの教科内容の重要な概念が含まれた構成にするよう求められている。 

カリキュラム開発における探究のテーマの設定と要素との関係を図 3-4-3 に示す。 
グローバルな文脈による探究テーマは，おの

ずと教科を横断する者となくため，教師らは教

科を越えて協議をしながら，学習者中心の一貫

的かつ包括的なカリキュラムの開発を行う。こ

れらのカリキュラムは，学習者が協働的に探

究していく中で学びを深め，自然に生活スキ

ルも身に付けられるように構成される。また，

教科横断的に学んでいくため，余り得意としない科目での学習をも受け入れることができ

るようになっている。MYP は，学習者が自分の可能性を広げ，好きなテーマを探究し，様々

な体験を通じて自分らしいアイデンティティー（パーソナル・アイデンティティー）を育

めるようにする包括的なカリキュラムの枠組みであると説明されている。 

 

② MYP のカリキュラムの策定について 

        表 3-4-3 カリキュラム策定の要素 

要 素 目 的 探究の焦点 

指導計画 
 

知る価値があるもの

は何かという枠組み

の特定 

何を学びたいか 
 

授業方法 
 

探究を通した指導に

対する理論と応用 
どうしたら最も良

く学べるか 

評価計画 
 

効果的な評価に対す

る理論と応用 
学んだことをどの

ようにして知るか 
 

図 3-4-4 の MYP のカリキュラムモデルに示すとおり，MYP のカリキュラムは，一貫して

相互に関連する三つの要素で構成されている。 

「指導計画」では，学年縦断的・教科横断的授業計画を経て，教科の概要や単元指導案

などの文書を作成することが求められている。 
「授業方法」では，学習プロセスにはコミュニケーションや連携が必要であることが示

されている。また，探究にはいろいろな形があること，学習者は教室内で，また教室の枠

をこえて，個人で取り組んだりパートナーや大きなグループと協働で活動したりすること

などが例示されている。 

「評価計画」については，指導計画と授業方法と一体となり，学習の設計に関わるプロ

セス全体で考慮されるものであり，学校全体で取り組んでいくことが明記されている。 
MYP の指導計画の作成は「文書の作成を通じて行う包括的で反復的なマッピング・プロ

図 3-4-3 探究のテーマの設定と要素との関係 
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セスである」と位置付けられる。文書は継続的な繰り返しと見直しによって策定され，例

えば，教師は単元設計のプロセスによって，取り組むべき様々な概念や，学習者が学習し

実践する学習の方法（ATL: Approaches to learning）における思考のスキルや態度，学習を

振り返る能力などで確認できるとされている。 

MYP が求める指導計画の策定には，次の要素が含まれる。(i)単元計画，(ⅱ)教科の概要，

（ⅲ）学習の方法（ATL）計画である。 

（ⅰ）単元計画は，MYP の指導計画に不可欠な要素である。MYP の『原則から実践へ』では，

単元指導案を用いて教科別単元（教科学習）を設計するプロセスを詳細に説明している。

その際，図 3-4-1 で示した重視する活動について，「探究は，単元の目的を確立する，行動

は，探究を通じた指導と学習，振り返りは，探究の計画と過程，影響を考える」と明示さ

れている。単元計画はこれら要素の関係を考えて作成される。 

（ⅱ）教科の概要については，学年縦断的・教科横断的に計画するものとされている。表

3-4-4 には，教科の概要を構成する各要素を示す。 

表 3-4-4 教科の要素 

                            2 
 
 
（ⅲ）学習の方法（ATL）計画について，IB プログラムでは，表 3-4-5 に示すような五つ

の ATL スキルのカテゴリーを設定，発達に応じてそれぞれのスキルクラスターを育成する

ように定められている。これらのスキルは，学習者である子供が一人で行う学習と他の人々

と協力して行う学習の土台になるとともに，学習者が評価に際して学習成果を示す上で役

立つものであるとみなされている。また，ATL スキルは，学習者と教師が学習プロセスを

振り返り，そのプロセスを明確に表すための共通の言語として働くとされる。これらのス

キルは，MYP の正規の評価対象とはなっていないが，学習活動において意図的，継続的に

用いるよう推奨されている。 

 

     表 3-4-5 学習の方法における ATL スキルの概要 

ＡＴＬスキルのカテゴリー ＭＹＰのＡＴＬスキルクラスター 

コミュニケーション 1. コミュニケーション 

社会的 2. 協働 

自己管理 

3. 組織 

4. 情動 

5. 振り返り 

リサーチ 
6. 情報リテラシー 

7. メディアリテラシー 

思考 

8. 批判的思考 

9. 創造的思考 

10. 転移 

                                                  
2 ATL スキルは，学習の方法（Approaches to learning）に関するスキルで，自己管理や思考に関

する能力が含まれる（表 3-4-5 参照）。 
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③ MYP の評価について 

ここでは，前掲書『MYP :原則から実践へ』（2014）に基づき，MYP の（ⅰ）評価の目的，

（ⅱ）評価の基本的な考え方（ⅲ）評価の方法，（ⅳ）評価の活用について示す。 

（ⅰ）評価の目的 
「MYP の評価の原則」（pp.90-92）では，評価の目的が以下のように示されている。 

• 学習プロセスでフィードバックを行うことにより生徒の学習を支援・奨励します 
• 指導プロセスを報告し，向上させ，改良します 
• 「パーソナルプロジェクト」や学際的単元の評価などにおいて，教科を横断したスキルを転移する

機会を生徒に提示します 
• 学習に対する生徒の前向きな態度を奨励します 
• 実社会の文脈に基づいた探究において生徒をサポートし，科目の内容の深い理解を促します 
• 批判的，創造的思考スキルの発達を促します 
• 多様な文化的，言語的状況での評価を可能にすることにより，プログラムの国際的な視野を反映し

ます 
• 生徒の全体的な発達を重視するというモデル原則を取り入れることにより，プログラムの全人的な

特質を具現化します    
 
（ⅱ）評価の基本的な考え方 

MYP における評価は，同文書の「学習に生かす評価」（pp.90-113）に示されている。こ

のタイトルが示しているように，MYP の評価は総括的評価と形成的評価から成るが，評価

の目的は，学習者の学習を支援し促すことにある。その基本的な考え方として，学習者の

パフォーマンスについての情報の収集と分析を含め，そのパフォーマンスに対して時宜を

得た振り返りを提供するような評価プロセスを重視している。評価の観点としては，スキ

ルの発達，中でも教科の目標に密接に関連したスキルの発達を重視している。また，学習

成果だけでなく学習プロセスを評価することの重要性が強調されている。学習プロセスの

評価は形成的評価であり，単元内容の指導前，指導時，指導後に行われるものであること，

さらに，教師は，単元の中で最もふさわしい活動を計画し，学習者のこれまでの学習を確

認する方法を開発する必要があることが示されている。なお，同文書に付属する「付録

4:MYP 用語集」では，形成的評価を「指導を導き生徒のパフォーマンスをより良いものに

するために情報を提供することを目的とする現在進行形の評価」と定義している。教師は

学習者が単元に取り組んでいるときに学習をどのようにモニタリングし，サポートするか

をも考えなければならない。この「現在進行形」の形成的評価によって，知識，理解，ス

キル，態度の継続的な発達を教師と学習者が共有し，次の目標やその目標を達成するため

手段をエビデンスに基づいて検討していくことができる。このプロセスの全体が形成的評

価として位置づけられているのである。 

このように，IB プログラムでは，形成的評価は教師と子供が共に取り組む学習の一環で

あり，自己評価や子供同士の相互評価もその重要な要素とみなされている。形成的評価は，

単元計画の中にあらかじめ組み込まれ，学習の進展を評価する中で，教師がその都度指導

計画を変更する根拠として機能しながら，子供が総括的評価課題の完成に向けて準備する

のを支援する役割を果たしているのである。 
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（ⅲ）評価の方法 
 IB における評価には，内部評価と外部評価がある。内部評価とは学校内で行われる評価

であり，外部評価は，担当教師ではなく，国際バカロレア機構によって実施され採点され

る評価である。ここでは，学校内で行われる内部評価について示す。 

MYP の内部評価は，学校で学習者とともに取り組んでいる教師が考案，開発，適用する

課題や方法，ツールを重視する。国際バカロレア機構は，学習者の作品を評価するには教

師が最適の立場にあると位置付けるとともに，学習者の到達度を測る際には，自信を持っ

て評価できるよう教師の専門職としての判断を支援するためのトレーニングを行う。 

教師は，評価課題を作成し，各学年においてそれぞれの教科の評価規準を用いて評価を

行う。また，教師の専門的判断によって学習者の到達度を測る。その判断はあらかじめ周

知されている明確な規準によって導かれ，評価の透明性を確保している。教師は多様な評

価課題において，所定の評価規準に基づき，各レベルの説明を踏まえて到達度を測る。 

評価に当たっては，教師は互いに協力して取り組み，各学習者の到達度を総体的に評価

するための共通の規準を設定することとされている。この「評価規準に準拠した」アプロ

ーチは，いわゆる目標に準拠した評価であり，「集団基準準拠」（学習者は互いに比較され，

あるいは，学習成果に対する予測分布と比べられる）や「目標基準準拠」（学習者は次のレ

ベルに到達したと判断される前に，それより低い到達度における特定の規準のすべての評

価要素を習得しなければならない）とは異なる評価方法である。評価対象期間内の到達度

を機械的に単純に平均するのではなく，学習者のパフォーマンスを最も的確に表す規準を

重視するアプローチである。 
こうした評価を経て，最終的には，コース修了時に，コースの個々の要素ではなくコー

ス全体について学習者の理解を評価することになる。また，最終評価は，MYP 第 5 年次の

修了時に行われる，学習者の成果物に対する総括的評価で実施される。 

 
（ⅳ）評価の活用 

継続的な形成的評価により，教師はプログラムを通じて学習者が発達させる理解と能力

を把握することが可能となる。効果的な形成的評価を通じて，様々な証拠を集め，分析し，

解釈し，それを用いることによって学習者の学習を高め，自己の可能性に到達させる。こ

うした形成的評価には，学習者間での評価や自己評価も重要な要素として含まれる。 

学校が開発する内部用の総括的評価は，各 MYP の単元の一部であり，総括的評価は，所

定の MYP の教科ごとの評価規準を用いて学習者の到達度を評価する証拠を示すために行わ

れると位置付けられている。内部用の総括評価と形成的評価は密接につながっており，教

師は，総括的評価で学習者に期待される到達度についての知識を学習者に与えながら，有

意義なフィードバックを継続的に適切な時期に実施して，学習者がパフォーマンスを高め

られるようにしなければならない。学問分野と学際的な領域への理解を発達させていく学

習者を評価する中で，教師は学習プロセスの参考になるよう，学習者の学習ニーズを明ら

かにするのである。こうした形成的評価に教師と学習者が取り組んでいくことで，学習の

次の段階が当初の想定から変化する可能性もあり得ることも示唆されている。 
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（４） ディプロマプログラム（DP）の評価について 

 

 

 

① ディプロマプログラム DP とは 

ディプロマプログラム（DP）は，16-19 歳を対象とする教育プログラムである。DP は，

プライマリー・イヤーズ・プログラム（PYP）, ミドル・イヤーズ・プログラム（MYP）の

学齢後に設定されている。 

所定のカリキュラムを 2 年間履修し，最終試験を経て所定の成績を収めると，国際的に

認められる大学入学資格（国際バカロレア資格）が取得可能なプログラムである。 

DP では，理論的な研究と分析の上にカリキュラムが編成され，卒業には，以下の六つのグ

ループ（教科），さらには，「コア」と呼ばれる三つの必修要件が求められる。 

「コア」の三つの必要要件とは，「知の理論」（TOK：theory of knowledge，以下，TOK），

「課題論文」（EE：extended essay（以下，EE）），「創造性・活動・奉仕」（CAS：creativity, 

action, service，以下 CAS）である。「コア」の必修要件は，2 年間を通じて取り組むこと

が求められている。TOK では，人間が獲得する知識の本質を検討し，他の授業での体験と

関連付けながら同時並行的に学んでいく。また，同様に，CAS も 2 年間を通じて参加する

ことが求められる。CAS は，他の学習の成果と絡み合わされながら実施される。「IB の学習

者像」と同様，DP で学習者が過ごす 2 年間の枠を超え，生涯にわたって有益なものとして

位置付けられている。 

 

② DP カリキュラムの策定について 

 学習者は，表 3-4-6 に示した 6 科目を同時に学ぶことが求められる。言語を計 2 科目，

「個人と社会」（グループ 3）から 1 科目，「理科」（グループ 4）から１科目，「数学」（グ

ループ 5）から１科目，そして「芸術」（グループ 6）から 1 科目を学習する。また，DP で

は，上級レベル（HL）科目と標準レベル（SL）科目を用意して，幅広く履修することが要

件となっているため，学習者がバランスのとれた学習をできるようカリキュラムが準備さ

れている。 

 
 
  

図 3-4-5 DP の学びの全体像 
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表 3-4-6 DP カリキュラムのグループ名と科目例 

グループ名 科目例 

 1 言語と文学

（母国語） 
 言語 A：文学，言語 A：言語と文化，文学と演劇（※） 

 2 言語習得 

（外国語） 
 言語 B，初級語学 

 3 個人と社会 
 ビジネス，経済，地理，グローバル政治，歴史，心理学，環境システム社会（※），情

報テクノロジーとグローバル社会，哲学，社会・文化人類学，世界の宗教 

 4 理科 
 生物，化学，物理，デザインテクノロジー，環境システムと社会（※），コンピュータ

科学，スポーツ・運動・健康科学（※） 

 5 数学  数学スタディーズ，数学 SL（スタンダードレベル），数学 HL（ハイレベル），数学 FHL 

 6 芸術  音楽，美術，ダンス，フィルム，文学と演劇（※） 

（※） なお，「文学と演劇」はグループ 1 と 6 の横断科目。「環境システムと社会」はグループ 3 と 4 の

横断科目。また，「世界の宗教」及び「スポーツ・運動・健康科学」は SL（標準レベル）のみ。 

③ DP 評価の実際－「理科」の中の「化学」を例に－ 

 国際バカロレア資格の取得には，上述の理念に基づいていると機構が認定したDPカリキ

ュラムを全て履修し，外部評価（国際バカロレア試験等）及び内部評価を通じて，45点満

点中，原則として24点以上を取得する必要がある。配点は，6科目につき各7点（計42点）。

さらに，必修要件（「コア」）について，TOKとEEの評価結果の組合わせに応じて最大3点

が与えられる（CASは評価対象外）。国際バカロレア試験は，年2回，世界で一斉に実施さ

れる。ここでは，六つの従属するグループのうち，具体例として「理科」の中の「化学」

に関して示す。 

(ⅰ) DP 単位認定のための必要事項 

評価の手順では，学習者が以下のことを習得できているかについて評価する。 

ア 目的に沿った先進学術的な技術を習得できたかどうかの評価 

・情報を分析して，提示すること，・議論を評価して，作ること，・創造的に問題を解決すること。 

イ 基本的な技術も評価 

・知識を保持すること，・理解がある鍵となる概念，・標準的な方法を適用すること。  

評価方法は，バカロレア機構が行う外部評価と学校内で行う内部評価を併用しながら評

価を行っているのが特徴である。また，相対評価ではなく，MYP と同様に目標規準型評価

である。内部評価は，ルーブリック等を用いたパフォーマンス評価などが用いられる。 

 

表 3-4-7 DP における外部評価と内部評価 

 目的 評価者 評価項目 

外部 

評価 

客観性と信

頼性の担保

のため 

バカロレアの評

価機構 

エッセイ，体系化された問題，短い反応質問，データ反応質問，テキス

ト-反応質問，事例研究質問，選択問題（めったに使われない） 

内部 

評価 

授業目標達

成度 

学習者の学

びの状況把

握 

担当教師による

評価 

オーラルコミュニケーション 

地理学のフィールドワーク 

科学の研究所での仕事 

数学の調査 

芸術的なパフォーマンス 
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 3 個人と社会 
 ビジネス，経済，地理，グローバル政治，歴史，心理学，環境システム社会（※），情

報テクノロジーとグローバル社会，哲学，社会・文化人類学，世界の宗教 

 4 理科 
 生物，化学，物理，デザインテクノロジー，環境システムと社会（※），コンピュータ

科学，スポーツ・運動・健康科学（※） 

 5 数学  数学スタディーズ，数学 SL（スタンダードレベル），数学 HL（ハイレベル），数学 FHL 

 6 芸術  音楽，美術，ダンス，フィルム，文学と演劇（※） 

（※） なお，「文学と演劇」はグループ 1 と 6 の横断科目。「環境システムと社会」はグループ 3 と 4 の

横断科目。また，「世界の宗教」及び「スポーツ・運動・健康科学」は SL（標準レベル）のみ。 

③ DP 評価の実際－「理科」の中の「化学」を例に－ 

 国際バカロレア資格の取得には，上述の理念に基づいていると機構が認定したDPカリキ

ュラムを全て履修し，外部評価（国際バカロレア試験等）及び内部評価を通じて，45点満

点中，原則として24点以上を取得する必要がある。配点は，6科目につき各7点（計42点）。

さらに，必修要件（「コア」）について，TOKとEEの評価結果の組合わせに応じて最大3点

が与えられる（CASは評価対象外）。国際バカロレア試験は，年2回，世界で一斉に実施さ

れる。ここでは，六つの従属するグループのうち，具体例として「理科」の中の「化学」

に関して示す。 

(ⅰ) DP 単位認定のための必要事項 

評価の手順では，学習者が以下のことを習得できているかについて評価する。 

ア 目的に沿った先進学術的な技術を習得できたかどうかの評価 

・情報を分析して，提示すること，・議論を評価して，作ること，・創造的に問題を解決すること。 

イ 基本的な技術も評価 

・知識を保持すること，・理解がある鍵となる概念，・標準的な方法を適用すること。  

評価方法は，バカロレア機構が行う外部評価と学校内で行う内部評価を併用しながら評

価を行っているのが特徴である。また，相対評価ではなく，MYP と同様に目標規準型評価

である。内部評価は，ルーブリック等を用いたパフォーマンス評価などが用いられる。 

 

表 3-4-7 DP における外部評価と内部評価 

 目的 評価者 評価項目 

外部 

評価 

客観性と信

頼性の担保

のため 

バカロレアの評

価機構 

エッセイ，体系化された問題，短い反応質問，データ反応質問，テキス

ト-反応質問，事例研究質問，選択問題（めったに使われない） 

内部 

評価 

授業目標達

成度 

学習者の学

びの状況把

握 

担当教師による

評価 

オーラルコミュニケーション 

地理学のフィールドワーク 

科学の研究所での仕事 

数学の調査 

芸術的なパフォーマンス 
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(ⅱ)「理科」の「化学」における DP 評価 

DP「化学」の評価では，まず，必要事項（教科の専門的知識・論文・その他の項目）に

ついて，規定される授業時数をクリアしていることが必須条件となる。教科の専門的知識

については，学校内外の評価によって，育成を目指す能力の実現状況を見取る。 

「その他の項目」には，①MYP との関係の重視，②TOK との関係の重視，③観察・実験に

ついて構成別に時間数が達成されていること，④学校内の評価規準がある。学校内の評価

規準については，シラバスに，「個人的関与，8％」「探究，25％」「分析，25％」「評価，25%」

「コミュニケーション，17%」と，項目ごとの配分が規定されている。 

 

（５） DP の評価課題例 

① 試験問題１：選択問題 SL30 問，HL40 問の例 
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外部評価 80%（ペーパー試験）のうち 

試験問題１ 
所要時間 

20% 
0.75ｈ 

20% 
１ｈ 

 

② 試験問題 2：記述問題の例 

  

 

 

外部評価 80%（ペーパー試験）のうち 

試験問題２ 

所要時間 

40% 

1.25ｈ 

36% 

2.25ｈ 

③ 試験問題 3：実験についての質問事項の例(1) 
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外部評価 80%（ペーパー試験）のうち 

試験問題 3 
所要時間 

20% 
１ｈ 

24% 
1.25ｈ 

 

④ EE(The extended essay） 8000 字論文（英文 4000 語）の具体例 

・「砂糖のないチューインガムの食事の後の口の唾液の pH に対する効果。」 

・「生体内を理解するための源としての服装の分析」 

・「音楽ファイルのデータ圧縮のどんなレベルが，人間の耳で聞き取ることができるか？」 

・「米ドルの為替レートの下落は，カリフォルニア町カメルの観光産業にどのような影響

を及ぼしたか？」 

【引用・参考文献】 

・国際バカロレア機構ホームページ http://www.IBo.org/programmes/diploma-programme/ 

・文部科学省「国際バカロレアについて」. http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/IB/ 
・国際バカロレア機構(2014).「プログラムの基準と実践要綱」 . International Baccalaureate 

Organization. 

http://www.ibo.org/globalassets/publications/programme-standards-and-practices-jp.pdf 

・国際バカロレア機構(2014).「国際バカロレア（IB）の教育とは？」. International Baccalaureate 

Organization, 

http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/what-is-an-ib-education-jp.pdf 

・国際バカロレア機構(2014).「DP：原則から実践へ」. International Baccalaureate Organization. 
http://www.ibo.org/globalassets/publications/dp-from-principles-to-practice-jp.pdf 

・国際バカロレア機構(2014).「『化学』指導の手引き」. International Baccalaureate Organization, 

http://www.ibo.org/globalassets/publications/chemistry-guide-jp.pdf 

・国際バカロレア機構(2016).「MYP: 原則から実践へ」. International Baccalaureate Organization, 

http://www.ibo.org/contentassets/93f68f8b322141c9b113fb3e3fe11659/myp/myp-from-principles-

into-practice-jp.pdf 

・鮫島朋美(2016).「一条校における MYP の実践」 （第 9 回 玉川大学 国際バカロレア教育フォーラム 

「学習コミュニティーの構築－一条校における国際バカロレア教育の推進」, 2016年 11月 26日, 講

演③スライド資料）, スライド番号 11 参照.  
http://www.tamagawa.jp/research/academic/news/pdf/detail_11487-pdf-03.pdf 

（後藤 顕一） 
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５. 教育センター・教育委員会等における評価に関する研究・研修 

 

本節では，全国の教育研究所・センターや教育委員会において，評価に関する研究や研

修を通じて学校の実践への支援がどのように実施されているかを質問紙調査に基づいてま

とめる。 

国立大学附属学校への質問紙調査（本章 2 節参照）では，資質・能力の評価に関する考

え方や理念を広く共有する必要性や教員研修の意義が指摘されている。教育研究所・セン

ターや教育委員会には，実践研究や現職研修，校内研修の指導などを通じて，こうした課

題に応える学校の取組を支援する役割が期待されている。そこで，本節では，質問紙調査

に基づいて，現在，評価に関してどのような研究や研修が実施されているかを確認し，今

後必要な方策について検討することにしたい。 

 

（１） 調査の概要 

 調査対象は，全国の教育研究所・センターと都道府県教育委員会，及び研修機能を有す

る政令指定都市・中核都市の教員委員会，及び教育事務所である。調査は，平成 28 年 9

月に，各機関に質問紙を郵送して実施した。調査機関数と回答数は下記である。なお，教

育事務所については，個別に回答した事務所と各県教育委員会が所管の事務所についても

一括して回答している場合がある。そのため，回収率については，教育研究所・センター

と教育委員会についてのみ示している。 

 

機関 調査機関数 回答数 回収率（%） 

都道府県・政令指定都市立教育研究所，

教育（研修）センター 
72 62 86.1 

その他の教育研究所，教育センター 95 69 72.6 

教育研究所センター合計 167 131    78.4 

都道府県教育委員会 47 40    85.1 

政令指定都市・中核市の教育委員会 109 60    55.0 

教育委員会合計 156 100    64.1 

教育事務所 215   120  

合  計 538   351  

 

質問項目は，学習評価に関する調査研究や研修の実施状況についてである。調査研究は

平成 20 年学習指導要領改訂以後（小・中学校への要録通知は平成 22 年）に行われた研究

について，研修は，平成 28 年度の実施状況について尋ねた。また，研究や研修，各学校の

取組状況などを踏まえて，評価に関する課題について自由記述で回答を求めた。 
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（２） 学習評価に関する研究の動向 

 今年度，評価に関する研究やプロジェクト（評価に関する資料作成等）を実施している

教育センター・教育委員会は，34 機関（センター等 13，教育委員会 21）である。教育セ

ンターの 9.9%，教育委員会の 21%となっている。これを都道府県単位でみると，都道府県

立教育センター，都道府県教育委員会のいずれかまたは両方において実施したことがある

と回答があったのは，36 都道府県であった。平成 20 年度以降，評価に関する研究やプロ

ジェクト等を「特に実施していない」とした機関は，教育センターでは，80 機関（61.1%），

教育委員会では，40 機関（40％）となっている。都道府県の教育センター及び教育委員会

のいずれからも「実施していない」と回答があったのは 3 都道府県で，8 都道府県では，

いずれか一方から「実施していない」との回答があり，他方の機関は過去の実施について

「把握していない」との回答，もしくは回答が得られなかった。（なお，「過去の研究やプ

ロジェクト等については，把握していない」との回答は，センターでは 12 機関（9.2%），

教育委員会では 9 機関（9%）あった）。 

評価に関する研究は，指導方法など他の調査研究の中で実施されている場合もある。こ

の質問では，特に評価を主題とする研究について尋ねているため，研究の実施数だけで評

価を含む研究全体の実施状況を判断することはできない。得られた回答でみると，「学習評

価を踏まえた授業づくり」，「指導と評価の在り方に関する研究」，「新しい学習評価の考え

方」など評価に焦点を当てた研究を実施しているセンター等は，4 割弱である。 

 センター等における研究成果の公開（調査研究報告書・事例集等）は，平成 22 年度まで

は，1～2 件にとどまるが，以後，平成 27 年度まで各年度 3～4 件の公開があった。また，

センター・教育委員会における「手引き」，「ハンドブック」等の資料公開は，平成 20・21

年度はそれぞれ 2 件，5 件にとどまるが，平成 22 年度以降 24 年度の三年間に，19 件，25

件，17 件と増え，以後も 25～28 年度には各年度 10 件程度の実施がある。平成 22 年 5 月

の文部科学省による指導要録通知以後，研究や資料作成が各機関において活発に進められ

てきたことがわかる。 

 調査研究に関する刊行物では，主に下記のテーマで成果がまとめられている。 

 ○新しい学習評価の考え方・方法 

 ○評価の観点に関する研究（「思考力・判断力・表現力」，「関心・意欲・態度」など） 

 ○学校種別の研究（高等学校における学習評価の改善など） 

 ○教員の評価力向上に関する研究 

○個別教科等の評価に関する研究 

 実践事例集や手引きなど評価に関する指導資料では，次の内容が刊行されている。 

 ○評価基準・評価規準作成に関する参考資料・手引き 

 ○指導要録の様式に関する資料・解説 

 ○教科別の学習評価の解説（学習指導要領の趣旨を踏まえた具体例など） 

 ○指導と評価の一体化に関する事例集 

 ○通知表記載の手引き 

各センター等における成果物を表 3-5-1，表 3-5-2 に掲載する。  
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（２） 学習評価に関する研究の動向 

 今年度，評価に関する研究やプロジェクト（評価に関する資料作成等）を実施している

教育センター・教育委員会は，34 機関（センター等 13，教育委員会 21）である。教育セ

ンターの 9.9%，教育委員会の 21%となっている。これを都道府県単位でみると，都道府県

立教育センター，都道府県教育委員会のいずれかまたは両方において実施したことがある

と回答があったのは，36 都道府県であった。平成 20 年度以降，評価に関する研究やプロ

ジェクト等を「特に実施していない」とした機関は，教育センターでは，80 機関（61.1%），

教育委員会では，40 機関（40％）となっている。都道府県の教育センター及び教育委員会

のいずれからも「実施していない」と回答があったのは 3 都道府県で，8 都道府県では，

いずれか一方から「実施していない」との回答があり，他方の機関は過去の実施について

「把握していない」との回答，もしくは回答が得られなかった。（なお，「過去の研究やプ

ロジェクト等については，把握していない」との回答は，センターでは 12 機関（9.2%），

教育委員会では 9 機関（9%）あった）。 

評価に関する研究は，指導方法など他の調査研究の中で実施されている場合もある。こ

の質問では，特に評価を主題とする研究について尋ねているため，研究の実施数だけで評

価を含む研究全体の実施状況を判断することはできない。得られた回答でみると，「学習評

価を踏まえた授業づくり」，「指導と評価の在り方に関する研究」，「新しい学習評価の考え

方」など評価に焦点を当てた研究を実施しているセンター等は，4 割弱である。 

 センター等における研究成果の公開（調査研究報告書・事例集等）は，平成 22 年度まで

は，1～2 件にとどまるが，以後，平成 27 年度まで各年度 3～4 件の公開があった。また，

センター・教育委員会における「手引き」，「ハンドブック」等の資料公開は，平成 20・21

年度はそれぞれ 2 件，5 件にとどまるが，平成 22 年度以降 24 年度の三年間に，19 件，25

件，17 件と増え，以後も 25～28 年度には各年度 10 件程度の実施がある。平成 22 年 5 月

の文部科学省による指導要録通知以後，研究や資料作成が各機関において活発に進められ

てきたことがわかる。 

 調査研究に関する刊行物では，主に下記のテーマで成果がまとめられている。 

 ○新しい学習評価の考え方・方法 

 ○評価の観点に関する研究（「思考力・判断力・表現力」，「関心・意欲・態度」など） 

 ○学校種別の研究（高等学校における学習評価の改善など） 

 ○教員の評価力向上に関する研究 

○個別教科等の評価に関する研究 

 実践事例集や手引きなど評価に関する指導資料では，次の内容が刊行されている。 

 ○評価基準・評価規準作成に関する参考資料・手引き 

 ○指導要録の様式に関する資料・解説 

 ○教科別の学習評価の解説（学習指導要領の趣旨を踏まえた具体例など） 

 ○指導と評価の一体化に関する事例集 

 ○通知表記載の手引き 

各センター等における成果物を表 3-5-1，表 3-5-2 に掲載する。  
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表 3-5-1 教育センター等における評価に関する研究成果の刊行物 

*1 刊行物が機関のホームページに掲載されている場合は「○」 

機関名 年度 タイトル 内容（抜粋） HP*1 

1 岡山県総合教

育センター 

20 高等学校国語科の年間指導計

画の有効性を高めるための工夫 

－成長するカリキュラムの作成

と評価に向けて－ 

教師に対する実態調査等を通して

高等学校国語科の年間指導計画の

作成やその活用に関する課題を明

らかにするとともに，年間指導計

画の有効性を高めるための視点及

び方法について提案している。 

○ 

2 和歌山県教育

センター学び

の丘 

22 小学校外国語活動の指導と評

価に関する研究～円滑な小・中

接続を考える～ 

指導者が客観的な根拠に基づいた

総括的評価及び形成的評価を行う

ための手立てを示した。 

○ 

3 兵庫県立教育

研修所 

23 研究のまとめ 教員の「評価力」の向上に関する

研究―観点別評価における高等学

校理科考査問題の検討― 
 

4 広島県立教育

センター 

23 生徒の学習意欲を高める指導と

評価の在り方に関する研究 

－「関心・意欲・態度」の評価

に係る実態分析を通して－ 

本県中学校教員を対象とした調査

から「関心・意欲・態度」の評価

における課題を明らかにするとと

もに，今後求められる指導と評価

の在り方を提言した。 

○ 

5 香川県教育セ

ンター 

22・

23 

思考力・判断力・表現力等を育

成する指導と評価報告書 

調査研究報告として具体的な評価

方法等を提言した。 
○ 

6 広島県立教育

センター 

24 生徒の学習意欲を高める指導

と評価の在り方に関する研究

（二年次）－「関心・意欲・態

度」の評価に係る実態分析を通

して－ 

一年次の研究を踏まえ，中学校全

教科における「関心・意欲・態度」

の評価実践モデルを開発及び検証

を行った。 

○ 

7 沖縄県立総合

教育センター 

24 平成 24 年度調査研究報告書 研究の一つ「『確かな学力』を育成

するための効果的な学校支援の在

り方についての取組」で高等学校

における授業改善を図るための目

標に準拠した評価の在り方の理論

研究を行った。 

○ 

8 北海道立教育

研究所 

24・

25 

学習評価の工夫改善に関する研

究 

国立教育政策研究所の評価に関す

る参考資料に基づき国語科及び算

数・数学科の指導計画を作成した。 

○ 

9 栃木県総合教

育センター 

25 平成 25 年度調査研究 

高等学校における教科指導の充

実 

国語科，数学科，理科，保健体育

科，家庭科の授業において指導と

評価の一体化を図るための基本的

な考え方を示し，実践事例を紹介

した。 

○ 

10 長野県総合教

育センター 

25 思考力・判断力・表現力等の評

価にかかわる研究調査(2 年次)

～子どもの学びを促す評価の実

際～ 

児童生徒の思考の過程に着目して

決め出した「評価規準の設定」「指

導と評価に生きる発問の工夫」「評

価を生かした学習形態の工夫」「評

価する場面の工夫」「評価方法の工

夫」の五つの視点からの研究。 

○ 
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表 3-5-1 教育センター等における評価に関する研究成果の刊行物 

*1 刊行物が機関のホームページに掲載されている場合は「○」 

機関名 年度 タイトル 内容（抜粋） HP*1 

1 岡山県総合教

育センター 

20 高等学校国語科の年間指導計

画の有効性を高めるための工夫 

－成長するカリキュラムの作成

と評価に向けて－ 

教師に対する実態調査等を通して

高等学校国語科の年間指導計画の

作成やその活用に関する課題を明

らかにするとともに，年間指導計

画の有効性を高めるための視点及

び方法について提案している。 

○ 

2 和歌山県教育

センター学び

の丘 

22 小学校外国語活動の指導と評

価に関する研究～円滑な小・中

接続を考える～ 

指導者が客観的な根拠に基づいた

総括的評価及び形成的評価を行う

ための手立てを示した。 

○ 

3 兵庫県立教育

研修所 

23 研究のまとめ 教員の「評価力」の向上に関する

研究―観点別評価における高等学

校理科考査問題の検討― 
 

4 広島県立教育

センター 

23 生徒の学習意欲を高める指導と

評価の在り方に関する研究 

－「関心・意欲・態度」の評価

に係る実態分析を通して－ 

本県中学校教員を対象とした調査

から「関心・意欲・態度」の評価

における課題を明らかにするとと

もに，今後求められる指導と評価

の在り方を提言した。 

○ 

5 香川県教育セ

ンター 

22・

23 

思考力・判断力・表現力等を育

成する指導と評価報告書 

調査研究報告として具体的な評価

方法等を提言した。 
○ 

6 広島県立教育

センター 

24 生徒の学習意欲を高める指導

と評価の在り方に関する研究

（二年次）－「関心・意欲・態

度」の評価に係る実態分析を通

して－ 

一年次の研究を踏まえ，中学校全

教科における「関心・意欲・態度」

の評価実践モデルを開発及び検証

を行った。 

○ 

7 沖縄県立総合

教育センター 

24 平成 24 年度調査研究報告書 研究の一つ「『確かな学力』を育成

するための効果的な学校支援の在

り方についての取組」で高等学校

における授業改善を図るための目

標に準拠した評価の在り方の理論

研究を行った。 

○ 

8 北海道立教育

研究所 

24・

25 

学習評価の工夫改善に関する研

究 

国立教育政策研究所の評価に関す

る参考資料に基づき国語科及び算

数・数学科の指導計画を作成した。 

○ 

9 栃木県総合教

育センター 

25 平成 25 年度調査研究 

高等学校における教科指導の充

実 

国語科，数学科，理科，保健体育

科，家庭科の授業において指導と

評価の一体化を図るための基本的

な考え方を示し，実践事例を紹介

した。 

○ 

10 長野県総合教

育センター 

25 思考力・判断力・表現力等の評

価にかかわる研究調査(2 年次)

～子どもの学びを促す評価の実

際～ 

児童生徒の思考の過程に着目して

決め出した「評価規準の設定」「指

導と評価に生きる発問の工夫」「評

価を生かした学習形態の工夫」「評

価する場面の工夫」「評価方法の工

夫」の五つの視点からの研究。 

○ 
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機関名 年度 タイトル 内容（抜粋） HP*1 

11 愛知県総合教

育センター 

愛知県教育委

員会 

25 平成二十五年度 高等学校に

おける多様な学習成果の評価手

法に関する調査研究(文部科学

省委託事業の報告書） 

高等学校理科及び英語におけるパ

フォーマンス評価について，実践

研究を行い，成果と課題を報告し

た。 

○ 

12 沖縄県立総合

教育センター 

25 平成 25 年度調査研究報告書 研究の一つで「高等学校における

『学習評価の在り方』に関する研

究」を行った。昨年の研究を踏ま

えて実践研究を行った。 

○ 

13 栃木県総合教

育センター 

26 平成 26 年度調査研究 高等学

校における教科指導の充実 

地理歴史・公民科，外国語科（英

語），農業科，工業科，商業科の授

業において指導と評価の一体化を

図るための基本的な考え方を示し，

実践事例を紹介した。 

○ 

14 愛知県総合教

育センター 

愛知県教育委

員会 

26 平成二十六年度 高等学校に

おける多様な学習成果の評価手

法に関する調査研究 

高等学校の 6 教科（国・地歴・公

民・数・理・英）におけるパフォ

ーマンス評価について，実践研究

を行い，成果と課題を報告した。 

○ 

15 兵庫県立教育

研修所 

26 研究紀要第 125 集 児童生徒の思考力，判断力，表現

力等を育む授業の在り方に関する

研究―言語活動の評価を通した授

業改善― 

○ 

16 鹿児島県総合

教育センター 

26 研究紀要第 119 号 「学習内容の関連を踏まえた思考

力・判断力表現力の育成に関する

研究－「判断基準」に基づく指導

と評価を通して－(25～26 年度調

査研究)」の研究成果を掲載した。 

○ 

17 茨城県教育研

修センター 

25・

26 

教科に関する研究報告書 思考力・判断力・表現力を育む学

習指導と評価についての実践研究

報告（全教科） 

○ 

18 愛知県総合教

育センター 

27 平成二十七年度 高等学校に

おける多様な学習成果の評価手

法に関する調査研究 

高等学校の 6 教科（国・地歴・公

民・数・理・英）におけるパフォ

ーマンス評価について，実践研究

を行い，成果と課題を報告した。 

○ 

19 大阪府教育セ

ンター 

27 高等学校における多様な学習成

果の評価手法に関する調査研究 

評価が難しい多面的な資質・能力

について，複数の調査研究協力校

の実践例をもとに，評価手法・評

価指標について解説した。 

○ 
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機関名 年度 タイトル 内容（抜粋） HP*1 

11 愛知県総合教

育センター 

愛知県教育委

員会 

25 平成二十五年度 高等学校に

おける多様な学習成果の評価手

法に関する調査研究(文部科学

省委託事業の報告書） 

高等学校理科及び英語におけるパ

フォーマンス評価について，実践

研究を行い，成果と課題を報告し

た。 

○ 

12 沖縄県立総合

教育センター 

25 平成 25 年度調査研究報告書 研究の一つで「高等学校における

『学習評価の在り方』に関する研

究」を行った。昨年の研究を踏ま

えて実践研究を行った。 

○ 

13 栃木県総合教

育センター 

26 平成 26 年度調査研究 高等学

校における教科指導の充実 

地理歴史・公民科，外国語科（英

語），農業科，工業科，商業科の授

業において指導と評価の一体化を

図るための基本的な考え方を示し，

実践事例を紹介した。 

○ 

14 愛知県総合教

育センター 

愛知県教育委

員会 

26 平成二十六年度 高等学校に

おける多様な学習成果の評価手

法に関する調査研究 

高等学校の 6 教科（国・地歴・公

民・数・理・英）におけるパフォ

ーマンス評価について，実践研究

を行い，成果と課題を報告した。 

○ 

15 兵庫県立教育

研修所 

26 研究紀要第 125 集 児童生徒の思考力，判断力，表現

力等を育む授業の在り方に関する

研究―言語活動の評価を通した授

業改善― 

○ 

16 鹿児島県総合

教育センター 

26 研究紀要第 119 号 「学習内容の関連を踏まえた思考

力・判断力表現力の育成に関する

研究－「判断基準」に基づく指導

と評価を通して－(25～26 年度調

査研究)」の研究成果を掲載した。 

○ 

17 茨城県教育研

修センター 

25・

26 

教科に関する研究報告書 思考力・判断力・表現力を育む学

習指導と評価についての実践研究

報告（全教科） 

○ 

18 愛知県総合教

育センター 

27 平成二十七年度 高等学校に

おける多様な学習成果の評価手

法に関する調査研究 

高等学校の 6 教科（国・地歴・公

民・数・理・英）におけるパフォ

ーマンス評価について，実践研究

を行い，成果と課題を報告した。 

○ 

19 大阪府教育セ

ンター 

27 高等学校における多様な学習成

果の評価手法に関する調査研究 

評価が難しい多面的な資質・能力

について，複数の調査研究協力校

の実践例をもとに，評価手法・評

価指標について解説した。 

○ 
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表 3-5-2 教育センター・教育委員会等における評価に関する刊行物 

（解説書・手引き・ハンドブック・事例集・リーフレット等） 

*1 刊行物がホームページに掲載されている場合は「○」 

 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

1 
いわき市総合

教育センター 
20 「よい授業」のすすめ 指導と評価のポイントを解説した。 ○ 

2 
兵庫県教育委

員会 
20 

「改訂評価規準表」（理

科） 

「改訂評価規準表」（理

科）新旧対照表 

新学習指導要領の移行措置期間に入り，中

学校 3 年生については理科において，内容

を追加して指導することとされていること

を踏まえ，評価規準表（平成 16 年 3 月兵

庫県教育委員会）を一部改訂。 

 

3 
栃木県教育委

員会 
21 

中高教育課程連携推進事

業 指導事例・評価問題

集 

中高の円滑な接続のための学習評価方法の

研究・開発を行い，指導事例・評価問題集

をＣＤにより県立高等学校へ配付した。 
 

4 
兵庫県教育委

員会 
21 

「改訂評価規準表」（数

学）「改訂評価規準表」（数

学）新旧対照表 

評価規準表を一部改訂 
 

5 宮崎県教育庁 21 
新学習指導要領ガイドブ

ック 

改訂のポイントを示すとともに，授業の具

体例の中に評価の視点を記述した。 
○ 

6 
熊谷市教育委

員会 
21 英語活動リーフレット 

英語活動における評価の観点を示し，解説

した。  

7 

埼玉県教育局

南部教育事務

所 

21 授業改善リーフ集 
授業改善の視点と具体的な手立て，評価の

工夫について解説 
○ 

8 
岡山県総合教

育センター 
22 

子供たちに「生きる力」

をはぐぐむ 学習評価ガイ

ドブック 小学校編 

学習評価の基本的な考え方，各教科，外国

語活動，総合的な学習の時間及び特別活動

における学習評価のポイントについて解説。 

○ 

9 
岡山県総合教

育センター 
22 

子供たちに「生きる力」

をはぐぐむ 学習評価ガイ

ドブック 中学校編 

学習評価の基本的な考え方，各教科，外国

語活動，総合的な学習の時間及び特別活動

における学習評価のポイントについて解説。 

○ 

10 
福岡県教育セ

ンター 
22 

小・中・高等学校におけ

る「思考力・判断力・表

現力」の評価と授業づく

り 

思考力・判断力・表現力の評価の考え方を，

具体例を示しながら解説。また，校内研修

でも活用できるプレゼン資料を作成した。 

○ 

11 
足利市立教育

研究所 
22 学習指導ハンドブック 

・観点別評価規準の作成 

・テストバッテリー調査結果の分析・活用 

・評価方法の工夫 

・自己評価能力の育成 

○ 

12 
川越市立教育

センター 
22 

川越市小・中学校指導計

画作成資料（各教科等編） 

児童生徒の実態と特色を生かした各教科等

の指導計画作成と評価のための参考資料  

13 
秋田県教育委

員会 
22 

小学校児童指導要録～作

成及び記入の手引き～ 

観点別学習状況等の在り方について具体例

を示しながら解説した。 
○ 

14 
秋田県教育委

員会 
22 

中学校生徒指導要領～作

成及び記入の手引き～ 

観点別学習状況等の在り方について具体例

を示しながら解説した。 
○ 

15 
群馬県教育委

員会 
22 

これからの学習評価につ

いて（小学校）（中学校） 

各教科における観点別評価の在り方につい

て，「学習評価の改善のポイント」「評価の

観点の趣旨について」「評価規準作成のた

めの参考資料について」の3視点から解説。 

○ 
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表 3-5-2 教育センター・教育委員会等における評価に関する刊行物 

（解説書・手引き・ハンドブック・事例集・リーフレット等） 

*1 刊行物がホームページに掲載されている場合は「○」 

 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

1 
いわき市総合

教育センター 
20 「よい授業」のすすめ 指導と評価のポイントを解説した。 ○ 

2 
兵庫県教育委

員会 
20 

「改訂評価規準表」（理

科） 

「改訂評価規準表」（理

科）新旧対照表 

新学習指導要領の移行措置期間に入り，中

学校 3 年生については理科において，内容

を追加して指導することとされていること

を踏まえ，評価規準表（平成 16 年 3 月兵

庫県教育委員会）を一部改訂。 

 

3 
栃木県教育委

員会 
21 

中高教育課程連携推進事

業 指導事例・評価問題

集 

中高の円滑な接続のための学習評価方法の

研究・開発を行い，指導事例・評価問題集

をＣＤにより県立高等学校へ配付した。 
 

4 
兵庫県教育委

員会 
21 

「改訂評価規準表」（数

学）「改訂評価規準表」（数

学）新旧対照表 

評価規準表を一部改訂 
 

5 宮崎県教育庁 21 
新学習指導要領ガイドブ

ック 

改訂のポイントを示すとともに，授業の具

体例の中に評価の視点を記述した。 
○ 

6 
熊谷市教育委

員会 
21 英語活動リーフレット 

英語活動における評価の観点を示し，解説

した。  

7 

埼玉県教育局

南部教育事務

所 

21 授業改善リーフ集 
授業改善の視点と具体的な手立て，評価の

工夫について解説 
○ 

8 
岡山県総合教

育センター 
22 

子供たちに「生きる力」

をはぐぐむ 学習評価ガイ

ドブック 小学校編 

学習評価の基本的な考え方，各教科，外国

語活動，総合的な学習の時間及び特別活動

における学習評価のポイントについて解説。 

○ 

9 
岡山県総合教

育センター 
22 

子供たちに「生きる力」

をはぐぐむ 学習評価ガイ

ドブック 中学校編 

学習評価の基本的な考え方，各教科，外国

語活動，総合的な学習の時間及び特別活動

における学習評価のポイントについて解説。 

○ 

10 
福岡県教育セ

ンター 
22 

小・中・高等学校におけ

る「思考力・判断力・表

現力」の評価と授業づく

り 

思考力・判断力・表現力の評価の考え方を，

具体例を示しながら解説。また，校内研修

でも活用できるプレゼン資料を作成した。 

○ 

11 
足利市立教育

研究所 
22 学習指導ハンドブック 

・観点別評価規準の作成 

・テストバッテリー調査結果の分析・活用 

・評価方法の工夫 

・自己評価能力の育成 

○ 

12 
川越市立教育

センター 
22 

川越市小・中学校指導計

画作成資料（各教科等編） 

児童生徒の実態と特色を生かした各教科等

の指導計画作成と評価のための参考資料  

13 
秋田県教育委

員会 
22 

小学校児童指導要録～作

成及び記入の手引き～ 

観点別学習状況等の在り方について具体例

を示しながら解説した。 
○ 

14 
秋田県教育委

員会 
22 

中学校生徒指導要領～作

成及び記入の手引き～ 

観点別学習状況等の在り方について具体例

を示しながら解説した。 
○ 

15 
群馬県教育委

員会 
22 

これからの学習評価につ

いて（小学校）（中学校） 

各教科における観点別評価の在り方につい

て，「学習評価の改善のポイント」「評価の

観点の趣旨について」「評価規準作成のた

めの参考資料について」の3視点から解説。 

○ 
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

16 埼玉県教育局 22 
埼玉県小学校教育課程評

価資料 

各教科等における学習評価の考え方や手

順・留意事項及び学習評価を行う際の参考

資料を掲載している。 

○ 

17 埼玉県教育局 22 
埼玉県中学校教育課程評

価資料 

学習評価を効果的に活用した授業改善，授

業づくりを進めるため，各教科等の指導及

び学習評価の在り方の理論と実践について

参考となる内容を掲載している。 

○ 

18 
千葉県教育委

員会 
22 

小・中学校における新し

い学習評価の手引き 

新学習指導要領の趣旨を反映した学習評

価，特に観点別評価の在り方について解説。  

19 
愛媛県教育委

員会 
22 

学習評価及び指導要録の

改善等に関する指導資料 

学習評価に関する基本的な考え方と評価方

法について実践事例を示しながら解説。 
○ 

20 
愛媛県教育委

員会 
22 

特別支援学校小学部児童

指導要録・中学部生徒指

導要録の手引 

「指導に関する記録」及び「資料」におい

て，評価を行う上での留意事項及び各教

科・各学年等の評価の観点及びその趣旨。 
 

21 
福岡県教育委

員会 
22 

小・中・高等学校におけ

る「思考力・判断力・表

現力」の評価と授業づく

り 

「思考力・判断力・表現力」の評価と授業

づくりについて，ガイドブックやスライド

等で解説。 

○ 

22 
長崎県教育庁

義務教育課 
22 

新しい評価の考え方及び

指導要録の様式，解説 

･学習評価の方向性や観点別学習状況の評

価の在り方についての解説 

・指導要録の記載の仕方の解説 

○ 

23 
さいたま市教

育委員会 
22 

さいたま市小学校教育課

程評価資料 

各教科等の適切な評価を行う上での考え方

や手順・留意事項及び評価を行う際の参考

資料として具体的事例を示しながら解説。 
 

24 
さいたま市教

育委員会 
22 

さいたま市中学校教育課

程評価資料 

各教科等の適切な評価を行う上での考え方

や手順・留意事項及び評価を行う際の参考

資料として，具体的事例を示しながら解説。 
 

25 
横浜市教育委

員会事務局 
22 

横浜版学習指導要領 評

価の手引 

カリキュラム・マネジメントをキーワード

に学習指導を支える学習評価の在り方につ

いて具体例を交えて提示した。 
 

26 

群馬県教育委

員 会 事 務 局 

利根教育事務

所  

22 利根沼田の教育 第 19 号 

実際の授業で「ねらい」と「主な学習活動」

がずれることがあるので，国立教育政策研

究所『評価規準の作成のための参考資料』

を活用してずれを防いだ事例を紹介。 

○ 

27 
群馬県総合教

育センター 
23 

授業改善の基礎・基本 

－［確かな学力］をはぐ

くむために－ 

高等学校初任者・経験者研修共通資料 

学習評価の基本的な考え方についての解説

など 
 

28 
東京都教職員

研修センター 
23 

適正で信頼される評価の

推進に向けて 

適正で信頼される評価の在り方について，

理論と実践に分けて解説した。また，観点

別評価の在り方について，各教科で具体例

を示しながら解説した。 

○ 

29 
川越市立教育

センター 
23 

川越市小・中学校教育課

程評価資料 

目標に準拠した評価と評価規準を明確化し

た参考資料。また，授業における具体的な

評価方法の事例も掲載している。 
 

30 
川西市教育委

員会 
23 

小学校年間指導計画資料 

－評価基準・評価規準－ 

小学校の教科ごとに作成。単元ごとに，評

価規準や評価基準，評価の具体例を掲載。  
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

16 埼玉県教育局 22 
埼玉県小学校教育課程評

価資料 

各教科等における学習評価の考え方や手

順・留意事項及び学習評価を行う際の参考

資料を掲載している。 

○ 

17 埼玉県教育局 22 
埼玉県中学校教育課程評

価資料 

学習評価を効果的に活用した授業改善，授

業づくりを進めるため，各教科等の指導及

び学習評価の在り方の理論と実践について

参考となる内容を掲載している。 

○ 

18 
千葉県教育委

員会 
22 

小・中学校における新し

い学習評価の手引き 

新学習指導要領の趣旨を反映した学習評

価，特に観点別評価の在り方について解説。  

19 
愛媛県教育委

員会 
22 

学習評価及び指導要録の

改善等に関する指導資料 

学習評価に関する基本的な考え方と評価方

法について実践事例を示しながら解説。 
○ 

20 
愛媛県教育委

員会 
22 

特別支援学校小学部児童

指導要録・中学部生徒指

導要録の手引 

「指導に関する記録」及び「資料」におい

て，評価を行う上での留意事項及び各教

科・各学年等の評価の観点及びその趣旨。 
 

21 
福岡県教育委

員会 
22 

小・中・高等学校におけ

る「思考力・判断力・表

現力」の評価と授業づく

り 

「思考力・判断力・表現力」の評価と授業

づくりについて，ガイドブックやスライド

等で解説。 

○ 

22 
長崎県教育庁

義務教育課 
22 

新しい評価の考え方及び

指導要録の様式，解説 

･学習評価の方向性や観点別学習状況の評

価の在り方についての解説 

・指導要録の記載の仕方の解説 

○ 

23 
さいたま市教

育委員会 
22 

さいたま市小学校教育課

程評価資料 

各教科等の適切な評価を行う上での考え方

や手順・留意事項及び評価を行う際の参考

資料として具体的事例を示しながら解説。 
 

24 
さいたま市教

育委員会 
22 

さいたま市中学校教育課

程評価資料 

各教科等の適切な評価を行う上での考え方

や手順・留意事項及び評価を行う際の参考

資料として，具体的事例を示しながら解説。 
 

25 
横浜市教育委

員会事務局 
22 

横浜版学習指導要領 評

価の手引 

カリキュラム・マネジメントをキーワード

に学習指導を支える学習評価の在り方につ

いて具体例を交えて提示した。 
 

26 

群馬県教育委

員 会 事 務 局 

利根教育事務

所  

22 利根沼田の教育 第 19 号 

実際の授業で「ねらい」と「主な学習活動」

がずれることがあるので，国立教育政策研

究所『評価規準の作成のための参考資料』

を活用してずれを防いだ事例を紹介。 

○ 

27 
群馬県総合教

育センター 
23 

授業改善の基礎・基本 

－［確かな学力］をはぐ

くむために－ 

高等学校初任者・経験者研修共通資料 

学習評価の基本的な考え方についての解説

など 
 

28 
東京都教職員

研修センター 
23 

適正で信頼される評価の

推進に向けて 

適正で信頼される評価の在り方について，

理論と実践に分けて解説した。また，観点

別評価の在り方について，各教科で具体例

を示しながら解説した。 

○ 

29 
川越市立教育

センター 
23 

川越市小・中学校教育課

程評価資料 

目標に準拠した評価と評価規準を明確化し

た参考資料。また，授業における具体的な

評価方法の事例も掲載している。 
 

30 
川西市教育委

員会 
23 

小学校年間指導計画資料 

－評価基準・評価規準－ 

小学校の教科ごとに作成。単元ごとに，評

価規準や評価基準，評価の具体例を掲載。  
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

31 
栃木県教育委

員会 
23 

新学習指導要領に基づく

評価規準設定のための参

考資料 

学習評価の基本的な考え方を示すととも

に，新学習指導要領に示された目標の実現

状況を適切に評価するための評価規準の設

定や指導・評価計画作成のための参考とし

て作成した。 

○ 

32 
神奈川県教育

委員会 
23 

評価資料集 

-評価活動の参考資料とし

て-小学校（義務教育） 

評価規準の作成，評価方法等工夫改善のた

めの参考資料を示した。 
○ 

33 
神奈川県教育

委員会 
23 

評価資料集 

-評価活動の参考資料とし

て-中学校（義務教育） 

評価規準の作成，評価方法等工夫改善のた

めの参考資料を示した。 
○ 

34 
新潟県教育委

員会 
23 

新潟県小学校新教育課程

研究集会資料 

学習評価，指導要録の記入等に関して具体

例を示しながら解説した。 
○ 

35 
新潟県教育委

員会 
23 

新潟県中学校新教育課程

研究集会資料 

学習評価，指導要録の記入等に関して具体

例を示しながら解説した。 
○ 

36 
兵庫県教育委

員会 
23 評価規準表 

平成 24 年度の中学校新学習指導要領の全

面実施に対応するため，「評価規準表」を

改訂 
 

37 
島根県教育委

員会 
23 

学習評価を生かした授業

改善，授業づくりのため

のハンドブック〔小学校〕 

学習評価を効果的に活用した授業改善，授

業づくりを進めるため，各教科等の指導及

び学習評価の在り方の理論と実践について

参考となる内容を掲載している。 

○ 

38 
山口県教育委

員会 
23 

高等学校等のための学力

向上推進の手引き～まな

びゲーション～ 

「学力の向上」に焦点を当てて，「学校の

パワーアップ」「教員のパワーアップ」「生

徒のパワーアップ」の三つの観点から具体

的な実践事例を提示しながら解説した。 

○ 

39 
山口県教育委

員会 
23 

授業づくりと評価の手引

き～基礎編 ～ 

※平成 24 年度に改訂版を

刊行 

全ての教科における指導場面での基本事項

の確認用ハンドブックとして，日々の授業

実践の中で心がけておきたいことを取り上

げて解説した。 

○ 

40 
香川県教育委

員会 
23 

新学習指導要領下での 

学習評価のポイント 

（小学校保護者用） 

観点別評価について，小学校の保護者に理

解していただくためのリーフレットを作成

し，全保護者に配布した。 
 

41 
熊本県教育委

員会 
23 

学習評価の一層の充実に

向けて～評価基準の設定

とそれに基づく授業づく

り～（小学校）（中学校） 

各教科の「評価規準の設定例」をもとに，

単元（題材）の評価規準を設定しさらに実

際の授業の場面における評価基準の設定の

事例を，教科ごとに示している。 

○ 

42 
宇都宮市教育

委員会事務局 
23 

新学習指導要の趣旨を踏

まえた学習評価－小学校

各教科の具体的評価例 

新学習指導要領を踏まえた学習評価の考え

方及び各教科における観点別学習状況の評

価例について解説した。 
 

43 
富山市教育委

員会 
23 評価の手引き 

評価の考え方や進め方，実際の表記等につ

いて  

44 
名古屋市教育

委員会 
23 

指導と評価の一体化を目

指した具体的な事例集（小

学校） 

児童がおおむね満足できる状況に達するた

めの支援の在り方や授業の改善・工夫を示

した事例集 
 

45 
函館市教育委

員会 
23 小学校教育課程編成資料 

各教科の観点別評価について，具体例を示

しながら解説した。  
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

31 
栃木県教育委

員会 
23 

新学習指導要領に基づく

評価規準設定のための参

考資料 

学習評価の基本的な考え方を示すととも

に，新学習指導要領に示された目標の実現

状況を適切に評価するための評価規準の設

定や指導・評価計画作成のための参考とし

て作成した。 

○ 

32 
神奈川県教育

委員会 
23 

評価資料集 

-評価活動の参考資料とし

て-小学校（義務教育） 

評価規準の作成，評価方法等工夫改善のた

めの参考資料を示した。 
○ 

33 
神奈川県教育

委員会 
23 

評価資料集 

-評価活動の参考資料とし

て-中学校（義務教育） 

評価規準の作成，評価方法等工夫改善のた

めの参考資料を示した。 
○ 

34 
新潟県教育委

員会 
23 

新潟県小学校新教育課程

研究集会資料 

学習評価，指導要録の記入等に関して具体

例を示しながら解説した。 
○ 

35 
新潟県教育委

員会 
23 

新潟県中学校新教育課程

研究集会資料 

学習評価，指導要録の記入等に関して具体

例を示しながら解説した。 
○ 

36 
兵庫県教育委

員会 
23 評価規準表 

平成 24 年度の中学校新学習指導要領の全

面実施に対応するため，「評価規準表」を

改訂 
 

37 
島根県教育委

員会 
23 

学習評価を生かした授業

改善，授業づくりのため

のハンドブック〔小学校〕 

学習評価を効果的に活用した授業改善，授

業づくりを進めるため，各教科等の指導及

び学習評価の在り方の理論と実践について

参考となる内容を掲載している。 

○ 

38 
山口県教育委

員会 
23 

高等学校等のための学力

向上推進の手引き～まな

びゲーション～ 

「学力の向上」に焦点を当てて，「学校の

パワーアップ」「教員のパワーアップ」「生

徒のパワーアップ」の三つの観点から具体

的な実践事例を提示しながら解説した。 

○ 

39 
山口県教育委

員会 
23 

授業づくりと評価の手引

き～基礎編 ～ 

※平成 24 年度に改訂版を

刊行 

全ての教科における指導場面での基本事項

の確認用ハンドブックとして，日々の授業

実践の中で心がけておきたいことを取り上

げて解説した。 

○ 

40 
香川県教育委

員会 
23 

新学習指導要領下での 

学習評価のポイント 

（小学校保護者用） 

観点別評価について，小学校の保護者に理

解していただくためのリーフレットを作成

し，全保護者に配布した。 
 

41 
熊本県教育委

員会 
23 

学習評価の一層の充実に

向けて～評価基準の設定

とそれに基づく授業づく

り～（小学校）（中学校） 

各教科の「評価規準の設定例」をもとに，

単元（題材）の評価規準を設定しさらに実

際の授業の場面における評価基準の設定の

事例を，教科ごとに示している。 

○ 

42 
宇都宮市教育

委員会事務局 
23 

新学習指導要の趣旨を踏

まえた学習評価－小学校

各教科の具体的評価例 

新学習指導要領を踏まえた学習評価の考え

方及び各教科における観点別学習状況の評

価例について解説した。 
 

43 
富山市教育委

員会 
23 評価の手引き 

評価の考え方や進め方，実際の表記等につ

いて  

44 
名古屋市教育

委員会 
23 

指導と評価の一体化を目

指した具体的な事例集（小

学校） 

児童がおおむね満足できる状況に達するた

めの支援の在り方や授業の改善・工夫を示

した事例集 
 

45 
函館市教育委

員会 
23 小学校教育課程編成資料 

各教科の観点別評価について，具体例を示

しながら解説した。  
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

46 
熊谷市教育委

員会 
23 

言語活動に関する調査・

研究 

小・中学校における言語活動を充実させる

ための指導例や評価のあり方を解説した。  

47 
西宮市教育委

員会 
23 

西宮市小学校 各教科評

価規準表 

評価の妥当性・信頼性を高めるために作成

した市内統一の評価規準表。  

48 

北海道教育庁

オホーツク教

育局 

23 
小・中学校教育課程改善

の手引 

各教科等の評価規準の設定の仕方及び具

体例の提示 
○ 

49 

石川県教育委

員会小松教育

事務所 

23 新しい学習評価について 各教科に係る学習評価のポイントを解説。 ○ 

50 
京都府乙訓教

育局 
23 

パフォーマンス評価のす

すめ 

「パフォーマンス課題とルーブリック」に

関する研究を現場での活用の視点で紹介。  

51 
大阪府教育セ

ンター 
24 

高等学校授業改善に向け

た授業評価の在り方 

組織的な校内研修体制の確立と教員全体

の授業力の向上をめざした継続的な研修支

援を行い，その実践事例をもとに授業評価

について解説した。 

○ 

52 
高知県教育セ

ンター 
24 

新しい学習評価の考え方

とその方法～「確かな学

力」の定着を目指して～ 

単元の目標や単元の評価規準の設定の仕方

から本時の指導計画までの一貫した学習指

導と学習評価の在り方を解説。 

○ 

53 
神奈川県教育

委員会 
24 

学習評価リーフレット 

「確かな学力を育てるた

めに」（義務教育） 

児童・生徒の実態に応じて教育課程を編成

し実施していくための道すじを，図や表等

を用いて示した。 

○ 

54 
島根県教育委

員会 
24 

学習評価を生かした授業

改善，授業づくりのため

のハンドブック〔中学校〕 

学習評価を効果的に活用した授業改善，授

業づくりを進めるため，各教科等の指導及

び学習評価の在り方の理論と実践について

参考となる内容を掲載している。 

○ 

55 
山口県教育委

員会 
24 

授業づくりと評価の手引

き～実践編 ～ 

各教科において言語活動を充実させる指導

方法や，指導と評価を計画的に進める際の

具体的な手立てなどについて解説した。 

○ 

56 
香川県教育委

員会 
24 

新学習指導要領下での 

学習評価のポイント 

（中学校保護者用） 

観点別評価について，中学校の保護者に理

解していただくためのリーフレットを作成

し，全保護者に配布した。 
 

57 
愛媛県教育委

員会 
24 

愛媛県県立学校 

学習評価の手引 

観点別評価の在り方について，教科別に具

体例を示しながら解説した。 
○ 

58 
宇都宮市教育

委員会事務局 
24 

新学習指導要の趣旨を踏

まえた学習評価－中学校

各教科の具体的評価例－ 

新学習指導要領を踏まえた学習評価の考え

方及び各教科における観点別学習状況の評

価例について解説した。 
 

59 
浜松市教育委

員会 
24 

評価規準作成のための資

料 

観点別評価の在り方について具体例を示し

ながら解説した。  

60 
名古屋市教育

委員会 
24 

指導と評価の一体化を目

指した具体的な事例集（中

学校） 

生徒がおおむね満足できる状況に達するた

めの支援の在り方や授業の改善・工夫を示

した事例集。 
 

61 
神戸市教育委

員会 
24 学習評価の基礎 

各教科における観点別の評価の在り方，具

体的な評価の仕方を例示。  

62 
神戸市教育委

員会 
24 評価規準例 

各教科，各学年における評価規準例を示し

ている。  

63 
函館市教育委

員会 
24 中学校教育課程編成資料 

各教科の観点別評価について，具体例を示

しながら解説した。  
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

46 
熊谷市教育委

員会 
23 

言語活動に関する調査・

研究 

小・中学校における言語活動を充実させる

ための指導例や評価のあり方を解説した。  

47 
西宮市教育委

員会 
23 

西宮市小学校 各教科評

価規準表 

評価の妥当性・信頼性を高めるために作成

した市内統一の評価規準表。  

48 

北海道教育庁

オホーツク教

育局 

23 
小・中学校教育課程改善

の手引 

各教科等の評価規準の設定の仕方及び具

体例の提示 
○ 

49 

石川県教育委

員会小松教育

事務所 

23 新しい学習評価について 各教科に係る学習評価のポイントを解説。 ○ 

50 
京都府乙訓教

育局 
23 

パフォーマンス評価のす

すめ 

「パフォーマンス課題とルーブリック」に

関する研究を現場での活用の視点で紹介。  

51 
大阪府教育セ

ンター 
24 

高等学校授業改善に向け

た授業評価の在り方 

組織的な校内研修体制の確立と教員全体

の授業力の向上をめざした継続的な研修支

援を行い，その実践事例をもとに授業評価

について解説した。 

○ 

52 
高知県教育セ

ンター 
24 

新しい学習評価の考え方

とその方法～「確かな学

力」の定着を目指して～ 

単元の目標や単元の評価規準の設定の仕方

から本時の指導計画までの一貫した学習指

導と学習評価の在り方を解説。 

○ 

53 
神奈川県教育

委員会 
24 

学習評価リーフレット 

「確かな学力を育てるた

めに」（義務教育） 

児童・生徒の実態に応じて教育課程を編成

し実施していくための道すじを，図や表等

を用いて示した。 

○ 

54 
島根県教育委

員会 
24 

学習評価を生かした授業

改善，授業づくりのため

のハンドブック〔中学校〕 

学習評価を効果的に活用した授業改善，授

業づくりを進めるため，各教科等の指導及

び学習評価の在り方の理論と実践について

参考となる内容を掲載している。 

○ 

55 
山口県教育委

員会 
24 

授業づくりと評価の手引

き～実践編 ～ 

各教科において言語活動を充実させる指導

方法や，指導と評価を計画的に進める際の

具体的な手立てなどについて解説した。 

○ 

56 
香川県教育委

員会 
24 

新学習指導要領下での 

学習評価のポイント 

（中学校保護者用） 

観点別評価について，中学校の保護者に理

解していただくためのリーフレットを作成

し，全保護者に配布した。 
 

57 
愛媛県教育委

員会 
24 

愛媛県県立学校 

学習評価の手引 

観点別評価の在り方について，教科別に具

体例を示しながら解説した。 
○ 

58 
宇都宮市教育

委員会事務局 
24 

新学習指導要の趣旨を踏

まえた学習評価－中学校

各教科の具体的評価例－ 

新学習指導要領を踏まえた学習評価の考え

方及び各教科における観点別学習状況の評

価例について解説した。 
 

59 
浜松市教育委

員会 
24 

評価規準作成のための資

料 

観点別評価の在り方について具体例を示し

ながら解説した。  

60 
名古屋市教育

委員会 
24 

指導と評価の一体化を目

指した具体的な事例集（中

学校） 

生徒がおおむね満足できる状況に達するた

めの支援の在り方や授業の改善・工夫を示

した事例集。 
 

61 
神戸市教育委

員会 
24 学習評価の基礎 

各教科における観点別の評価の在り方，具

体的な評価の仕方を例示。  

62 
神戸市教育委

員会 
24 評価規準例 

各教科，各学年における評価規準例を示し

ている。  

63 
函館市教育委

員会 
24 中学校教育課程編成資料 

各教科の観点別評価について，具体例を示

しながら解説した。  
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

64 
所沢市教育委

員会 
24 

所沢市小学校教育課程評

価実践事例集 

国，及び県が示した評価規準をもとに，具

体的な事例をあげて評価の方法を示した。  

65 
熊谷市教育委

員会 
24 

熊谷市外国語活動実践事

例集 

児童一人一人の学習状況の把握の仕方，児

童の意欲を高める評価の仕方等を示した。  

66 
沼津市教育委

員会 
24 信頼性のある評価Ⅲ 

学習評価の在り方について，実践事例を示

しながら解説した。  

67 

福岡県教育庁

福岡教育事務

所 

24 
新しい学習評価のための

Ｑ＆Ａ（小学校版） 

各教科等における学習評価のポイントと学

習評価の実践例を紹介した。  

68 
大阪府教育セ

ンター 
25 

中学校における学習評価

に関する参考資料 

中学校における目標に準拠した学習評価の

進め方や評価規準の設定例等を示した。  

69 
高槻市教育委

員会 
25 年間学習指導評価計画 

各校での指導評価計画作成の基礎となる

「年間学習指導評価計画」を教科別に作

成。 
 

70 
鳴門市教育研

究所 
25 研究開発実施報告書 

小学校「英語活動」（1～2 年）「外国語活

動」（3～5 年）「外国語科」（6 年）及び中

学校英語科における評価の観点を示した。 
 

71 
高知市教育研

究所 
25 

分かる楽しい授業のため

に 

授業づくりの基礎・基本，評価規準の意義

や設定等について解説。  

72 
秋田県教育委

員会 
25 

特別支援教育のミニマム

スタンダード 

特別支援学校における授業づくりの基礎・

基本を示すとともに，授業デザイン・実践

チェックリストの活用方法について明示。 

○ 

73 
鳥取県教育委

員会 

23

～

25 

学校教育のめざすもの 

評価の観点及びその趣旨等，学習評価の進

め方及び留意点について，具体的に観点別

に例を示して説明した。 
 

74 沖縄県教育庁 25 わかる授業 Support Guide 
本県が推進する「わかる授業」を構築する

ための手引書。 
○ 

75 
所沢市教育委

員会 
25 

所沢市中学校教育課程評

価実践事例集 

国，及び県が示した評価規準をもとに，具

体的な事例をあげて評価の方法を示した。  

76 
岸和田市教育

委員会 
25 

目標準拠評価 各教科 

年間指導計画・年間評価

計画 参考資料 

各教科の参考資料として年間指導計画・年

間評価計画の冊子を作成  

77 

群馬県教育委

員会事務局西

部教育事務所 

25 

学力向上リーフレット「学

力向上のための３つの視

点・５つの取組」取組②

「指導と評価の一体化を

図りましょう」 

子どもの姿を具体的にイメージして評価項

目を設定し，一人一人の学びに応じた支援

ができるような授業づくりについて解説し

た。  

○ 

78 

福岡県教育庁

福岡教育事務

所 

25 
新しい学習評価のための

Ｑ＆Ａ（中学校版） 

各教科等における学習評価のポイントと学

習評価の実践例を紹介した。  

79 
佐賀県西部教

育事務所 
25 学力向上のための手びき 

指導と評価の計画の項目で，評価規準や評

価方法などについて具体例を用いて解説。 
○ 

80 
栃木県総合教

育センター 
26 

平成 26 年度調査研究 高

等学校における教科指導

の充実 

地理歴史・公民科，外国語科（英語），農

業科，工業科，商業科の授業において指導

と評価の一体化を図るための基本的な考え

方を示し，実践事例を紹介した。 

○ 

81 
横須賀市教育

研究所 
26 初任者研修の手引き 

学習評価の在り方について，ポイントを示

しながら解説した。  
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

64 
所沢市教育委

員会 
24 

所沢市小学校教育課程評

価実践事例集 

国，及び県が示した評価規準をもとに，具

体的な事例をあげて評価の方法を示した。  

65 
熊谷市教育委

員会 
24 

熊谷市外国語活動実践事

例集 

児童一人一人の学習状況の把握の仕方，児

童の意欲を高める評価の仕方等を示した。  

66 
沼津市教育委

員会 
24 信頼性のある評価Ⅲ 

学習評価の在り方について，実践事例を示

しながら解説した。  

67 

福岡県教育庁

福岡教育事務

所 

24 
新しい学習評価のための

Ｑ＆Ａ（小学校版） 

各教科等における学習評価のポイントと学

習評価の実践例を紹介した。  

68 
大阪府教育セ

ンター 
25 

中学校における学習評価

に関する参考資料 

中学校における目標に準拠した学習評価の

進め方や評価規準の設定例等を示した。  

69 
高槻市教育委

員会 
25 年間学習指導評価計画 

各校での指導評価計画作成の基礎となる

「年間学習指導評価計画」を教科別に作

成。 
 

70 
鳴門市教育研

究所 
25 研究開発実施報告書 

小学校「英語活動」（1～2 年）「外国語活

動」（3～5 年）「外国語科」（6 年）及び中

学校英語科における評価の観点を示した。 
 

71 
高知市教育研

究所 
25 

分かる楽しい授業のため

に 

授業づくりの基礎・基本，評価規準の意義

や設定等について解説。  

72 
秋田県教育委

員会 
25 

特別支援教育のミニマム

スタンダード 

特別支援学校における授業づくりの基礎・

基本を示すとともに，授業デザイン・実践

チェックリストの活用方法について明示。 

○ 

73 
鳥取県教育委

員会 

23

～

25 

学校教育のめざすもの 

評価の観点及びその趣旨等，学習評価の進

め方及び留意点について，具体的に観点別

に例を示して説明した。 
 

74 沖縄県教育庁 25 わかる授業 Support Guide 
本県が推進する「わかる授業」を構築する

ための手引書。 
○ 

75 
所沢市教育委

員会 
25 

所沢市中学校教育課程評

価実践事例集 

国，及び県が示した評価規準をもとに，具

体的な事例をあげて評価の方法を示した。  

76 
岸和田市教育

委員会 
25 

目標準拠評価 各教科 

年間指導計画・年間評価

計画 参考資料 

各教科の参考資料として年間指導計画・年

間評価計画の冊子を作成  

77 

群馬県教育委

員会事務局西

部教育事務所 

25 

学力向上リーフレット「学

力向上のための３つの視

点・５つの取組」取組②

「指導と評価の一体化を

図りましょう」 

子どもの姿を具体的にイメージして評価項

目を設定し，一人一人の学びに応じた支援

ができるような授業づくりについて解説し

た。  

○ 

78 

福岡県教育庁

福岡教育事務

所 

25 
新しい学習評価のための

Ｑ＆Ａ（中学校版） 

各教科等における学習評価のポイントと学

習評価の実践例を紹介した。  

79 
佐賀県西部教

育事務所 
25 学力向上のための手びき 

指導と評価の計画の項目で，評価規準や評

価方法などについて具体例を用いて解説。 
○ 

80 
栃木県総合教

育センター 
26 

平成 26 年度調査研究 高

等学校における教科指導

の充実 

地理歴史・公民科，外国語科（英語），農

業科，工業科，商業科の授業において指導

と評価の一体化を図るための基本的な考え

方を示し，実践事例を紹介した。 

○ 

81 
横須賀市教育

研究所 
26 初任者研修の手引き 

学習評価の在り方について，ポイントを示

しながら解説した。  
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

82 
高槻市教育委

員会 
26 

「年間学習指導評価計

画」および「単元学習指

導評価計画」 

各校での指導評価計画作成の基礎となる

「年間学習指導評価計画」を小中学校の教

科別に作成。 
 

83 
鳴門市教育研

究所 
26 研究開発実施報告書 

小学校「外国語科」における評価の実際及

び中学校英語科における評価方法を示し

た。 
 

84 
群馬県教育委

員会 
26 評価資料集 

思考力・判断力・表現力を評価できる問題

（小学校 4 年～6 年の国語・社会・算数・

理科）を作成した。 
 

85 
札幌市教育委

員会 
26 

札幌市小学校 

教育課程編成の手引 

各学校における教育課程編成の際の指針。

評価については，学習指導要領の趣旨を反

映した学習評価の基本的な考え方や各教科

ごとの観点別評価の具体的な方法を提示。 

 

86 
北九州市教育

委員会 
26 

北九州スタンダード 

指導と評価ハンドブック 

学習評価の考え方や，各教科における評価

のポイント等について周知を図った。  

87 

栃木県教育委

員会事務局塩

谷南那須教育

事務所 

26 
平成 26 年度塩谷南那須の

教育Ｑ＆Ａ 

「道徳の時間」の評価はどのように行えば

よいか解説した。 
○ 

88 

石川県教育委

員会 奥能登

教育事務所 

26 
小学校奥能登スタンダー

ド 

学習指導要領，評価規準の作成，評価方法

などの工夫改善のための参考資料をもと

に，奥能登地区の各教科の年間指導計画の

具体例を示した。（平成 23年 1月の改訂版） 

 

89 

神奈川県立総

合教育センタ

ー 

27 

「関心・意欲・態度」を

育てるための学習評価を

踏まえた授業づくり実践

事例集 

小・中学校における学習評価の妥当性や信

頼性を高めるための実践事例集である。 
○ 

90 
愛媛県総合教

育センター 
27 

分かる 考える 伸びる 

授業づくりの基礎・基本

～10 のポイント～目標と

指導と評価の一体化を目

指して 

授業づくりのポイントの中で，学習状況を

的確に把握するための評価計画や評価問題

を活用した授業改善などについて説明して

いる。 

○ 

91 
大阪市教育セ

ンター 
27 

「単元（題材）の指導と

評価の計画」（作成例） 

「目標に準拠した評価」について，各教科

の目標及び領域や内容項目における学習指

導のねらいを具体的に示した。 

○ 

92 

岡崎市総合学

習センター内

教育研究所 

27 

小学校 通知表記載の手

引き 

中学校 通知表記載の手

引き 

観点別学習状況の評価方法，評価基準例，

留意点，等  

93 
豊田市教育セ

ンター 
27 小学校評価規準表 

新教科書の採択に合わせて，豊田市版の評

価規準表を作成した。  

94 
高槻市教育委

員会 
27 単元学習指導評価計画 

各校での指導評価計画作成の基礎となる

「単元学習指導評価計画」を各教科で作

成。 
 

95 
鳴門市教育研

究所 
27 研究開発実施報告書 

小学校「外国語科」における評価に関する

取組の実際及び中学校英語科における評価

方法について示した。 
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年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 
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82 
高槻市教育委

員会 
26 

「年間学習指導評価計

画」および「単元学習指

導評価計画」 

各校での指導評価計画作成の基礎となる

「年間学習指導評価計画」を小中学校の教

科別に作成。 
 

83 
鳴門市教育研

究所 
26 研究開発実施報告書 

小学校「外国語科」における評価の実際及

び中学校英語科における評価方法を示し

た。 
 

84 
群馬県教育委

員会 
26 評価資料集 

思考力・判断力・表現力を評価できる問題

（小学校 4 年～6 年の国語・社会・算数・

理科）を作成した。 
 

85 
札幌市教育委

員会 
26 

札幌市小学校 

教育課程編成の手引 

各学校における教育課程編成の際の指針。

評価については，学習指導要領の趣旨を反

映した学習評価の基本的な考え方や各教科

ごとの観点別評価の具体的な方法を提示。 

 

86 
北九州市教育

委員会 
26 

北九州スタンダード 

指導と評価ハンドブック 

学習評価の考え方や，各教科における評価

のポイント等について周知を図った。  

87 

栃木県教育委

員会事務局塩

谷南那須教育

事務所 

26 
平成 26 年度塩谷南那須の

教育Ｑ＆Ａ 

「道徳の時間」の評価はどのように行えば

よいか解説した。 
○ 

88 

石川県教育委

員会 奥能登

教育事務所 

26 
小学校奥能登スタンダー

ド 

学習指導要領，評価規準の作成，評価方法

などの工夫改善のための参考資料をもと

に，奥能登地区の各教科の年間指導計画の

具体例を示した。（平成 23年 1月の改訂版） 

 

89 

神奈川県立総

合教育センタ

ー 

27 

「関心・意欲・態度」を

育てるための学習評価を

踏まえた授業づくり実践

事例集 

小・中学校における学習評価の妥当性や信

頼性を高めるための実践事例集である。 
○ 

90 
愛媛県総合教

育センター 
27 

分かる 考える 伸びる 

授業づくりの基礎・基本

～10 のポイント～目標と

指導と評価の一体化を目

指して 

授業づくりのポイントの中で，学習状況を

的確に把握するための評価計画や評価問題

を活用した授業改善などについて説明して

いる。 

○ 

91 
大阪市教育セ

ンター 
27 

「単元（題材）の指導と

評価の計画」（作成例） 

「目標に準拠した評価」について，各教科

の目標及び領域や内容項目における学習指

導のねらいを具体的に示した。 

○ 

92 

岡崎市総合学

習センター内

教育研究所 

27 

小学校 通知表記載の手

引き 

中学校 通知表記載の手

引き 

観点別学習状況の評価方法，評価基準例，

留意点，等  

93 
豊田市教育セ

ンター 
27 小学校評価規準表 

新教科書の採択に合わせて，豊田市版の評

価規準表を作成した。  

94 
高槻市教育委

員会 
27 単元学習指導評価計画 

各校での指導評価計画作成の基礎となる

「単元学習指導評価計画」を各教科で作

成。 
 

95 
鳴門市教育研

究所 
27 研究開発実施報告書 

小学校「外国語科」における評価に関する

取組の実際及び中学校英語科における評価

方法について示した。 
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HP` 
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96 
札幌市教育委

員会 
27 

札幌市中学校 

教育課程編成の手引 

各学校における教育課程編成の際の指針。

評価は，学習指導要領の趣旨を反映した学

習評価の基本的な考え方や各教科ごとの観

点別評価の具体的な方法などを提示。 

 

97 
札幌市教育委

員会 
27 

「学ぶ力」の育成に向け

た指導の工夫例 

小学校編・中学校編 

評価という視点から授業改善を図れるよ

う，各教科における指導の工夫ポイントや

評価ポイントを「学ぶ意欲」「学んだ力」

「生かす力」の三つの要素から示している。 

 

98 
横須賀市教育

委員会 
27 

確かな学力をつけるため

の授業づくりの視点 

授業づくりの視点の一つとして学習評価の

在り方について説明をしている。  

99 
吹田市教育委

員会 
27 幼小中一貫カリキュラム 評価の視点を入れたカリキュラム 

 

100 

青森県教育庁

西北教育事務

所 

27 研究資料集 

児童生徒の自ら学ぶ意欲や思考力，判断

力，表現力等の主体的に学ぶ力を育成する

ための学習指導と評価の工夫改善について 
 

101 
宮城県北部教

育事務所 
27 

学びＵＰサポートガイド

Ver.4 

管内各学校の学力向上に向けた取組を継続

してサポートすることをねらいとした冊子。

その中で，校内研究の評価，評価基準の設

定等について触れている。 

○ 

102 
秋田県教育庁

南教育事務所 
27 

評価方法等の工夫につい

て（実践例） 

主に「思考力，判断力，表現力等」の高ま

りを判断する評価方法について，実践例を

紹介した。 

○ 

103 

石川県教育委

員会 奥能登

教育事務所 

27 
中学校奥能登スタンダー

ド 

学習指導要領，評価規準の作成，評価方法

などの工夫改善のための参考資料をもと

に，奥能登地区の各教科の年間指導計画の

具体例を示した。（平成 24年 1月の改訂版） 

 

104 

松山市教育委

員会教育研修

センター事務

所 

23

～

28 

思考力・判断力・表現力

等を育成する指導と評価

に関する事例集 

思考力・判断力・表現力等を育成するため

の言語活動の充実と学習評価の工夫を研究

し，具体的な事例を事例集として紹介する。 
 

105 
奈良県立教育

研究所 
28 

教職員のための研修ハン

ドブック 新規採用者バ

ージョン  

新規採用者全員に配布し，その中で評価の

方法について解説した。 
○ 

106 
豊田市教育セ

ンター 
28 中学校評価規準表 

新教科書の採択に合わせて，豊田市版の評

価規準表を作成した。  

107 大阪府教育庁 28 
「観点別学習状況の評

価」実施の手引き 

観点別学習状況の評価の基本的な考え方

と，指導と評価の年間計画（シラバス）の

作成について具体例を示しながら解説し

た。 

○ 

109 沖縄県教育庁 28 
高等学校・学習評価につ

いて（仮称） 

観点別評価の在り方について具体例を示し

ながらの解説。平成 29 年 3 月に発行予定。  

110 
水戸市教育委

員会 
28 

「特別の教科道徳」の指

導方法・評価等について

（報告（案）） 

道徳教育に係る評価等の在り方に関する専

門家会議の内容 
○ 

111 
千葉市教育委

員会 
28 

平成 28 年度千葉市学校教

育の課題「21 世紀を拓く」 

本市教育の課題の柱の一つ「指導と評価の

一体化を図るために」について学習評価の

改善及び具体的な視点を示した。 
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

96 
札幌市教育委

員会 
27 

札幌市中学校 

教育課程編成の手引 

各学校における教育課程編成の際の指針。

評価は，学習指導要領の趣旨を反映した学

習評価の基本的な考え方や各教科ごとの観

点別評価の具体的な方法などを提示。 

 

97 
札幌市教育委

員会 
27 

「学ぶ力」の育成に向け

た指導の工夫例 

小学校編・中学校編 

評価という視点から授業改善を図れるよ

う，各教科における指導の工夫ポイントや

評価ポイントを「学ぶ意欲」「学んだ力」

「生かす力」の三つの要素から示している。 

 

98 
横須賀市教育

委員会 
27 

確かな学力をつけるため

の授業づくりの視点 

授業づくりの視点の一つとして学習評価の

在り方について説明をしている。  

99 
吹田市教育委

員会 
27 幼小中一貫カリキュラム 評価の視点を入れたカリキュラム 

 

100 

青森県教育庁

西北教育事務

所 

27 研究資料集 

児童生徒の自ら学ぶ意欲や思考力，判断

力，表現力等の主体的に学ぶ力を育成する

ための学習指導と評価の工夫改善について 
 

101 
宮城県北部教

育事務所 
27 

学びＵＰサポートガイド

Ver.4 

管内各学校の学力向上に向けた取組を継続

してサポートすることをねらいとした冊子。

その中で，校内研究の評価，評価基準の設

定等について触れている。 

○ 

102 
秋田県教育庁

南教育事務所 
27 

評価方法等の工夫につい

て（実践例） 

主に「思考力，判断力，表現力等」の高ま

りを判断する評価方法について，実践例を

紹介した。 

○ 

103 

石川県教育委

員会 奥能登

教育事務所 

27 
中学校奥能登スタンダー

ド 

学習指導要領，評価規準の作成，評価方法

などの工夫改善のための参考資料をもと

に，奥能登地区の各教科の年間指導計画の

具体例を示した。（平成 24年 1月の改訂版） 

 

104 

松山市教育委

員会教育研修

センター事務

所 

23

～

28 

思考力・判断力・表現力

等を育成する指導と評価

に関する事例集 

思考力・判断力・表現力等を育成するため

の言語活動の充実と学習評価の工夫を研究

し，具体的な事例を事例集として紹介する。 
 

105 
奈良県立教育

研究所 
28 

教職員のための研修ハン

ドブック 新規採用者バ

ージョン  

新規採用者全員に配布し，その中で評価の

方法について解説した。 
○ 

106 
豊田市教育セ

ンター 
28 中学校評価規準表 

新教科書の採択に合わせて，豊田市版の評

価規準表を作成した。  

107 大阪府教育庁 28 
「観点別学習状況の評

価」実施の手引き 

観点別学習状況の評価の基本的な考え方

と，指導と評価の年間計画（シラバス）の

作成について具体例を示しながら解説し

た。 

○ 

109 沖縄県教育庁 28 
高等学校・学習評価につ

いて（仮称） 

観点別評価の在り方について具体例を示し

ながらの解説。平成 29 年 3 月に発行予定。  

110 
水戸市教育委

員会 
28 

「特別の教科道徳」の指

導方法・評価等について

（報告（案）） 

道徳教育に係る評価等の在り方に関する専

門家会議の内容 
○ 

111 
千葉市教育委

員会 
28 

平成 28 年度千葉市学校教

育の課題「21 世紀を拓く」 

本市教育の課題の柱の一つ「指導と評価の

一体化を図るために」について学習評価の

改善及び具体的な視点を示した。 
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

112 
津市教育委員

会事務局 
28 

津市版 授業改善マニュ

アル 

授業評価の意義とともに教職員による授業

自己評価について，実例を交えて解説した。  

113 
西宮市教育委

員会事務局 
28 

西宮市中学校 各教科評

価規準表 

評価の妥当性・信頼性を高めるために作成

した市内統一の評価規準表。  

114 
北海道教育庁

胆振教育局 
28 

胆振教育推進資料「胆振

の教育を推進するために

～教育活動の質的向上を

目指して～」 

国立教育政策研究所作成の「評価基準の作

成，評価方法等の工夫改善のための参考資

料」を活用した評価基準の設定について，

実践例を示して解説した。 

○ 

115 

栃木県教育委

員会事務局塩

谷南那須教育

事務所 

28 
塩谷南那須授業力アップ

リーフレット①～④ 

「ねらいの提示」「指導」「まとめ・振り返

り」について実践事例を紹介した。 
○ 

116 

新潟県教育庁

中越教育事務

所 

28 授業改善のポイント 2016 

授業づくりの中で児童生徒の振り返りによ

る学習評価，教師の振り返りによる教授評

価の重要性と若干の方法を解説した。 

○ 

117 
川崎市総合教

育センター 

例

年 

学習指導要領実践事例集

（小・中学校） 

総則並びに各教科等における学習指導や評

価の工夫改善につながる実践事例集。  
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 機関名 
年

度 
タイトル 内容（質問紙回答から抜粋） 

HP` 

*1 

112 
津市教育委員

会事務局 
28 

津市版 授業改善マニュ

アル 

授業評価の意義とともに教職員による授業

自己評価について，実例を交えて解説した。  

113 
西宮市教育委

員会事務局 
28 

西宮市中学校 各教科評

価規準表 

評価の妥当性・信頼性を高めるために作成

した市内統一の評価規準表。  

114 
北海道教育庁

胆振教育局 
28 

胆振教育推進資料「胆振

の教育を推進するために

～教育活動の質的向上を

目指して～」 

国立教育政策研究所作成の「評価基準の作

成，評価方法等の工夫改善のための参考資

料」を活用した評価基準の設定について，

実践例を示して解説した。 

○ 

115 

栃木県教育委

員会事務局塩

谷南那須教育

事務所 

28 
塩谷南那須授業力アップ

リーフレット①～④ 

「ねらいの提示」「指導」「まとめ・振り返

り」について実践事例を紹介した。 
○ 

116 

新潟県教育庁

中越教育事務

所 

28 授業改善のポイント 2016 

授業づくりの中で児童生徒の振り返りによ

る学習評価，教師の振り返りによる教授評

価の重要性と若干の方法を解説した。 

○ 

117 
川崎市総合教

育センター 

例

年 

学習指導要領実践事例集

（小・中学校） 

総則並びに各教科等における学習指導や評

価の工夫改善につながる実践事例集。  
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（３） 学習評価に関する研修の状況 

 研修については，「今年度，主として『評価』をテーマに掲げた研修を実施しますか」と

尋ね，評価を主題に掲げた研修や研修時間内に評価に関する内容を多く盛り込んでいると

見られる研修の実施状況を調査した。 

なお，教員研修をどこが担うかについては，自治体によって事情が異なる。教育センタ

ー等が全て行うことと定められている自治体もあれば，センター・教育委員会等の両方で

実施している自治体もある。各機関における研修の実施数を単純に挙げても実施状況につ

いて評価することはできないため，ここでは機関別の実施数による分析は行わない。 

 自治体において主たる研修業務を担っている都道府県・政令指定都市立センターで今年

度の研修の実施（予定）数を見ると，41 機関において研修が実施（又は予定）されている

（66.1%）。中核都市のセンターでは 18 機関，教育委員会は回答のあった機関のうち，33

機関。教育事務所における研修は，教育委員会の回答に含まれている都道府県もあるが，

回答のあった事務所（120 件）では，15 機関が実施または予定していた。 

具体的な研修内容について記述のあった研修（184 件）について，a.全教員対象（悉皆，

希望者，各学校一名など），b.初任者対象，c.対象を限定した研修（経験年次別の研修，教

務主任対象・管理職研修など），d.教科等別の研修，e.その他（専門講座，学校からの要請

研修など）に区分してみると，次のように，初任者研修や年次研修における実施が多い。 

研修の種類 内容 件数 （%） 

a 全教員対象 学習評価研修・教育課程研修など 28 15.2% 

b.初任者対象 評価の考え方・観点別評価（教科別含む）など 48 26.1% 

c.年次研修・管理職研修 指導と評価・授業づくり（教科別含む）など 57 31.0% 

d.教科等別（b・c 以外） 観点別評価・多様な評価法・評価問題作成 39 21.2% 

e.その他 長期研修講座・校内研修・要請研修 9 4.9% 

「初任者研修」や年次研修については，内容を確認すると，例えば，「初任者研修」の「学

習指導」を主題する研修において，「PDCA サイクルを踏まえた学習評価と授業改善」を取

り上げるなど，評価をテーマにした内容が扱われた研修についての回答となっている。 

 研修の具体的なテーマを以下に整理する。 

 ○評価に関する概論・一般的な内容（「学習評価の在り方」など） 

 ○指導と評価の一体化（「授業づくりに生かす評価」） 

 ○各教科等別の評価 

 ○評価問題作成 

 ○評価方法に関する専門的な研修（「パフォーマンス評価」など） 

 年次別にみると，初任者への研修が最も多く，次いで研究主任・教務主任対象が多い。

校長等管理職を対象とした研修は少なく，教育課程全般の説明として扱われる傾向にある。 

具体的な研修の内容は，上の a～e に分類して表 3-5-3（p.131 以下）に掲載する。評価

に関する研究や研修の実施とその成果については，5 機関の事例を 6 節で紹介する。 
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（３） 学習評価に関する研修の状況 

 研修については，「今年度，主として『評価』をテーマに掲げた研修を実施しますか」と

尋ね，評価を主題に掲げた研修や研修時間内に評価に関する内容を多く盛り込んでいると

見られる研修の実施状況を調査した。 

なお，教員研修をどこが担うかについては，自治体によって事情が異なる。教育センタ

ー等が全て行うことと定められている自治体もあれば，センター・教育委員会等の両方で

実施している自治体もある。各機関における研修の実施数を単純に挙げても実施状況につ

いて評価することはできないため，ここでは機関別の実施数による分析は行わない。 

 自治体において主たる研修業務を担っている都道府県・政令指定都市立センターで今年

度の研修の実施（予定）数を見ると，41 機関において研修が実施（又は予定）されている

（66.1%）。中核都市のセンターでは 18 機関，教育委員会は回答のあった機関のうち，33

機関。教育事務所における研修は，教育委員会の回答に含まれている都道府県もあるが，

回答のあった事務所（120 件）では，15 機関が実施または予定していた。 

具体的な研修内容について記述のあった研修（184 件）について，a.全教員対象（悉皆，

希望者，各学校一名など），b.初任者対象，c.対象を限定した研修（経験年次別の研修，教

務主任対象・管理職研修など），d.教科等別の研修，e.その他（専門講座，学校からの要請

研修など）に区分してみると，次のように，初任者研修や年次研修における実施が多い。 

研修の種類 内容 件数 （%） 

a 全教員対象 学習評価研修・教育課程研修など 28 15.2% 

b.初任者対象 評価の考え方・観点別評価（教科別含む）など 48 26.1% 

c.年次研修・管理職研修 指導と評価・授業づくり（教科別含む）など 57 31.0% 

d.教科等別（b・c 以外） 観点別評価・多様な評価法・評価問題作成 39 21.2% 

e.その他 長期研修講座・校内研修・要請研修 9 4.9% 

「初任者研修」や年次研修については，内容を確認すると，例えば，「初任者研修」の「学

習指導」を主題する研修において，「PDCA サイクルを踏まえた学習評価と授業改善」を取

り上げるなど，評価をテーマにした内容が扱われた研修についての回答となっている。 

 研修の具体的なテーマを以下に整理する。 

 ○評価に関する概論・一般的な内容（「学習評価の在り方」など） 

 ○指導と評価の一体化（「授業づくりに生かす評価」） 

 ○各教科等別の評価 

 ○評価問題作成 

 ○評価方法に関する専門的な研修（「パフォーマンス評価」など） 

 年次別にみると，初任者への研修が最も多く，次いで研究主任・教務主任対象が多い。

校長等管理職を対象とした研修は少なく，教育課程全般の説明として扱われる傾向にある。 
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（４） 学習評価をめぐる課題 

資質・能力の育成に向けた評価を充実させていくための課題については，様々な研修を

通して多くの教員に接する機会が多い教育センターや教育委員会からの回答は，実践研究

を学校として課題としている国立大学附属学校教員とは異なる視点での回答が見られた。

特に，目標に準拠した評価や指導と評価の一体化を具体的に実践していく上での課題が多

く指摘されている。以下では，特に回答が多かった四つの点と，それらを踏まえた研修の

今後の在り方について，回答を基に整理する。なお，回答の具体的内容（回答抜粋）には

他の視点との重複や関連もあるが，それぞれの課題に焦点を当て，解決に向けた取組や支

援の在り方を検討することが必要と考え，視点別に回答を分類して示している。 

 

①評価に対する教員の意識 

 観点別学習状況の評価については，第 2 章 3 節でも示しているように，平成 21（2009）

年に実施された小・中学校教員への意識調査において，小学校教員の約 81％，中学校教員

の約 76％が「いわゆる 4 観点の評価は実践の蓄積があり，定着してきている」と感じてい

るとの結果が得られている（「学習指導と学習評価に対する意識調査」平成 21 年度文部科

学省委託調査）。ただし，同質問に対する高等学校教員の肯定的回答は 41%にとどまってお

り，高等学校における普及・定着が課題として指摘されていた。 

 今回の調査は，教員への意識調査ではないため，上の調査結果と直接比較することはで

きないが，特に高等学校における普及について課題を感じている回答が寄せられている。

また，観点別評価自体への理解は，高等学校も含めて「進んでいる」と評価しつつも，具

体的な「運用」に課題がある，とする指摘が複数見られた。 

「『評価』と『評定』を混同してしまっているという現状があります」という回答に見ら

れるように，観点別評価を行うことや評価の観点自体については理解されているものの，

「目標に準拠した評価」の趣旨や考え方の理解については，なお課題が見られるようであ

る。また，集団に準拠した相対評価の発想から抜け出すのが難しい実態，例えば，感覚的

に相対評価がわかりやすい，実際の評価場面ではペーパーテストが主流である，テストで

は知識を問う問題の出題が多い，などが広く指摘されている。こうした傾向は，特に「高

等学校」に顕著に見られるとの指摘も複数の機関から挙げられている。他方，小･中学校で

は，やはり評価について理解に課題がある（学校や教員により理解に差がある）と指摘す

る回答と，全体に「理解は進んでいる」としつつも具体的な評価規準の作成に課題がある

（授業における目標と評価の設定の仕方など）とする指摘が見られた。 

［回答抜粋］ 

・最大の課題は，「教員の意識改革」である。評価に対する理解を深めることはもちろん，

評価することに対する「必要感」をどのように持たせるかということに尽きる。 

・教員の持つ「評価観」「指導観」の概念崩しが必要。 

・各学校や各教科において，評価に関する理解や考え方が異なる場面が見られ，それに

ついて周知徹底を図ることが難しい。 

・研修の講師からは，「学習者が自己評価し，どう学習するかの指針を自分で作り上げる
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ための評価であること」や「教師がどのような能力を子供につけさせたいのかが定ま

っていること」が大切であると，講義していただいている。受講者からは，評価に対

する考えが変わったなどの意見が寄せられている。しかし，裏を返せば，受講前の認

識が，評価とは，成績をつけるためだけの評価となっていないかが心配される。 

・高等学校では，研修会等で「指導と評価の一体化」について説明を行っているが，理

論としては理解していただけるが，実際の運用になると，以前の「成績付けのための

評価」になっている傾向は否めない。評価の改善については，教員個人の取組だけで

なく，学校全体で統一して取り組む必要があると思われる。 

・授業改善に係る研修や学校訪問を通して，学習評価における基本的な考え方や取り組

み方をくり返し説明してきたが，まだまだ誤解や歪曲して捉えている職員が少なから

ずおり，今後も丁寧な指導・助言が不可欠となっている。 

 

②指導と評価の一体化 

回答者は，研修や学校訪問等を通して，教員の意識について，授業改善や指導方法への

関心に比べ，評価に対する関心が低い，と感じている。そのため，評価が評価だけで終わ

っており，評価を指導に生かすための取組，例えば，理解が不十分と評価された子供に対

する手立てなどが進められておらず，指導と評価の一体化の実践に課題があると意識され

ている。指導方法への関心が高いと見られることから，評価と結び付けることの意義を実

感できるような研修などの取組が有効であると思われる。 

［回答抜粋］ 

・学習指導案に記述するための評価規準となっていて，評価するための，授業改善のた

めの評価規準として活用されていない。 

・校内研究を熱心に取り組む学校が多いが，授業づくりや子供の見取りを協議すること

があるものの，それをどう評価するのかを議論する研究の取組が薄い。 

・形成的な評価を指導に生かすための，手立てが不十分な授業が見られる。 

・「指導と評価の一体化」が大切であることはわかっているが，なかなか実践につながら

ない。日常的に効果的な評価ができるよう具体的な取組や評価システムの構築につい

ての理解を深めることが必要である。 

・アクティブ･ラーニングという視点での授業づくりを指向している教員も，評価をどう

するか，という点で二の足を踏むことが多い。 

・評価活動が評価のための評価になり，次の指導につながらず，指導の改善に生かされ

ていないことがある。 

・評価のために評価物を生徒に提出させるが，その数を多く設定してしまい，その評価

物の点検に追われ，個々の指導に生かせていないことがある。 

・「指導と評価の一体化」が重要であるが，学校研究の内容に，「評価」に関わる内容が

設定されていたり，今後の研究計画に位置付けられたりしている学校が非常に少ない。 

・各学校において，指導と評価の一体化については，意識して取り組んではいる。しか

し，一単位時間に目を向けると，まだ，学習課題（児童生徒に身に付けたい力）に対
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するまとめ（振り返り），評価場面（評価内容を含む）に整合性のない授業を行ってい

る場合がある。 

・活動や授業で実践したことの発表が協議の中心となってしまい，計画，指導，評価と

いう一連の流れを踏まえた授業作りに向けての協議に深まりが欠け，身に付けさせた

い力を明確にして単元を構想することが授業改善につながるということを再度確認を

しなくてはならない。 

・全県で目標に準拠した評価がなされているが，指導と評価の一体化について課題があ

る。具体的には，記録に残す「評価」のみに終始し，指導に生かす「評価」の視点が

希薄である。 

・評価に関する取組については，学校の課題研修として取り組むことは少ない。取り組

みづらさがあると思われる。指導と評価の一体化を図る必要性から指導に関する研修

を実施すれば自ずと評価にも関わるはずだが，そこまで踏み込んだ研修まで到達でき

ていない。 

 

③観点別の課題 

観点別評価の具体的な実践について教員の理解に差がある，という指摘が見られた。例

えば，「一授業で全ての観点を見取らなければならない」，「一授業で全員を評価しなければ

ならない」，「一授業における評価の設定項目が多すぎて実際に評価できない」など，評価

に対する「誤解」が見られるとの指摘がある。 

観点別評価の各観点については，現行の 4 観点のうち，「思考・判断・表現」の評価を課

題として挙げる回答が最も多かった。その理由として，「業務が多忙な中，日々の授業にお

いて〈思考力・判断力・表現力等〉の評価を行い記録に残すことが難しい」，「客観的に評

価することに難しいと感じている教員が少なくない」などが挙げられている。 

また，「思考・判断・表現」と「関心・意欲・態度」については，「知識・理解」のよう

にペーパーテストで評価しやすい観点と違って，「具体の評価規準を子供の姿でイメージす

ることが難しい」ため，「評価者によるずれが多い」ことが課題に挙げられている。 

 

④多様な評価方法の理解と活用 

 今後の新たな評価の取組として，パフォーマンス評価やポートフォリオ評価については，

研修や研究を行っている機関もあり，その意義に触れた回答も見られるが，それら多様な

指導方法に言及した回答全てにおいて，これら多様な評価の活用法についての理解が進ん

でいないこと，多忙な学校で実践・定着が可能かという疑問など，普及に向けての「ハー

ドルがある」と課題意識が鮮明に示されている。こうした評価に関する先進的な事例や評

価を生かした授業事例を教員が見る機会が少ないことも課題に挙がっている。 

［回答抜粋］ 

・パフォーマンス評価やポートフォリオ評価など，個の実態を捉えるための多様な評価

法が求められているが，指導教科と授業時数が増え（特に小学校高学年）多忙化にま

すます拍車が掛かる現状において，このような評価が実際に行われるかどうかは疑問。 
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・パフォーマンス評価についての理解は得られるが，「時間」「手間」などの理由で実施

するまでには壁があるようである。実際に研究していただいた学校では，「やってみて

改めてよさが分かった」という感想が多く，「まずはやってみる」ということを働きか

けるようにしていかなければならない。 

・「パフォーマンス評価」や「ポートフォリオ評価」等，その名称は広く知れ渡っている

が，教員各自がその研修を深め，自身の授業改善，児童生徒の学びの力の向上に反映

させていくためにはまだまだハードルがあるように考える。 

・評価に関する研修について，先進的に取り組んでいる事例を見たり，評価にねらいを

絞った授業を参観したりする機会が少ないことが課題である。 

 

⑤今後の研修の在り方 

 評価が評価単独で教育活動と切り離して理解されてしまうことへの懸念や評価に関する

教員の関心の低さなどに応えるため，評価に対する理解を授業改善や指導方法，単元の指

導計画，カリキュラム･マネジメントなどの研修と合わせて，総合的に取り組むことが必要，

との指摘が複数見られた。また実際に，次年度以降にそうした研修（授業改善につながる

評価に関する研修，アクティブ・ラーニングやカリキュラム・マネジメントに関する研修

を通じた評価の研修）を予定しているとの回答もあった。 

また，指導資料や事例集の必要性も指摘されている。 

［回答抜粋］ 

・観点別学習状況の評価の理解促進には，趣旨の正しい理解と同時に，年間指導計画や

生徒指導要録等の型の提示が有効だと感じる。①趣旨の正しい理解のための年間指導

計画や生徒指導要録等の型の提示，②定期テストに出題する論述問題等の段階別模範

解答，その評価基準（ルーブリック）の作成等の演習を含む校内研修，を併せて展開

することが有効であると考える。 

・これまで以上にアクティブ・ラーニングを意識した授業を実施するためには，観察法

による評価が適切に実施できるようマニュアル等を開発する必要がある。" 

・教員は，採用後に業務に関する集中的な研修期間が保障されておらず，採用直後から

教壇に立ち，児童・生徒への適切な指導・評価が求められることから，大学の養成段

階において，学習のまとまりとしての単元（題材）計画に評価計画を組み込む必要性

と，その具体的な手法を学ぶ機会を充実させる必要があると感じる。 

・目標に準拠した評価を確実に実施するために学習指導の改善や，また，児童生徒自身

が学びに期待感を持ち主体的に取り組むことを促すような形成的評価の在り方につい

て，継続的かつ組織的な研究が必要である。 

・今後，観点別学習状況の評価とそれらを総括した評定との関係についても，改めて整

理していくことと思われるが，各学校に円滑に導入されるよう，具体的な解説資料や

豊富な実践事例の提供が必要であると考える。 

（西野 真由美） 
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表 3-5-3 教育センター・教育委員会等における評価に関する研修 

※以下では，今年度，各機関で実施（または実施予定）の研修を研修対象別に a～e に分類

し，研修講座の内容を抜粋して示す。なお，複数の機関で同様の内容の研修が実施されてい

る場合は一つの機関の実施例を記載した。そのため実施機関名は表記しないこととする。 

 

表 3-5-3-a. 全教員対象 

講座名 対象 内容 

学習評価について 各学校 学習評価全般について 

学習指導要領改訂

の動向から見える

学習評価の在り方 

全教員（幼小

中特高） 

※希望者 

○法令・審議会・学習指導要領の動向 

○これからの学力評価 

〔教育評価〕新学

習指導要領はどう

なるか 

教職員 新学習指導要領の改訂で評価はどのようになるのか。指導と評

価の一体化，観点の在り方について，具体例をもとに認識を深

める。 

新しい学習評価に

ついての研修会 

（小学校） 

小学校（平成

25 年度，26 年

度に県教育委

員会が実施し

た研修会の未

受講者） 

学習評価に関する趣旨の周知や，新学習指導要領に基づく教育

課程の編成及び実施上の課題等についての研修を行い，小学校

における授業改善及び学習評価の充実に資することを目的に実

施している。対象者のいる各小学校において，「新しい学習評価

の在り方や評価規準について」「教育課程編成上の課題への対応

について」を内容とした校内研修を実施することとしている。 

新しい学習評価に

ついての研修会 

（中学校） 

中学校（平成

25 年度，26 年

度に県教育委

員会が実施し

た研修会の未

受講者） 

 学習評価に関する趣旨の周知や，新学習指導要領に基づく教育

課程の編成及び実施上の課題等についての研修を行い，中学校

における授業改善及び学習評価の充実に資することを目的に実

施している。なお，対象者は，次のア又はイに掲げる研究会等

に参加するものとしている。ア 県又は地区の教科研究大会，

県重点課題研究指定・委嘱校の研究発表会その他文部科学省又

は県教育委員会が主催又は後援する研究会，発表会等イ 県内

国立大学附属中学校の研究発表会 また，対象者は報告書を作

成し提出することとしている。 

教育課程研究集会 

 

平成 28 年度ま

での 5 年間で

全小中学校校

長及び教員 

教育課程実施上の諸問題について研究協議し，教員の指導力の

向上を図るとともに，各学校が児童生徒の学習状況や教育課程

の実施状況に基づく自己点検・自己評価を行い，教育課程の改

善に資する。 

高等学校教育課程

研究集会 

県立高校・中

等教育学校全

教員（5 年計画

の 4 年目） 

高等学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題の解決を図る

ことを目的としており，各教科で評価の在り方について協議し

ている。 

授業改善に生かす

適切な学習評価 

小・中・高等

学校教諭 

学習評価の基本的な考え方について理解し，学習評価を踏まえ

た授業改善を実現する力量の向上を図ることをねらいに実施。 

講義において，学習評価の基本的な考え方及び学習評価を踏ま

えた授業改善の在り方について説明するとともに，受講者が持

参した学習指導案について，目標と評価規準の整合性，目標を

実現した児童生徒の姿の具体化，努力を要すると判断される児

童生徒への手立ての具体化を視点に改善を図る演習を実施した。 

学習指導と評価 小・中・特別

支援学校教員 

学習指導要領に示す内容が児童一人一人に確実に身についてい

るかどうかを適切に評価し，その後の学習指導の改善に生かし

ていくとともに，学校の教育活動全体の改善に結び付ける。 
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講座名 対象 内容 

単元学習指導評価

計画について 

小学校 単元学習指導評価計画について，活用方法や評価の在り方等に

ついて学ぶ。 

学校等支援研修 
（学習指導（学習

評価）） 

県立学校（高

校・特別支援）

教職員 

観点別学習状況の把握に基づく，思考力・判断力・表現力の育

成や授業改善につながる学習評価に関する講義を行い，演習を

通して目標に準拠した学習評価について考察する。 

学力向上に向けた

授業改善に生かす

学習評価 

小・中学校教

員 

・講義「学習評価を生かした授業改善」 

・演習・協議「学習評価を生かした授業改善の実際」 等 

考え，話し合い，

学び合う授業づく

り研修会 

市内教諭（希

望） 

アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた授業づくりに関わる

講義・演習の中で，主体的な学び，対話的な学び，深い学びを

とらえ評価する方法について共有した。 

研修センター主催

講座 

市内小中学校

教職員 

自主参加による開催で，授業づくり講座，特別活動講座，教育

課程講座において取り上げ，それぞれの視点から評価の在り方

について学んでいく。 

ブラッシュアップ

研修④ 

小・中・特別

希望者 

学力向上に向けた校内研修とカリキュラム・マネジメント。 

指導と評価の一体

化 

中学校校内研

究担当教員 

通知表の評価・評定について，課題と改善点を検討する。 

中学校の学習評価

担当者連絡会 

市内中学校 

評価担当者 

市内 15 校の評定分布図，市平均の評定分布図を見て，評価の妥

当性について考える。また各校の評価の妥当性を保つための取

組みを交流する。 

学力向上コーディ

ネーター等研修会 

各学校の学力

向上推進を担

っている者 

全国学力学習状況調査等の結果を分析し，授業改善に資するた

めの児童生徒の学習状況や指導に関する評価（取組指標，成果

指標）の視点を明確にし，検証改善サイクルを細かく回すこと

を目的とした研修を行っている。 

校務支援システム

操作研修 

小・中学校教

員希望者 

学習評価の在り方と成績処理システムの操作について。（成績処

理システムは，県教育委員会が示す学習評価に生かす評価の在

り方に従い作成している。） 

研修担当者会 幼･小･中･特

研修担当者 

中学校ブロックごとに学力テストの結果を検証する 

 

  

-   132   -
 

 

講座名 対象 内容 

単元学習指導評価

計画について 

小学校 単元学習指導評価計画について，活用方法や評価の在り方等に

ついて学ぶ。 

学校等支援研修 
（学習指導（学習

評価）） 

県立学校（高

校・特別支援）

教職員 

観点別学習状況の把握に基づく，思考力・判断力・表現力の育

成や授業改善につながる学習評価に関する講義を行い，演習を

通して目標に準拠した学習評価について考察する。 

学力向上に向けた

授業改善に生かす

学習評価 

小・中学校教

員 

・講義「学習評価を生かした授業改善」 

・演習・協議「学習評価を生かした授業改善の実際」 等 

考え，話し合い，

学び合う授業づく

り研修会 

市内教諭（希

望） 

アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた授業づくりに関わる

講義・演習の中で，主体的な学び，対話的な学び，深い学びを

とらえ評価する方法について共有した。 

研修センター主催

講座 

市内小中学校

教職員 

自主参加による開催で，授業づくり講座，特別活動講座，教育

課程講座において取り上げ，それぞれの視点から評価の在り方

について学んでいく。 

ブラッシュアップ

研修④ 

小・中・特別

希望者 

学力向上に向けた校内研修とカリキュラム・マネジメント。 

指導と評価の一体

化 

中学校校内研

究担当教員 

通知表の評価・評定について，課題と改善点を検討する。 

中学校の学習評価

担当者連絡会 

市内中学校 

評価担当者 

市内 15 校の評定分布図，市平均の評定分布図を見て，評価の妥

当性について考える。また各校の評価の妥当性を保つための取

組みを交流する。 

学力向上コーディ

ネーター等研修会 

各学校の学力

向上推進を担

っている者 

全国学力学習状況調査等の結果を分析し，授業改善に資するた

めの児童生徒の学習状況や指導に関する評価（取組指標，成果

指標）の視点を明確にし，検証改善サイクルを細かく回すこと

を目的とした研修を行っている。 

校務支援システム

操作研修 

小・中学校教

員希望者 

学習評価の在り方と成績処理システムの操作について。（成績処

理システムは，県教育委員会が示す学習評価に生かす評価の在

り方に従い作成している。） 

研修担当者会 幼･小･中･特

研修担当者 

中学校ブロックごとに学力テストの結果を検証する 
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表 3-5-3-b. 初任者対象 

 名称や対象学校種は異なるが，いずれも初任者・採用１年目の教員対象の研修で実施された

評価に関する研修。講座名と対象は省略し，内容のみ抜粋する。 

「学習評価と評価規準」についての講義・演習 

多様な評価の在り方や方法についての理解を深めることを目的として，講義・演習を行う。 

評価を生かした授業改善－指導と評価の一体化－ 

PDCA サイクルを踏まえた学習評価と授業改善 

「中学校における学習評価について」を演題に講師による講演を実施した。 

児童・生徒の学習状況の評価と評定について学ぶ 

指導案作成，模擬授業，授業実践を通して，学習評価について学ぶ。 

・「問題作成と評価評定」についての講義や「問題作成」の実習と「評価評定」についての協議 

・「学習指導案の意義と評価」についての講義や「学習指導案作成」の実習と協議 

学習評価全般 

研究授業と研究協議（個別指導） 

学習目標の到達に向けた授業づくりと評価を意識した授業研究をとおして，教科指導における授業力の

向上 

単元の目標と評価規準・評価計画について 

学習評価の在り方について，授業場面をもとに説明する。 

「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」（国立教育政策研究所）を基にした評価

の基本的な考え方，評価に関する事例等 

評価問題の作成を通して考える授業の在り方・学習評価と授業づくり・学習評価 

各教科毎に，観点別評価の在り方について具体例を示しながら実施した。 

・個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成と活用（特別支援学校に求められる専門性） 

・評価を生かした授業改善（指導と評価の一体化） 

・学習指導案について 

目標と指導と評価の一体化した授業づくりの在り方の中で，評価の在り方について説明している。 

学習評価の視点を踏まえた授業改善 

教育評価の意義と機能，評価規準の具体的な設定例，目標に準拠した評価，観点別評価について 

① ：授業づくりの基礎基本 

②③：研究授業①②に向けて，授業・評価計画の立案 

「学習指導と評価」についての講義と「主体的に学習する意欲を高める指導と評価の在り方」について

の研究協議 

国語・社会・数学・理科・英語・音楽・家庭・体育 上記部会を設定し，自作のテスト等を持参し評価

の在り方について確認した。 

授業チェックリストを基にした授業評価の説明等。 

評価項目の意味及び，学習状況の適切な評価に基づく個に応じた指導について学びます。 

事前に研修課題としてパフォーマンス評価を取り入れた単元計画書を作成させ，講義と演習を実施する。 

授業づくり，研究授業指導案作成 
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表 3-5-3-b. 初任者対象 

 名称や対象学校種は異なるが，いずれも初任者・採用１年目の教員対象の研修で実施された

評価に関する研修。講座名と対象は省略し，内容のみ抜粋する。 

「学習評価と評価規準」についての講義・演習 

多様な評価の在り方や方法についての理解を深めることを目的として，講義・演習を行う。 

評価を生かした授業改善－指導と評価の一体化－ 

PDCA サイクルを踏まえた学習評価と授業改善 

「中学校における学習評価について」を演題に講師による講演を実施した。 

児童・生徒の学習状況の評価と評定について学ぶ 

指導案作成，模擬授業，授業実践を通して，学習評価について学ぶ。 

・「問題作成と評価評定」についての講義や「問題作成」の実習と「評価評定」についての協議 

・「学習指導案の意義と評価」についての講義や「学習指導案作成」の実習と協議 

学習評価全般 

研究授業と研究協議（個別指導） 

学習目標の到達に向けた授業づくりと評価を意識した授業研究をとおして，教科指導における授業力の

向上 

単元の目標と評価規準・評価計画について 

学習評価の在り方について，授業場面をもとに説明する。 

「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」（国立教育政策研究所）を基にした評価

の基本的な考え方，評価に関する事例等 

評価問題の作成を通して考える授業の在り方・学習評価と授業づくり・学習評価 

各教科毎に，観点別評価の在り方について具体例を示しながら実施した。 

・個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成と活用（特別支援学校に求められる専門性） 

・評価を生かした授業改善（指導と評価の一体化） 

・学習指導案について 

目標と指導と評価の一体化した授業づくりの在り方の中で，評価の在り方について説明している。 

学習評価の視点を踏まえた授業改善 

教育評価の意義と機能，評価規準の具体的な設定例，目標に準拠した評価，観点別評価について 

① ：授業づくりの基礎基本 

②③：研究授業①②に向けて，授業・評価計画の立案 

「学習指導と評価」についての講義と「主体的に学習する意欲を高める指導と評価の在り方」について

の研究協議 

国語・社会・数学・理科・英語・音楽・家庭・体育 上記部会を設定し，自作のテスト等を持参し評価

の在り方について確認した。 

授業チェックリストを基にした授業評価の説明等。 

評価項目の意味及び，学習状況の適切な評価に基づく個に応じた指導について学びます。 

事前に研修課題としてパフォーマンス評価を取り入れた単元計画書を作成させ，講義と演習を実施する。 

授業づくり，研究授業指導案作成 
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表 3-5-3-c. 年次研修及び教務主任・管理職対象 

 対象を指定した研修では，採用年次別に，臨時的任用教員（または非常勤講師），2-3 年次，

5 年次，6 年次，10 年次研修などがある。以下の表では，対象年次順に抜粋して示す。 

 

区分 講座名 対象 内容 

任用 授業づくりの基

本 

臨時的任用教員 ・目標と評価を一致させること 

・年度当初に評価項目を確認すること 

・評価資料を蓄積しておくこと 等 

任用 臨時的任用職員

研修（「学習評

価」の在り方） 

臨時的任用職員 学習評価の概要についての講義・演習 

任用 「学習指導と学

習評価」 

臨時的任用職員

及び非常勤講師

（任意） 

学期末の事務処理に向けて，学習指導と学習評価に

ついて具体的に学ぶ。 

年次 教職 2 年目研修 

教職 2～5 年目研

修（5 年目）（教

科指導の在り方） 

小学校，中学校，

高等学校の 2 年

目，5 年目の教員 

評価の在り方についての講話，学習指導案の検討を

とおした研究協議を行っている。 

年次 2 年経験者研修

講座 

採用後 2 年経験の

小・中学校教員 

研究授業と研究協議（個別指導）～学習目標の到達

に向けた授業づくりと評価を意識した授業研究をと

おして，教科指導における授業力の向上～とおして，

教科指導における授業力の向上～ 

年次 ニ・三年次フォ

ローアップ研修 

ニ・三年次教員 研究授業に向けて，授業・評価計画の立案 

年次 3 年経験者研修 

（学習評価を生

かした授業改善

の方策） 

3 年経験者研修受

講対象者 

学習評価を生かした授業改善の方策を学び，学習評

価の考え方や役割を理解するとともに，児童生徒等

が主体的・協働的に学び合う授業実践を行うことを

通して，確かな学力を保障するための学習指導力を

身に付ける。 

年次 5 年経験者研修 

 

5 年経験者 ○目標に準拠した評価について 

○目標と指導の一体化について 

○評価問題の作成 

年次 教職経験者研究

協議会 

在職期間が 5 年に

達した教諭 

研修講座のコマや研修のまとめとうにおいて，評価

について盛り込んで説明している。（2 日日程） 

年次 5 年経験者研修 5 年経験教員 各教科の研修における指導方法の工夫・改善の演習

の中で指導と評価について取り上げている。 

年次 高等学校教諭 5

年経験者研修教

科別研修(数学）

「数学的活動を

取り入れた課題

学習について」 

高等学校教諭 

5 年経験者(数学） 

パフォーマンス評価の説明を行い，事前に考えてき

た課題学習について，どのように評価すればよいか

を協議する。 

年次 （高）採用 5 年

目教員研修会 

（高）採用 5 年目

教員 

「学習指導と評価」についての講義と「主体的に学

習する意欲を高める指導と評価の在り方」について

の研究協議 

年次 教職経験 6 年目

研修 

授業づくりの研

修 

教職経験 6 年目の

教諭 

講義「指導と評価の一体化」 

・学習評価の種類 

・指導と評価の一体化 

・学習評価の具体について 
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表 3-5-3-c. 年次研修及び教務主任・管理職対象 

 対象を指定した研修では，採用年次別に，臨時的任用教員（または非常勤講師），2-3 年次，

5 年次，6 年次，10 年次研修などがある。以下の表では，対象年次順に抜粋して示す。 

 

区分 講座名 対象 内容 

任用 授業づくりの基

本 

臨時的任用教員 ・目標と評価を一致させること 

・年度当初に評価項目を確認すること 

・評価資料を蓄積しておくこと 等 

任用 臨時的任用職員

研修（「学習評

価」の在り方） 

臨時的任用職員 学習評価の概要についての講義・演習 

任用 「学習指導と学

習評価」 

臨時的任用職員

及び非常勤講師

（任意） 

学期末の事務処理に向けて，学習指導と学習評価に

ついて具体的に学ぶ。 

年次 教職 2 年目研修 

教職 2～5 年目研

修（5 年目）（教

科指導の在り方） 

小学校，中学校，

高等学校の 2 年

目，5 年目の教員 

評価の在り方についての講話，学習指導案の検討を

とおした研究協議を行っている。 

年次 2 年経験者研修

講座 

採用後 2 年経験の

小・中学校教員 

研究授業と研究協議（個別指導）～学習目標の到達

に向けた授業づくりと評価を意識した授業研究をと

おして，教科指導における授業力の向上～とおして，

教科指導における授業力の向上～ 

年次 ニ・三年次フォ

ローアップ研修 

ニ・三年次教員 研究授業に向けて，授業・評価計画の立案 

年次 3 年経験者研修 

（学習評価を生

かした授業改善

の方策） 

3 年経験者研修受

講対象者 

学習評価を生かした授業改善の方策を学び，学習評

価の考え方や役割を理解するとともに，児童生徒等

が主体的・協働的に学び合う授業実践を行うことを

通して，確かな学力を保障するための学習指導力を

身に付ける。 

年次 5 年経験者研修 

 

5 年経験者 ○目標に準拠した評価について 

○目標と指導の一体化について 

○評価問題の作成 

年次 教職経験者研究

協議会 

在職期間が 5 年に

達した教諭 

研修講座のコマや研修のまとめとうにおいて，評価

について盛り込んで説明している。（2 日日程） 

年次 5 年経験者研修 5 年経験教員 各教科の研修における指導方法の工夫・改善の演習

の中で指導と評価について取り上げている。 

年次 高等学校教諭 5

年経験者研修教

科別研修(数学）

「数学的活動を

取り入れた課題

学習について」 

高等学校教諭 

5 年経験者(数学） 

パフォーマンス評価の説明を行い，事前に考えてき

た課題学習について，どのように評価すればよいか

を協議する。 

年次 （高）採用 5 年

目教員研修会 

（高）採用 5 年目

教員 

「学習指導と評価」についての講義と「主体的に学

習する意欲を高める指導と評価の在り方」について

の研究協議 

年次 教職経験 6 年目

研修 

授業づくりの研

修 

教職経験 6 年目の

教諭 

講義「指導と評価の一体化」 

・学習評価の種類 

・指導と評価の一体化 

・学習評価の具体について 
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区分 講座名 対象 内容 

年次 評価問題から授

業を変える 

5 年経験者（6 年

目の方） 

何を評価するのか，なぜ評価するのか，どのように

評価するのかの具体を学び，評価問題の作成のポイ

ントを知る。→次回までに指導案と評価問題を作成

し持参する課題が出る。 

年次 科学習指導と評

価 

 

中・高等学校教員

（6 年次） 

学習指導案の作成に向けての評価規準の設定につい

て（講義・演習） 

年次 今，求められて

いる評価問題に

ついて 

5 年経験者（6 年

目の方） 

グループワーク（小学校同学年・同教科，中学校は

教科ごと）にて，作成してきた評価問題について協

議する。各グループには，専門教科の指導主事がつ

いて指導助言を行う。支援や指導のスタートとして

の評価について学び，授業改善へと生かす。 

年次 授業に生かす評

価 

概ね経験 10 年未

満の教員 

評価を意識することで，授業づくりがどう変わるか

を学び合う。 

年次 授業改善プロジ

ェクト 

特別支援学校の

中堅教諭 

「教科等を合わせた指導」における授業実践を授業

評価も含めて研修する。 

年次 高等学校教諭 10

年経験者研修教

科別研修(数学） 

高等学校教諭 10

年経験者(数学） 

事前に研修課題として，パフォーマンス評価を取り

入れた単元計画書を作成させ，講義と演習を実施す

る。 

年次 学習指導と評価 教職 10 年経験者 講義及び演習をとおして，学習指導と評価について

理解を深め，実践的な指導力の向上に資する。 

年次 10 年経験者研修

共通研修「学校

組織マネジメン

トの考え方・進

め方」 

10 年経験者研修

対象教諭 

学習評価，授業評価を含めた学校組織マネジメント

の考え方と PDCA サイクルによるマネジメント方法に

ついての講義。 

年次 10 年経験者研修

「研究授業の進

め方」 

10 年経験者 研究授業の指導案検討・授業実践を通して，授業改

善に資するための授業や指導に関する評価の在り方

について学ぶ 

年次 10 年経験者研修

会 

在職期間が 10 年

に達した教諭 

研修講座のコマや研修のまとめ等において，評価に

ついて盛り込んで説明している。（4 日日程） 

年次 教職 10 年目研修

（教科指導の在

り方） 

小学校，中学校，

高等学校の 10 年

目の教員 

評価の在り方についての講話，学習指導案の検討を

とおした研究協議を行っている。 

年次 10 年経験者研修

「教職の基本」 

小学校・中学校，

高等学校におけ

る学習評価の在

り方 

小・中・高 教科指導における学習評価の在り方について理解し，

教科指導力の向上を図る。 

主任

等 

ミドルリーダー

研修 

小・中学校 

教務主任等 

校長会が主催する各区の研修会において、学習評価

の充実等をテーマに指導主事による講演を行う。 

主任

等 

学習評価研修講

座 

中学校教務主任 学習指導要領において求められる学力をどう評価す

るか講義や演習を通して学ぶ。 

主任

等 

教育課程・学力

向上研修会 

主幹教諭または教

諭（教務主任） 

教育目標，内容，方法，評価等の一体的，実証的な

検討と教育課程編成に係る説明。各種調査結果と到

達目標をもとに，学力向上に向けた手立て，改善策，

評価についての協議。 

主任 研究主任連絡会 各校研究主任 ノート・ワークシートによる学習評価の確立。 
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区分 講座名 対象 内容 

年次 評価問題から授

業を変える 

5 年経験者（6 年

目の方） 

何を評価するのか，なぜ評価するのか，どのように

評価するのかの具体を学び，評価問題の作成のポイ

ントを知る。→次回までに指導案と評価問題を作成

し持参する課題が出る。 

年次 科学習指導と評

価 

 

中・高等学校教員

（6 年次） 

学習指導案の作成に向けての評価規準の設定につい

て（講義・演習） 

年次 今，求められて

いる評価問題に

ついて 

5 年経験者（6 年

目の方） 

グループワーク（小学校同学年・同教科，中学校は

教科ごと）にて，作成してきた評価問題について協

議する。各グループには，専門教科の指導主事がつ

いて指導助言を行う。支援や指導のスタートとして

の評価について学び，授業改善へと生かす。 

年次 授業に生かす評

価 

概ね経験 10 年未

満の教員 

評価を意識することで，授業づくりがどう変わるか

を学び合う。 

年次 授業改善プロジ

ェクト 

特別支援学校の

中堅教諭 

「教科等を合わせた指導」における授業実践を授業

評価も含めて研修する。 

年次 高等学校教諭 10

年経験者研修教

科別研修(数学） 

高等学校教諭 10

年経験者(数学） 

事前に研修課題として，パフォーマンス評価を取り

入れた単元計画書を作成させ，講義と演習を実施す

る。 

年次 学習指導と評価 教職 10 年経験者 講義及び演習をとおして，学習指導と評価について

理解を深め，実践的な指導力の向上に資する。 

年次 10 年経験者研修

共通研修「学校

組織マネジメン

トの考え方・進

め方」 

10 年経験者研修

対象教諭 

学習評価，授業評価を含めた学校組織マネジメント

の考え方と PDCA サイクルによるマネジメント方法に

ついての講義。 

年次 10 年経験者研修

「研究授業の進

め方」 

10 年経験者 研究授業の指導案検討・授業実践を通して，授業改

善に資するための授業や指導に関する評価の在り方

について学ぶ 

年次 10 年経験者研修

会 

在職期間が 10 年

に達した教諭 

研修講座のコマや研修のまとめ等において，評価に

ついて盛り込んで説明している。（4 日日程） 

年次 教職 10 年目研修

（教科指導の在

り方） 

小学校，中学校，

高等学校の 10 年

目の教員 

評価の在り方についての講話，学習指導案の検討を

とおした研究協議を行っている。 

年次 10 年経験者研修

「教職の基本」 

小学校・中学校，

高等学校におけ

る学習評価の在

り方 

小・中・高 教科指導における学習評価の在り方について理解し，

教科指導力の向上を図る。 

主任

等 

ミドルリーダー

研修 

小・中学校 

教務主任等 

校長会が主催する各区の研修会において、学習評価

の充実等をテーマに指導主事による講演を行う。 

主任

等 

学習評価研修講

座 

中学校教務主任 学習指導要領において求められる学力をどう評価す

るか講義や演習を通して学ぶ。 

主任

等 

教育課程・学力

向上研修会 

主幹教諭または教

諭（教務主任） 

教育目標，内容，方法，評価等の一体的，実証的な

検討と教育課程編成に係る説明。各種調査結果と到

達目標をもとに，学力向上に向けた手立て，改善策，

評価についての協議。 

主任 研究主任連絡会 各校研究主任 ノート・ワークシートによる学習評価の確立。 
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区分 講座名 対象 内容 

主任

等 

教務主任等研修 教務主任等 目標・内容・指導方法・評価を一体化した教育課程

の在り方についての講義等 

主任

等 

 

学校経営参画中

核教員養成講座 

小，中，高，特別

支援学校の主幹

教諭，指導教諭，

教諭（主任・主事

の経験がある者） 

年間 6 日間の講座のうち，1 日の中で，「教育課程の

編成と評価」をテーマに研修を深める。 

主任

等 

 

授業の達人養成

講座(6) 

枚方市立小中学

校 指導教諭・教

諭（※校長の推薦

を受けた教職経験

5 年以上の者） 

講義・演習 

「『授業の達人』をめざして 5 ～評価について 1～」 

 

主任

等 

高等学校学習評

価研修 

各高等学校の教

務主任，教科主

任，学科主任等 

観点別学習状況による評価の意義や各学校での評価

方法の改善等についての講義，協議等 

主任

等 

 

学校評価担当者

研修会 

教務担当または学

校評価に関わる者

（各小中学校 1名

以上） 

・学校評価の目的 

・学習評価の在り方及び PDCA サイクル 

・学習評価の観点（関心意欲態度の評価） 

・評価資料の収集方法等 

主任 研究主任会 各校研究主任 各学校における評価に関する情報共有等 

主任

等 

研究主任等研修

会 

管内小・中学校の

研究主任，各市町

教育委員会学校

教育担当者 

講話「よい授業を創っていくための指導と評価の一

体化について」・「校内研究の推進（課題のリレー，

研究のまとめ等）」 

主任

等 

学力向上ミーテ

ィング（研究主

任研修会） 

研究主任 全国学力・学習状況調査の設問を基に，結果の分析

方法や授業改善への生かし方について演習等も行い

ながら協議した。 

主任

等 

教務主任会 教務主任 次期学習指導要領に向けての学習評価について 

主任 

管理職 

平成 28 年度高等

学校教育課程研

究協議会 

校長，副校長，教

頭，主幹教諭，教

務主任又はそれに

代わる者 

次期学習指導要領が目指す理念の実現に向けて，講

演及び研究協議を行う。（協議題：教育課程，授業改

善，観点別評価等） 

管理職 教育課程説明会 小・中学校 

管理職 

次期学習指導要領の方向性を踏まえ，所管する全て

の小・中学校の管理職にカリキュラム・マネジメン

トの重要性や授業改善における評価の役割等につい

て説明を行う。 

指導

主事 

全県指導主事会

議学習評価部会 

県内市町村教育

委員会の担当指

導主事 

学習評価に関する情報提供や協議を行う。 
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区分 講座名 対象 内容 

主任

等 

教務主任等研修 教務主任等 目標・内容・指導方法・評価を一体化した教育課程

の在り方についての講義等 

主任

等 

 

学校経営参画中

核教員養成講座 

小，中，高，特別

支援学校の主幹

教諭，指導教諭，

教諭（主任・主事

の経験がある者） 

年間 6 日間の講座のうち，1 日の中で，「教育課程の

編成と評価」をテーマに研修を深める。 

主任

等 

 

授業の達人養成

講座(6) 

枚方市立小中学

校 指導教諭・教

諭（※校長の推薦

を受けた教職経験

5 年以上の者） 

講義・演習 

「『授業の達人』をめざして 5 ～評価について 1～」 

 

主任

等 

高等学校学習評

価研修 

各高等学校の教

務主任，教科主

任，学科主任等 

観点別学習状況による評価の意義や各学校での評価

方法の改善等についての講義，協議等 

主任

等 

 

学校評価担当者

研修会 

教務担当または学

校評価に関わる者

（各小中学校 1名

以上） 

・学校評価の目的 

・学習評価の在り方及び PDCA サイクル 

・学習評価の観点（関心意欲態度の評価） 

・評価資料の収集方法等 

主任 研究主任会 各校研究主任 各学校における評価に関する情報共有等 

主任

等 

研究主任等研修

会 

管内小・中学校の

研究主任，各市町

教育委員会学校

教育担当者 

講話「よい授業を創っていくための指導と評価の一

体化について」・「校内研究の推進（課題のリレー，

研究のまとめ等）」 

主任

等 

学力向上ミーテ

ィング（研究主

任研修会） 

研究主任 全国学力・学習状況調査の設問を基に，結果の分析

方法や授業改善への生かし方について演習等も行い

ながら協議した。 

主任

等 

教務主任会 教務主任 次期学習指導要領に向けての学習評価について 

主任 

管理職 

平成 28 年度高等

学校教育課程研

究協議会 

校長，副校長，教

頭，主幹教諭，教

務主任又はそれに

代わる者 

次期学習指導要領が目指す理念の実現に向けて，講

演及び研究協議を行う。（協議題：教育課程，授業改

善，観点別評価等） 

管理職 教育課程説明会 小・中学校 

管理職 

次期学習指導要領の方向性を踏まえ，所管する全て

の小・中学校の管理職にカリキュラム・マネジメン

トの重要性や授業改善における評価の役割等につい

て説明を行う。 

指導

主事 

全県指導主事会

議学習評価部会 

県内市町村教育

委員会の担当指

導主事 

学習評価に関する情報提供や協議を行う。 
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表 3-5-3-d. 各教科等別の研修 

 教育課程協議会等で各教科別に実施される研修と教科を指定した研修で評価を取り上げて

いるとする回答があった。特定の教科等を指定した研修で評価を取り上げて実施したとする

回答では，国語，英語（小学校の外国語活動を含む）と「特別の教科道徳」に関する研修が

それぞれ 4 件，他に，数学，社会，理科，技術などが挙がっている。以下の表では，講座名

は省略し，研修内容から抜粋して示す。 

幼児教育における評価の必要性や重要性を理解し，保育改善の推進的な役割への意識を高める。 

教科等に関する研修の中で，評価の具体的な方法について取り上げている。 

各教科における「観点別評価」について，各学校の実態に応じた評価規準の設定について協議する。 

各教科・領域に関する専門性を高めるため，学習指導や評価の在り方について研修を深める。 

小学校 社会・理科・生活・特活・総合 

中学校 社会・理科・特活・総合 

上記部会を設定し，評価についても触れる形で講義・演習・協議を行った。 

各教科で指導主事による講義と協議，「指導目標の設定と評価」についての演習等を小・中別日に実施。 

高等学校学習指導要領の趣旨と次期改訂に向けての概要，及び観点別学習状況評価について講義 

テスト分析・問題作成のグループワーク等を通して，指導と評価が一体となった授業づくりについて学

び，より信頼性・妥当性の高い評価をめざす。 

各教科における評価に関する研修 

アクティブラーニングと学習評価について 

○適切な評価と評価問題の在り方について（協議） 

○文学的文章の指導と評価問題の作成（講義・協議・演習） 

指導と評価の一体化をめざした授業研究及びテスト研究を行う。 

単元学習指導評価計画をもとに，評価の考え方を理解する。 

指導と評価の一体化や，思考力・判断力・表現力をどのように評価するのかを学びます。 

講義及び学力調査等の問題分析を踏まえた授業づくりの演習，協議を通して，課題を解決するために必

要な思考力・判断力・表現力を育成する授業力の向上を図る。 

○評価問題の工夫（協議・演習） 

○指導と評価の一体化（協議） 

評価問題の作成を通した付けたい力を明確にした授業づくり 

生徒の関心や意欲を高める指導について学び，全国学力・学習状況調査 B 問題を参考に作問演習を行う。 

各学校のテストやワークシートをもとに協議を行い，様々な視点から，評価の在り方，方法について考

えることでさらなる妥当性，信頼性のある評価についての見識を高める。 

評価規準を基にした具体的な学習状況のみとり方等について（講義・研究協議） 

パフォーマンス評価を理解し，各学校の事情に合わせて実践に役立てられることを目指し，表現や鑑賞

における評価の実技・演習を行う。 

パフォーマンス評価の基本的な概念やパフォーマンス評価を取り入れた授業実践例を学ぶ。 

小学校外国語活動・教育におけるポートフォリオ評価について考え合う。 

次期学習指導要領の改訂を見据え，県内各中学校から１名の英語教員を対象に本研修を実施することを

通して，評価方法の改善・充実を図り，指導と多面的な評価の一体化とそれらの改善に資する。 

CAN-DO リストを活用し，４技能の向上につなげる指導と評価の在り方（講義・演習） 

パフォーマンス課題の設定と評価及びパフォーマンス課題の達成を目指した単元づくりについて学ぶ。

また，講義や演習を通して，パフォーマンス課題を達成させるための単元構成のポイントについて理解

を深める。 
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表 3-5-3-d. 各教科等別の研修 
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「道徳授業を深める授業づくりと評価の在り方について」を行う予定。 

教科化に向けた動きの中で，道徳における評価について考えた。 

課題発見・解決学習の基本的な指導と評価についての理解を深める。 

学級活動の指導方法と評価についての講義，演習。 

 

 

表 3-5-3-e. 専門研修・要請研修等 

 評価に関する専門的な内容の研修，教育センター等の長期研修生向けの講座などの他，各

学校に出向いて行う研修，学校の要請に応じて行う研修も実施されている。 

講座名 対象 内容 
専門研修カリキュラム 
「パフォーマンス課題を

取り入れた学習評価の

在り方」講座 

小・中・高 学習評価の現状と課題，今後の学習評価の在り方についての講

義，パフォーマンス課題を取り入れた授業実践報告とともに，

パフォーマンス課題やルーブリックを作成する演習を行う。 

長期研修講座「教育評価

概論」 
長期研修員 学習指導要領と観点別評価について，様々な視点から考える。 

講義・演習 
「指導と評価の一体化」 

教育研修員

研修 
特別研修 

指導と評価を一体とした授業の在り方について理解し，授業で

の具体化に向けた見通しをもつ。 

校内研修会 中学校教員 適正な評価・評定の推進に向けて 
ユニット研修３ 
「学習評価でお困りの

ことはありませんか？」 

教職員 学校からの要請に応じ，指導主事が出向いて行う研修において，

指導と評価の一体化，学習評価の意味やその内容について，分

かりやすく解説するもの。 
評価研修 中学校 出前研修会として，依頼のあった中学校に市共通の評価規準に

ついて，研修会を実施。 
定期訪問（高等学校） 
（学習評価） 

県立高等学

校教職員 
観点別学習状況の把握に基づく，思考力・判断力・表現力の育

成や授業改善につながる学習評価に関する講義を行い，演習を

通して目標に準拠した学習評価について考察する。 
学校の要請に応じた指

導主事等の訪問研修 
要請のある

市立小・中

学校 

観点別評価の特に関心・意欲・態度や思考・表現・判断の評価

について，実際の授業の映像を見て評価をする演習などを取り

入れて学ぶ。 
評価方法について 要請のあっ

た当該学校

教員 

・教育評価とは 
・評価場面の確認 
・指導と評価の一体化 

 

-   138   -
 

 

「道徳授業を深める授業づくりと評価の在り方について」を行う予定。 

教科化に向けた動きの中で，道徳における評価について考えた。 

課題発見・解決学習の基本的な指導と評価についての理解を深める。 

学級活動の指導方法と評価についての講義，演習。 

 

 

表 3-5-3-e. 専門研修・要請研修等 

 評価に関する専門的な内容の研修，教育センター等の長期研修生向けの講座などの他，各

学校に出向いて行う研修，学校の要請に応じて行う研修も実施されている。 

講座名 対象 内容 
専門研修カリキュラム 
「パフォーマンス課題を

取り入れた学習評価の

在り方」講座 

小・中・高 学習評価の現状と課題，今後の学習評価の在り方についての講

義，パフォーマンス課題を取り入れた授業実践報告とともに，

パフォーマンス課題やルーブリックを作成する演習を行う。 

長期研修講座「教育評価

概論」 
長期研修員 学習指導要領と観点別評価について，様々な視点から考える。 

講義・演習 
「指導と評価の一体化」 

教育研修員

研修 
特別研修 

指導と評価を一体とした授業の在り方について理解し，授業で

の具体化に向けた見通しをもつ。 

校内研修会 中学校教員 適正な評価・評定の推進に向けて 
ユニット研修３ 
「学習評価でお困りの

ことはありませんか？」 
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６. 教育センター・教育委員会における研究と学校支援 

 

 本節では，5 節で分析した調査に回答のあった教育センター・教育委員会から，直近年

度に評価に関する研究を実施している教育センター，並びに評価を主題とする研修を複数

実施している教育センター・教育委員会の取組について，各機関の担当者より実施状況や

その成果を報告する。 

紹介する実践は，次の五機関である。 

  

1 愛知県総合教育センター 

2 大阪府教育センター 

3 栃木県教育委員会事務局学校教育課 

4 神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課 

5 川越市立教育センター 

 

 以下では，それぞれの実践に基づいて，下記の項目について報告する。 

1. 評価に関する研究や研修の概要 

2. その具体的内容 

3. 学校における評価の充実に向けた課題 
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1 愛知県総合教育センター 

 

１．評価に関する研究の概要 

【研究年度，研究校，教科】 

〈平成 25-27 年度〉 

県立惟信高等学校（英語） 

県立一宮南高等学校（理科） 

〈平成 26-27 年度〉 

  県立日進西高等学校（国語） 

  県立吉良高等学校（地歴, 公民）  

県立蒲郡高等学校（数学） 

 

【各研究校の研究の流れ】 

〈目指す生徒像の設定〉     

      ・目標の共有 
〈指導と評価の計画・実践〉 

・多様な学習活動 
・パフォーマンス評価 

〈振り返りと改善〉 

 

２．評価に関する研究の内容 

 (1) 愛知県立惟信高等学校（英語科）の実践 

生徒のコミュニケーション能力の育成を目指し，ＣＡＮ－ＤＯリスト（学習到達目標）

に基づいて指導と評価を実施することにより，教員の共通理解の下でのパフォーマンステ

ストの実施や，目標に向けた指導の実現に取り組んだ。また，指導の過程における評価（形

成的評価）を，その後の指導に生かしていく方策を研究した。さらに，日本人教員と ALT

とが共同で，ルーブリックの妥当性・信頼性を追究する研究を進めた。 

 (2) 愛知県立一宮南高等学校（理科）の実践 

 習得した知識，技能を活用する力や，課題を探究する力の育成を目指し，物理，化学，

生物の各科目において実践を行った。「思考・判断・表現」及び「観察・実験の技能」の観

点から，探究的な活動におけるレポートの記述内容や自己評価の結果を，ルーブリックに

より評価した。また，各パフォーマンス課題のルーブリックの基となる一般的ルーブリッ

クを確立した。 

(3) 愛知県立日進西高等学校（国語科）の実践 

言葉を通して理解し，伝え合い，論理的・創造的に考える力の育成を目指した。論理的

な文章について，論旨を要約したり，情報を整理・分析して意見を述べたりする活動を行

い，要約文の作成やスピーチをパフォーマンス課題として，思考力・表現力等をルーブリ

ックにより評価した。また，文学的な文章について鑑賞・批評する活動を行い，原文の脚

平成 25 年度から 27 年度にかけて，愛知県総合教育

センターは，愛知県教育委員会と連携し，県立高等学

校 5 校（左記）と共同で「高等学校における多様な学

習成果の評価手法に関する調査研究」に取り組んだ。

本研究は，多様な学習活動とパフォーマンス評価を通

じて，生徒の幅広い資質・能力の育成を目指すと同時

に，評価方法そのものの改善を図ることを目的として

いる。教育方法学や教科教育，キャリア教育を専門と

する大学教員の指導を受け，各校の代表委員がそれぞ

れの実践に基づいた協議を行って研究を進めた。 

研究の成果としては次の 2 点が挙げられる。①生徒

の関心や意欲，主体的な学習態度を引き出し，思考力，

表現力，構想力等を高めることができた。②教員が，

目指す生徒像や各単元の評価規準を共有することに

より，指導と評価の一体化が進み，評価の妥当性・信

頼性が向上した。同時に，教員同士の連携も進んだ。 
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1 愛知県総合教育センター 
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〈平成 26-27 年度〉 

  県立日進西高等学校（国語） 

  県立吉良高等学校（地歴, 公民）  

県立蒲郡高等学校（数学） 

 

【各研究校の研究の流れ】 

〈目指す生徒像の設定〉     

      ・目標の共有 
〈指導と評価の計画・実践〉 

・多様な学習活動 
・パフォーマンス評価 

〈振り返りと改善〉 

 

２．評価に関する研究の内容 

 (1) 愛知県立惟信高等学校（英語科）の実践 

生徒のコミュニケーション能力の育成を目指し，ＣＡＮ－ＤＯリスト（学習到達目標）

に基づいて指導と評価を実施することにより，教員の共通理解の下でのパフォーマンステ

ストの実施や，目標に向けた指導の実現に取り組んだ。また，指導の過程における評価（形

成的評価）を，その後の指導に生かしていく方策を研究した。さらに，日本人教員と ALT

とが共同で，ルーブリックの妥当性・信頼性を追究する研究を進めた。 

 (2) 愛知県立一宮南高等学校（理科）の実践 

 習得した知識，技能を活用する力や，課題を探究する力の育成を目指し，物理，化学，

生物の各科目において実践を行った。「思考・判断・表現」及び「観察・実験の技能」の観

点から，探究的な活動におけるレポートの記述内容や自己評価の結果を，ルーブリックに

より評価した。また，各パフォーマンス課題のルーブリックの基となる一般的ルーブリッ

クを確立した。 

(3) 愛知県立日進西高等学校（国語科）の実践 

言葉を通して理解し，伝え合い，論理的・創造的に考える力の育成を目指した。論理的

な文章について，論旨を要約したり，情報を整理・分析して意見を述べたりする活動を行

い，要約文の作成やスピーチをパフォーマンス課題として，思考力・表現力等をルーブリ

ックにより評価した。また，文学的な文章について鑑賞・批評する活動を行い，原文の脚

平成 25 年度から 27 年度にかけて，愛知県総合教育

センターは，愛知県教育委員会と連携し，県立高等学

校 5 校（左記）と共同で「高等学校における多様な学

習成果の評価手法に関する調査研究」に取り組んだ。

本研究は，多様な学習活動とパフォーマンス評価を通

じて，生徒の幅広い資質・能力の育成を目指すと同時

に，評価方法そのものの改善を図ることを目的として

いる。教育方法学や教科教育，キャリア教育を専門と

する大学教員の指導を受け，各校の代表委員がそれぞ

れの実践に基づいた協議を行って研究を進めた。 

研究の成果としては次の 2 点が挙げられる。①生徒

の関心や意欲，主体的な学習態度を引き出し，思考力，

表現力，構想力等を高めることができた。②教員が，

目指す生徒像や各単元の評価規準を共有することに

より，指導と評価の一体化が進み，評価の妥当性・信

頼性が向上した。同時に，教員同士の連携も進んだ。 
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本化や鑑賞文の作成をパフォーマンス課題として，読解力・想像力等を評価した。 

(4) 愛知県立吉良高等学校（地理歴史科，公民科）の実践  

 論理的に自分の考えを構築する力や，主体的に課題解決する力の育成を目指した。「日本

史Ａ」においては，班別学習後，パフォーマンス課題に取り組ませ，社会の変化やその要

因に対する理解をルーブリックにより評価した。「倫理」においては，ポートフォリオ評価

を通して生徒の思考の深化を可視化する取組，「政治・経済」においては，生徒が教員と生

徒自身の評価の比較を通して，内容理解を深め，学びの改善につなげる取組を行った。 
(5) 愛知県立蒲郡高等学校（数学科）の実践 

 基本的な概念や原理・法則を理解し，事象を数学的に考察し，他者に論理的に説明する

力の育成を目指して，学習到達目標を明確にした単元構想の中に，パフォーマンス課題を

位置付けた。「数学Ⅰ」「数学Ａ」において，2 次関数や確率を活用した課題を設定し，ジ

グソー法などを用いたグループ学習により課題解決をさせて，生徒に数学の有用性を実感

させた。また，課題学習の成果を比較的容易に評価できるルーブリックの開発に努めた。 

 (6) 5 校の実践のまとめ 

 5 校（6 教科）が共同で研究を進めることにより，各教科の学習を通じて教科を超えた能

力の育成を目指していることが共通の認識となり，各教科の学習到達目標がより汎用的な

ものへと深化するとともに，カリキュラム・マネジメントの必要性を実感することとなっ

た。本研究が目指した思考力，表現力，構想力等の汎用的な能力の育成については，多様

な学習活動及びパフォーマンス評価が有効であることが確認できた。また，パフォーマン

ス評価を実施するには，教員同士が共通理解を図り，目標や指導法を共有して取り組むこ

とが大切であることが分かった。 

 

３．学校における評価の充実に向けた課題 

・評価を評定と認識する教員がまだ多い。指導の過程における評価が，生徒の学びの改善

や教員の授業改善に資するという認識を，広めていく必要がある。 
・パフォーマンス評価の結果を評定に反映させる方策を示していく必要がある。 
・パフォーマンス評価の有効性を認識していても，ルーブリック作成やパフォーマンス課

題の準備，実施に時間がかかるため，導入に至らない学校が多い。教員の負担軽減を図り，

取組を促進する方策について，具体的な情報の提供が望まれる。特に，妥当性・信頼性の

高いルーブリックをどのように作成するかについて，教科ごとの具体例を示す，研修を充

実させるなどの学校に対する支援が求められる。 
・キャリア教育やカリキュラム・マネジメントの視点を取り入れて，一個人や一教科にと

どまらず，組織として評価の改善に取り組むことが求められている。そのためには，教員

同士が連携を深めるとともに，取組を推進していく管理職のリーダーシップが必要である。 

【参考・引用文献】 

「高等学校における多様な学習成果の評価手法に関する調査研究」 

http://www.apec.aichi-c.ed.jp/shoko/hyouka/hyoukashuhou/hyoukashuhou1.html 

（小崎早苗）
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2 大阪府教育センター 

 
１．評価に関する研究の概要  

当センターでは平成 25 年～27 年にかけて，「高等学校における多様な学習成果の評価

手法に関する調査研究」に取り組んだ。研究課題は，「評価が難しい多面的な資質・能

力についてその評価手法及び評価指標の構築」である。大阪府教育センター附属高等学

校（以下，センター附属高等学校）をはじめ，6 校の府立高校を研究協力校として，次

の三つの柱を立てて実践研究を行い，各教科等における学習・指導方法や評価方法の工

夫・改善に関する方策をまとめた。ここでは，(1）(2)について取り上げる。 

(1) 各教科における目標に準拠した評価に基づく観点別学習状況評価の推進。とりわけ

アクティブ・ラーニング型授業による関心・意欲・態度，思考力・判断力・表現力

等の育成とその評価方法・評価指標の構築 

(2) 「課題研究」をはじめとする探究的な学習活動による，論理的思考力，チームワー

ク等汎用的資質・能力の育成とその評価方法・評価指標の構築 

(3) 大阪府教育センターが行っている学校支援や教員研修を整理し，新たな方策を発信 

２．評価に関する研究の内容 

(1)各教科における目標に準拠した評価に基づく観点別学習状況評価の推進 

センター附属高等学校において，全教科で目標に準拠した評価に基づく観点別学習

状況評価に取り組み，思考力・判断力・表現力等の育成を目指す単元を見通した「指

導と評価の計画」を作成し授業実践を行った。思考力・判断力・表現力等の学習成果

の把握については，授業内にパフォーマンス課題を行い，ルーブリックを用いてパフ

ォーマンス評価を行う，定期考査で活用型の問題を出題して自由記述で答えさせるな

ど，各教科の特性に応じて様々な評価の在り方を検討した。観点別学習状況評価によ

る生徒の変化や各教科の学習指導案（単元の指導と評価の計画を含む），学習課題，ワ

ークシート，生徒の成果物，ルーブリック，定期考査振り返りカード等を報告書に収

録している。 

定期考査振り返りカードは，観点別学習状況評価をきめの細かい学習指導の充実と

生徒一人一人の学習内容の確実な定着につなげる一例として他校の参考となる。教員

にとっては，学期末にこのカードで学習を振り返ることを前提に，観点を意識した授

業内容や組立て，定期考査の出題を考えるきっかけとなり，生徒にとっては自分の強

み・弱みを把握し，次の学習につなげる機会となる。 

(2)「課題研究」をはじめとする探究的な学習活動による，汎用的資質・能力の育成と

その評価方法・評価指標の構築 

研究協力校 6 校が，各校で育成したい生徒像を設定し，次表に挙げる汎用的な資質・

能力の育成を目指して，課題研究をはじめとする科目で探究的な学習活動を展開し，

ルーブリックを用いたパフォーマンス評価を行った。各科目の指導計画，指導の過程，

学習課題，ワークシート，生徒の成果物，ルーブリック等を報告書に収録している。 

各校とも，中間発表や成果発表会など学習の到達点が把握しやすい場面での評価は，
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育成する資質・能力について生徒に表れて欲しい具体の姿を言葉にして「可視化」し

たルーブリックを作成し，モデレーションを行うことで可能となりつつある。 

三国丘，貝塚，港南造形の 3 校では，ルーブリックを学習の到達点（最終のパフォ

ーマンス・完成した成果物）の評価に用いるだけではなく，生徒の力を伸ばすための

生かし方を検討し，学習過程（プロセス）を形成的に評価し，次の学習サイクルや探

究的な学習活動につなげる試みがなされており，これらも報告書に収録している。  
学校名 科目名 育成する資質・能力 

センター附属高等学校 探究ナビⅠ（演劇） チームワーク 

府立港南造形高等学校 スペースデザイン 構想力，計画性，言語表現力 

府立三国丘高等学校 課題研究Ⅱ 科学的探究力，表現力 

府立大手前高等学校 理想
の ぞ み

（課題研究） 問題解決能力，論理的思考力 等 

府立生野高等学校 探究Ⅱ（課題研究） 科学的リテラシー 

府立貝塚高等学校 産業社会と人間 課題設定力，情報収集・編集力 等 

３．学校における評価の充実に向けた課題 

評価研究や研修，学校支援を通して，「課題」と感じている点は次の 5 点である。 

・高等学校においては，教員の評価観が狭く，評価＝「生徒の成績付け」と考えられて

いることが多い。  
・授業では，目標があいまいで，評価が授業の改善と切り離されて考えられ，「指導と

評価の一体化」が実践されていないことが多い。  
・目標に準拠した評価は面倒な評価という印象がもたれている。  
・知識量のみを問うペーパーテストによる評価に偏っている，いわゆる平常点を加味し

た評価に留まっている学校も多い。  
・観点の趣旨の理解が不十分で，誤った捉え方で授業が行われていることが多い。  

教員の評価観を変え，日々の授業改善にまでつなげるには，高等学校においても目標

に準拠した観点別学習状況の評価を一層推進するとともに，次期学習指導要領に向けて，

育成される資質・能力を的確に評価していくための方法や総合的な学習の時間など学校

内外の多様な学習活動に対応した評価の在り方を具体的に提示し，多様な学習活動を多

面的に評価することが生徒の力を総合的に伸ばすことを示していく必要がある。優れた

実践事例を収集・蓄積し，教科・科目ごとの観点設定の考え方や評価の方法等について

参考となる資料の作成や学校支援を充実していくために，当センターでは本研究を「高

等学校におけるアクティブ・ラーニングを教育内容と関連づけた授業の開発に関する調

査研究」(平成 28・29 年度全教連課題研究)に発展させ，研究を継続している。  
【参考・引用文献】 

高等学校における多様な学習成果の評価手法に関する調査研究（大阪府教育センター） 

平成 26 年度報告書（平成 27 年 3 月発行）

http://www.osaka-c.ed.jp/category/investigate/publication/h26/H26_06_learnin

goutcomes.pdf 

平成 27 年度報告書（平成 28 年 3 月発行）

http://www.osaka-c.ed.jp/category/investigate/publication/h27/H27_05.pdf 

（岡本 真澄） 
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3 栃木県教育委員会事務局学校教育課 

 
１．研修の概要 

○教育課程研究集会の実施概要 

目的： 小・中学校の教育課程実施上の諸問題について研究協議し，教員の指導力の向上 

   を図るとともに，各学校が児童生徒の学習状況や教育課程の実施状況に基づく自己 

   点検・自己評価を行い，教育課程の改善に資する。 

対象： 県内公立学校の全校長及び全教員等 

期間： 平成 23 年度～平成 28 年度（6 年間） 

 ○教育課程研究集会の研究概要 

 研究主題： 生きる力を育むことを目指し，基礎的・基本的な知識・技能の習得や思考力・ 

       判断力・表現力等の育成，学習意欲を重視した教育を展開するための指導と評 

            価の工夫改善 

 開催部会： 15 部会（教育課程一般 外 各教科等） 

 研究の進め方： 参加者は，当該部会の研究主題，趣旨及び研究の視点を踏まえ，研究の 

        対象となる領域，単元，題材等を適切に設定し，実践的に研究を進める。 

 ○各教科等の研究主題及び研究の視点（抜粋） 

 【中学校外国語科】 

 研究主題： 積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに，コミ 

      ュニケーション能力の基礎を養うための指導と評価の工夫改善 

 研究の視点： 研究単元を設定した上で，(1),(2),(3)の視点を踏まえ,「指導計画」「指 

       導」「評価」の一連の流れを重視した研究を行う。 

       (1) 指導計画の工夫改善（略） (2) 指導の工夫改善（略）  

         (3) 評価の工夫改善 

           妥当性・信頼性の高い学習評価を行うためには,どのような評価規準 

         を設定し,どのような方法で生徒の学習状況を評価するか。 

            また,より効果的な指導を行うためには,評価をどう生かすか。 

２．研修の実際 
 （平成 27・28 年度 外国語科事例より「(3)評価の工夫改善」の視点のみ一部抜粋） 

（1） 平成 28 年度事例 
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（2） 平成 27 年度事例 

（2）6 年間の取組の成果 

・目標と指導と評価の一連の流れを重視した研究を推進することで,具体的な評価方法や適

切な評価場面を意識することができ,評価の精度が高まった。 

・授業におけるねらいを適切に示し児童生徒と共有することで,授業の終末における振り返

りの時間が充実し,指導者の見取りが的確になり評価の信頼性が高まった。 

・評価が充実することが授業改善につながり,PDCA のサイクルを意識した実践ができた。 

 

３．学校における評価の充実に向けた課題 
・評価の充実のためには,評価に特化した研究ではなく,今後も単元を見通して目標を明確

にし,指導と評価を意識した授業づくりの推進に努める必要がある。 

・各教科等の目標を踏まえた言語活動を設定し,それを評価するためには，児童生徒のどの

ような姿を見取るのか具体の目指す児童生徒像を指導者間で共有することが大切である。 

・評価を指導に生かし,授業改善につなげることが指導力向上につながるため,今後も PDCA

のサイクルを生かした授業づくりを推進する必要がある。 

 

【参考・引用文献】 

・ http://www.pref.tochigi.lg.jp/m04/education/gakkoukyouiku/shouchuu/gakusyuhyou

ka23/hyoukasyou23.html「新学習指導要領に基づく評価規準設定のための参考資料」 

（鈴木 寧子） 

-   145   - 

（2） 平成 27 年度事例 

（2）6 年間の取組の成果 

・目標と指導と評価の一連の流れを重視した研究を推進することで,具体的な評価方法や適

切な評価場面を意識することができ,評価の精度が高まった。 

・授業におけるねらいを適切に示し児童生徒と共有することで,授業の終末における振り返

りの時間が充実し,指導者の見取りが的確になり評価の信頼性が高まった。 

・評価が充実することが授業改善につながり,PDCA のサイクルを意識した実践ができた。 

 

３．学校における評価の充実に向けた課題 
・評価の充実のためには,評価に特化した研究ではなく,今後も単元を見通して目標を明確

にし,指導と評価を意識した授業づくりの推進に努める必要がある。 

・各教科等の目標を踏まえた言語活動を設定し,それを評価するためには，児童生徒のどの

ような姿を見取るのか具体の目指す児童生徒像を指導者間で共有することが大切である。 

・評価を指導に生かし,授業改善につなげることが指導力向上につながるため,今後も PDCA

のサイクルを生かした授業づくりを推進する必要がある。 

 

【参考・引用文献】 

・ http://www.pref.tochigi.lg.jp/m04/education/gakkoukyouiku/shouchuu/gakusyuhyou

ka23/hyoukasyou23.html「新学習指導要領に基づく評価規準設定のための参考資料」 

（鈴木 寧子） 



-   146   - 

4 神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課 

 

１．学習評価に係る事業の概要 

神奈川県における学習評価に係る取組は，図１の通り，平成 19 年度における県立高校

全校での観点別学習状況の評価の実施に始まり，現行学習指導要領の実施に合わせた実施

指針の改訂，「学習評価の手引き」の通知及び実施へと続き，平成 28 年１月度から県立高

校改革実施計画に基づいた2年間ないしは3年間の様々な分野の指定校の取組を開始した。

特に，学習評価に係る指定校に関しては，3 年間の指定とし，県内を五つの地域に分け，

それぞれの地域に１校ずつ配置し，成果発表会等の実施などによる各地域への取組成果の

共有等を通して，県立高校全体への周知・啓発を図っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1 神奈川県立高等学校における学習評価の取組について 
 
具体的には，図 2 のように，単元（題材）を中心とした授業づくりを進める中で，単元

で身に付させたい力（資質・能力）や評価規準等に関して指導と評価の計画に含め適切に

作成することを，県主催の教育課程説明会等様々な場面で各学校に示した。 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 学習評価に係る指導計画の具体について 

＜平成22年3月＞中教審初等中等教育分科会教育課程部会「児童生徒の学習評価の

在り方について（報告）」 

＜平成22年5月＞文部科学省初等中等教育局「小学校，中学校，高等学校及び特別

支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」 

＜平成 19 年度＞ 
○県立高校全校で目標に準拠した評価・観点別評価に基づく学習評価を実施 
○通知表に記載することなどにより評価結果を生徒･保護者へ通知 

＜平成 28 年 4 月から 2 年間ないしは 3 年間＞  
○県立高校改革実施計画Ⅰ期における指定校の取組（学習評価に係る 3 年間の 

指定校を五つの地域に 1 校ずつ合計 5 校指定） 
○指定校による成果発表会等を通した県立高校全校への周知・啓発 

○「科目の評価の観点の趣旨」 
（各学校が自校で作成する  
「年間指導計画」に記載）  

○「単元（題材）の評価規準」 
の設定  

○「具体的な評価規準」  
の設定  

時 学習内容 ねらい 関 思 技 評価規準 評価方法

評価の観点

知

単元（題材）の評価規準 単元（題材）で
身に付けさせたい力

学習活動

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

「単元の指導と評価の計画」 

各学校において明確化  

＜平成 26 年 11 月＞中教審総会「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方

について（諮問）」 

＜平成 27 年 8 月＞中教審教育課程企画特別部会教育課程部会「論点整理」 

＜平成 25 年 4 月＞ 
○平成 25 年度入学生から年次進行により，実施指針及び「学習評価の手引き」 

（各学校における年間指導計画の作成時参考資料）に基づく学習評価を実施 
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図 1 神奈川県立高等学校における学習評価の取組について 
 
具体的には，図 2 のように，単元（題材）を中心とした授業づくりを進める中で，単元

で身に付させたい力（資質・能力）や評価規準等に関して指導と評価の計画に含め適切に

作成することを，県主催の教育課程説明会等様々な場面で各学校に示した。 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 学習評価に係る指導計画の具体について 

＜平成22年3月＞中教審初等中等教育分科会教育課程部会「児童生徒の学習評価の

在り方について（報告）」 

＜平成22年5月＞文部科学省初等中等教育局「小学校，中学校，高等学校及び特別

支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」 

＜平成 19 年度＞ 
○県立高校全校で目標に準拠した評価・観点別評価に基づく学習評価を実施 
○通知表に記載することなどにより評価結果を生徒･保護者へ通知 

＜平成 28 年 4 月から 2 年間ないしは 3 年間＞  
○県立高校改革実施計画Ⅰ期における指定校の取組（学習評価に係る 3 年間の 

指定校を五つの地域に 1 校ずつ合計 5 校指定） 
○指定校による成果発表会等を通した県立高校全校への周知・啓発 

○「科目の評価の観点の趣旨」 
（各学校が自校で作成する  
「年間指導計画」に記載）  

○「単元（題材）の評価規準」 
の設定  

○「具体的な評価規準」  
の設定  

時 学習内容 ねらい 関 思 技 評価規準 評価方法

評価の観点

知

単元（題材）の評価規準 単元（題材）で
身に付けさせたい力

学習活動

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

「単元の指導と評価の計画」 

各学校において明確化  

＜平成 26 年 11 月＞中教審総会「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方

について（諮問）」 

＜平成 27 年 8 月＞中教審教育課程企画特別部会教育課程部会「論点整理」 

＜平成 25 年 4 月＞ 
○平成 25 年度入学生から年次進行により，実施指針及び「学習評価の手引き」 

（各学校における年間指導計画の作成時参考資料）に基づく学習評価を実施 
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平成 28 年度から実施している県立高校改革実施計画に基づく指定校の取組に関しては，

各学校における研究担当教員とサブリーダーによるワーキンググループを設置し，研究の

深化を図った。また，それぞれの学校の取組内容に関しては，地域の成果発表会（教員に

よるもの。他に生徒による成果発表会がある。）等を通して周知・啓発を図っている。 

 

２．事業の実際 

（1）指定校における取組内容の具体 

①ルーブリックを活用した評価 

   5 校中 3 校がルーブリックを活用した評価に関する研究を行っている。協働学習等

を通して育んだ資質・能力の評価における妥当性・信頼性をより一層高めるための手

立ての一つとして，単元ごとに作成したルーブリックに基づき学習評価を行う等の取

組を行っている。 

②新たな三つの観点に基づく評価 

   次期学習指導要領から変更されることとなる新たな三つの評価の観点に関して，先

行して研究を行うことにより，次期学習指導要領の円滑な実施に向けた準備としてい

る。 

（2）県立高校全体への周知・啓発 

 ①指定校における公開研究授業の実施 

   各学校が公開研究授業を実施し，研究成果を発信している。 

 ②地域別研究成果発表会の実施 

   地域（県全体を五つの地域に分けている。）内の県立高校の教員による研究成果発表

会において，スライドによるプレゼンテーションやポスターセッション等により研究

の進捗状況等に関して発表を行っている。 

（3）県教育委員会による支援 

  公開研究授業及び地域別研究成果発表会等へ指導主事を派遣し，指導・助言や講評を

行っている。 

 

３．学校における学習評価の充実に向けた課題 

ルーブリックに関しては，パフォーマンス等の定性的な評価に向くということを踏まえ

ると，全ての単元で評価基準を作成すべきものではなく，ルーブリックを活用することが

適切と思われる学習活動の一場面に対して行うべきものであると考えている。したがって，

ルーブリックを作成する意義や趣旨を再度確認していく必要があるということと，ルーブ

リックを作成する前に単元の評価規準が適切に設定できているかということを確認する必

要がある。 

【参考・引用文献】 

○ 「学習評価の手引き」（平成 25 年 1 月神奈川県教育委員会） 

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/life/1061188_3573440_misc.pdf 

（蘇武 和成）
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5 川越市立教育センター 

 
１．評価に関する本市研究の概要  

約 10 年毎に改訂される学習指導要領の趣旨を踏まえた教育の充実，推進に向け，本市

教育委員会では「川越市教育課程研究員会」を組織し，各小・中学校のよりよい教育実践

に資するために研究を行った。平成 21 年度には「川越市小・中学校指導計画作成資料（総

則編）」を，また，平成 22 年度は「川越市小・中学校指導計画作成資料（各教科等編）」を

作成し，各小・中学校の教育計画の立案，実践の充実に努めてきた。平成 23 年度は，児童

生徒の学習状況を適切に評価し，教育課程の改善・充実を図るために，上述の 2 冊を受け

て「川越市小・中学校教育課程評価資料」の作成を行った。 

「川越市小・中学校教育課程評価資料」は，単元（題材）の目標に基づいた１時間ごと

の指導と評価の計画，具体的な評価場面の事例を掲載している。特に，本市が重点課題と

捉えている校種間連携の推進を踏まえた事例，各種学力調査から明らかになった川越市児

童生徒の実態に即した単元を取り上げ，それに対応する指導と評価の計画例も示している。 

指導と評価の一体化を図り，日々の授業をより一層充実させられるよう学校指導訪問等

の機会を捉え指導・助言している。 

２．研修会における「評価」の取扱いと学校支援の取組  
(1) 『学力向上研修会』（平成 28 年 5 月 18 日実施） 

①目的 各学校の実態に応じた学力向上への取組や指導方法の工夫改善を図る。 

  ②講師 国立教育政策研究所教育課程研究センター総括研究官 後藤 顕一 氏 

  ③対象 教諭等（市内各校の研究推進担当者等；悉皆
しっかい

） 

  ④「評価」に関する内容 

   ○学習評価の考え方 

    ・「探究的教授法のプロセス」等の導入 

    ・教師＜指導と評価の一体化＞ 子供＜学習と評価の一体化＞ 

    ・プロダクト評価からプロセス（＋プロダクト）評価へ 

    ・テストから真正の評価へ 

     （ノート，作品，発表，録音テープ，ビデオ，テスト，…） 

   ○評価の方法と目的 

    ・状況改善型（プログラム評価，相互評価）を重視していく。 

   ○相互評価の必要性 

    ・学習者の立場及び指導者の立場からメリット，注意すべき点を考慮する。 

(2) 『考え，話し合い，学び合う授業づくり研修会』（平成 28 年 8 月 5 日 実施） 

①目的 アクティブ・ラーニングの視点に立った授業づくりや学習指導の方法，取組

の方法等を研修し，各教科等における実践的指導力の向上を図る。 

  ②講師 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構(CoREF) 
大学総合教育研究センター特任助教 飯窪 真也 氏 

  ③対象 教諭等（希望） 

  ④「評価」に関する内容 

  ○協調学習を引き起こしやすい授業（例；『知識構成型ジグソー法』）を通して 

・課題に対する解答の授業前半と授業後半の変化を「期待する解答の要素」に照らし
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て評価する。 

・学習の様子について気付いたことを記録する。 

・児童生徒の学習に対する評価に基づき授業デザインを再検討する。 

  ○「学びをいかに見取り，次の授業につなぐか」が重要となる。 

  ○学習者中心型の授業づくりに取り組むコミュニティの育成を図る。 

(3) 『教育フェスタＫＡＷＡＧＯＥ』特別講演（平成 28 年 8 月 9 日実施） 

①目的 「アクティブ・ラーナー（能動的学習者）」としての子供観を共有し，主体的

で対話的な深い学びを追究する授業づくりの手立てについて考える。 

  ②講師 東京大学大学院教育学研究科学校教育高度化専攻 
      教職開発コース 准教授 藤江 康彦 氏 
  ③対象 教諭等（各校の研究推進担当者を含む2名まで；希望） 
  ④「評価」に関する内容 
   ○教師の学習観を変革する。 

・子供の学習をよく見ることが前提で，子供の学習観の変革も促していく。 
   ○子供の探究心を評価する。 

・教師の「その授業における『課題設定の在り方』」について検討・吟味する。 
   ○教師観の転換（「教える専門家」から「学びを支える専門家」へ）を図る。 

    ・子供の学びの様々な在り方をみつめる。  
 ・子供の学びを予想し，見通す。  

    ・課題のある子供だけではなく，中間層の子供を意識してみる。 

(4) 川越市立Ｋ小学校の取組（平成 27・28 年度川越市教育委員会研究委嘱校） 

 ①研究のねらい 算数の授業を通して，主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラ

ーニング）の視点から，「学び合い・高め合う」授業を創造していく。 

 ②算数科における学校独自の学習過程の開発と評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

③学校研究への関わり 校内授業研究会に参加し，教職員の研究への取組や授業力向

上に向けて指導・助言する。その中で，子供の学びをいかに

みとり，授業の中で子供たちにフィードバックしていくのか

話し合うようにする。  
３．学校における評価の充実に向けた課題  

多面的な評価の必要性については市内教職員と共有できている。しかし，教職員各自が

評価の方法や具体的な在り方に関する研修を深め，自身の授業改善，子供の学びの力の向

上に反映させていくことは容易くない。授業中の子供の学びに注目した校内授業研究会等

の機会を増やしていくよう，今後更に指導・助言していくことが課題である。  
（馬場雅史）  

・本時の目標に準拠した評価規準，評
価方法を指導案検討時から吟味し，
示すようにする。  

・適用問題は，その時間の主たる評価
規準をみとることができるように設
定する。  

・特に，評価の観点が『数学的な考え
方』ならば，言語活動を重視し，言
葉，図，表，グラフ等の関連付けを
みとる。 言語活動には 2 種類①わ
かりやすく ②（よりよく）発展さ
せる。  
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７. 国内における評価の取組からの示唆 

 
１．目標に準拠した評価の実践研究から 

国立教育政策研究所で実施された評価に関する地域推進事業では，「目標に準拠した評価」

の信頼性を高めるため，推進地域における小・中学校，教育委員会，教育センター等の複

数の機関の共同で実践研究が実施された。 

これらの研究に共通する成果として，授業における子供の姿をどう評価するかをめぐっ

て教員間での協議や「すり合わせ」が実施され，それによって，評価の根拠や基準が共有

され，教員の子供の学びを見る見方が高まったと実感されていることが挙げられる。異な

る学校間で授業研究会を恒常的に実施する体制を地域で整備していくことが困難であれば，

授業研究後の評価に関する協議を校内研修で継続し成果を上げている学校もあることから，

学校単位で実施していくことも有効である。また，自治体における研修で，教員が評価資

料を持ち寄って検討したり，授業ビデオの視聴をもとに評価しあったりするプログラムを

組むなど，教育委員会や教育センター等が主導して複数教員による評価に関する協議の場

を設定することで，推進地域における研究と同様の成果が期待できよう。 

 
２．国立大学附属学校調査から 

全国の国立大学附属学校（小・中・高等学校）への質問紙による調査に基づき，「育成を

目指す資質・能力」についての評価の在り方や，今後，資質・能力を育成する教育課程を

充実していく上での学習評価の課題等について検討した。 

 「育成を目指す資質・能力」を学校で共有し，資質・能力を育成する教育課程を研究主

題として取り組んでいる学校では，現在までの研究の中心は，重視したい資質・能力の特

定やそれらを育成する授業の在り方に関する研究で，多様な指導方法・学習活動に関する

研究に比べ，評価に関する研究は，「今後の課題」と捉えている学校が目立った。 

 日常の学習評価も含め，評価に関する学校としての工夫については，パフォーマンス評

価やポートフォリオ評価など，ペーパーテスト以外の多様な評価方法の工夫が，回答した

学校の 3 割程度の学校で実施されていた。また，多くの学校が，子供の自己評価を何らか

の形で活用している。自己評価の方法には，授業の振り返りシートのような各授業で活用

するものから，単元の学習をまとめる形式，学習で活用した資料等のファイリング（ポー

トフォリオ）など多様な方法が試みられている。 

 現行の観点別評価で，多くの工夫が挙げられたのは，「思考・判断・表現」であった。特

に，外からは見えにくい思考のプロセスを外化や可視化する工夫－思考ツールの活用，思

考力を発揮した子供の具体的な姿を反映した評価基準表の作成など－が研究されている。 

 資質・能力の育成に向けて評価を充実していくための課題として，複数の回答が寄せら

れたのは，①資質・能力の育成に向けた評価観の確立，②評価の妥当性・信頼性の確保，

③長期的な評価と日常的な指導に生かす評価の両立，④情意にかかわる資質・能力の評価，

⑤評価の考え方や評価の観点についての共通理解や共有（教員間，子供や保護者への説明）

などである。評価に関する研究や研修が進んでいないとする回答がある一方，パフォーマ
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ンス評価やルーブリック評価など様々な工夫を取り入れている学校からは，こうした評価

を恒常的に実施していくことの負担感や評価を重視することで学習指導のための時間が削

られてしまうことへの懸念などが指摘されている。資質・能力の育成に向けた評価では，

学校として評価観を共有して長期的なスパンで成長を評価できる体制を構築しつつ，日々

の授業改善に活用できるような日常的な評価の在り方を提起することが求められている。 

 
３．国際バカロレアにおける評価から 
 国際バカロレア（IB）は，全人的な教育を理念に掲げており，認知面と情緒や社会性に

かかわる資質・能力を共に重視したカリキュラム開発の下で，資質・能力を評価する体制

づくりも進められている。IB では，学習活動として，「探究」・「行動」・「振り返り」を重

視し，これら三つの活動を組み込んだテーマ学習が各学校段階で展開されている。 

 IB 全体に共通な評価の考え方として，①学習者中心であること，②評価規準に準拠した

アプローチをとっていること，③形成的評価を重視していること，④子供の自己評価を活

用していること，さらに，⑤外部評価と内部評価を実施していること，などが挙げられる。 

 
４．教育センター・教育委員会調査から 

全国の教育センター，都道府県・政令指定都市・中核都市の教育委員会，及び全国の教

育事務所への質問紙調査から，評価に関する研究や「手引き」等の参考資料作成は，学習

指導要領や指導要録の改訂後に集中して実施されていることが示された。近年は，特に高

等学校における評価に焦点を当てた研究が複数実施されている。評価に関する研修は，今

年度，年次研修の中で実施している自治体を含め，6 割程度で実施されている（又は実施

予定）。評価だけをトピックスとして取り上げた専門的な研修の実施数は多くないものの，

初任者研修や年次研修では，指導と評価の一体化や各教科における評価の在り方などを主

題として一定の時間を確保して実施されている。 

 評価の充実に向けた課題については，研修の在り方や学校の実態についての課題が指摘

されている。研修等で教員に接する機会の多い立場から，教員や学校の評価に対する関心

について，指導方法や授業改善に比べて関心が低いことについて複数の指摘があった。今

後は，指導と評価の一体化について教員が実感を持って理解できるような研修を進め，授

業づくりから評価までを一連の流れとして確立できるようにしていく必要があろう。指導

方法の研修に評価も組み込み，評価も含めて授業づくりとして位置付ける研修も有効であ

る。研修機関においてもこの点は意識されており，評価に対する理解を授業改善や指導方

法，単元の指導計画，カリキュラム･マネジメントなどの研修と合わせて総合的に取り組む

ことを研修の課題として指摘する機関が複数見られた。 

 今後は，評価の観点も現行の 4 観点から変更されることから，前回の改訂時同様，各自

治体における研修や指導資料，事例集等の作成も進められていくと考えられる。ここで指

摘された課題に応えるような研修の在り方を提案していくことも今後の課題である。 
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第４章 諸外国における評価の取組 
 

 本章では，諸外国の教育課程における評価の取組を概観する。1 節では，本プロジェ

クトでこれまで調査してきた 10 か国の取組について比較表にまとめ掲載する。2～4

節では，近年，資質・能力の評価について特色ある取組が見られる 3 か国（イギリス，

オーストラリア，ニュージーランド）について，評価の具体的な実践を報告する。最

後に 5 節では，これらの取組に見られる近年の動向を総括した。 

 

１. 諸外国の教育課程と評価の取組の概要（一覧表） 

 次ページからの一覧表は，本プロジェクトで刊行した報告書『報告書２ 諸外国の

教育課程と学習活動』 1（平成 28 年 3 月）に掲載した各国の教育課程と学習活動の動

向に関する「一覧表」から，評価の取組とカリキュラム・マネジメントに関する項目

を抜粋して作成したものである。なお，作成に当たっては，教育改革の動向など，一

部の情報を更新している。調査対象国と調査項目は，次の通りである。 

【調査対象国】 

欧州 4 か国：イギリス，ドイツ，フランス，フィンランド， 

北米 2 か国：カナダ，アメリカ合衆国， 

オセアニア 2 か国：オーストラリア，ニュージーランド， 

アジア 2 か国：シンガポール，韓国 

以上 10 か国 

【調査項目】 

1. 教育改革の方向性 

2. 教育課程の特色と近年の動向 

 (1)教育課程の基準 

 (2)重視されている主な資質・能力 

 (3)資質・能力をめぐる近年の動向 

3. 資質・能力を育成する学習活動の展開 

4. 学習評価 

 (1)基準等における示し方 

 (2)資質・能力に関する評価 

5. カリキュラム・マネジメント 

 (1)各学校における取組状況 

 (2)国や自治体による評価と支援 

 

※各国の報告における「子供」，「児童生徒」，「生徒」の表記は，当該国資料の表記に

基づいている。これらは特に断りのない限り，全て「児童生徒」を意味する。 

                              
1 http://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/h27/2-2_all.pdf 
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国 名 イギリス ドイツ フランス フィンランド カナダ 

教育改革

の方向性 

 

教えるべき知識

を精選し明確化

（英数理の重視，

他 教 科 の 簡 素

化）。知識に連動

したスキルの育

成。 

インプット統制

からアウトプッ

ト統制重視へ。 

学校終了段階に

必要とされるコ

ンピテンシーを

規定する傾向。 

基礎学力の完全

保障と道徳教育

の充実を目指す

2013 年教育基本

法（通称ペイヨン

法）により，「共

通基礎」を改訂。 

汎用的コンピテ

ンスを提示する

とともに，これ

と教科固有の知

識等を学年区分

別に提示。 

学力の向上（中等

学校修了率の上

昇），アカウンタ

ビリティ拡大，高

等教育や就労に

生かせる資質・能

力の育成。 

教育課程の特色と近年の動向 

(1)教育課

程の基準 

教育省が出すナ

ショナル・カリキ

ュラム（NC）に法

的な要請として

内容（学習プログ

ラム）が示されて

いる。 

州の合意により

学校終了段階で

獲得する主要教

科（ドイツ語，

数学，外国語，

理科）の共通コ

ンピテンシーを

規定。 

 

幼稚園から高等

学校まで，教育課

程の基準として，

「授業時間配当

表」と「学習指導

要領」が国民教育

省令で定められ

ている。 

2014年12月に新

たな「全国基礎

教育教育課程基

準」が公表され，

2016 年度より実

施。 

州統一のカリキ

ュラムを導入。学

区によってはそ

の地域の特色を

生かしたカリキ

ュラム（州教育省

の認可が必要）が

設定されている。 

(2)重視さ

れている

主な資質 

・能力 

 

育成すべきスキ

ルは各教科の中

で提示されてい

る。ヌメラシー・

数学的スキルと

言語・リテラシー

が特に重視され，

諸教科の中で育

成される。 

州共通の教育ス

タンダードは，

教科ごとに，教

科の一般的資質

能力及び教科の

内容関連の資質

能力に分けて提

示している。 

「共通基礎」で

は，①思考と伝達

のための言語活

動，②学習の方法

と道具，③人格教

育・市民教育，④

自然体系と技術

体系，⑤世界の表

象と人間の活動。 
 

七つの汎用的コン

ピテンス（①思考

力・「学ぶことを学

ぶ」力，②文化的

コンピテンス，③

自立心，④多元的

読解力，⑤ICT，⑥

職業スキル，⑦持

続可能な未来構

築） 

各州において異

なるが，資質・能

力に関する目標

等が設定されて

いる。 

(3)資質・ 

能力育成 

をめぐる 

近年の 

動向 

 

英語・数学・理科

の基礎的スキル

を重視している。 

OECD のコンピテ

ンシー論の影響

を受けている。 

2013 年教育基本

法（通称ペイヨン

法）に基づき，

2015 年「共通基

礎」を改訂。 

全国教育課程基

準の施行と併せ

て，地方教育課

程基準も実施。 

 

 

各州でカリキュ

ラムにおける「21

世紀型スキル」の

検討と導入に対

する議論が展開。 

 

資質・能力

を育成す

る学習活

動の展開 

初等学校では，教科

横断的テーマのも

とに教科指導が実

践される場合が多

い。宗教教育，シテ

ィズンシップ教育，

PSHE 教育などで

は，思考力などスキ

ルを重視した授業

を展開している。 

対面型一斉教授

からの脱却。個

人に対応した授

業を推奨。週単

位での学習計画

による学習の個

別化，プロジェ

クト方式の学習

等の展開。 

各教科の学習指

導要領で，育成す

べき資質・能力に

対応した学習活

動を展開するよ

う定められてい

る。 

個に応じた学習

と協同的な学習

双方を推進。改

訂版教育課程基

準では，「教科横

断的テーマ」が

各教科内容に埋

め込まれてい

る。 

教科横断的カリ

キュラムを通し

た資質・能力の育

成。 
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アメリカ オーストラリア ニュージーランド 韓国 シンガポール 

州をまたいだ教育

スタンダードに基

づいた新たな評価

方法の開発・普及

が進められてい

る。 

国家教育指針「メル

ボルン宣言」に基づ

き，連邦・州政府が

共同で教育改革を

推進，育成する能力

を明確化。 

2010年にナショナ

ルスタンダード導

入。資質・能力の

習得達成状況を初

等教育段階の読

み・書き・算数に

焦点を当て評価。 

実践中心の人格教

育。 

知識基盤社会に対

応する，創造的な

人材の育成。 

 

量から質の教育へ

の転換を図るとと

もに21世紀型能力

を育成するカリキ

ュラム改革を実施

している。 

 

州ごとにスタンダ

ードを設定し，対

応した学力テスト

を実施。教育課程

については州で大

枠が決められてい

るが，具体的な詳

細は学区ごとに異

なる。 

州政府が教育に関

する権限を持つた

め，連邦・各州政府

合意の下，「オース

トラリアン・カリキ

ュラム(AC)，評価，

報告機関（ACARA）」

の主導により開発。 

「ニュージーラン

ド・カリキュラム」

が大綱として教育

課程全体の「学び

の方向性」と「学

習指導」を提示。

各学校が NZC を基

に学校カリキュラ

ムを作成。 

全国的な基準とし

て，教育部長官が

定める「教育課程」

があり，各学校は

これに基づきカリ

キュラムを編成，

運営。 

基準となるシラバ

スを教育省のカリ

キュラム計画・開

発局が策定。 

21 世紀スキルとし

て，①学習とイノ

ベーションのスキ

ル，②情報とメデ

ィアとテクノロジ

ーのスキル，③生

活とキャリアスキ

ル 

七つの汎用的能力

（リテラシー，ニュ

ーメラシー，ICT 能

力，創造的・批判的

思考力，個人的・社

会的能力，倫理的理

解，異文化理解）。 

五つのキー・コン

ピテンシー（思考

力，言語・記号・

テキストの活用

力，自己管理力，

他者と協調する能

力，参加と貢献）。 

目指される人間像と

して，「自主人」，「創

造人」，「文化人」，「世

界人」。キー・コンピ

テンシーとして「自

己管理力」，「知識・

情報の処理能力」，

「創造的な思考力」，

「審美的な感性」，

「コミュニケーショ

ン力」，「共同体への

貢献」。 

育むべき四つの市

民像と「21世紀型

コンピテンシーと

望まれる生徒の成

果」の枠組み（カ

リキュラム 2015）

を提示。 

CCSS（英語，数学），

NGSS（理科）が公

表され，各州に採

択を求める動きが

ある。 

連邦教育省が「21世紀

スキル」と「オースト

ラリアン・カリキュラ

ム（AC）」で示される

汎用的能力との関係

性を検討。汎用的能力

測定の新たな試験開

発の試みあり。 

「知識を教授する

こと」から「学習

を可能にするこ

と」への緩やかな

転換。 

2017年度から段階

的に導入される改

訂教育課程で，六

つのキー・コンピ

テンシーを導入 

カリキュラム 2015

の実現に向け，人

格・市民性教育の

導入など全人的な

学習を充実。 

ニューハンプシャ

ー州の公立高校で

は，履修時間によ

らず，能力の習得

状況によって単位

認定を行う。 

「個に応じた学習」

を推進。IB等特別カ

リキュラムは ACARA

が示す基準・手続に

従い認証。 

e-Learningやソー

シャルネットワー

クを活用したバー

チャル学習ネット

ワーク（VLN）が普

及。 

2009年より小･中･高

校で「創造的な体験

活動」の時間を導入。

2016年度より，一定

期間，学校の裁量で

様々な体験学習や課

題学習などを行うこ

とができる「自由学

期制度」を導入。 

1997年以降，一貫

して，思考力育成

を重視，探究型の

授業の推進・定着

を図る。 
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国 名 イギリス ドイツ フランス フィンランド カナダ 

教育改革

の方向性 

 

教えるべき知識

を精選し明確化

（英数理の重視，

他 教 科 の 簡 素

化）。知識に連動

したスキルの育

成。 

インプット統制

からアウトプッ

ト統制重視へ。 

学校終了段階に

必要とされるコ

ンピテンシーを

規定する傾向。 

基礎学力の完全

保障と道徳教育

の充実を目指す

2013 年教育基本

法（通称ペイヨン

法）により，「共

通基礎」を改訂。 

汎用的コンピテ

ンスを提示する

とともに，これ

と教科固有の知

識等を学年区分

別に提示。 

学力の向上（中等

学校修了率の上

昇），アカウンタ

ビリティ拡大，高

等教育や就労に

生かせる資質・能

力の育成。 

教育課程の特色と近年の動向 

(1)教育課

程の基準 

教育省が出すナ

ショナル・カリキ

ュラム（NC）に法

的な要請として

内容（学習プログ

ラム）が示されて

いる。 

州の合意により

学校終了段階で

獲得する主要教

科（ドイツ語，

数学，外国語，

理科）の共通コ

ンピテンシーを

規定。 

 

幼稚園から高等

学校まで，教育課

程の基準として，

「授業時間配当

表」と「学習指導

要領」が国民教育

省令で定められ

ている。 

2014年12月に新

たな「全国基礎

教育教育課程基

準」が公表され，

2016 年度より実

施。 

州統一のカリキ

ュラムを導入。学

区によってはそ

の地域の特色を

生かしたカリキ

ュラム（州教育省

の認可が必要）が

設定されている。 

(2)重視さ

れている

主な資質 

・能力 

 

育成すべきスキ

ルは各教科の中

で提示されてい

る。ヌメラシー・

数学的スキルと

言語・リテラシー

が特に重視され，

諸教科の中で育

成される。 

州共通の教育ス

タンダードは，

教科ごとに，教

科の一般的資質

能力及び教科の

内容関連の資質

能力に分けて提

示している。 

「共通基礎」で

は，①思考と伝達

のための言語活

動，②学習の方法

と道具，③人格教

育・市民教育，④

自然体系と技術

体系，⑤世界の表

象と人間の活動。 
 

七つの汎用的コン

ピテンス（①思考

力・「学ぶことを学

ぶ」力，②文化的

コンピテンス，③

自立心，④多元的

読解力，⑤ICT，⑥

職業スキル，⑦持

続可能な未来構

築） 

各州において異

なるが，資質・能

力に関する目標

等が設定されて

いる。 

(3)資質・ 

能力育成 

をめぐる 

近年の 

動向 

 

英語・数学・理科

の基礎的スキル

を重視している。 

OECD のコンピテ

ンシー論の影響

を受けている。 

2013 年教育基本

法（通称ペイヨン

法）に基づき，

2015 年「共通基

礎」を改訂。 

全国教育課程基

準の施行と併せ

て，地方教育課

程基準も実施。 

 

 

各州でカリキュ

ラムにおける「21

世紀型スキル」の

検討と導入に対

する議論が展開。 

 

資質・能力

を育成す

る学習活

動の展開 

初等学校では，教科

横断的テーマのも

とに教科指導が実

践される場合が多

い。宗教教育，シテ

ィズンシップ教育，

PSHE 教育などで

は，思考力などスキ

ルを重視した授業

を展開している。 

対面型一斉教授

からの脱却。個

人に対応した授

業を推奨。週単

位での学習計画

による学習の個

別化，プロジェ

クト方式の学習

等の展開。 

各教科の学習指

導要領で，育成す

べき資質・能力に

対応した学習活

動を展開するよ

う定められてい

る。 

個に応じた学習

と協同的な学習

双方を推進。改

訂版教育課程基

準では，「教科横

断的テーマ」が

各教科内容に埋

め込まれてい

る。 

教科横断的カリ

キュラムを通し

た資質・能力の育

成。 
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州をまたいだ教育

スタンダードに基

づいた新たな評価

方法の開発・普及

が進められてい

る。 

国家教育指針「メル

ボルン宣言」に基づ

き，連邦・州政府が

共同で教育改革を

推進，育成する能力

を明確化。 

2010年にナショナ

ルスタンダード導

入。資質・能力の

習得達成状況を初

等教育段階の読

み・書き・算数に

焦点を当て評価。 

実践中心の人格教

育。 

知識基盤社会に対

応する，創造的な

人材の育成。 

 

量から質の教育へ

の転換を図るとと

もに21世紀型能力

を育成するカリキ

ュラム改革を実施

している。 

 

州ごとにスタンダ

ードを設定し，対

応した学力テスト

を実施。教育課程

については州で大

枠が決められてい

るが，具体的な詳

細は学区ごとに異

なる。 

州政府が教育に関

する権限を持つた

め，連邦・各州政府

合意の下，「オース

トラリアン・カリキ

ュラム(AC)，評価，

報告機関（ACARA）」

の主導により開発。 

「ニュージーラン

ド・カリキュラム」

が大綱として教育

課程全体の「学び

の方向性」と「学

習指導」を提示。

各学校が NZC を基

に学校カリキュラ

ムを作成。 

全国的な基準とし

て，教育部長官が

定める「教育課程」

があり，各学校は

これに基づきカリ

キュラムを編成，

運営。 

基準となるシラバ

スを教育省のカリ

キュラム計画・開

発局が策定。 

21 世紀スキルとし

て，①学習とイノ

ベーションのスキ

ル，②情報とメデ

ィアとテクノロジ

ーのスキル，③生

活とキャリアスキ

ル 

七つの汎用的能力

（リテラシー，ニュ

ーメラシー，ICT 能

力，創造的・批判的

思考力，個人的・社

会的能力，倫理的理

解，異文化理解）。 

五つのキー・コン

ピテンシー（思考

力，言語・記号・

テキストの活用

力，自己管理力，

他者と協調する能

力，参加と貢献）。 

目指される人間像と

して，「自主人」，「創

造人」，「文化人」，「世

界人」。キー・コンピ

テンシーとして「自

己管理力」，「知識・

情報の処理能力」，

「創造的な思考力」，

「審美的な感性」，

「コミュニケーショ

ン力」，「共同体への

貢献」。 

育むべき四つの市

民像と「21世紀型

コンピテンシーと

望まれる生徒の成

果」の枠組み（カ

リキュラム 2015）

を提示。 

CCSS（英語，数学），

NGSS（理科）が公

表され，各州に採

択を求める動きが

ある。 

連邦教育省が「21世紀

スキル」と「オースト

ラリアン・カリキュラ

ム（AC）」で示される

汎用的能力との関係

性を検討。汎用的能力

測定の新たな試験開

発の試みあり。 

「知識を教授する

こと」から「学習

を可能にするこ

と」への緩やかな

転換。 

2017年度から段階

的に導入される改

訂教育課程で，六

つのキー・コンピ

テンシーを導入 

カリキュラム 2015

の実現に向け，人

格・市民性教育の

導入など全人的な

学習を充実。 

ニューハンプシャ

ー州の公立高校で

は，履修時間によ

らず，能力の習得

状況によって単位

認定を行う。 

「個に応じた学習」

を推進。IB等特別カ

リキュラムは ACARA

が示す基準・手続に

従い認証。 

e-Learningやソー

シャルネットワー

クを活用したバー

チャル学習ネット

ワーク（VLN）が普

及。 

2009年より小･中･高

校で「創造的な体験

活動」の時間を導入。

2016年度より，一定

期間，学校の裁量で

様々な体験学習や課

題学習などを行うこ

とができる「自由学

期制度」を導入。 

1997年以降，一貫

して，思考力育成

を重視，探究型の

授業の推進・定着

を図る。 
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国 名 イギリス ドイツ フランス フィンランド カナダ 

教育改革

の方向性 

 

教えるべき知識

を精選し明確化

（英数理の重視，

他 教 科 の 簡 素

化）。知識に連動

したスキルの育

成。 

インプット統制

からアウトプッ

ト統制重視へ。 

学校終了段階に

必要とされるコ

ンピテンシーを

規定する傾向。 

基礎学力の完全

保障と道徳教育

の充実を目指す

2013 年教育基本

法（通称ペイヨン

法）により，「共

通基礎」を改訂。 

汎用的コンピテ

ンスを提示する

とともに，これ

と教科固有の知

識等を学年区分

別に提示。 

学力の向上（中等

学校修了率の上

昇），アカウンタ

ビリティ拡大，高

等教育や就労に

生かせる資質・能

力の育成。 

教育課程の特色と近年の動向 

(1)教育課

程の基準 

教育省が出すナ

ショナル・カリキ

ュラム（NC）に法

的な要請として

内容（学習プログ

ラム）が示されて

いる。 

州の合意により

学校終了段階で

獲得する主要教

科（ドイツ語，

数学，外国語，

理科）の共通コ

ンピテンシーを

規定。 

 

幼稚園から高等

学校まで，教育課

程の基準として，

「授業時間配当

表」と「学習指導

要領」が国民教育

省令で定められ

ている。 

2014年12月に新

たな「全国基礎

教育教育課程基

準」が公表され，

2016 年度より実

施。 

州統一のカリキ

ュラムを導入。学

区によってはそ

の地域の特色を

生かしたカリキ

ュラム（州教育省

の認可が必要）が

設定されている。 

(2)重視さ

れている

主な資質 

・能力 

 

育成すべきスキ

ルは各教科の中

で提示されてい

る。ヌメラシー・

数学的スキルと

言語・リテラシー

が特に重視され，

諸教科の中で育

成される。 

州共通の教育ス

タンダードは，

教科ごとに，教

科の一般的資質

能力及び教科の

内容関連の資質

能力に分けて提

示している。 

「共通基礎」で

は，①思考と伝達

のための言語活

動，②学習の方法

と道具，③人格教

育・市民教育，④

自然体系と技術

体系，⑤世界の表

象と人間の活動。 
 

七つの汎用的コン

ピテンス（①思考

力・「学ぶことを学

ぶ」力，②文化的

コンピテンス，③

自立心，④多元的

読解力，⑤ICT，⑥

職業スキル，⑦持

続可能な未来構

築） 

各州において異

なるが，資質・能

力に関する目標

等が設定されて

いる。 

(3)資質・ 

能力育成 

をめぐる 

近年の 

動向 

 

英語・数学・理科

の基礎的スキル

を重視している。 

OECD のコンピテ

ンシー論の影響

を受けている。 

2013 年教育基本

法（通称ペイヨン

法）に基づき，

2015 年「共通基

礎」を改訂。 

全国教育課程基

準の施行と併せ

て，地方教育課

程基準も実施。 

 

 

各州でカリキュ

ラムにおける「21

世紀型スキル」の

検討と導入に対

する議論が展開。 

 

資質・能力

を育成す

る学習活

動の展開 

初等学校では，教科

横断的テーマのも

とに教科指導が実

践される場合が多

い。宗教教育，シテ

ィズンシップ教育，

PSHE 教育などで

は，思考力などスキ

ルを重視した授業

を展開している。 

対面型一斉教授

からの脱却。個

人に対応した授

業を推奨。週単

位での学習計画

による学習の個

別化，プロジェ

クト方式の学習

等の展開。 

各教科の学習指

導要領で，育成す

べき資質・能力に

対応した学習活

動を展開するよ

う定められてい

る。 

個に応じた学習

と協同的な学習

双方を推進。改

訂版教育課程基

準では，「教科横

断的テーマ」が

各教科内容に埋

め込まれてい

る。 

教科横断的カリ

キュラムを通し

た資質・能力の育

成。 
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州をまたいだ教育

スタンダードに基

づいた新たな評価

方法の開発・普及

が進められてい

る。 

国家教育指針「メル

ボルン宣言」に基づ

き，連邦・州政府が

共同で教育改革を

推進，育成する能力

を明確化。 

2010年にナショナ

ルスタンダード導

入。資質・能力の

習得達成状況を初

等教育段階の読

み・書き・算数に

焦点を当て評価。 

実践中心の人格教

育。 

知識基盤社会に対

応する，創造的な

人材の育成。 

 

量から質の教育へ

の転換を図るとと

もに21世紀型能力

を育成するカリキ

ュラム改革を実施

している。 

 

州ごとにスタンダ

ードを設定し，対

応した学力テスト

を実施。教育課程

については州で大

枠が決められてい

るが，具体的な詳

細は学区ごとに異

なる。 

州政府が教育に関

する権限を持つた

め，連邦・各州政府

合意の下，「オース

トラリアン・カリキ

ュラム(AC)，評価，

報告機関（ACARA）」

の主導により開発。 

「ニュージーラン

ド・カリキュラム」

が大綱として教育

課程全体の「学び

の方向性」と「学

習指導」を提示。

各学校が NZC を基

に学校カリキュラ

ムを作成。 

全国的な基準とし

て，教育部長官が

定める「教育課程」

があり，各学校は

これに基づきカリ

キュラムを編成，

運営。 

基準となるシラバ

スを教育省のカリ

キュラム計画・開

発局が策定。 

21 世紀スキルとし

て，①学習とイノ

ベーションのスキ

ル，②情報とメデ

ィアとテクノロジ

ーのスキル，③生

活とキャリアスキ

ル 

七つの汎用的能力

（リテラシー，ニュ

ーメラシー，ICT 能

力，創造的・批判的

思考力，個人的・社

会的能力，倫理的理

解，異文化理解）。 

五つのキー・コン

ピテンシー（思考

力，言語・記号・

テキストの活用

力，自己管理力，

他者と協調する能

力，参加と貢献）。 

目指される人間像と

して，「自主人」，「創

造人」，「文化人」，「世

界人」。キー・コンピ

テンシーとして「自

己管理力」，「知識・

情報の処理能力」，

「創造的な思考力」，

「審美的な感性」，

「コミュニケーショ

ン力」，「共同体への

貢献」。 

育むべき四つの市

民像と「21世紀型

コンピテンシーと

望まれる生徒の成

果」の枠組み（カ

リキュラム 2015）

を提示。 

CCSS（英語，数学），

NGSS（理科）が公

表され，各州に採

択を求める動きが

ある。 

連邦教育省が「21世紀

スキル」と「オースト

ラリアン・カリキュラ

ム（AC）」で示される

汎用的能力との関係

性を検討。汎用的能力

測定の新たな試験開

発の試みあり。 

「知識を教授する

こと」から「学習

を可能にするこ

と」への緩やかな

転換。 

2017年度から段階

的に導入される改

訂教育課程で，六

つのキー・コンピ

テンシーを導入 

カリキュラム 2015

の実現に向け，人

格・市民性教育の

導入など全人的な

学習を充実。 

ニューハンプシャ

ー州の公立高校で

は，履修時間によ

らず，能力の習得

状況によって単位

認定を行う。 

「個に応じた学習」

を推進。IB等特別カ

リキュラムは ACARA

が示す基準・手続に

従い認証。 

e-Learningやソー

シャルネットワー

クを活用したバー

チャル学習ネット

ワーク（VLN）が普

及。 

2009年より小･中･高

校で「創造的な体験

活動」の時間を導入。

2016年度より，一定

期間，学校の裁量で

様々な体験学習や課

題学習などを行うこ

とができる「自由学

期制度」を導入。 

1997年以降，一貫

して，思考力育成

を重視，探究型の

授業の推進・定着

を図る。 
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教育改革

の方向性 

 

教えるべき知識

を精選し明確化

（英数理の重視，

他 教 科 の 簡 素

化）。知識に連動

したスキルの育

成。 

インプット統制

からアウトプッ

ト統制重視へ。 

学校終了段階に

必要とされるコ

ンピテンシーを

規定する傾向。 

基礎学力の完全

保障と道徳教育

の充実を目指す

2013 年教育基本

法（通称ペイヨン

法）により，「共

通基礎」を改訂。 

汎用的コンピテ

ンスを提示する

とともに，これ

と教科固有の知

識等を学年区分

別に提示。 

学力の向上（中等

学校修了率の上

昇），アカウンタ

ビリティ拡大，高

等教育や就労に

生かせる資質・能

力の育成。 

教育課程の特色と近年の動向 

(1)教育課

程の基準 

教育省が出すナ

ショナル・カリキ

ュラム（NC）に法

的な要請として

内容（学習プログ

ラム）が示されて

いる。 

州の合意により

学校終了段階で

獲得する主要教

科（ドイツ語，

数学，外国語，

理科）の共通コ

ンピテンシーを

規定。 

 

幼稚園から高等

学校まで，教育課

程の基準として，

「授業時間配当

表」と「学習指導

要領」が国民教育

省令で定められ

ている。 

2014年12月に新

たな「全国基礎

教育教育課程基

準」が公表され，

2016 年度より実

施。 

州統一のカリキ

ュラムを導入。学

区によってはそ

の地域の特色を

生かしたカリキ

ュラム（州教育省

の認可が必要）が

設定されている。 

(2)重視さ

れている

主な資質 

・能力 

 

育成すべきスキ

ルは各教科の中

で提示されてい

る。ヌメラシー・

数学的スキルと

言語・リテラシー

が特に重視され，

諸教科の中で育

成される。 

州共通の教育ス

タンダードは，

教科ごとに，教

科の一般的資質

能力及び教科の

内容関連の資質

能力に分けて提

示している。 

「共通基礎」で

は，①思考と伝達

のための言語活

動，②学習の方法

と道具，③人格教

育・市民教育，④

自然体系と技術

体系，⑤世界の表

象と人間の活動。 
 

七つの汎用的コン

ピテンス（①思考

力・「学ぶことを学

ぶ」力，②文化的

コンピテンス，③

自立心，④多元的

読解力，⑤ICT，⑥

職業スキル，⑦持

続可能な未来構

築） 

各州において異

なるが，資質・能

力に関する目標

等が設定されて

いる。 

(3)資質・ 

能力育成 

をめぐる 

近年の 

動向 

 

英語・数学・理科

の基礎的スキル

を重視している。 

OECD のコンピテ

ンシー論の影響

を受けている。 

2013 年教育基本

法（通称ペイヨン

法）に基づき，

2015 年「共通基

礎」を改訂。 

全国教育課程基

準の施行と併せ

て，地方教育課

程基準も実施。 

 

 

各州でカリキュ

ラムにおける「21

世紀型スキル」の

検討と導入に対

する議論が展開。 

 

資質・能力

を育成す

る学習活

動の展開 

初等学校では，教科

横断的テーマのも

とに教科指導が実

践される場合が多

い。宗教教育，シテ

ィズンシップ教育，

PSHE 教育などで

は，思考力などスキ

ルを重視した授業

を展開している。 

対面型一斉教授

からの脱却。個

人に対応した授

業を推奨。週単

位での学習計画

による学習の個

別化，プロジェ

クト方式の学習

等の展開。 

各教科の学習指

導要領で，育成す

べき資質・能力に

対応した学習活

動を展開するよ

う定められてい

る。 

個に応じた学習

と協同的な学習

双方を推進。改

訂版教育課程基

準では，「教科横

断的テーマ」が

各教科内容に埋

め込まれてい

る。 

教科横断的カリ

キュラムを通し

た資質・能力の育

成。 
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州をまたいだ教育

スタンダードに基

づいた新たな評価

方法の開発・普及

が進められてい

る。 

国家教育指針「メル

ボルン宣言」に基づ

き，連邦・州政府が

共同で教育改革を

推進，育成する能力

を明確化。 

2010年にナショナ

ルスタンダード導

入。資質・能力の

習得達成状況を初

等教育段階の読

み・書き・算数に

焦点を当て評価。 

実践中心の人格教

育。 

知識基盤社会に対

応する，創造的な

人材の育成。 

 

量から質の教育へ

の転換を図るとと

もに21世紀型能力

を育成するカリキ

ュラム改革を実施

している。 

 

州ごとにスタンダ

ードを設定し，対

応した学力テスト

を実施。教育課程

については州で大

枠が決められてい

るが，具体的な詳

細は学区ごとに異

なる。 

州政府が教育に関

する権限を持つた

め，連邦・各州政府

合意の下，「オース

トラリアン・カリキ

ュラム(AC)，評価，

報告機関（ACARA）」

の主導により開発。 

「ニュージーラン

ド・カリキュラム」

が大綱として教育

課程全体の「学び

の方向性」と「学

習指導」を提示。

各学校が NZC を基

に学校カリキュラ

ムを作成。 

全国的な基準とし

て，教育部長官が

定める「教育課程」

があり，各学校は

これに基づきカリ

キュラムを編成，

運営。 

基準となるシラバ

スを教育省のカリ

キュラム計画・開

発局が策定。 

21 世紀スキルとし

て，①学習とイノ

ベーションのスキ

ル，②情報とメデ

ィアとテクノロジ

ーのスキル，③生

活とキャリアスキ

ル 

七つの汎用的能力

（リテラシー，ニュ

ーメラシー，ICT 能

力，創造的・批判的

思考力，個人的・社

会的能力，倫理的理

解，異文化理解）。 

五つのキー・コン

ピテンシー（思考

力，言語・記号・

テキストの活用

力，自己管理力，

他者と協調する能

力，参加と貢献）。 

目指される人間像と

して，「自主人」，「創

造人」，「文化人」，「世

界人」。キー・コンピ

テンシーとして「自

己管理力」，「知識・

情報の処理能力」，

「創造的な思考力」，

「審美的な感性」，

「コミュニケーショ

ン力」，「共同体への

貢献」。 

育むべき四つの市

民像と「21世紀型

コンピテンシーと

望まれる生徒の成

果」の枠組み（カ

リキュラム 2015）

を提示。 

CCSS（英語，数学），

NGSS（理科）が公

表され，各州に採

択を求める動きが

ある。 

連邦教育省が「21世紀

スキル」と「オースト

ラリアン・カリキュラ

ム（AC）」で示される

汎用的能力との関係

性を検討。汎用的能力

測定の新たな試験開

発の試みあり。 

「知識を教授する

こと」から「学習

を可能にするこ

と」への緩やかな

転換。 

2017年度から段階

的に導入される改

訂教育課程で，六

つのキー・コンピ

テンシーを導入 

カリキュラム 2015

の実現に向け，人

格・市民性教育の

導入など全人的な

学習を充実。 

ニューハンプシャ

ー州の公立高校で

は，履修時間によ

らず，能力の習得

状況によって単位

認定を行う。 

「個に応じた学習」

を推進。IB等特別カ

リキュラムは ACARA

が示す基準・手続に

従い認証。 

e-Learningやソー

シャルネットワー

クを活用したバー

チャル学習ネット

ワーク（VLN）が普

及。 

2009年より小･中･高

校で「創造的な体験

活動」の時間を導入。

2016年度より，一定

期間，学校の裁量で

様々な体験学習や課

題学習などを行うこ

とができる「自由学

期制度」を導入。 

1997年以降，一貫

して，思考力育成

を重視，探究型の

授業の推進・定着

を図る。 
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学 習 評 価  

(1)基準等 

における 

示 し 方 

NCにより,学年若

しくは段階ごと

に，学習プログラ

ム（教科内容）を

伴った到達目標

が示されている。 

一般に各州文部

省の規則で規定

している。各学

年の教科の評定

は絶対評価で 6

段階。 

学習指導要領に

おいて，各学習

期の終了時に到

達すべき水準が

示されている。 

評価全体の枠組

み，方針を総則

に明示。教科・

学年区分ごとの

内容に到達目標

（評価規準）の

項目を設定。 

各教科・各学年

の目標の達成度

やパフォーマン

スの達成度によ

って評価。 
 

 

(2)資質・能

力に関する

評価 

初等学校終了時

には,全国統一試

験とともに行わ

れる標準化され

た教員による評

価（形成的評価・

パフォーマンス

評価）において，

「何ができるか」

が評価される。 

 

 

求めるコンピテ

ンシーの到達度

とそれ以外の能

力等の状況につ

いて記述評価。

学習開発型の記

述を推奨。 

国民教育省が共

通基礎に準拠し

た通知表の様式

を定めている。 

到達目標（評価

規準）に基づく

評価を実施。 

 

各教科の達成度

を示す「カリキ

ュラム達成度」

と，「学習スキ

ル」の達成度に

よって個別の成

績を記録。 
 
 

カリキュラム・マネジメント 

(1)各学校

に お け る 

取 組 状 況 

国が示す NCを一部

に含んで学校が独

自にカリキュラム

を開発。各学校は教

科ごとの学校カリ

キュラムをウェブ

上で公表すること

が義務付けられて

いる。 

学校の自主性を

重視する傾向が

ある。しかし，

学校独自カリキ

ュラムの開発は

余り進んでいな

い。 

各学校は，国の

教育課程基準に

従って教育課程

を編成する。 

 

国レベル－地方

レベル－学校レ

ベルでカリキュ

ラムを作成する

ことができると

されるが，学校レ

ベルについては，

作成を求めてい

る自治体は少な

い。 

州統一テストの

結果に基づき，

教科内容の習得

状況が確認・評

価され，カリキ

ュラムの改善が

行われている。 

(2) 国や

自 治 体 

に よ る 

評価と支援 

各学校は，独立政

府機関の教育水

準局（OFSTED）に

よる学校監査に

より教育内容や

指導の質，学習成

果などの評価を

受け，結果は公表

される。学校監査

は各学校の改善

を目的に含む。 

学校の自己評価

や外部評価を通

じて，カリキュ

ラム・マネジメ

ントを促進して

いる。学校管理

職等への研修を

提供している。 

公立学校の教育

内容に関する予

算は，国民教育

省が出先機関を

通じて負担して

いる。この予算

の執行状況と効

果は，毎年，点

検評価される。 

 

自治体により対

応は異なる。 

オンタリオ州の

場合，政府から

独立した機関で

ある「教育にお

ける質とアカウ

ンタビリティに

関するオフィス

（EQAO）」が州

統一試験等の評

価・分析を行っ

ている。 
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における 

示 し 方 

NCにより,学年若
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に，学習プログラ

ム（教科内容）を

伴った到達目標

が示されている。 

一般に各州文部

省の規則で規定

している。各学

年の教科の評定
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学習指導要領に

おいて，各学習

期の終了時に到

達すべき水準が

示されている。 

評価全体の枠組

み，方針を総則

に明示。教科・

学年区分ごとの

内容に到達目標

（評価規準）の

項目を設定。 

各教科・各学年

の目標の達成度

やパフォーマン

スの達成度によ

って評価。 
 

 

(2)資質・能

力に関する

評価 

初等学校終了時

には,全国統一試

験とともに行わ

れる標準化され

た教員による評

価（形成的評価・

パフォーマンス

評価）において，

「何ができるか」

が評価される。 

 

 

求めるコンピテ

ンシーの到達度

とそれ以外の能

力等の状況につ

いて記述評価。

学習開発型の記

述を推奨。 

国民教育省が共

通基礎に準拠し

た通知表の様式

を定めている。 

到達目標（評価

規準）に基づく

評価を実施。 

 

各教科の達成度

を示す「カリキ

ュラム達成度」

と，「学習スキ

ル」の達成度に

よって個別の成

績を記録。 
 
 

カリキュラム・マネジメント 

(1)各学校

に お け る 

取 組 状 況 

国が示す NCを一部

に含んで学校が独

自にカリキュラム

を開発。各学校は教

科ごとの学校カリ

キュラムをウェブ

上で公表すること

が義務付けられて

いる。 

学校の自主性を

重視する傾向が

ある。しかし，

学校独自カリキ

ュラムの開発は

余り進んでいな

い。 

各学校は，国の

教育課程基準に

従って教育課程

を編成する。 

 

国レベル－地方

レベル－学校レ

ベルでカリキュ

ラムを作成する

ことができると

されるが，学校レ

ベルについては，

作成を求めてい
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い。 

州統一テストの
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アメリカ オーストラリア ニュージーランド 韓国 シンガポール 

 

州教育省の Web サ

イトにおいて，州ス

タンダードに対応

する評価の内容・方

法が示されている。 

各項目の内容ごと

に 5 段階の到達ス

タンダードを明示。 

各州が州のカリキ

ュラムにて具体的

な評価の内容・方法

を検討・提示。 

NZC に学習評価に

対する基本的考え

方を提示。学習評価

に特化したサイト

で基礎知識や評価

ツール，事例，関連

サイトを提示 

各教科の教育課程

において「達成基

準」を示す。単元ご

とに具体的な内容

を箇条書で提示。学

習方法や評価方法

も示す。 

各教科のシラバス

で評価の観点を示

し，評価方法を例

示。 

英語と数学で共通

コア州スタンダー

ド に 対 応 し た

PARCC な い し は

SBAC を導入するこ

とが連邦政府から

の予算措置によっ

て促されている。 

リテラシー，ニュー

メラシーは 悉皆
し っ か い

の

全国調査（NAPLAN）

で毎年評価。ICTリ

テラシーは抽出調

査にて 3 年ごとに

評価。学校レベルで

は，到達スタンダー

ド移行のための発

達・成長の指標開発

を奨励（ビクトリア

州）。 

①教員による包括

的評価（OTJs）に関

する啓発を展開。 
②ICT を活用した

多様な評価ツール

の開発・提供。 
③NZ 教育研究所に

よる評価ツールの開

発。 

記述式評価や遂行

評価の割合を拡大

する。情意的，機能

的，創造的な側面が

特に重視される教

科においては，妥当

な評定基準と尺度

に基づき評価する。

創造的な体験活動

は内容と特性を考

慮し，合理的な評価

基準を設ける。 

21 世紀型能力は，

知識・スキル・価

値で構成される。

知識とスキルは評

価基準に基づき評

価。価値に関して

は記述による評価

も実施。 

 

学校ないしは教員

ごとに州統一学力

テスト結果が公表

され，その点数の伸

びで学校評価・教員

評価が行われる動

き。 

各州・各学校ともに

AC にのっとった各

州カリキュラムの

実施は必須。 

実施状況や成果は

年次報告を通して

各州教育省へ報告。 

 

 

各学校に PDCAサイ

クルを徹底させる

ねらいで，「学校計

画と報告に関する

枠組み」を導入。 

学校自己評価の実

施。教育課程の運営

や教授・学習方法，

教育活動及び教育

成果などを評価す

る。評価結果は公

開。 

学校主体のカリキ

ュラム開発を推

奨。各教科では

30％程度の学校裁

量がある。各学校

は毎年活動報告を

教育省に提出。 

連邦政府の予算誘

導により，全ての州

で上記の取組を求

める動き。 

ACARA は各州教育

省からの報告を基

にカリキュラム改

善。 

NAPLAN の結果は

ACARA の運営する

「わたしの学校ウ

ェブサイト（My 
School  Website）」で

公表。 

①教育機関評価局

による第三者評価。 
②NZ 資格審査機関

による中等学校カ

リキュラムの評

価・認定。 
③教育省による学

力向上支援プログ

ラムの提供。 
④学校群ごとの学

力向上に向けた学

校支援。 

地方教育行政機関

は，国が定める基本

的な計画に基づき，

学校評価を実施す

る。評価結果は，学

校改善や財政支援

事業の参考資料と

して活用される。 

学校への外部評価

は，評価機関によ

り 6 年ごとに実施

されている。一回

の評価において，2

週間の学校訪問が

実施される。教育

省は，校内研修で

各学校の実態に応

じたカリキュラム

開発を支援する。 
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２. イギリスにおける評価の取組 

 

１．資質・能力育成からみた教育課程の特徴  
 イギリスでは，2014 年にナショナル・カリキュラムの改訂が行われた。そこで示さ

れた目標は，「教養ある市民(educated citizens)」の育成であった。新しいナショナル・

カリキュラムでは，この目標に向け，各教科学習において「知識と理解・スキル

（knowledge,  understanding  and  skills）」を子供たちに獲得させることを重視している。

従来と同様に，各教科の知識内容を「知識」と捉え，それを駆使できる資質・能力を

「理解・スキル」と捉えていると考えられる。例えば，英語科では，英語の知識内容

である「言語に関する知識や文法」だけでなく，聞き手や目的，状況に応じた言語や

表現スタイルを選び取ることや他者を説得する力，議論する力が，示されている。資

質・能力の中でも，特に重視されているのは，「ニューメラシーと数学」「言語とリテ

ラシー」である。 

 ナショナル・カリキュラムで規定されているのは，各教科において獲得させるべき

「知識と理解・スキル」であり，それを獲得させるために，どのような具体的カリキ

ュラムを開発・編成し，授業を行っていくかは各学校に委ねられている。 

 

２．資質・能力の評価への取組  
(1) 評価の枠組みや体制 

周知のように，イギリスでは，ナショナル・カリキュラム・アセスメントと呼ばれ

る評価が，各キーステージ終了時に行われる。キーステージ１（7 歳）では教員による

評価，キーステージ２（11 歳）では全国テストと教員による評価，キーステージ３（14

歳時）では教員による評価，キーステージ４（16 歳時）では GCSE 試験という外部の試

験団体による評価が行われる。こうした公的な評価に加えて，各学校は学期ごと，あ

るいは年度ごとに通知表というかたちで保護者に子供たちの学力到達度を知らせる。 

これらの総括的評価は，新しいナショナル・カリキュラムのもとでは，「レベル」に

代わり，「ねらい（expectation）」を評価基準として実施されることになった。従来の「レ

ベル」での評価は，いわば評定であり，イギリスでは，義務教育を貫く到達基準とし

て示されていた。廃止を提言した報告書（Final report of  the Commission on Assessment 
without  Levels）では，その理由として，数値に集約化される評価は，子供たちの学力

を正確に表現できないこと，教師の「レベル」解釈に違いがあること，「レベル」を上

げることに授業が焦点化されやすいことなどを挙げている。こうした問題点を克服す

るために，「ねらい」として，より詳細な評価基準を公的に定めることになった。例え

ば，英語科のキーステージ１のスペルの「ねらい」では，「I’m, I’ll, we’ll」という表

現は，「 ’」によって省略が行われていることが理解できている，といった詳細な到達基

準が設定されている。各教科において到達させるべき目標を評価規準として，詳細か

つ明確に示すことで，目標に準拠した評価の徹底を行おうとしているのである。 

こうした総括的評価に加え，イギリスで力を注がれているのが，「学習のための評価

（Assessment  for  Learning）」と呼ばれる形成的評価である。1998 年に刊行されたブラ

ックとウィリアムの「 Inside the Black Box」を土台とし，イギリスの教育評価研究者た
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ちが集まった ARG（Assessment Reform Group）によって提起された「学習のための評価」

は，多くの教育関係者の関心を集めてきた。そして，それは，2008 年には，AfLS(The 
Assessment for Learning Strategy)という施策として教育政策にも取り入れられ，学校現

場にも広く浸透していった。政策として取り入れられた「学習のための評価」は，正

確で信頼のある評価を実施するために，「証拠（evidence）」に基づく評価を行うこと，

評価結果について子供たちと話し合い，学習改善の手掛かりを探る活動に利用するこ

となどを求めている。この「学習のための評価」の考え方は，新しいナショナル・カ

リキュラムの下でも，重視されている。 

 

(2) 評価の実際 

新しいナショナル・カリキュラムの本格的な導入は，2016 年度であるが，総括的評

価と形成的評価の双方において，引き続き重視されるのは，子供たち一人一人の学力

到達度を「証拠」に基づき教師が判断すること，つまり正確で信頼のある評価の実施

である。教師たちは，以前であれば，「レベル」，今後は「ねらい」に子供たちが到達

したことを示す「証拠」を日々の実践の中から集め，それに基づく評価を実施するこ

とが求められる。そのため，イギリスで

は一人一人の子供の作品や小テスト，ノ

ートを集めたポートフォリオを作成する

ことが非常に重要となっている。また，

通知表や進学・転校先の学校への引継ぎ

資料にも，そうした評価の考え方は反映

されており，非常に細かな子供の学力に

関する資料が作成されている（図 1 参照）。 

 

 

３．議論と展望  
 評価のための授業を回避するために，今回の改訂では「レベル」から「ねらい」へ

の変更が提起された。しかしながら，評価のための授業を生み出す要因は，正確で信

頼のある評価，すなわち総括的評価の重視にあるとも考えられる。正確で信頼のある

評価の実施を求められる中で，教師は子供たちの学力到達度を示す「証拠」集めを日

常的に行わなければならなくなっている。そうした活動が，ともすると評価のための

授業を生み出してきた。イギリスで生まれた「学習のための評価」とは，そうした「学

習の評価（総括的評価）」とは異なる評価概念の提起を含んでいる。評価を学習改善に

活
い

かすためには，評価から次なる学習のステップを子供たちとともに探究することが重

要であり，そこで求められるのは，目標に到達したかどうかよりも，むしろ個々の子

供たちの学習履歴に即した評価である。「学習のための評価」と「学習の評価」の違い

を明確にし，その共存的な関係を構築することが大きな課題となっている。 

（二宮衆一）

図 1 小学校 2 年生のリテラシーに関す

る引き継ぎ資料の一部 
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図 1 小学校 2 年生のリテラシーに関す

る引き継ぎ資料の一部 
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３. オーストラリア（ビクトリア州）における評価の取組 

 

１．資質・能力育成からみた教育課程の特徴  
オーストラリアでは，2008 年から同国初のナショナル・カリキュラムである「オース

トラリアン・カリキュラム（Australian  Curriculum：AC）」の開発・導入が進められてい

る。AC は，各学習領域と，それらをまたがって教えられるべき領域横断的優先事項（学

習内容），汎用的能力（資質・能力，general  capabilities）の三つの柱により構成される。

電子カリキュラムでの配信を基本とするため，フィルター機能を用い，汎用的能力を軸

に内容を提示させることで，各能力の習得の流れ（連続性）を確認することができる。

同国でカリキュラムの運用を含む教育に責任を持つ各州政府・教育関係機関は，これま

で，AC をもとに各州カリキュラムの改定を行ってきた。 

ビクトリア州では，2017 年 1 月より本格的に，新たなカリキュラム（「ビクトリアン・

カリキュラム（Victorian  Curriculum：VC）」の運用を開始した。VC では，各学習領域と

ともに四つの資質・能力（capabilities）が掲げられている。同州では，リテラシー，ニュ

ーメラシー，ICT スキルは，あえて個別に育成が必要な資質・能力とはみなされていな

いが，それは，これら三つのスキルが，英語や算数・数学といった特定の学習領域で主

に教授されること，既に各学習領域の内容に組み込まれており，あえて明確に提示する

必要がないとの判断に基づくものである。換言すれば，創造的・批判的思考力（Creative 
and Critical Thinking），倫理（Ethical），異文化理解力（Intercultural），個人的・社会的能

力（Personal  and Social）の四つの資質・能力は，あえて明示化し，学習内容及びスタン

ダードを示すことにより，全ての児童生徒にその習得を保障すべきだと考えられている

のである。 

 

２．資質・能力の評価への取組  
(1) 評価の枠組みや体制 

ビクトリア州において評価（assessment）とは，児童生徒の学習の改善に資する正確

かつ一貫した証拠を示すための情報の収集，分析，提示の継続的な過程を意味する。同

州では，1970 年代以後，カリキュラムの策定・運用主体は学校であるとの原則を保持し

てきた。各学校は，教育目標や改善・改革を要する領域とともに，VC に示される全ての

学習領域及び資質・能力を教授するための一覧を示した「全体計画（Wholeschool 
planning）」を作成し，児童生徒，保護者，コミュニティ，さらには州教育省と共有する

ことを求められる。学校は各地域や子供たちのニーズを考慮し計画を策定するが，VC で

提示される全ての内容をいつ，どの教科でどの程度教授・学習するのかを明確に示さな

ければならない。 

VC では，AC にのっとり，「カリキュラムの内容（content descriptions）」とともに，「到

達スタンダード（Achievement Standard）」が示されている。「カリキュラムの内容」に

は，それぞれコードが付けられ，関係ウェブサイトにて，教授・学習のためのヒントと

なる教材（ビクトリア州が運営する VC のための教材を集めたウェブサイト FUSE）と各

学校・教員が各教科の授業計画を立てる際のアドバイス（州教育機関ウェブサイト）が

紹介されている。また，「到達スタンダード」は，児童生徒が各レベルで一般的にどのよ

うな学習成果を残すことが期待されるのかを具体的に，かつ学校教育課程全体を通して

連続して示したものである。VC では，英語と算数・数学には 11 のスタンダードが，そ
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の他の学習領域及び資質・能力には 5 若しくは 6 のスタンダードが設定されている。  
授業計画の際に重要とされているのが，「到達スタンダード」を用いて児童生徒の発

達・成長をいかに正確に測定できるかということである。そのため，州教育省では，各

学校に「発達・成長の指標（indicative progress）」の策定を求めている。これは，各教

科で児童生徒が各「到達スタンダード」の達成に必要とされる事柄を具体的に示したも

のであり，教員はこれらの指標に照らして児童生徒の発達・成長を評価する。例えば，

保健体育で「到達スタンダード」8 に示される「青年期における変化とうまく付き合う

方法や資料についての調査検討」の達成に必要とされる指標には，「自身が住むコミュニ

ティにおける情報を収集し，若者にとって適切な提言をすることができる」といった内

容が考えられる。  
(2) 評価の実際 

オーストラリアでは現在，子供の学習状況及び成果を年 2 回，保護者に報告すること

が義務付けられている。ビクトリア州では，英語，算数・数学及び体育は年 2 回，理科

は年 1 回，その他の学習領域及び資質・能力については各学校の全体計画に示される提

供教科に応じて 2 年に 1 回の報告が求められている。各教科の成績は，5 段階評価で示

される。また，七つの AC の汎用的能力のうち，リテラシー（作文も含む），ニューメラ

シーについては毎年 5 月に全児童生徒を対象に実施される学力調査（NAPLAN）にて，ま

た ICT リテラシーも 3 年に一度の抽出調査（NAP）にて評価が行われているが，これらの

結果についても年 2 回の報告に含めることが義務付けられている。 

これまでは統一書式を用いた報告が行われてきたが，2017 年以降，各学校は，報告の

時期及び形式を，児童生徒，保護者，コミュニティとともに決めるよう求められている。

学校は，児童生徒が自身の成績を当該学習集団に期待されるレベルに照らして確認する

従来の方式とともに，個々の学習目標に照らした各児童生徒の発達・成長について報告

する必要がある（内容の例示等については 2017 年中に発表予定とのこと）。 

 

３．議論と展望  
 現在，評価については，主に以下の二点が議論されている。一つ目は，多様な背景を

持った子供たちの発達・成長を単一の指標で示すことへの懸念についてである。障がい

を持つ子供や英語を母語としない子供はもちろん，5 段階評価による報告では，一定集

団における児童生徒の位置付けは明らかにできるものの，個々の児童生徒の発達・成長

を示すことは難しい。リテララシー，ニューメラシーの全国調査（NAPLAN）も今後はオ

ンラインでの実施に変更されるが，これにより個々の能力に応じた設問の提供が可能に

なる。 

 二つ目は，カリキュラムにおける必須項目としての汎用的能力育成の要求が，これま

での評価の在り方に，技術的側面も含め，大きな変更をもたらしつつあることである。

現在，オーストラリアン・カリキュラム評価報告機関（Australian Curriculum, Assessment 
and Reporting Authority：ACARA）とニューサウスウェールズ州教育省が，他者との協働

による問題解決能力（collaborative problemsolving）測定のためのオンライン評価ツール

の開発を進めている。これは，汎用的能力に掲げられる創造的・批判的思考力及び個人

的・社会的能力の測定を目的としたものであるが，これまで難しいと考えられてきた資

質・能力評価に新たな一石を投じるものと期待されている。  
         （青木麻衣子）
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カリキュラム（Victorian  Curriculum：VC）」の運用を開始した。VC では，各学習領域と

ともに四つの資質・能力（capabilities）が掲げられている。同州では，リテラシー，ニュ

ーメラシー，ICT スキルは，あえて個別に育成が必要な資質・能力とはみなされていな

いが，それは，これら三つのスキルが，英語や算数・数学といった特定の学習領域で主

に教授されること，既に各学習領域の内容に組み込まれており，あえて明確に提示する

必要がないとの判断に基づくものである。換言すれば，創造的・批判的思考力（Creative 
and Critical Thinking），倫理（Ethical），異文化理解力（Intercultural），個人的・社会的能

力（Personal  and Social）の四つの資質・能力は，あえて明示化し，学習内容及びスタン

ダードを示すことにより，全ての児童生徒にその習得を保障すべきだと考えられている

のである。 

 

２．資質・能力の評価への取組  
(1) 評価の枠組みや体制 

ビクトリア州において評価（assessment）とは，児童生徒の学習の改善に資する正確

かつ一貫した証拠を示すための情報の収集，分析，提示の継続的な過程を意味する。同

州では，1970 年代以後，カリキュラムの策定・運用主体は学校であるとの原則を保持し

てきた。各学校は，教育目標や改善・改革を要する領域とともに，VC に示される全ての

学習領域及び資質・能力を教授するための一覧を示した「全体計画（Wholeschool 
planning）」を作成し，児童生徒，保護者，コミュニティ，さらには州教育省と共有する

ことを求められる。学校は各地域や子供たちのニーズを考慮し計画を策定するが，VC で

提示される全ての内容をいつ，どの教科でどの程度教授・学習するのかを明確に示さな

ければならない。 

VC では，AC にのっとり，「カリキュラムの内容（content descriptions）」とともに，「到

達スタンダード（Achievement Standard）」が示されている。「カリキュラムの内容」に

は，それぞれコードが付けられ，関係ウェブサイトにて，教授・学習のためのヒントと

なる教材（ビクトリア州が運営する VC のための教材を集めたウェブサイト FUSE）と各

学校・教員が各教科の授業計画を立てる際のアドバイス（州教育機関ウェブサイト）が

紹介されている。また，「到達スタンダード」は，児童生徒が各レベルで一般的にどのよ

うな学習成果を残すことが期待されるのかを具体的に，かつ学校教育課程全体を通して

連続して示したものである。VC では，英語と算数・数学には 11 のスタンダードが，そ
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の他の学習領域及び資質・能力には 5 若しくは 6 のスタンダードが設定されている。  
授業計画の際に重要とされているのが，「到達スタンダード」を用いて児童生徒の発

達・成長をいかに正確に測定できるかということである。そのため，州教育省では，各

学校に「発達・成長の指標（indicative progress）」の策定を求めている。これは，各教

科で児童生徒が各「到達スタンダード」の達成に必要とされる事柄を具体的に示したも

のであり，教員はこれらの指標に照らして児童生徒の発達・成長を評価する。例えば，

保健体育で「到達スタンダード」8 に示される「青年期における変化とうまく付き合う

方法や資料についての調査検討」の達成に必要とされる指標には，「自身が住むコミュニ

ティにおける情報を収集し，若者にとって適切な提言をすることができる」といった内

容が考えられる。  
(2) 評価の実際 

オーストラリアでは現在，子供の学習状況及び成果を年 2 回，保護者に報告すること

が義務付けられている。ビクトリア州では，英語，算数・数学及び体育は年 2 回，理科

は年 1 回，その他の学習領域及び資質・能力については各学校の全体計画に示される提

供教科に応じて 2 年に 1 回の報告が求められている。各教科の成績は，5 段階評価で示

される。また，七つの AC の汎用的能力のうち，リテラシー（作文も含む），ニューメラ

シーについては毎年 5 月に全児童生徒を対象に実施される学力調査（NAPLAN）にて，ま

た ICT リテラシーも 3 年に一度の抽出調査（NAP）にて評価が行われているが，これらの

結果についても年 2 回の報告に含めることが義務付けられている。 

これまでは統一書式を用いた報告が行われてきたが，2017 年以降，各学校は，報告の

時期及び形式を，児童生徒，保護者，コミュニティとともに決めるよう求められている。

学校は，児童生徒が自身の成績を当該学習集団に期待されるレベルに照らして確認する

従来の方式とともに，個々の学習目標に照らした各児童生徒の発達・成長について報告

する必要がある（内容の例示等については 2017 年中に発表予定とのこと）。 

 

３．議論と展望  
 現在，評価については，主に以下の二点が議論されている。一つ目は，多様な背景を

持った子供たちの発達・成長を単一の指標で示すことへの懸念についてである。障がい

を持つ子供や英語を母語としない子供はもちろん，5 段階評価による報告では，一定集

団における児童生徒の位置付けは明らかにできるものの，個々の児童生徒の発達・成長

を示すことは難しい。リテララシー，ニューメラシーの全国調査（NAPLAN）も今後はオ

ンラインでの実施に変更されるが，これにより個々の能力に応じた設問の提供が可能に

なる。 

 二つ目は，カリキュラムにおける必須項目としての汎用的能力育成の要求が，これま

での評価の在り方に，技術的側面も含め，大きな変更をもたらしつつあることである。

現在，オーストラリアン・カリキュラム評価報告機関（Australian Curriculum, Assessment 
and Reporting Authority：ACARA）とニューサウスウェールズ州教育省が，他者との協働

による問題解決能力（collaborative problemsolving）測定のためのオンライン評価ツール

の開発を進めている。これは，汎用的能力に掲げられる創造的・批判的思考力及び個人

的・社会的能力の測定を目的としたものであるが，これまで難しいと考えられてきた資

質・能力評価に新たな一石を投じるものと期待されている。  
         （青木麻衣子）
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４. ニュージーランドにおける評価の取組 

 

１．資質・能力育成からみた教育課程の特徴  
教育課程の大綱である 2007 年版「ニュージーランド・カリキュラム」（NZC）により，

五つの「キー・コンピテンシー」（思考力，言語・記号・テキストの活用力，自己管理力，

他者と協調する能力，参加と貢献）と，八つの学習領域（英語，芸術，保健・体育，言

語学習，数学・統計，科学，社会科学，テクノロジー）が規定されている。また，初等

教育段階については，達成すべき指標としてナショナルスタンダードが設定されている。 
 

２．資質・能力の評価への取組  
(1) 評価の枠組みや体制 

①教育課程の基準等に示された，評価の枠組み，基本的な評価に対する考え方 

ア）評価の枠組み 

 学校内で教師により行われる評価サイクルは，以下のように設定されている。教育省

が示しているこのサイクルは，エビデンス・ベースの評価の実施，教師・生徒・保護者

三者間での学習のゴール及びその他の情報の共有が重要視されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：http://assessment.tki.org.nz/Moderation/Moderation-processes をもとに筆者作成） 

 

•教師と生徒で生徒の学習の基本線を設定するために
評価指標を活用する。 データ収集 

•教師と生徒は生徒の学習に関する理解を確立するた
めに，エビデンス（データないしは他の形式のも
の）を探す。 

生徒と共にエビデンスを 
収集・共有 

•教師と生徒は学習のゴールを設定するために，公式
の評価データその他のエビデンスを活用する。これら
は保護者と共有される。 

ゴールの設定 

•教師と生徒は，生徒のゴールやナショナルスタンダ
ードに関連する進行形のエビデンス（例：ノート作業，
自己評価）を収集する。 

進行中のエビデンスの収集 

•教師と生徒は，学習の進捗度や達成度についてOTJを
行うためにエビデンスを活用する。   

教師による包括的評価
（OTJ）の実施 

•学校は，教師が多角的な側面から判定を行っているか
をチェックする。 OTJの妥当性の検討 

•教師と生徒は，進捗状況とナショナルスタンダードに
関する達成度を保護者に報告する。 

報告と次のステップのゴール
設定 
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進行中のエビデンスの収集 

•教師と生徒は，学習の進捗度や達成度についてOTJを
行うためにエビデンスを活用する。   

教師による包括的評価
（OTJ）の実施 

•学校は，教師が多角的な側面から判定を行っているか
をチェックする。 OTJの妥当性の検討 

•教師と生徒は，進捗状況とナショナルスタンダードに
関する達成度を保護者に報告する。 

報告と次のステップのゴール
設定 
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４. ニュージーランドにおける評価の取組 

 

１．資質・能力育成からみた教育課程の特徴  
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五つの「キー・コンピテンシー」（思考力，言語・記号・テキストの活用力，自己管理力，
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が示しているこのサイクルは，エビデンス・ベースの評価の実施，教師・生徒・保護者

三者間での学習のゴール及びその他の情報の共有が重要視されている。 
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イ)基本的な評価に対する考え方 

NZC では，評価（assessment）に対する基本的な考え方が明示されている。第一に，評

価の目的は「提供された情報に応じて，生徒が自身の学習を，教師が自身の指導を改善

すること」にあるとしている。それゆえ，生徒の学習に関する情報をどのように収集・

分析し，それをいかに有効に活用するかが重要な視点となる。 

 第二に，生徒の学習改善のための評価は，指導と学習のプロセスを的確に理解するこ

とでもあるとし，生徒の進捗状況を示すエビデンスをタイムリーに収集・分析・解釈す

ることがその基本となるとしている。 

 第三に，効果的な学習評価の特徴として次の六点を挙げている。①生徒にとって有益

であること，②目標や達成の手段を教師と生徒が共に明確にしていること，③期待され

る成果や達成基準を生徒自身が理解する一助となるものであること，④成果・指導方法・

評価基準が一貫していること，⑤評価の根拠となるエビデンスが適切であること，⑥評

価が妥当であり公平であること。 

 これらは，前述の評価サイクルにそのまま反映されている。 

 

②教師による包括的評価（Overall teacher judgments：OTJs） 

教師が評価を実施するに当たっては， 

多様な情報を結合させて進捗状況や達 

成度を判定しなければならない（OTJs）。 

その際のエビデンスは，①観察，②生徒 

との意見交流，③基準に準拠したツール 

を用いた公式な評価結果の収集，といっ 

た方法で収集される。ナショナルスタン 

ダードに対する達成状況の判定に当たっては 

ては，サポートツールの PaCT（Progress 
  and Consistency Tool）などが使われる。 

 また，日常においては e-ポートフォリ 

オが活用されている。教育省が提供して 

いる MyPortfolio は全国規模で展開され 

ている e-ポートフォリオ・サービスであり，生徒は日々のエビデンスをここに記録し，

教師は OTJs の実施に際してこれを活用している。 

 

③生徒の評価力の育成 

NZ で実施されている評価の特徴の一つとして，教師による評価のみならず，生徒自身

による評価（Selfassessment）を重視し，その評価力の育成に積極的に取り組んでいるこ

とが指摘できる。生徒の学習成果を上げるためには，生徒自身が自らの学習目的や進捗

状況を多角的かつ適切に理解することが不可欠であると位置付け，教師は生徒の評価に

ついての理解の状況を以下の観点から把握するよう努める。これは同時に，効果的な評

価を保障するためのものでもある。

（出典：
http://assessment.tki.org.nz/Overall-teacher-judg

ment/Making-an-overall-teacher-judgment） 
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（出典： 

http://assessment.tki.org.nz/Assessment-in-the-classroom/Assessment-for-learning-in-practice/Asse

ssment-literacy をもとに筆者作成） 

 

④行政・研究機関等による学校・教師への支援体制 

 こうした評価が体系化され実施できる背景には，教育省を中心とした行政・研究機

関等による全国レベルの支援体制がある。第一に，NZ 資格審査機関（NZQA）が各学校

の教育課程認定を実施し，更に教育機関評価局（ERO）が教育課程の実施状況について

NZQA による資料等を加味しながら第三者評価を実施している。これらから，学校レベ

ルでのカリキュラムの実施状況と課題を見いだすことができる。第二に，教育省主導

の評価に関する情報サイト（TKI）が非常に充実しており，ここに評価に関する情報が

全て集積されている。評価に関する情報はもちろん，有効な評価ツール等もここから

入手することができる。評価に関するリソースバンクも用意されており，教師はそれ

らを自由に活用することができる。第三に，それらの質の担保という観点からいえば，

主要な評価ツールは NZ 教育研究所等が教育省と連携して開発しており，その有効性は

常に検証されシステム修正もなされている。そして第四に，学校支援機関等により教

師の評価力向上のための多種多様な研修が実施されている。 

 

(2) 評価の実際 

 ここに掲載した写真は，オークランドの某初等学校の低学年 

クラスで撮影したものである。これらから，この学校で行われ 

ている評価活動を 垣間
か い ま

見ることができよう。写真①は，ある

課題について教師が生徒の現在の理解度を示したものである。

それに対し写真②は，生徒自身がこれからどうしていけばよい

のか，自身のゴールについて再度考えている様子である。そして

写真③はゴールを設定（表明）し，それを教師と共有している様

子である。写真④は教室に掲示されている評価指標である。 

 

○ 私（生徒，以下同じ）は，全ての評価の主な目的は学習のためのものであることを知っている。 

○ 私は，評価基準を使って自分の実際の達成状況を比較し，次の学習を明確にすることで，日々の進

捗状況を評価することができる。 

○ 私は，私の学習のエビデンスを作成し，表現することができる。 

○ 教師は，学級の状況を可能な限り多面的に評価するために，常に私たちと関わり合っている。私たち

は，評価の目的，時期，内容（可能な限り），評価基準を知っている。 

○ 教師は，明確な学習意欲，カリキュラムに示された学習課題の観点から評価を説明する。 

○ 私は，評価から得た情報を理解している。 

○ 評価によるフィードバックにより，私は私がやってきたことの進捗状況について信頼できる情報を得る

ことができる。 

○ 評価の情報は，即座に学習の次のステップについての情報を与えてくれる。 

○ 教師は，授業において評価からのフィードバックを行う時間を確保している。 

○ 教師は，私の評価結果を改善するために私をサポートしている。 

○ 私は，自分の進捗状況がどのように学校や国の基準と比較されているのかを知っている。 

写真① 
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の評価に関する情報サイト（TKI）が非常に充実しており，ここに評価に関する情報が

全て集積されている。評価に関する情報はもちろん，有効な評価ツール等もここから

入手することができる。評価に関するリソースバンクも用意されており，教師はそれ

らを自由に活用することができる。第三に，それらの質の担保という観点からいえば，

主要な評価ツールは NZ 教育研究所等が教育省と連携して開発しており，その有効性は

常に検証されシステム修正もなされている。そして第四に，学校支援機関等により教

師の評価力向上のための多種多様な研修が実施されている。 

 

(2) 評価の実際 

 ここに掲載した写真は，オークランドの某初等学校の低学年 

クラスで撮影したものである。これらから，この学校で行われ 

ている評価活動を 垣間
か い ま

見ることができよう。写真①は，ある

課題について教師が生徒の現在の理解度を示したものである。

それに対し写真②は，生徒自身がこれからどうしていけばよい

のか，自身のゴールについて再度考えている様子である。そして

写真③はゴールを設定（表明）し，それを教師と共有している様

子である。写真④は教室に掲示されている評価指標である。 

 

○ 私（生徒，以下同じ）は，全ての評価の主な目的は学習のためのものであることを知っている。 

○ 私は，評価基準を使って自分の実際の達成状況を比較し，次の学習を明確にすることで，日々の進

捗状況を評価することができる。 

○ 私は，私の学習のエビデンスを作成し，表現することができる。 

○ 教師は，学級の状況を可能な限り多面的に評価するために，常に私たちと関わり合っている。私たち

は，評価の目的，時期，内容（可能な限り），評価基準を知っている。 

○ 教師は，明確な学習意欲，カリキュラムに示された学習課題の観点から評価を説明する。 

○ 私は，評価から得た情報を理解している。 

○ 評価によるフィードバックにより，私は私がやってきたことの進捗状況について信頼できる情報を得る

ことができる。 

○ 評価の情報は，即座に学習の次のステップについての情報を与えてくれる。 

○ 教師は，授業において評価からのフィードバックを行う時間を確保している。 

○ 教師は，私の評価結果を改善するために私をサポートしている。 

○ 私は，自分の進捗状況がどのように学校や国の基準と比較されているのかを知っている。 

写真① 
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また，五つのキー・コンピテンシーの評価については，以下のシートを使って評価

結果を保護者に伝えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典： 

http://assessment.tki.org.nz/Reportingtoparentswhanau/Examplesandtemplates/Illustratingprogressinfoundation
sforlearning/KeyCompetencies）  

 

３．議論と展望  
 2009 年に発行された『ニュージーランドの評価の方向性』は，次のステップに向け

た改革の基本的視座を示すものとして位置付けられており，そこで重要視されている

ことは「評価活動の中心は生徒である」（students at the centre of assessment practice）と

いう主張である。生徒が自身の学びに対する自己評価力を高めることが，次への学習

への動機付けとなる，ということである。換言すれば，評価を生徒が学校段階で修得

すべき資質能力の基礎においていると捉えることができよう。 

（福本みちよ）
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Key Competencies  capabilities that help your child learn 

The competencies we are encouraging  Strengths and areas for future 
focus 

Thinking 
• Can make sense of information 

experiences and ideas 
• Is intellectually curious  
• Asks questions 
• Can engage in ‘it depends’ thinking. 

 
Summary text goes here 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next steps 
 
Text goes here 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

   
 

Using language symbols and texts 
• Understands information that is 

communicated in words, numbers, 
movements and images 

• Can communicate with others using words, 
numbers, movements and images 

• Uses a range of technologies confidently. 

Managing self 
• Has a ‘can do’ attitude 
• Sees themselves as a capable learner 
• Is reliable, resilient and resourceful 
• Sets personal goals 
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５. 諸外国における資質・能力の評価（まとめ） 

 

１．資質・能力育成からみた教育課程の特徴  
諸外国の評価で取り上げた三つの国ではいずれも，資質・能力の育成を重視した教

育課程が作成されていた。イギリスでは，2014 年にナショナル・カリキュラムの改訂

が行われ，「教養ある市民」の育成を目標に，各教科学習において「知識と理解・スキ

ル」を子供たちに獲得させる教育課程を編成していた。オーストラリアでは，2008 年

から同国初のオーストラリアン・カリキュラム（AC）の開発・導入が進められており，

各学習領域と，それらをまたがって教えられるべき領域横断的優先事項（学習内容），

汎用的能力（資質・能力）の三つの柱により構成されていた。ニュージーランドでは，

2007 年版のニュージーランド・カリキュラム（NZC）により，五つのキー・コンピテン

シーと，八つの学習領域が規定されており，初等教育段階については，達成すべき指

標としてナショナルスタンダードが設定されていた。特に，オーストラリアとニュー

ジーランドにおいては，汎用的能力とキー・コンピテンシーと用語は異なるものの，

明確に定義した資質・能力を基礎にして教育課程の全体が構想されていた。 

 

２．資質・能力の評価への取組  
(1) 評価の枠組みや体制 

対象とした国々では，国や州のレベルにおいて，評価の方針が定められており，評

価の枠組みや体制が整備されていた。 

イギリスでは，ナショナル・カリキュラム・アセスメントと呼ばれる評価が，KS１

（7 歳）の教員による評価，KS２（11 歳）の全国テスト・教員による評価，KS３（14

歳時）の教員による評価，KS４（16 歳時）の GCSE 試験（外部試験団体による評価）な

ど，各キーステージ(KS)終了時に行われていた。また，公的な評価に加えて，各学校

は学期ごと，あるいは年度ごとに通知表というかたちで保護者に子供たちの学力到達

度を知らせていた。 

オーストラリアのビクトリア州では，評価（assessment）とは，子供の学習の改善に

資する正確かつ一貫した証拠を示すための情報の収集，分析，提示の継続的な過程を

意味していた。同州では，カリキュラムの策定・運用主体は学校にあり，各教科にお

いて子供が「到達スタンダード」の達成に必要とされる事柄を具体的に示した「発達・

成長の指標」に基づいて，子供の発達・成長の評価が進められていた。 

ニュージーランドでは，評価の目的は「提供された情報に応じて，生徒が自身の学

習を，教師が自身の指導を改善すること」にあった。教育省が示している学校内で教

師により実施される評価サイクルは，データ収集→生徒とともにエビデンスを収集・

共有→ゴールの設定→進行中のエビデンスの収集→教師による包括的評価（OTJ）の実

施→OTJ の妥当性の検討→報告と次のステップのゴール設定，となっていた。評価に関

する情報サイト（TKI）や技術的支援など，教育省を中心とした行政・研究機関等によ

る全国レベルの支援体制が整備されていた。 

いずれの国においても，評価を実施するに当たっての明確な方針が示されており，

エビデンスに基づく評価システムの構築が進められていた。 
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資する正確かつ一貫した証拠を示すための情報の収集，分析，提示の継続的な過程を

意味していた。同州では，カリキュラムの策定・運用主体は学校にあり，各教科にお

いて子供が「到達スタンダード」の達成に必要とされる事柄を具体的に示した「発達・

成長の指標」に基づいて，子供の発達・成長の評価が進められていた。 

ニュージーランドでは，評価の目的は「提供された情報に応じて，生徒が自身の学

習を，教師が自身の指導を改善すること」にあった。教育省が示している学校内で教

師により実施される評価サイクルは，データ収集→生徒とともにエビデンスを収集・

共有→ゴールの設定→進行中のエビデンスの収集→教師による包括的評価（OTJ）の実

施→OTJ の妥当性の検討→報告と次のステップのゴール設定，となっていた。評価に関

する情報サイト（TKI）や技術的支援など，教育省を中心とした行政・研究機関等によ

る全国レベルの支援体制が整備されていた。 

いずれの国においても，評価を実施するに当たっての明確な方針が示されており，

エビデンスに基づく評価システムの構築が進められていた。 
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(2) 評価の実際 

 評価に当たっては，エビデンスを重視して学力形成を的確に把握するとともに，評

価を指導や学習の改善に生かすことが重視されていた。 

イギリスでは，総括的評価と形成的評価の双方において，子供たち一人一人の学力

到達度を「証拠」に基づき教師が判断することが求められていた。「ねらい」に到達し

たことを示す「証拠」として，子供の作品や小テスト，ノートを集め，ポートフォリ

オが作成されていた。また，通知表や進学・転校先の学校への引継ぎ資料にも，細か

な子供の学力に関する資料が作成されていた。 

オーストラリアでは，子供の学習状況及び成果を年 2 回，保護者に報告することが

義務付けられていた。ビクトリア州では，5 段階評価で示す各教科等の成績の報告に加

えて，七つの AC の汎用的能力のうち，毎年 5 月に全児童生徒を対象に実施される学力

調査（NAPLAN）にてリテラシー，ニューメラシーの評価が，3 年に一度の抽出調査（NAP）

にて ICT リテラシーの評価が実施されており，結果の報告が義務付けられていた。 

ニュージーランドでは，エビデンスは，①観察，②生徒との意見交流，③基準に準

拠したツールを用いた公式な評価結果の収集，といった方法で収集されていた。日常

の評価活動では，教育省が提供するeポートフォリオ・サービスを使い，上述のエビデ

ンスの記録や評価活動が実施されていた。また，生徒自身の評価力育成に積極的に取

り組まれていた。  
 評価の実際については，対象とした国において，特にエビデンスに基づく評価の在

り方や評価をいかに指導と学習に生かすのかが追求されていた。 

 

３．議論と展望  
 評価をめぐっては，いずれの国においても，学びの質を高め子供の発達を促すため

の重要な視点として捉えられており，その効果的な実践に向けて，評価方針の明確化

や新たな評価ツールの開発などが進められていた。 

イギリスでは，「学習のための評価」と「学習の評価（総括的評価）」の違いを明確

にし，その共存的な関係を構築することが大きな課題となっていた。評価から次の学

習のステップを見いだすことと評価の客観性を重視することとを共に探究することが

議論されていた。 

オーストラリアでは，多様な背景を持った子供の発達・成長の評価が課題であった

が，オンラインを活用した個々の能力に応じた設問の提供が検討されていた。また，

汎用的能力を評価することは困難を伴うが，他者との協働による問題解決能力の測定

のためのオンライン評価ツールの開発が進められていた。 

ニュージーランドでは，『ニュージーランドの評価の方向性』が 2009 年に発表され，

次の段階として「評価活動の中心は生徒である」という基本的視座が示されていた。

子供が自身の学びに対する自己評価力を高めることが，次への学習への動機付けにな

ると考え，評価を修得すべき資質・能力の基礎として捉えられていた。 

評価を進めていく上での課題として，子供の学力形成についてエビデンスを基にど

のように的確に把握するのか，評価を指導や学習の改善に生かして子供の発達・成長

にいかにつなげていくのかなどに焦点が当たっていた。 

（松尾知明） 
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５. 諸外国における資質・能力の評価（まとめ） 
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汎用的能力（資質・能力）の三つの柱により構成されていた。ニュージーランドでは，

2007 年版のニュージーランド・カリキュラム（NZC）により，五つのキー・コンピテン

シーと，八つの学習領域が規定されており，初等教育段階については，達成すべき指

標としてナショナルスタンダードが設定されていた。特に，オーストラリアとニュー

ジーランドにおいては，汎用的能力とキー・コンピテンシーと用語は異なるものの，

明確に定義した資質・能力を基礎にして教育課程の全体が構想されていた。 

 

２．資質・能力の評価への取組  
(1) 評価の枠組みや体制 

対象とした国々では，国や州のレベルにおいて，評価の方針が定められており，評

価の枠組みや体制が整備されていた。 

イギリスでは，ナショナル・カリキュラム・アセスメントと呼ばれる評価が，KS１

（7 歳）の教員による評価，KS２（11 歳）の全国テスト・教員による評価，KS３（14

歳時）の教員による評価，KS４（16 歳時）の GCSE 試験（外部試験団体による評価）な

ど，各キーステージ(KS)終了時に行われていた。また，公的な評価に加えて，各学校

は学期ごと，あるいは年度ごとに通知表というかたちで保護者に子供たちの学力到達

度を知らせていた。 

オーストラリアのビクトリア州では，評価（assessment）とは，子供の学習の改善に

資する正確かつ一貫した証拠を示すための情報の収集，分析，提示の継続的な過程を

意味していた。同州では，カリキュラムの策定・運用主体は学校にあり，各教科にお

いて子供が「到達スタンダード」の達成に必要とされる事柄を具体的に示した「発達・

成長の指標」に基づいて，子供の発達・成長の評価が進められていた。 

ニュージーランドでは，評価の目的は「提供された情報に応じて，生徒が自身の学

習を，教師が自身の指導を改善すること」にあった。教育省が示している学校内で教

師により実施される評価サイクルは，データ収集→生徒とともにエビデンスを収集・

共有→ゴールの設定→進行中のエビデンスの収集→教師による包括的評価（OTJ）の実

施→OTJ の妥当性の検討→報告と次のステップのゴール設定，となっていた。評価に関

する情報サイト（TKI）や技術的支援など，教育省を中心とした行政・研究機関等によ

る全国レベルの支援体制が整備されていた。 

いずれの国においても，評価を実施するに当たっての明確な方針が示されており，

エビデンスに基づく評価システムの構築が進められていた。 

  15  

 

(2) 評価の実際 

 評価に当たっては，エビデンスを重視して学力形成を的確に把握するとともに，評

価を指導や学習の改善に生かすことが重視されていた。 

イギリスでは，総括的評価と形成的評価の双方において，子供たち一人一人の学力

到達度を「証拠」に基づき教師が判断することが求められていた。「ねらい」に到達し

たことを示す「証拠」として，子供の作品や小テスト，ノートを集め，ポートフォリ

オが作成されていた。また，通知表や進学・転校先の学校への引継ぎ資料にも，細か

な子供の学力に関する資料が作成されていた。 

オーストラリアでは，子供の学習状況及び成果を年 2 回，保護者に報告することが

義務付けられていた。ビクトリア州では，5 段階評価で示す各教科等の成績の報告に加

えて，七つの AC の汎用的能力のうち，毎年 5 月に全児童生徒を対象に実施される学力

調査（NAPLAN）にてリテラシー，ニューメラシーの評価が，3 年に一度の抽出調査（NAP）

にて ICT リテラシーの評価が実施されており，結果の報告が義務付けられていた。 

ニュージーランドでは，エビデンスは，①観察，②生徒との意見交流，③基準に準

拠したツールを用いた公式な評価結果の収集，といった方法で収集されていた。日常

の評価活動では，教育省が提供するeポートフォリオ・サービスを使い，上述のエビデ

ンスの記録や評価活動が実施されていた。また，生徒自身の評価力育成に積極的に取

り組まれていた。  
 評価の実際については，対象とした国において，特にエビデンスに基づく評価の在

り方や評価をいかに指導と学習に生かすのかが追求されていた。 

 

３．議論と展望  
 評価をめぐっては，いずれの国においても，学びの質を高め子供の発達を促すため

の重要な視点として捉えられており，その効果的な実践に向けて，評価方針の明確化

や新たな評価ツールの開発などが進められていた。 

イギリスでは，「学習のための評価」と「学習の評価（総括的評価）」の違いを明確

にし，その共存的な関係を構築することが大きな課題となっていた。評価から次の学

習のステップを見いだすことと評価の客観性を重視することとを共に探究することが

議論されていた。 

オーストラリアでは，多様な背景を持った子供の発達・成長の評価が課題であった

が，オンラインを活用した個々の能力に応じた設問の提供が検討されていた。また，

汎用的能力を評価することは困難を伴うが，他者との協働による問題解決能力の測定

のためのオンライン評価ツールの開発が進められていた。 

ニュージーランドでは，『ニュージーランドの評価の方向性』が 2009 年に発表され，

次の段階として「評価活動の中心は生徒である」という基本的視座が示されていた。

子供が自身の学びに対する自己評価力を高めることが，次への学習への動機付けにな

ると考え，評価を修得すべき資質・能力の基礎として捉えられていた。 

評価を進めていく上での課題として，子供の学力形成についてエビデンスを基にど

のように的確に把握するのか，評価を指導や学習の改善に生かして子供の発達・成長

にいかにつなげていくのかなどに焦点が当たっていた。 

（松尾知明） 
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第５章 まとめと今後の課題 

本章では，本報告書の内容をまとめ，今後の課題を探る。 

 

１. まとめ 

本報告書では，第 1 章で，本研究の目的や位置付けを整理した後，第 2 章で教育課程の

基準・指導要録等に見られる評価の考え方の変遷を追った。第 3 章では国内，第 4 章では

国外の学習評価の取組の動向を紹介した。本章では研究内容のまとめとして，成果や課題

を順に記す。 

 

・第 2 章では，我が国の教育政策上，「目標に準拠した評価」や「指導と評価の一体化」と

表現されるような評価に対する考え方が重視されてきたこと，及び，それらの評価が学

習指導要領改訂で一層の充実が図られるなど，「学習のための評価」（Assessment for 

learning）の実現が大きな課題となっていることを確かめた。なお，「学習のための評価」

という考え方は，イギリスにおける学習評価の改善に向けた取組においても中心的な役

割を果たしていることが報告されている（第 4 章）。 

・第 3 章 1 節「目標に準拠した評価の実践研究」からは，授業における子供の姿の評価を

めぐる教師間での協議や「すりあわせ」が，評価の根拠や評価規準の共有とともに，子

供の学びのプロセスを見取ろうとする意識を高めるのに役立ったとする報告を確認した。

また，この協議の場が小・中学校，教育委員会，教育センター等の複数機関の共同研究

で実現されていた。 

・第 3 章 2 節で分析した国立大学附属学校調査からは，資質・能力の評価に関して，パフ

ォーマンス評価やポートフォリオ評価，子供の自己評価など，ペーパーテスト以外の多

様な評価方法の工夫・実践がなされていた。特に「思考・判断・表現」の観点を評価す

るため，外からは見えにくい「思考」のプロセスを外化するための指導方法の工夫が見

られた。 

・その一方で，教育目標（重視したい資質・能力の特定）や教育内容・方法（それらを育

成する授業の在り方など）に関する研究に比べ，評価は「今後の課題」と捉えている学

校も複数あった。これら学校の実践研究から，今後の課題として，①資質・能力の育成

に向けた評価観の確立，②評価の妥当性・信頼性の確保，③日常的に指導に生かせる評

価の在り方，④情意にかかわる資質・能力の評価，⑤評価観や評価規準の共通理解や共

有などが導かれた。 

・第 3 章 4 節で整理した国際バカロレアにおける評価では，認知面と情緒や社会性を含む

資質・能力を重視したカリキュラム開発と連動して，学習活動（「探究」・「行動」・「振り

返り」）をテーマ学習に組み込み，資質・能力を評価する体制を構築していた。評価の考

え方として，①学習者中心，②評価規準に準拠したアプローチ，③形成的評価の重視，

④子供の自己評価の活用，⑤バカロレア評価機構による外部評価と学校の担当教師によ

る内部評価の併用などが特徴として指摘できる。 
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第５章 まとめと今後の課題 

本章では，本報告書の内容をまとめ，今後の課題を探る。 

 

１. まとめ 

本報告書では，第 1 章で，本研究の目的や位置付けを整理した後，第 2 章で教育課程の

基準・指導要録等に見られる評価の考え方の変遷を追った。第 3 章では国内，第 4 章では

国外の学習評価の取組の動向を紹介した。本章では研究内容のまとめとして，成果や課題

を順に記す。 

 

・第 2 章では，我が国の教育政策上，「目標に準拠した評価」や「指導と評価の一体化」と

表現されるような評価に対する考え方が重視されてきたこと，及び，それらの評価が学

習指導要領改訂で一層の充実が図られるなど，「学習のための評価」（Assessment for 

learning）の実現が大きな課題となっていることを確かめた。なお，「学習のための評価」

という考え方は，イギリスにおける学習評価の改善に向けた取組においても中心的な役

割を果たしていることが報告されている（第 4 章）。 

・第 3 章 1 節「目標に準拠した評価の実践研究」からは，授業における子供の姿の評価を

めぐる教師間での協議や「すりあわせ」が，評価の根拠や評価規準の共有とともに，子

供の学びのプロセスを見取ろうとする意識を高めるのに役立ったとする報告を確認した。

また，この協議の場が小・中学校，教育委員会，教育センター等の複数機関の共同研究

で実現されていた。 

・第 3 章 2 節で分析した国立大学附属学校調査からは，資質・能力の評価に関して，パフ

ォーマンス評価やポートフォリオ評価，子供の自己評価など，ペーパーテスト以外の多

様な評価方法の工夫・実践がなされていた。特に「思考・判断・表現」の観点を評価す

るため，外からは見えにくい「思考」のプロセスを外化するための指導方法の工夫が見

られた。 

・その一方で，教育目標（重視したい資質・能力の特定）や教育内容・方法（それらを育

成する授業の在り方など）に関する研究に比べ，評価は「今後の課題」と捉えている学

校も複数あった。これら学校の実践研究から，今後の課題として，①資質・能力の育成

に向けた評価観の確立，②評価の妥当性・信頼性の確保，③日常的に指導に生かせる評

価の在り方，④情意にかかわる資質・能力の評価，⑤評価観や評価規準の共通理解や共

有などが導かれた。 

・第 3 章 4 節で整理した国際バカロレアにおける評価では，認知面と情緒や社会性を含む

資質・能力を重視したカリキュラム開発と連動して，学習活動（「探究」・「行動」・「振り

返り」）をテーマ学習に組み込み，資質・能力を評価する体制を構築していた。評価の考

え方として，①学習者中心，②評価規準に準拠したアプローチ，③形成的評価の重視，

④子供の自己評価の活用，⑤バカロレア評価機構による外部評価と学校の担当教師によ

る内部評価の併用などが特徴として指摘できる。 
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・第 3 章 5・6 節の教育センター・教育委員会等への調査及び研修に関する報告からは，教

員研修によって評価の意義に対する教師の見方が深まる可能性が示される一方で，研修

で理解が深まってもその後，学校で継続的に実践していくことの難しさも課題として指

摘があった。回答を寄せた指導主事らは，校内研修などを通した教師らへの関わりの中

で，評価に対する教師や学校の関心は，指導方法や授業改善に比べて低いと感じている。

今後の研修・事業の課題として，指導と評価の一体化への理解を一層進めるとともに，

各学校において教職員間の共通理解を図りながら評価を含めた授業づくりに取り組める

よう，校内研修などによる学校への支援を行っていく必要がある。 

・第 4 章の諸外国における評価の研究では，イギリス，オーストラリア，ニュージーラン

ドの三か国を詳細に検討した。これら三か国は，資質・能力の育成を目指す教育課程を

実施してきた歴史があり，その中で資質・能力の評価に関する取組も進められてきた経

緯がある。いずれの国においても，我が国における「指導と評価の一体化」の推進と同

様に，評価の目的を「生徒が自身の学習を，教師が自身の指導を改善すること」（ニュー

ジーランド），「学習のための評価」（イギリス）など，学習と指導の改善に資するものと

位置付けている。その上で，評価のエビデンスとなる情報の収集や共有のための様々な

取組が展開されており，評価ツールの開発により学校を支援する取組も見られる。さら

に，これらのエビデンスに基づいた評価から子供の学習改善や成長にどうつなげていく

かという課題が各国ともに意識されており，子供の自己評価活動を重視したり，評価を

基に教師と子供が次の課題を明らかにしたりといった，評価を学習に生かす具体的な取

組が進められるようになっている。 

 

２. 今後の課題 

以上より，我が国の限られた調査対象ではあるが，資質・能力の育成目標・方法の検討

に比べ，その評価に関する検討はこれからであることや，評価の実践に当たっては日々の

授業で継続的に行うための労力（コスト）をいかに抑えるかや，そのための教職員同士の

協働体制などをどう構築するかが課題となることが示唆された。資質・能力の育成と評価

に向けて，自治体や学校として評価観を共有し，長期的なスパンで成長を評価できる体制

を構築しつつ，日々の授業改善に貢献できる日常的な評価の在り方の検討が求められてい

ると言える。 

また，これまで資質・能力を育成する教育課程を実施してきた諸外国における学習評価

の動向からも，評価に必要な様々なデータをいかに収集するか，それらのデータをどう解

釈・分析して評価するか，さらに，その評価結果を授業改善や子供の次の学習課題にどう

生かすかなど，資質・能力の育成を目指す学習評価を充実していく上で，共通の課題が浮

かび上がってきた。 

以下では，これらの課題も踏まえ，今後，資質・能力を育成する教育課程の編成におい

て，各学校における評価の取組を支援していくために必要な研究や研修に求められる課題

を確認する。 
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（１） 指導と評価の一体化への支援 

 国内において先進的な実践研究に取り組んでいる国立大学附属学校への調査でも，教育

センター・委員会への調査においても，評価に関する研究や実践に対する関心は，指導方

法や授業改善に比べて高くないことが示された。また，教師の意識には，評価を中心に研

究・実践することで，評価のための授業になってしまったり，授業研究の時間が削られて

しまったりすることへの懸念が強いこともわかった。 

 こうした傾向は，指導方法と評価を切り離して捉えることで助長されてしまうと考えら

れる。資質・能力の育成に向け，各学校には，学校の実態に応じて育成すべき資質・能力

を具体的に検討するよう求められている。その際，指導方法と評価についても一体的に検

討することによって，評価を後回しにせず，単元づくりの一連のプロセスに位置付ける取

組を提案していく必要がある。 

 例えば，附属学校の実践で挙げられていた OPPA（一枚ポートフォリオ評価法）の試みは，

単元の最初と途中，最後に同じ問いへの解答を複数回求めることで，子供が資質・能力を

発揮する過程を授業の中で継続的に観察する試みでもある。こうした継続的な観察（評価）

を一回ごとの授業や単元の中で実施することで，評価活動を授業の自然な流れに組み込む

ことができれば，教師・学習者双方の労力（コスト）を軽減することにもつながる。 

子供に対話活動を通して答えを出してほしい問いを授業の最初と最後に二度提示して，

その都度一人一人に自らの考えを書かせるようにすれば，教師は，この二つの表現を子供

一人一人について比べてみることで，クラス全体の理解度などの進捗を推測できる。授業

や単元を通して作成したポートフォリオを活用して，最初と最後のワークシートを見比べ

ると，子供自身が自らの成長を確認することも可能になる。こうした実践について，各グ

ループのどのような対話がどのような理解深化を引き起こしたのかというメカニズムを探

ることも，授業実践を支援する上で有効と考えられる（東京大学 CoREF, 2017）。 

また，授業の中で子供から表出される質問や疑問を評価する方法も考えられる。これま

での研究から，学習内容への子供の理解が十分に深まっていないと自由に質問や疑問を思

い付くことができないことがわかっている（国立教育政策研究所, 2015）。したがって，子

供から出された質問や疑問は，子供の理解の深化を評価する重要な手掛かりとなり得る。

同時に，授業や単元の終末における子供からの発問を分析することで，指導の在り方を検

証し，授業改善に役立てていくことができる。さらに，これらの疑問や質問は次の単元計

画や授業づくりに生かし，学級全体で共有したり，個人や小集団での探究を促したり，同

じ内容の専門家の質問と比較したりなど，多様な展開に活用していけるだろう。 

このように，学習者である子供が「元々何を知って／わかって／できていて」（事前），

学習の成果で「どこまで知る／わかる／できるようになり」（事後），その先に「何を知り

たい／わかりたい／できるようになりたい」かを捉えることは，形成的評価を学習者中心

の学びを保証するために活用できることになるであろう。 

 単元や授業において，一人一人の子供に「わかってほしいこと」，「できるようになって

ほしいこと」がどれだけ達成されたのかが多面的・多角的に把握できれば，それだけ次の

授業がデザインしやすくなる。しかも，これを継続的に行うことができれば，一人一人，
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あるいはクラス全体の達成度を見ながら，目標を一層高めたり，逆に学び直しに重点を置

いたりなどの「前向き」な授業デザインも可能になる。授業デザインそのものに評価を組

み込み，評価と一体的な授業づくりを提案していくことが求められている。 

今後は，ある単元や授業の評価を通して，その単元や授業の指導案や教材をいかに改善

するかや，次の授業や単元に子供の学びをどう生かすのかなどまでを見通した実践研究を

進めていきたい。 

 

（２） 多面的・多角的な評価の効果的な活用 

国立大学附属学校の様々な実践研究からは，多様な評価手法を相補的に活用して「多面

的・多角的」に子供の学びに迫ろうとする研究動向が見て取れた。国立大学附属学校の豊

かな研究環境を活用して，全教科等で学校種を越えた系統的なルーブリックを作成してい

る学校もあった。 

他方で，ルーブリックを実践している学校からも，時間的コストや負担感の大きさが課

題として指摘されている点も看過できない。また，より積極的な意味でルーブリックをあ

えて作成せず，一人一人の子供の姿を見取ろうとしている学校があることも示唆的である。

他にも，第 3 章１節で紹介したように，B（おおむね満足）の評価規準を設定した上で，A

と評価できる子供の姿について教師間でモデレーションを行いながら多様な姿を見いだし

ていくという取組も有効に機能していることが示されている。 

多様な評価手法の積極的な活用は，一つ一つの評価手法の問題点を相互に補い合える点

で，資質･能力を多面的・多角的に評価するために推奨される取組であるが，各学校におい

てこれらの評価に取り組むためには，まず，資質・能力を発揮した子供の具体的な姿を様々

な学習活動の実践を通して蓄積しながら共有していく取組が求められる。学校における授

業研究や研修の場を活用して，授業における子供の学びの姿をもとに協議しながら学校と

して子供の成長を見取る力量を高められるような取組を推進していく必要がある。 

他方で，多面的・多角的な評価が求められる背景には，子供の学びのプロセスを収集・

把握して学習評価に生かしたいという意図がある。この情報収集を支援していく研究は，

授業改善にも評価にも役立つと期待できる。学びのプロセスの情報を把握することによっ

て，一人一人の子供がどのように考えを変え，自身の知識やできることを増やし，理解を

深めて，次の問いを見付けていったのかを追うことができる。それは一人一人の子供の成

長を価値付けることにも役立つし，一人一人の多様な道筋を統合することで当該授業や単

元の学習内容を「子供はいかに学ぶか」のモデルが構築できるようになる。それは次の授

業実践や評価の質を高めることにもつながるであろう。 

プロセスの評価は，学習科学や CSCL（Computer-Supported Collaborative Learning）などの

実践的研究分野の誕生に見るように，ICT によって格段にやりやすくなっている。教室内

外で起きる学習活動の記録も，ビデオや IC レコーダー，学習支援システム等の普及によっ

て以前より容易に残せるようになった。これらを活用して，例えば学習のプロセスを追い

ながら一人一人の子供の学びを他の教師と協働的に追う研修に取り組むことで，多様な資

質・能力を駆使して学んでいる子供の姿をより具体的に見取る力量を高められよう。 
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今後の研究課題は，教師が学校現場で協働的に評価に取り組めるよう支援することであ

る。ICT を用いて学習過程を可視化する技術を充実し，それらの技術によって得られたデ

ータを基にした分析を学校で教師が行う評価に生かせるような研究の進展が求められる。 

 

（３） 自己評価活動から学習評価へ 

今回調査した学校の多くで，振り返りなど子供による自己評価活動が重視されていた。

また，諸外国においても，「評価活動の中心は生徒である」（ニュージーランド）という視

点で評価の新しい方向性が打ち出されているように，子供自身の自己評価と自己評価力を

育成する取組が重視されている。 

子供による学習の自己評価（クラス全体の自己評価という意味で学習者同士の相互評価

も含む）は，評価の理念あるいは目標としては有意義だが，具体的にそれをどう行うか，

そして，その評価を教師による学習評価や子供の学習改善にどう生かすかという点が課題

である。理念としては，例えば，東（2001）が「評価は子どもの自己形成を手助けする『人

と人との関わり合い』」と位置付け，安彦（1987）が「（自己評価は）現代の教育実践と教

育評価の中心に位置付けるべきもの」とするなど，その重要性は資質・能力育成の視点に

限らず，広く認められている。 

ただし，その具体的な方法については，北尾（2006）が「優れた他者評価を介すことに

よって自己評価の信頼性が保証されることから，まず自己評価させ，その結果と他者評価

の結果とを比較した後に，再度自己評価させるようなサイクルが望ましい。」など，信頼性

をいかに高めていくかが課題とされている。この課題に応えるため，自己評価を実施して

いる学校の中には，自己評価させて終わりではなく，教師がその自己評価に対してコメン

トなどによる”評価”を行い，子供の自己評価する力を伸ばそうとする試みが見られた。 

子供による自己評価は，自らの学びを客観的に観察することができないまま行われるた

め，「観察」を抜かして，本人の「認知」を直接「解釈」させる営みに近い。それゆえ，「今

日の授業はわかりましたか？」などの質問による自己評価は，各自が何を基準として評価

しているのかが多様で，結果の解釈が難しい。さらに，「どうやってわかるようになりまし

たか？ 誰の意見が参考になりましたか？」といった質問への振り返りでは，授業に熱心

に取り組んだ子供ほど，自らの学習プロセスをモニタリングするリソース（認知的な資源）

が残っておらず，断片的にしか覚えていないといったケースも想定されよう。 

こうした課題に対しては，子供に自らの「認知」を検討するための「観察」データを提

供し吟味する機会を保障するという方法も考えられる。先述の例では，具体的に「何がわ

かったのか」や「何がわからなかったか，今後何を調べたいのか」を書き出すなどである。

その観点で，上の（１）項で挙げたような「事前事後記述」，「疑問・質問」を見直すと，

それがそのまま自己評価，あるいは仲間同士の相互評価に使えることがわかる。 

また，自己評価に教師の果たす役割も大きい。授業中に自然に出る子供の「わかった！」

という声や「わからなくなったな」といったつぶやきも自己評価への貴重な手掛かりとな

る。こうした声を聞き取りながら，子供とともに本時の学びを振り返ることで，子供の自

己評価力を伸ばししていくことも授業づくりの中に組み込んでいくよう提案したい。 
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３. 資質・能力の育成に向けて 

「資質・能力の三つの柱」の中でも，知識・技能以外の「思考力・判断力・表現力等」

や「学びに向かう力・人間性等」の評価については，これまでの実践研究の蓄積を踏まえ

て，多様な方法を検討し，学校の実態に合わせながら評価方法の選択肢を増やしていくこ

とが求められている。 

実際，実践研究や諸外国の取組のなかで，「思考力・判断力・表現力等」については，様々

な成果や提案が挙がっている。これらの成果について，より詳細に検討し，「思考力・判断

力・表現力等」を評価する多様な方法について授業づくりのプロセスとともに提案してい

くことが今後の研究課題である。また，各学校においても「学びに向かう力・人間性等」

については，情動や社会性に関わる様々な資質･能力が具体的に挙げられている。これらを

授業の中でどのように評価し，更に授業改善につなげていくかについても，実践研究の成

果を検証しながら進めていく必要がある。 

北米で提起された「21 世紀型スキル」に関する評価と教育プロジェクト（Assessment and 

Teaching of the 21st Century Skills：ATC21S と略す。http://atc2ls.org/）では，「学習者が

元々何をどこまででき，スキルの発揮が必然性を持つ環境の中で，どれだけスキルを駆使

して伸長しているか」という形成的評価が重視されている。そこでは，いかなるスキルを

身に付けるべきかという「認知」に基づき，不断の「観察」を行って，その結果をいかに

「解釈」すればよいかを学習環境に関わる者で協働・連携して吟味し，再度観察し直すな

どの往還を繰り返しながら，次の授業のアイデアを得るという PDCA サイクルを回す必要が

ある。このことを踏まえ，ATC21S は 21 世紀型スキルの評価と教育を次のようにまとめて

いる（Scardamalia et al., 2012）。 

 

これまで必要とされたスキルは，個人が科学的な知識を正確に把握することや，与えら

れた問題を効率良く解くことが中心だった。これらは，初心者がどのようにゴールに到

達すればよいかを探ることによって教えることができた。これに対して，21 世紀に必要

なスキルは，学習者が互いに理解を深め合い，あるゴールを達成するにつれて新しいゴ

ールを見出し，自ら設定した新しい課題を解きながら前進する創成的で協調的なプロセ

スを引き起こすスキルである。そういったスキルの涵養
か ん よ う

には，「知識を新たに構築する

ことが奨励される環境」が必要になる。そこでは，メンバーがそれぞれ自らの問題を解

決しつつ，チームで解くべき問題を共有し，共通した問題解決のために貢献する。メン

バーは，それぞれの強みを活
い

かしつつ，社会的責任を果たす相互支援関係を成り立たせ

ることを学ぶ。このような環境では，新しいスキルだけでなく，これまで重要だとされ

てきたスキルも獲得されることがわかっている。 

 

以上のとおり，21 世紀型スキルなどの資質・能力の評価は，学力観と学習評価の在り方

を豊かにすることに役立つと同時に，教育現場側が子供に伸長させている資質・能力を妥

当に捉える評価，さらに，大学や企業など選抜・採用する側が自らの領域に真正な資質・

能力を候補者が潜在的に持っているかを見極める評価を要請することを通して，社会全体

の評価の営みを豊かにする可能性も秘めている。 
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資質・能力の育成に向けた評価を充実していくためには，学校現場の教職員だけではな

く，教育行政関係者も保護者も含めた社会の大人が，「この資質・能力こそ 21 世紀に求め

られるものの候補であり，これこそ次世代の子供たちと共有したい」と心底思える目標を

立てるべきであろう（三宅・三宅, 2014）。その上で，共通に設定したゴールに到達したか

どうかを評価するだけではなく，ゴール自体を子供の学びを見取りながら見直していくと

いう評価の視点も必要になろう。 

本報告書で紹介した国内の実践事例では，資質・能力の評価に関して，教師が子供の自

己評価をもとにその子供の課題を話し合って目標を設定する取組がみられた。また，国際

バカロレア学校では，形成的評価を適宜子供にフィードバックし，時には次の課題を修正

して子供の学びを支援するとともに，総括的評価の際には，与える課題で何をどこまで期

待するかという評価規準を子供に説明し，子供自身が理解して取り組めるようにしている。

諸外国では，資質・能力の育成を目指した教育改革に早くから取り組んできたイギリスや

ニュージーランドで，学習のための評価（Assessment for learning）や子供自身の評価力を

高める学習活動が展開されるようになっている。 

教師と子供が評価を手がかりに対話し，その中で子供自身が自らの目標や課題を見出し

て自ら学んでいく力を育てる。教師は子供の課題を共有し，子供の学びを評価でサポート

していく。そんな取組が，資質・能力を育成する教育課程の実現を目指す中で少しずつ広

がろうとしている。学習評価を教師の指導計画や子供の学習活動の中に明確に位置付け，

教師と子供が共に取り組むことで，学びの質を高め資質・能力を育む学習評価が充実して

いくのではないか。その可能性を今後の研究で検証していきたい。 

本研究では，資質・能力を育成する教育課程の在り方について，目標・内容・指導方法，

評価等を一体的に構想するための基本原理を整理するとともに，実践のための基礎資料を

提供することを目標に研究を進めてきた。本報告書では，特に評価に焦点を当て，学習評

価の現状や今後の方向性を確認した上で，資質・能力の育成を見据えた先行的な様々な実

践を収集して，資質・能力を育成する教育課程を各学校において編成していく上での学習

評価をめぐる課題を明らかにした。今後は，本研究で同定した諸課題の解決に向け，学校

の実践研究と連携しながら研究を進めていくこととしたい。 
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